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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 ２時２０分 開会 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち、委員の皆さんにお諮りいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により傍聴の許可をしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、許可することに

決定いたします。 

  ただいまの出席委員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  なお、12番、長谷川和男委員は都合により欠席する旨の通告がありました。 

  ただいまから予算決算常任委員会を開会いたします。 

  直ちに予算決算常任委員会の会議に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したと

おりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 補正予算議案の詳細説明 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第１、補正予算議案の詳細説明を行います。 

  本日は、付託を受けました議案第21号 平成28年度矢巾町一般会計補正予算（第５号）に

ついて、議案第22号 平成28年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、議案第23号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、

議案第24号 平成28年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について、議案

第25号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）につい

ての５議案について、議案の順序に従って一括して詳細説明を受けたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議ないようでありますので、５議案を一括して
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説明を受けることにいたします。 

  また、補正予算案の詳細説明に当たっては、経常的な部分及び節等については極力省略し、

特徴のある部分について重点的に説明を願いたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議ないようでありますので、そのように進めさ

せていただきます。 

  それでは、議案第21号 平成28年度矢巾町一般会計補正予算（第５号）の詳細説明を求め

ます。 

  藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） それでは、私から議案第21号 平成28年度矢巾町一般会計補

正予算（第５号）の詳細について説明いたします。 

  まず、11ページを開き願います。説明につきましては、款、項、項の補正額の順に行いま

す。そのほかにつきましては、特記事項のみの説明とさせていただきます。 

  それでは、歳入、16款寄附金、１項寄附金1,000万円、こちらにつきましては矢巾２区のコ

ミュニティ施設用地分として寄附を２月15日付で受けたものでございます。 

  続きまして、17款繰入金、２項基金繰入金578万円。 

  15ページに参ります。今回の歳出の補正予算は、先ほどご議決いただきました名誉町民憲

章に係るもの、それから矢巾２区のコミュニティ施設用地取得に係るもの、それと不来方高

校野球部の甲子園出場に係るものの３つの部分のみとなってございます。 

  それでは、歳出、１款議会費、１項議会費10万6,000円、こちらは議長の甲子園応援のため

の旅費ということで費用弁償を計上したものでございます。 

  続きまして、２款総務費、１項総務管理費1,067万4,000円、こちらの中身ですが、まず一

般管理事業のところにつきましては、普通旅費が町長の甲子園応援旅費となっておりますほ

かは、全て名誉町民憲章に係るものとなってございます。 

  なお、秘書事業の中の広報費につきましても甲子園出場に関しての３紙に対して広告を掲

載するための予算でございます。 

  それから、広報事業の増のところの普通旅費は、こちらも甲子園の取材のための旅費とい

うことで計上しております。 

  それから、財産管理事業の増のところにつきましては、矢巾２区のコミュニティ施設用地
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の取得ということで343平米分となってございます。 

  ページを返していただきまして、10款教育費、５項保健体育費500万円、こちらは不来方高

校野球部の甲子園出場に対する補助金でございます。 

  なお、この金額につきましては不来方高校から500万円の補助をお願いしたいという申請に

基づきまして予算計上したものでございます。 

  以上をもちまして議案第21号 平成28年度矢巾町一般会計補正予算（第５号）の詳細説明

を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第21号 平成28年度矢巾町一般会計補正

予算（第５号）の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第22号 平成28年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の詳

細説明を求めます。 

  浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、私から議案第22号 平成28年度矢巾町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）の詳細を説明させていただきます。 

  今回の補正につきましては、平成28年度が間もなく終わりに近づいておりますので、現計

予算と今現在の会計としての決算見込みを推測し、必要額を増減するものでございます。 

  なお、国県等の特定財源については国民健康保険事業特別会計の性質上、歳出の医療費、

療養給付費の支出の状況に合わせて増減するものでございます。 

  それでは、11ページ、事項別明細書の歳入をお開きください。説明は一般会計同様に、款、

項の名称、項の補正額を読み上げまして、そのほか特記事項のみご説明いたします。 

  １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、補正額2,781万4,000円の増でございます。こ

ちらにつきましては、27年度の被保険者の所得の確定、徴収状況をそれぞれ勘案しまして増

額補正するものでございます。 

  続きまして、３款国庫支出金、１項国庫負担金3,192万2,000円の減。 

  12ページをお開きください。同じく３款国庫支出金、２項国庫補助金128万8,000円の増で

ございます。こちらにつきましては、国民健康保険制度の改正に伴う国保連とのデータ連携

システム、こちらの改修費用でございます。改修費用が増になったものでございます。 

  続きまして、４款県支出金、１項県負担金217万5,000円の増。 

  ５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金353万7,000円の増。 

  続きまして、６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金70万5,000円の増。 
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  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金１億9,198万7,000円の減。共同事業交付金につ

きましては、こちらも歳出と連動しておりますけれども、これは保険者が予想を超える想定

外の医療費の増減があった場合に、国保連が県内の市町村から拠出金を受けまして、それを

プールしてその市町村の医療費の増減によって再配分するといったようなものでございまし

て、一種の保険のような形の事業でございます。こちらのほうが歳出に連動しまして減とな

ったものでございます。 

  それでは、13ページに移ります。８款財産収入、１項財産運用収入３万3,000円の増。 

  ９款繰入金、１項一般会計繰入金2,417万3,000円の減。 

  11款諸収入、３項雑入44万2,000円の増、説明欄記載のとおりでございます。 

  ３款、４款、５款、７款については、それぞれ先ほどもお話ししましたけれども、歳出に

連動して特定財源が増減しているものでございます。 

  続きまして、歳出、17ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、それぞれ

財源更正でございます。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費１億3,827万9,000円の減。 

  18ページに移ります。２款２項高額療養費2,075万1,000円の減。 

  同じく２款４項出産育児諸費210万円の減。 

  ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金101万9,000円の減。 

  19ページをお開きください。４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金2,000円の増。 

  ６款介護納付金、１項介護納付金365万7,000円の減。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金3,585万3,000円の減、これが先ほど歳入の７款

でご説明したものの歳出部分の拠出でございます。 

  それでは、20ページをお開きください。８款保健事業費、１項保健事業費823万1,000円の

減でございますが、こちらにつきましては主に特定健診の受診者の実績に伴い審査委託料を

減するものでございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金220万円の減。 

  以上をもちまして平成28年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の説明

を終わります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

  以上、説明を終わります。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第22号 平成28年度矢巾町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）の詳細説明を終わります。 
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  次に、議案第23号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の詳細説

明を求めます。 

  佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） 議案第23号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）の詳細を説明させていただきます。 

  なお、説明に当たりましては前例同様とさせていただきます。 

  それでは、事項別明細書11ページをお開きください。補正の主な内容につきましては、介

護サービス給付費及び地域支援事業費の本年度決算見込みから補正するもので、これにより

国県支出金、支払基金交付金、繰入金等の歳入についてもあわせて補正をお願いするもので

ございます。 

  歳入、４款国庫支出金、１項国庫負担金△1,635万7,000円。 

  ２項国庫補助金△1,672万2,000円、５目介護保険災害臨時特例補助金７万3,000円につきま

しては、東日本大震災によります福島原発被災者の保険料減免に対する国からの補助金でご

ざいます。 

  ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金△2,503万2,000円。 

  ６款県支出金、１項県負担金△992万1,000円。 

  ページを返していただきまして、２項県補助金△94万3,000円、５目介護保険サービス利用

者負担特例措置支援事業費補助金10万円につきましては、こちらは東日本大震災による被災

者の利用減免についての補助金でございます。 

  ７款財産収入、１項財産運用収入１万1,000円。 

  ８款繰入金、１項一般会計繰入金△438万円。 

  ２項基金繰入金△496万4,000円。これにより年度末の基金残高は4,042万9,219円となりま

す。 

  続きまして、17ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費△７万

7,000円。 

  ３項介護認定審査会費３万1,000円。 

  ４項運営協議会費△２万円。 

  ページを返していただきまして、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費△8,810万円。 

  ２項介護予防サービス等費1,005万円。 

  ３項その他諸費10万円。 
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  ページを返していただきまして、４項高額介護サービス等費300万円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費300万円。 

  ３款地域支援事業費、１項介護予防事業費△179万1,000円。 

  ２項包括的支援事業任意事業費、ページを返していただきまして、金額、△394万4,000円。

恐れ入りますが、戻っていただきまして、１目地域包括支援センター運営事業費△298万円に

つきましては、委託法人職員の人事異動に伴う委託料の減となってございます。 

  済みません、またページを返していただきまして、５目生活支援体制整備事業△10万円に

つきましては、今年度生活支援サービスの充実について協議する場を設置するということに

してございましたが、今年度は29年度に向けて準備をするという年にしたいということから、

生きいきまちづくり委員会の委員の中で地域包括ケア部会がございますので、そちらのほう

で準備を進めてまいりましたことから、減額の補正となるものでございます。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金１万1,000円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金△57万4,000円。 

  ２項繰出金6,000円。 

  以上をもちまして議案第23号 平成28年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

の詳細説明を終了させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第23号 平成28年度矢巾町介護保険事業

特別会計補正予算（第３号）の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第24号 平成28年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の詳細

説明を求めます。 

  浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、私から議案第24号 平成28年度矢巾町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）の詳細についてご説明いたします。 

  今回の補正につきましては、国保会計同様に現計予算と今現在の決算見込み、こちらを推

測しまして必要額を補正したものでございます。 

  それでは、事項別明細書９ページ、歳入からご説明いたします。歳入でございますが、１

款後期高齢者保険料、１項後期高齢者保険料590万2,000円の増、こちら１件のみの歳入でご

ざいます。この歳入につきましては、制度上そのまま歳出の広域連合の納付金となるもので

ございます。 

  13ページをお開きください。歳出につきましては、今の保険料がそのまま広域連合の納付
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金になるものでございますので、同額が補正となってございます。 

  以上をもちまして平成28年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明を

終わります。よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第24号 平成28年度矢巾町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第25号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第

３号）の詳細説明を求めます。 

  菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、議案第25号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地区

画整理事業特別会計補正予算（第３号）の詳細についてご説明いたします。 

  なお、説明に当たりましては従前のとおりとさせていただきます。 

  ３ページをお開き願いたいと思います。第２表の繰越明許費についてご説明をいたします。

款、項、事業名、金額の順でご説明します。２款土地区画整理事業費、１項土地区画整理事

業費、事業名が矢幅駅前地区事業、金額が3,979万6,000円でございます。内容につきまして

は、換地計画に向けまして出来形測量、あるいは境界点の測量、換地計画の作成等の業務委

託について、契約をした上で繰り越しをしたいという内容でございます。 

  続きまして、事項別明細書によりご説明をいたします。11ページをお開き願います。歳入、

１款使用料及び手数料、１項使用料△11万円。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金△2,222万円、それから２項基金繰入金△106万円でござ

います。いずれも歳出に連動したものでございます。 

  それから、７款諸収入、１項雑入△27万円でございます。 

  15ページをお開き願います。歳出でございます。２款土地区画整理事業費、１項土地区画

整理事業費△2,366万円、駅西地区の事業費の減でございますが、まず保留地の販売仲介手数

料でございますが、当初保留地を販売する上で仲介業者さんをお願いして、成立した際には

手数料をお支払いするということにしておりましたが、結果的には成立件数がなかったとい

うことで減額でございます。 

  それから、測量委託につきましては入札減でございます。 

  それから、駅前地区につきましては、大きいところは光熱水費△1,220万円でございますが、

これはやはぱーくの電気料と、それから上下水道料でございまして、当初の金額がわからな

かったということで結構多目にとっておりましたが、１月までの実績に応じまして今回減額
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をするものでございます。 

  それから、測量調査の委託料の800万円の減でございますが、こちらにつきましては地区内

の関係の直接施工等の委託料、あるいは計画書事務補助ということで予定をしておりました

が、現時点では今年度中の直接施工というのは実施しないということで、今回減額をするも

のでございます。 

  以上をもちまして議案第25号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補

正予算（第３号）の詳細説明を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第25号 平成28年度矢巾町矢幅駅周辺土

地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）の詳細説明を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 補正予算議案の全体質疑 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 続きまして、日程第２、補正予算議案の全体質疑を

行います。 

  質疑の方法についてお諮りいたします。質疑は、提案された議案の順に従って行います。

一般会計及び特別会計それぞれ歳入歳出を一括して行いたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、そのように進め

てまいります。 

  なお、質疑に当たりましては事項別明細書のページ数をお知らせ願います。また、質疑の

ルールでありますが、回数制限は設けない一問一答方式としますが、簡単な質疑の場合は何

点かまとめてもよいことといたします。 

  それでは、一般会計補正予算を議題といたします。質疑ございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 11ページ、歳入、歳出では15ページの財産管理のところで、寄附金、

そして土地購入のところなのですけれども、矢巾２区コミュニティセンター建設用地という

か、そのところをちょっと説明していただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  歳入、寄附金で1,000万円、それから歳出、公有財産購入費1,000万円という形で、それぞ
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れ1,000万円ずつの補正をお願いする内容でございますけれども、具体的には今お話しありま

した矢巾２区コミュニティ施設のほうの関係で、現在矢巾２区の公民館が建っている場所、

いわゆる矢巾２区のコミュニティ施設、公民館の場所の西側になりますけれども、こちらの

一画をコミュニティ活動施設用地としまして、建設をするとか、何か建物を建てるというこ

とではなく、あくまでも活動広場、こちらとして面積的には343.75平米、こちらを新たにふ

やすというような、いわゆる活動する範囲を広げたいというふうな状況でございまして、こ

ちらの部分、それぞれ寄附採納いただきまして、その分のお金で地権者から町が購入をする

というような補正予算を今回お願いするものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 矢巾２区の住民から寄附をいただいて、そして矢巾２区の公民館の用

地を取得したということになるのですね。そして、その管理は矢巾２区でやるということに

なるわけですね。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目の購入の関係でございますけれども、あくまでも公民館用地ということでは

なく、公民館の敷地に西側にあります用地の一部、コミュニティ活動施設として広場使用を

したいということで、建てるための用地の確保ではなく、広場としての活用、こちらのため

の用地の今回の購入を予定してございます。 

  それから、購入後の管理になりますけれども、こちらは町で委託してございます用地の部

分、現在のものと購入したものを足しまして、管理運営につきましてはコミュニティのほう

にお願いするという形になります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） 私もまだちょっと理解が足りないと思うので、質問します。 

  寄附ということは、1,000万円以上のものだけれども、1,000万円で寄附するということな

のでしょうか。そこのところが、300平米ということになると1,000万円ということだと、１

平米３万円ぐらいな感じでございますけれども、切れがいい1,000万円という数字がどういう
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ところから出てくるのかなと思って、もう少し教えてください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、寄附金については、これは1,000万円ということで、矢巾２区のほうから頂戴したも

のでございますし、用地購入単価1,000万円の切れということになりますけれども、単価的に

は２万九千九十何がしということの単価、割り算をすればなるわけでございますけれども、

こちらはあくまでも用地地権者、二戸の方でございますけれども、そちらからの申し出によ

りまして1,000万円という形で、1,000万円の土地購入及び1,000万円の寄附採納という形の額

になるものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

  藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） 直接予算にかかわるものではございませんが、確認の意味で質問させて

いただきます。 

  歳入歳出にあるわけでございますが、名誉町民の関係でございますけれども、先日の全協

におきまして今回この条例、あるいは予算が通れば、その贈呈式を３月21日本会議前後とい

うことでお伺いしておるわけでございますが、例えばの話ですけれども、不来方高校の野球

の試合が当日に何らかの関係で影響するようなことも考えられるわけでございますが、この

名誉町民の該当者には、少なくとも多分３月10日の抽せん日前に通知されると思うのですが、

その辺のところはどうお考えなのでしょうか。もしかすれば、変動もあり得るよと。という

のは、議会運営委員会ではもしあった場合には議長も入っておるわけでございますが、町当

局と協議して最終本会議の日程の変更もあり得るということで、議会運営委員会では一応協

議しておる中身でございますので、贈呈式がそういった変動する日程でよろしいのか、それ

ともきょう決まったならばもう事前に日程を定めて、高校野球に余り影響しない日にやるこ

ともいかがなものかと思うわけでございますが、その辺の考えをちょっとお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） お答えいたします。 

  まず、具体的に今時点での日程については、議会終了後ということで21日の予定の中で、

これは取り進む予定は現在のところ持ってございます。ただ、不来方の高校野球、これはち
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ょっと別にしまして、実は今月中に直接小原重雄さん宅にお邪魔する予定にしてございまし

た。そこの部分、状況を確認しながら、私全協のほうでは車椅子ベースというふうなお話を

させていただいたわけですけれども、ご親戚等のほうからお聞きすると、なかなか起きるの

もどうかなというふうな状況もあるみたいですので、まだ直接面談、私たちはしてございま

せんけれども、そこら辺もあわせて今月中に直接うちのほうにお邪魔しながら、状況とは失

礼な話ですけれども、とにかくそこら辺、どういうふうにできるかなということを確認した

上で、日程及び式のやり方については決定させていただきたいと存じます。したがって、今

のところは予定どおりというふうな考えでおります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） なしということでございますので、これで一般会計

補正予算の質疑を終わります。 

  引き続き矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算の質疑に入ります。質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで矢巾町国民健康保

険事業特別会計補正予算の質疑を終わります。 

  引き続き矢巾町介護保険事業特別会計補正予算の質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 21ページ、地域包括支援センター運営事業の減、職員の異動ということ

でございましたけれども、地域包括支援の業務というのは大変なところで、増員が必要では

ないかなというふうに思うのですけれども、この辺の職員の異動、どのような形でこのよう

な減になったのかお教えください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） ただいまの昆委員からのご質問にお答えしたいと思います。 

  包括支援センターの人事異動ということにつきましては、事務員の方が１人かわられたと

いうこともございますし、それからこれまで包括支援センターの所長が正職員だったのです

が、再雇用という形でご支援いただけるということになりましたので、そういった部分で減

額になったものでございます。ただ、包括支援センターの事業につきましては、ここは減額
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とは言いながらも、事業の内容については委託先のほうで一生懸命対応していただいており

ましたので、内容については特に問題はないというように捉えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（昆 秀一委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） ちょっと１点確認させてください。 

  20ページの高額介護サービス費の給付事業の増ということで300万円増になっているわけ

ですけれども、これは具体的にどのようなサービスをして、どのような内容が増になってい

るのか、そこのところをちょっと教えてください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） ただいまの藤原委員のご質問にお答えいたします。 

  高額介護サービスというのは、施設入所の方が、ある程度自己負担額というのは所得の段

階によって違いますが、入所している際にサービス費が高額に、ある程度の金額に達した場

合に、それに対してそこを超えた部分が戻るということで、医療費で言えば高額医療費と同

じようなサービスの内容になってございます。ただ、今回の補正につきましては、入所者に

関してはほぼ横ばい状態になってございますが、12月補正のときにもちょっとご説明させて

いただいたのですが、いろいろ適正化ということで高額介護サービスをなかなか申請されて

いない方もいらっしゃいましたので、勧奨も含めながら実施してまいりましたところ、今回

12月のときにも補正させていただいたのですが、さらにそういった分で対象者がふえており

ますので、そういった流れで補正をお願いするものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで矢巾町介護保険事

業特別会計補正予算の質疑を終わります。 

  引き続き矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算の質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、矢巾町後期高齢者医療特

別会計補正予算の質疑を終わります。 

  引き続き矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算の質疑に入ります。質疑ご

ざいますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 15ページ、矢幅駅前地区事業の減、光熱水費ですけれども、これ多く見

積もっているということでしたけれども、大体１年どのくらいかかったのかというところを

お教えください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  新しい施設ということで、どのくらい電気料がかかるかわからなかったということで、電

気料につきましては当初約2,300万円ほど、それから上下水道につきましては100万円という

ことで予算を組ませていただいております。それで、１月分までとなりますが、電気料につ

きましては大体１月末で770万円ぐらいでございます。それから、上下水道につきましては約

55万円くらいでございます。残り２カ月、２、３月ということになりますが、あそこの電気

料につきましては床暖房をやっておりましたので、大体月100万円ちょっとぐらい１月でかか

っておりますので、２、３月で大体100万円ちょっとぐらいでおさまるかなと思っておりまし

たので、今回それらを加味しまして減額ということにさせていただいております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  川村農夫委員。 

〇（川村農夫委員） 保留地販売手数料の減ということでありますが、売れなかったというこ

となわけですよね。ある人が、宅地とかその土地を入手しようと思って、立て看板があるの

だけれども、どこまでがその範囲なのか、そういうのがわかりにくいとか、あと電話して聞

いたら、そこの看板と違う、うちでは関係ありませんと言われたとか、そういう話がありま

した。わかりやすくもうちょっと情報提供に気を配っていただきたいと思うのですが、いか

がでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 
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〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  保留地の場所がわかりづらいということで、そういうことであればこちらのほうの進め方

にちょっと問題もあるのかなということで、これは反省点なのかなと思っております。ただ、

一応売れなかったというよりは、先ほど言いましたように仲介業者さんにもお願いして促進

をするということで当初予定をしておりましたが、何件かそういった問い合わせは来ました

けれども、結果的にそういった仲介業者さんの仲介で成立したものがなかったということで、

あと今後そういった話もないので、今回減額という考え方でございます。ただ、直接町のほ

うに連絡等をいただきまして、契約したというのは２件ほどございますので、全くなしとい

うことではなくて、そういった形でまず進んでいるというのはご理解いただきたいと思いま

す。 

  それから、一応保留地につきましては若干まだ四、五カ所ほど残っておりますが、条例で

換地処分の関係を出させていただきましたけれども、換地処分が終わりますと、実際今度は

その分は町有地という扱い方になりますので、一応４月１日以降につきましては町有地とい

う考え方で、管財のほうで販売をしていくという形になりますので、今川村委員さんからお

話のありました部分も含めて、わかりやすいような形でできるかどうかという部分も担当と

も重々話ししながら進めていければなと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） やはぱーくの件なのですが、あそこに喫茶店入っていたわけなのですけ

れども、その喫茶店がこの前、きのうか、行ったときも閉まっていたわけですけれども、あ

の喫茶店使っていた方もいたので、それこそ散歩がてら寄ったりしながら利用していたわけ

なのですけれども、ちょっと残念だなという話がぽつぽつ来ています。それで、今後の対応

をどうするのか、そこのところをちょっと一応確認しておきたいなと思っておりました。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  確かに喫茶店につきましては、１月末で経営をしていた方が撤退をしたいということで申

し出を受けまして撤退をして、現在場所が囲っている状況になっております。町といたしま

しては、できればやはばおでんといったような地域の特産物とかを販売できる場所もふやし
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たいということもございまして、そういったものも含めて早期に再開できるような形の中で

ちょっと検討していきたいなということで考えているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  できるだけ早くということで、再開を望む声があるということですね。 

  そのほかございますか。 

  米倉委員。 

〇（米倉清志委員） ２月19日、町民と議会との懇談会において提案があったこと、これちょ

っと違うかもしれませんが、矢幅駅の西口から入ってきたと。トイレを使いたいということ

で、歩いてきた人がトイレを使いたいなと思って来たのですが、トイレの場所がわからない

ということで、案内も何も見つけられなかったのでしょうね。あそこはエレベーターのとこ

ろですか、あの奥なので、ちょっとわかりづらいかなと私も思ったのですが、それでその方

は西口から、今度は階段上って東口にも来たと。東口で探したけれども、東口も探せなかっ

たと言うのです。これは大変申しわけなかったなと思ったのですが、そこで看板、案内板を

わかりやすくあそこにつけたらどうだと。近代的な格好いい案内板はいっぱいありますので、

そんなごちゃっとしたものではなくして、わかりやすい案内板をつけていただきたいなと思

います。 

  これは全く関係ないような話になりますが、田園ホールの時計のことも案内あったのです。

これは、もう何カ月も前から私も見ているのですけれども、壊れて動かないと。この間も行

ってみたら動かなかったということで、やはりあそこは音楽のまちとして代表する田園ホー

ルだということで、時計も動かないようではちょっとまずいなということで、早急に直して

いただきたいと、こういう提案でございます。よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 回答ありますか。 

  菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  駅の西のほうからやはぱーくにいらして、トイレを借りたかったということだと思います

けれども、駅の西側のほうにもトイレございますし、東のほうにもございますが、そういう

意味ではトイレのマークというのは一応出してはいますけれども、わかりづらいということ

であれば、ちょっとどういう形がいいか、やれる部分はやっていきたいなということで、参
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考意見として頂戴させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） ２点目の田園ホールの時計の件でお答えをいたします。 

  大変ご不便をおかけしておりますことをおわび申し上げます。ご指摘のとおり壊れました。

そこで、前と同じ機能の時計にしたいということで見積もりもお願いしたわけですが、100万

円単位でかかると。というのは、もうあのサイズのものがなくて、壁を壊して取りつけなけ

ればならないということで、非常にお金がかかるということで、今委員ご指摘のとおり何と

かまず年度内に壁を壊さなくて済む程度、ということは余り大きなものはつけられないとい

うことですが、極力経費を抑えて時間がわかるものをつけたいと、それも何とか年度中、い

ずれ年度中ということで今進めておるところでございますので、もう少しご容赦のほうお願

いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 米倉委員。 

〇（米倉清志委員） トイレの案内板、本当にわかりやすく、入ったらすぐもうわかるように

していただきたい。車乗り降りするところ、あと音符ついているところ、こういうところで

もすぐわかるようにお願いしたいと。 

  それから、田園ホールの時計ですが、100万円もかかるのは要りませんから、そんなにかか

るのは。あそこが大きいのであれば、少し補修して、そんなにかかるものではなくて、やっ

ぱり音楽のまちで一生懸命やっていますので、そこへ行ったら時計全然動かないというのは

ちょっと格好悪いので、ひとつ早急にこれはお願いしたいと思います。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 答弁は要りませんか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） 矢幅駅のトイレのことで、やはり奥まっているということと、そこがち

ょっと防犯上危険を感じたというのです。ですので、監視カメラはトイレの中にはちょっと

ついていないと思うけれども、入り口あたりにつけていてほしいなと思うのですが、カメラ

の状況はどうなっているのでしょうか、お聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思います。 

  カメラにつきましては、昨年ですか、補正予算とっていただきまして、一応自由通路の部
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分、それから西口、東口のほうに新たにアナログからデジタル式の防犯カメラを入れさせて

いただいております。個数もふやしまして、現在14ありまして、特に東のほうについてはち

ょっと痴漢というようなお話も警察のほうから何回か問い合わせ来ている部分もありますの

で、トイレに向けるようなそういったカメラも設置させていただいておりました。できるだ

け死角がないようにということではありますけれども、当面新しくして、取り出しやすいよ

うな方法で現在新しくさせていただいておりますので、それでいずれ防犯ということでチェ

ックをさせていただきたいなということで進めております。よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、これで矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事

業特別会計補正予算の質疑を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 補正予算議案の審査報告書について 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第３、補正予算議案の審査報告書についてを議

題といたします。 

  付託を受けました補正予算５議案に対する審査報告書の取りまとめであります。お諮りい

たします。この後、休憩中に全員協議会室において補正予算議案の可否を含めて附帯意見等

の取りまとめを行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、この後全員協議

会室にご参集を願いたいと思います。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  高橋町長ほか参与の方々は退席されて結構でございます。 

              午後 ３時１３分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時３０分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  それでは、お諮りをいたします。附帯意見等はありませんでしたので、ただいまお配りい

たしました付託された５議案を可決すべきものとした審査報告書を成案といたしまして、議
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長に提出することに決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようですので、この報告書を成案とし

て議長に提出することに決定いたしました。 

  予算決算常任委員会に付託されました補正予算５議案の審査並びに審査報告書の作成の一

切を終了いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上をもちまして予算決算常任委員会を閉会といた

します。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ３時３１分 閉会 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち、委員の皆さんにお諮りいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により傍聴の許可をしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、許可することに

決定いたします。 

  ただいまの出席委員は15名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  なお、12番、長谷川和男委員、13番、川村よし子委員は、都合により欠席する旨の通告が

ありました。 

  ただいまから本日の予算決算常任委員会を開会いたします。 

  直ちに予算決算常任委員会の会議に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したと

おりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 予算議案の詳細説明 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第１、予算議案の詳細説明を行います。 

  付託を受けました議案第26号 平成29年度矢巾町一般会計予算について、議案第27号 平

成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算について、議案第28号 平成29年度矢巾町介

護保険事業特別会計予算について、議案第29号 平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計

予算について、議案第30号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計予算に

ついて、議案第31号 平成29年度矢巾町水道事業会計予算について、議案第32号 平成29年

度矢巾町下水道事業会計予算についての７議案について、議案の順序に従って一括して詳細

説明を受けたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、７議案を一括し

て説明を受けることにいたします。 

  なお、説明に当たっては、予算書の中の重要部分を除いてはごく簡潔に説明していただく

ようお願いします。 

  それでは、議案第26号 平成29年度矢巾町一般会計予算の詳細説明を求めます。 

  伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） それでは、議案第26号 平成29年度矢巾町一般会計予算の詳細説明

を申し上げます。 

  ７ページをお開き願いたいと思います。第２表、債務負担行為でございます。事項、期間、

限度額の順に申し上げます。戸籍総合システム導入事業、平成29年度から平成34年度まで、

2,400万9,000円。財務会計システム更新事業、平成29年度から34年度まで、174万4,000円。

住民情報システム更新事業、期間は同じでございます。1,949万9,000円。ネットワーク分離

構築事業、期間は同じでございまして、362万9,000円。水洗化普及資金融資利子補給、平成

29年度から平成34年度まで、借入残額の利子利率から年１％を控除した利率の利子補給でご

ざいます。小規模小口資金保証料補給、平成29年度から平成35年度まで、岩手県信用保証協

会が定める保証料のうち１％以内の額でございます。中小企業振興資金利子補給、平成29年

度から平成39年度まで、借入金額の1.5％以内の利子補給。個人住宅取得資金利子補給、平成

29年度から平成42年度まで、借入残額に係る利子のうち20万円以内の額でございます。農業

近代化資金利子補給事業、平成29年度から平成43年度まで、借入残額の0.5％以内の利子補給

でございます。 

  次のページに参ります。第３表、地方債でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、

利率、償還の方法の順に申し上げます。地方債につきましては、起債目的が一般補助施設整

備事業ほか４事業でございまして、限度額は合わせて12億8,940万円でございます。起債の方

法は、いずれも普通貸借または証券発行でございます。利率は、いずれも年６％以内。それ

から、償還方法につきましては、政府資金については、その融資条件により、その他の場合

には、その債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、ま

たは繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。 

  15ページをお開き願います。それでは、事項別明細によりまして歳入からご説明申し上げ

ます。なお、説明でございますが、款、項と、項の計の本年度の予算額を申し上げます。な

お、ページが飛んでいる場合につきましては、目、節で説明事項がある場合申し上げてから、
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最後に項の合計額を申し上げたいと思います。なお、目、節につきましては新規事業、ある

いは前年度比で大きな増減などについて主にご説明申し上げたいと思います。 

  それでは、早速歳入でございます。１款町税、１項町民税、この中では１目個人でござい

ますが、個人につきましては前年比３％増となっておりますが、一般的に給与所得者の所得

が伸びているというところで増額を見込んでおるものでございます。計で 14億 8,320万

8,000円。 

  ２項固定資産税、１目固定資産税でございますが、ここにつきましても木造家屋、建物な

どの増による前年比2.5％ほど増額を見込んでおるものでございます。次のページになります。

計で16億9,096万1,000円でございます。 

  ３項軽自動車税7,961万4,000円。 

  ４項町たばこ税１億7,814万3,000円。 

  ５項入湯税589万円。 

  ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税5,452万4,000円。 

  次のページに参ります。２項自動車重量譲与税１億1,162万円。 

  ３款利子割交付金、１項利子割交付金311万8,000円。 

  ４款配当割交付金、１項配当割交付金932万5,000円。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金540万円。 

  ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金４億6,278万円。 

  ７款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金1,385万8,000円。 

  ８款地方特例交付金、１項地方特例交付金1,975万4,000円。 

  ９款地方交付税、１項地方交付税18億3,817万5,000円。 

  10款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金343万7,000円。 

  11款分担金及び負担金、１項負担金、次のページを返していただきまして、１億 5,057万

4,000円。 

  12款使用料及び手数料、１項使用料、この使用料の３目衛生使用料でございますが、△99万

7,000円ということで、火葬場使用料ということになっておりますけれども、減額になってい

るのは旧保健センターをシルバー人材センターへ貸し付けしていたものが使用料のほうに、

別な科目に計上されておるということで、ここが減額になっております。続きまして、次の

ページに参ります。計でございますけれども、5,817万円。 

  ２項手数料1,368万8,000円。 
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  13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目の民生費国庫負担金、ここでございますが、これ

につきましては大幅に増額になっておりますが、これは説明欄にありますとおり、ここの負

担金がふえておるというところでふえたものでございます。計で８億7,954万5,000円。 

  ２項国庫補助金、１目の総務費国庫補助金の中の３節の結婚新生活支援事業費補助金とい

うことでございますけれども、これにつきましては新しい国の補助事業でございまして、国

が４分の３を補助するというものでございます。ページを返していただきまして、計７億

6,717万8,000円。 

  ３項委託金319万2,000円。 

  14款県支出金、１項県負担金４億3,622万5,000円。 

  ２項県補助金、27ページに参ります。２億9,708万7,000円。 

  ３項委託金、ページを返していただきまして、4,639万9,000円。 

  15款財産収入、１項財産運用収入429万9,000円。 

  ２項財産売払収入1,621万6,000円。 

  16款寄附金、１項寄附金651万7,000円。 

  17款繰入金、１項特別会計繰入金、次のページになります。4,000円。 

  ２項基金繰入金６億843万円。 

  18款繰越金、１項繰越金6,000万円。 

  19款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料120万円。 

  ２項町預金利子12万6,000円。 

  ３項貸付金元利収入5,817万6,000円。 

  ４項雑入、次に参りまして、計でございますけれども、4,976万7,000円。 

  20款町債、１項町債12億8,940万円でございます。 

  続きまして、37ページをお開き願います。歳出でございます。１款議会費、１項議会費、

ここに説明欄でございますけれども、議会費若干増額になっておりますけれども、これは説

明欄の真ん中辺にありますけれども、通信運搬費並びに使用料及び賃借料ということで、こ

れはタブレット導入の費用、あるいは常任委員会管外研修等の費用が当初から見込まれたこ

とによる増額ということになります。１億2,980万7,000円でございます。 

  次のページに参ります。２款総務費、１項総務管理費、次のページに参ります。ここの中

で、２目文書広報費でございますけれども、41ページの説明欄の真ん中辺と申しますか、ふ

るさとＣＭ大賞制作委託料５万円ということでございますが、これにつきましてはテレビ会
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社で行っている事業に矢巾町をＰＲするためのＣＭをつくって出すというものでございます。 

  44ページに参ります。６目企画費でございますけれども、企画費大幅に、8,992万2,000円

ほどふえておりますけれども、これにつきましては説明欄の一番下の丸印のところに地方創

生事業ということがございます。ここに大きく伸びているところがございますけれども、こ

こに地域おこし協力隊報酬、４月以降お二人採用するということの予定のものでございます

し、また次のページの45ページの説明欄の上のほうでございますけれども、定住促進利子補

給金、これは昨年度８月からスタートいたしました住宅取得の利子補給金ということで、非

常に好評だということで、29年度も引き続き行うということでございます。それから、地方

創生補助金であるとか、それからその下の二重丸のところに政策推進事業とございますけれ

ども、これは大学と連携してのプロジェクト、あるいは住民との協働プロジェクトなどにつ

いての費用等を見込んだものでございます。 

  それから、47ページに参ります。９目のコミュニティ対策費でございますけれども、これ

も説明欄の上のほうでございますけれども、コミュニティ施設等整備事業でございますけれ

ども、これはコミュニティセンターの建設、南昌地区への建設助成ということになります。 

  次のページに参ります。10目の電子計算費でございます。これも説明欄の真ん中よりちょ

っと上ですが、電子計算業務導入事業、そのところに住民情報システム構築業務委託料とい

うことで、大きな金額を計上しておりますが、これは基幹システムの更新を予定しているも

のでございます。計で９億8,890万6,000円でございます。 

  ２項徴税費、51ページに参ります。計で１億1,791万4,000円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費、52ページ、次のページになりますが、4,417万2,000円。 

  ４項選挙費1,025万1,000円です。 

  ５項統計調査費、54ページ、次のページに参ります。524万5,000円。 

  ６項監査委員費132万8,000円。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、56ページに参ります。２目の障害福祉費でございますけれ

ども、この中の57ページの説明欄のところの上のほうに丸印の障害者自立支援事業、ここが

大きく伸びておりますし、それからここの中で、真ん中辺でございますが、介護給付費ある

いは訓練等給付費といったところがありますが、これにつきましては障がい者の自立に向け

た訓練などが非常に最近、毎年度年々平均的に10％程度増加しているというようなところか

ら見込んだものでございます。それから、説明欄の下の丸印のところに地域生活支援事業と

いうことで、この中でも下から２番目に相談支援事業委託料というのがございますけれども、



－ 28 － 

これにつきましてはこれまで盛岡広域で取り組んできた基幹相談センターでございますけれ

ども、今年度から紫波町と共同でやるということでここに計上したものでございます。次の

ページに参ります。説明欄の上のほうでございますが、障害児者のニーズ調査業務委託料で

ございますが、これは国庫補助事業などで児童福祉法に基づく障がい児入所、それから入所

支援などのサービス促進体制を計画的に確保するための調査ということでございます。それ

から次に、下のほうに来て二重丸のところに障害児福祉事業ということで、そこから障害児

通所給付金というところが大きく伸びてございますけれども、これにつきましても利用者が

近年30％ぐらいふえておるということで、その分を見込んだものでございます。 

  次のページの真ん中より少し上の説明欄のところでございますけれども、敬老会実行委員

会運営費補助金ということで計上しておりますが、これにつきましては敬老会のあり方検討

委員会というものを組織いたしまして検討した結果、３地区で実施する方法がよいのではな

いかという検討内容を踏まえたところで、この補助金を計上するものでございます。61ペー

ジに参ります。社会福祉費の計でございますけれども、16億719万8,000円でございます。 

  次に、62ページに参ります。２項児童福祉費でございます。63ページの一番下、３目児童

福祉施設費ということで、１億3,422万円ということで大幅にふえておりますけれども、これ

はページを返していただいて、次の説明欄のところでございます。上から７行目になります

か、病児保育事業負担金というのがございます。これは、新規に医療機関で行うものに対す

る負担金ということで計上させていただいております。それから、次のページの説明欄真ん

中の下のほうに保育委託事業というのがございますが、ここが認定こども園施設型給付事業、

それからさらにその下の二重丸の地域型保育給付事業ということで、これは現在事業所内で

行っている保育がございまして、今度は事業所内保育ということではなくて、国県の制度に

のらないで今までやっていたところを新しく今年度から制度化によるということの負担と、

こういうになるものでございます。なお、この保育につきましては保育園の入所者の増加が

ふえておるというようなことで、大幅な増額となるものでございます。 

  それから、次の４目母子福祉費でございますけれども、ページを返していただいて、20節

扶助費のところでございます。この説明欄の丸印のところに子ども医療費助成事業というこ

とでございますけれども、これはご承知のように来年度から中学生まで医療費助成を拡大す

るということで増額となるものでございます。計で16億8,631万7,000円。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費でございます。69ページに参ります。衛生費の69ページの説

明欄のところでございますが、説明欄の真ん中よりちょっと上に丸印があって、不妊治療費
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助成事業というのがございます。ここにつきましては、新しく男性不妊治療も補助対象にし

て新たに行うというところでございます。 

  それから、２目予防費、69ページの下でございますけれども、これにつきましても説明欄

の二重丸、予防接種事業、ページを返していただきまして、70ページの説明欄上のほうでご

ざいますけれども、各種予防接種委託料、あるいはインフルエンザ予防接種委託料がござい

ます。これにつきましては、75歳以上のインフルエンザ、あるいは肺炎球菌ワクチン等の無

料接種というか全額助成するということになるものでございますし、それからおたふく風邪

の予防接種につきましても全額助成するということでございます。計で２億2,897万9,000円

でございます。 

  ２項環境衛生費、１目環境衛生総務費でございますけれども、これにつきましてもページ

を返していただいて、説明欄の上のほうでございますが、二重丸、し尿処理施設整備事業、

これは紫波町さんと共同して行っている負担ということになるものでございます。 

  それから、３目の斎場費でございます。ここにつきましては、次のページ、73ページの説

明欄上のほうでございますけれども、矢巾斎苑整備事業、工事請負費ということで計上して

おりますが、これはホールと待合室の冷房及びトイレの洋式化ということを予定しているも

のでございます。計で８億52万4,000円ということでございます。 

  ５款労働費、１項労働諸費2,734万7,000円でございます。 

  次のページに参りまして、６款農林水産業費、１項農業費、これにつきましては次のペー

ジの２目農業総務費でございますけれども、ここで説明欄の真ん中辺でございますが、６次

産業化推進事業につきましては、今年度もいろいろ特産品の開発であるとか、あるいはセミ

ナーの開催とか、いろんなそういったところを見込んでおるものでございます。それから、

その下に二重丸で経営構造対策事業というのがございますけれども、この中に新規就農総合

支援事業補助金がございます。これにつきましても新規就農者の総合支援について継続して

実施していくというものでございます。 

  次のページに参りまして、３目の農業振興費でございますけれども、説明欄の77ページの

真ん中辺、人・農地問題解決推進事業のところに法人化支援交付金とございますが、これに

つきましては今１団体40万円ほど補助するものですが、来年度は２団体一応予定していると

ころでございます。それから、下のほうの丸印のところにいわて地域農業マスタープラン実

践支援事業とございますが、これにつきましても機械あるいは施設等の補助内容、こうした

ところを見込んだものでございます。 
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  ページを返していただきまして、４目の畜産業費でございますけれども、約1,500万円減額

になっているわけでございますが、これにつきましては昨年度の肉用牛と肥育牛の基金を１

つにして畜産振興基金として1,500万円計上しておったものが、積み立てたことによって当初

予算では減となったというところでございます。 

  次のページ、５目でございますが、農地費、ここも大幅に減っているわけですけれども、

これにつきましては19節の負担金、補助及び交付金のところが大きく減っているわけでござ

いますが、これにつきましては農家の自主施工による補助金、いわゆる暗渠排水等で耕作条

件改善事業ということで、ここについての予算でございましたが、29年度につきましては国

の方針がまだ示されていないという状況でございますので、当初予算には計上しなかったと

いうものでございます。いずれにしても、国のほうでの方針が示されれば、またその対応が

出てくるだろうというふうに思っております。次のページに参ります。81ページでございま

すが、農業費の計、５億5,254万8,000円でございます。 

  次、２項林業費、82ページでございます。796万4,000円。 

  ７款商工費、１項商工費、２目のところでございますが、商工振興費、ここも532万円とい

うふうに大きく減額となっておりますが、減となっている理由を申しますと、プレミアム商

品券の発行がことしはないというようなことの内容でございます。85ページに参ります。計

で8,513万8,000円。 

  ８款土木費、１項土木管理費、次のページでございます。1,087万3,000円。 

  それから、２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費でございますけれども、ここにつきまし

ては説明欄の真ん中辺になりますか、86ページ、矢巾スマートインターチェンジ開通式業務

委託料というのがございます。これにつきましては、県と一緒に実行委員会をつくって地元

で行うことに対する費用を計上したものでございます。 

  それから、次のページの３目の道路新設改良費でございます。ここは７億5,388万8,000円

というふうに大幅に伸びてございますが、88ページをごらんになっていただきたいと思いま

す。説明欄の二重丸、真ん中辺でございますが、矢巾スマートインターチェンジ関連の整備

事業、あるいは下の二重丸にございますが、岩手医科大学関連道路整備事業ということで、

中央１号線でありますとか、堤川目線でありますとか、そういったところの整備が大幅に伸

びたというところでございます。 

  それから、次のページの４目の橋梁維持費でございますけれども、ここも大幅にふえてお

るところでございますが、５年間の補助事業で全橋梁を点検することになっているというこ
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とで、これらを進めるということでございますし、調査結果におきまして補修を要するとこ

ろにつきまして今回渡花橋と古舘橋を一応予定した工事費を計上しておるところでございま

す。計で14億854万1,000円。 

  ３項河川費2,238万6,000円。 

  ４項都市計画費、92ページに参ります。計で８億3,471万9,000円。 

  ５項住宅費、１目住宅管理費のところでございますが、これにつきまして15節の工事請負

費、大幅に減っているわけでございますけれども、これにつきましては前年度までの三堤住

宅の改修工事が終わったということで、その分が減額されたことによるものでございます。

計で2,331万8,000円。 

  ９款消防費、１項消防費、ページを返していただいて、次のページの３目の消防施設費で

ございますけれども、説明欄で申しますと次のページの95ページになるわけですけれども、

丸印のところに消防自動車更新事業とございます。これにつきましては、第３分団第12部の

ポンプ車の更新を予定しているものでございます。次のページに参ります。計で３億3,521万

6,000円。 

  10款教育費、１項教育総務費、２目の事務局費でございますけれども、この中で説明欄真

ん中辺から下のところにありますけれども、二重丸で学校教育指導事業ということでござい

まして、ここに矢巾町いじめ問題対策委員会ということで、条例に基づいて常設委員会を予

定していると。ここに係る費用ということでございます。次の99ページになります。計で１

億1,147万1,000円。 

  ２項小学校費、１目の学校管理費でございますけれども、ここも2,328万3,000円というふ

うに増額となっておりますけれども、次のページを見ていただきたいのですが、100ページ、

15節の工事請負費のところでございます。これにつきましては、小学校４校について、全部

の予定にはならないわけですけれども、トイレの洋式化を見込んだものでございます。ペー

ジを返していただきまして、計１億3,475万4,000円。 

  ３項中学校費、105ページに参りまして、9,281万4,000円。 

  ４項社会教育費、１目社会教育総務費のところでございますけれども、ページを返してい

ただきまして、説明欄の芸術文化振興事業でございますけれども、この下から２行に音楽の

まち振興事業委託料、これは音楽のまち宣言に伴う諸事業を見込んで計上したものでござい

ます。 

  次に、２目の公民館費でございますけれども、公民館費は次のページの説明欄、図書購入
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費ということでございますが、昨年度の倍額ということで、ことしは1,000万円予定している

ものでございます。次に、110ページに参ります。計で社会教育費でございますけれども、２

億2,191万3,000円。 

  ５項保健体育費でございます。１目の保健体育総務費のところで458万5,000円減額になっ

ておりますけれども、これにつきましては昨年の国体開催事業の減となったところございま

す。次のページ、説明欄真ん中よりちょっと下のほうになりますか、矢巾町ロードレース大

会運営補助金ということで、昨年度は国体の関係で休止したものでございますが、復活して

29年度の実施を見込んだものでございます。続きまして、113ページ、計で１億4,079万8,000円

でございます。 

  11款災害復旧費、１項公共土木災害復旧費、次のページでございます。695万8,000円。 

  12款公債費、１項公債費、計で10億5,960万円。 

  13款諸支出金、１項普通財産取得費1,000円でございます。 

  14款予備費、１項予備費、計で900万円でございます。 

  以上で議案第26号 平成29年度矢巾町一般会計予算の詳細説明を終わります。よろしくお

願い申し上げます。 

  終わります。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第26号 平成29年度矢巾町一般会計予算

の詳細説明を終わります。 

  続きまして、議案第27号 平成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算の詳細説明を

求めます。 

  浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、予算書をご用意ください。１ページ返していただきま

して、議案第27号 平成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算の詳細をご説明いたし

ます。 

  説明は、予算に関する説明書13ページ、歳入からご説明いたします。なお、説明につきま

しては一般会計同様とさせていただきます。また、歳入の国県等の特定財源、こちらについ

ては主に歳出の療養給付費、いわゆる医療費の増減に対応して計上しているものでございま

して、例年どおり特に大きな変更はございません。 

  それでは、１款でございます。国民健康保険税、１項国民健康保険税でございますが、１

目の一般被保険者国民健康保険税につきましては被保険者数の減、それから昨年６月に減税
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をしまして税率等改正しておりますので、そちらのほうの影響で827万円の減で、合計で４億

821万5,000円となっております。 

  それから、２目の退職被保険者等国民健康保険税、こちらにつきましては後期高齢者会計

ができたときに制度が廃止になりまして、今は経過措置で27年４月まで退職者の加入がある

わけですけれども、４月以降は退職者の新たな加入というのはございませんので、年々減額

していくものでございまして、前年比が535万2,000円の減で、合計で1,579万5,000円を見込

んでいるところでございます。１款の計は、次のページになりますが、４億2,401万円と見込

んでおります。 

  続きまして、２款使用料及び手数料、１項手数料、前年同額で15万円でございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金３億9,887万5,000円。 

  それから、３款２項国庫補助金１億8,527万8,000円。 

  次のページ、15ページに移りまして、４款県支出金、１項県負担金2,400万5,000円でござ

います。 

  同じく４款２項県補助金１億1,502万4,000円。 

  ５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、こちらにつきましては先ほどご説明いた

しました退職者医療制度の廃止によりまして減額となっておりまして、6,784万4,000円と見

込んでおります。 

  続きまして、６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金８億4,663万7,000円。 

  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金、計につきましては次のページになりますが、

６億9,916万8,000円となっております。こちらにつきましては、補正のときもご説明いたし

ましたが、保険者が予想を超える、見込みを超える医療費、大きな医療費が発生したときの

ために、国保連のほうで岩手県内の市町村から拠出金をいただきまして、それをプールして

急激な医療費の増加と、そういったときに再配分するといったような形の矢巾町の収入部分

でございます。 

  それでは、次の８款財産収入、１項財産運用収入2,000円。 

  ９款繰入金、１項一般会計繰入金１億4,985万7,000円。 

  同じく９款２項基金繰入金1,000円。 

  10款繰越金、１項繰越金4,000万円。 

  17ページに移りまして、11款諸収入、１項延滞金及び過料200万円。 

  同じく11款２項町預金利子1,000円。 
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  同じく11款３項雑入16万7,000円。 

  以上で歳入を終わりまして、引き続き歳出、21ページをお開きください。歳入同様にご説

明いたします。１款総務費、１項総務管理費、こちらにつきましては１目の一般管理費の中

の下から３段目のところにシステム改修業務委託料とありますが、こちらのほうが大きく伸

びているところでございます。これにつきましては、平成30年度からの国保の広域化に向け

ましてシステム改修、昨年に続きまして今年度もございます。主に国庫の財源が入ってくる

予定となっております。項の計といたしましては、下になりますけれども、2,452万5,000円

となるものです。 

  22ページをお開きください。１款２項徴税費490万7,000円。 

  ３項運営協議会費23万2,000円。 

  次のページに移りまして、４項趣旨普及費22万3,000円。 

  ２款に移ります。保険給付費、１項療養諸費、こちらのほうは療養給付費、先ほど歳入で

もお話ししましたけれども、いわゆる医療給付の部分ですが、こちらについては被保険者の

減等によりまして減額となるものでございます。合計で15億7,480万1,000円と見込んでおり

ます。 

  24ページをお開きください。２款２項高額療養費２億615万2,000円。 

  同じく２款３項移送費2,000円。 

  25ページに移りまして、２款４項出産育児諸費1,050万7,000円。 

  同じく２款５項葬祭諸費150万円。 

  ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金、計については26ページになりますが、２

億8,474万8,000円と見込んでおります。 

  続きまして、４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金103万7,000円。 

  ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金３万円。 

  27ページに移りまして、６款介護納付金、１項介護納付金１億479万2,000円。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金６億7,454万3,000円。こちらのほうが国保連に

拠出するものでございます。 

  ８款保健事業費、１項保健事業費、計は29ページになりますが、5,076万6,000円と見込ん

でおります。こちらのほうは、国保ヘルスアップ事業、特定健診、特定保健指導事業と、例

年どおりの事業でございますが、29年度は目標を70％の受診率と定めて予算をとっているも

のでございます。 
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  続きまして、29ページの９款でございます。基金積立金、１項基金積立金1,000円。 

  10款公債費、１項公債費1,000円。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、計は次の30ページになりますが、425万1,000円

と見込んでおります。 

  それでは、30ページ、11款２項繰出金1,000円。 

  12款予備費、１項予備費1,000万円。 

  以上をもちまして平成29年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第27号 平成29年度矢巾町国民健康保険

事業特別会計予算の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第28号 平成29年度矢巾町介護保険事業特別会計予算の詳細説明を求めます。 

  佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） それでは、議案第28号 平成29年度矢巾町介護保険事業特

別会計予算の詳細を説明させていただきます。 

  なお、説明に当たりましては前例同様とさせていただきます。 

  それでは、事項別明細書11ページをお開き願います。歳入、１款保険料、１項介護保険料、

１目第１号被保険者保険料、前年比93万5,000円の減につきましては、被保険者数は増加して

おりますが、保険料の所得階層２段階、３段階の対象者の増加が見込まれることから減額と

なるものでございます。計に参りまして、４億4,575万4,000円。 

  ２款分担金及び負担金、１項負担金199万4,000円。 

  ３款使用料及び手数料、１項手数料５万円。 

  ４款国庫支出金、１項国庫負担金３億4,842万円。 

  ２項国庫補助金、ページを返していただきまして、計8,209万6,000円。 

  ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金５億5,008万円。 

  ６款県支出金、１項県負担金２億8,035万7,000円。 

  ２項県補助金1,509万2,000円。 

  ７款財産収入、１項財産運用収入１万円。 

  ページを返していただきまして、８款繰入金、１項一般会計繰入金２億8,843万8,000円。 

  ２項基金繰入金663万2,000円。これを繰り入れますと、年度末基金残高が3,379万7,219円

となります。 
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  ９款繰越金、１項繰越金2,000万円。 

  10款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料3,000円。 

  ２項町預金利子１万円。 

  ３項雑入2,000円。 

  19ページをお開き願います。歳出に参ります。１款総務費、１項総務管理費1,037万7,000円。 

  ２項徴収費140万6,000円。 

  ページを返していただきまして、３項介護認定審査会費1,133万9,000円。 

  ４項運営協議会費37万3,000円。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、ページを返していただきまして、計17億4,500万

3,000円。 

  ２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、前年比1,015万円の減、５目

介護予防サービス計画給付費、前年比143万9,000円の減につきましては、介護予防・日常生

活支援総合事業の創設により要支援１、２の方の訪問サービス、通所サービス給付が順次移

行してまいりますことから減額となるものでございます。計に参りまして、5,955万1,000円。 

  ３項その他諸費208万4,000円。 

  ４項高額介護サービス等費4,324万円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費、ページを返していただきまして、計434万円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費8,048万円。 

  ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援

サービス事業費1,870万円、２目介護予防ケアマネジメント事業費464万4,000円につきまして

は、介護予防・日常生活支援総合事業の創設によりまして事業対象者の訪問サービス、通所

サービス及びケアマネジメントに係る事業費でございます。合計に参りまして、 2,342万

4,000円。 

  ２項一般介護予防事業費、ページを返していただきまして、計632万8,000円。 

  ３項包括的支援事業・任意事業費、５目生活支援体制整備事業、説明欄に参りまして、生

活支援体制整備事業委託料188万3,000円につきましては、生活支援介護予防サービスの充実

に向け、生活支援コーディネーターを配置し、ボランティア等の生活支援の担い手の養成、

地域資源の開発やそのネットワーク化を推進するための委託料でございます。計に参りまし

て、4,041万5,000円。 

  ４項その他諸費、ページを返していただきまして、計10万1,000円。 
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  ５項高額介護予防サービス費相当事業２万4,000円。 

  廃項、介護予防事業費につきましては、２項一般介護予防事業費に科目名称が改められた

ことによる廃項整理でございます。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金１万円。 

  ５款公債費、１項公債費1,000円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金44万1,000円。 

  ２項繰出金1,000円。 

  ７款予備費、１項予備費1,000万円。 

  以上をもちまして議案第28号 平成29年度矢巾町介護保険事業特別会計予算の詳細説明を

終了させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第28号 平成29年度矢巾町介護保険事業

特別会計予算の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第29号 平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算の詳細説明を求めます。 

  浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、予算書をご用意ください。１ページを返していただき

まして、議案第29号 平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算をご説明いたします。 

  説明は、前例同様とさせていただきます。 

  それでは、予算に関する説明書の11ページ、歳入からご説明いたしますが、この会計につ

きましては例年と特に大きな変更があるものではございません。収入をそのまま広域連合に

出すというような形の会計でございますので、その点をご留意いただきたいと思います。 

  それでは、１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料１億3,028万6,000円、

こちらについては被保険者の増によるものでございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料３万円。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金4,852万9,000円。 

  ４款繰越金、１項繰越金1,000円。 

  ５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料1,000円。 

  12ページをお開きください。５款２項償還金及び還付加算金44万円。こちらにつきまして

は、昨年までは発生主義ということで予算を計上しておりましたが、ことしからは歳出の実

態に合わせて必要額を計上しているものでございます。 

  ５款３項町預金利子1,000円。 
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  以上をもちまして歳入を終わりまして、歳出、15ページをお開きください。１款総務費、

１項総務管理費41万7,000円。 

  １款２項徴収費80万9,000円。 

  ２款広域連合納付金、１項広域連合納付金、計は次の16ページになりますが、１億7,660万

1,000円と見込んでおります。こちらについては、歳入の後期高齢者医療保険料、それから保

険基盤安定負担金、一般会計からの繰り入れでございますが、その合計がそのまま岩手県後

期高齢者広域連合のほうへ納付されるものでございます。 

  続きまして、３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金46万円。 

  ３款２項繰出金1,000円。 

  ４款予備費、１項予備費100万円。 

  以上をもちまして平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第29号 平成29年度矢巾町後期高齢者医

療特別会計予算の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第30号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計予算の詳細説

明を求めます。 

  菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ページをお開きいただきたいと思います。議案第

30号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計予算の詳細についてご説明を

いたします。 

  なお、説明に当たりましては前例と同様とさせていただきます。 

  11ページをお開き願いたいと思います。歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料85万

2,000円。 

  ２款財産収入、１項財産運用収入で、１目は1,000円でございます。 

  それから、２項財産売払収入につきましては、換地処分が行われることによりまして保留

地が町有地となりますので、今後は一般会計での不動産売り払いとなることから、廃目整理

となるものでございます。 

  続きまして、３款繰入金、１項一般会計繰入金６億514万3,000円でございます。 

  それから、２項基金繰入金でございます。1,677万8,000円、これを除きまして基金残高は

2,958万8,000円となります。 
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  ページを返していただきまして、４款繰入金、１項繰越金1,000円。 

  ５款諸収入、１項諸収入329万1,000円。こちらの説明欄の中にございますが、換地処分に

よりまして徴収精算金及び保留地処分徴収精算金が発生いたします。現在のところ、徴収精

算金につきましては対象者は89名ということで予定しております。なお、法人も含んでおり

ます。それから、保留地処分精算金につきましては３名でございます。 

  次の国庫支出金及び町債につきましては、いずれも廃款ということになります。 

  続きまして、15ページをお開きいただきたいと思います。歳出、１款総務費、１項総務管

理費88万8,000円でございます。 

  ２款土地区画整理事業費、１項土地区画整理事業費でございます。こちらにつきましては、

駅西地区の事業の中に、説明欄にございますが、交付精算金及び保留地処分の交付精算金が

ございますが、こちらにつきましては現在のところ予定は、交付精算金は115の個人と法人で

ございます。それから、保留地の処分交付精算金につきましては２人、１人と１法人という

予定となってございます。ページを返していただきまして、合計でございますが、３億2,956万

5,000円でございます。 

  ３款基金積立金、１項基金積立金1,000円。 

  ４款公債費、１項公債費２億9,551万1,000円。 

  ５款諸支出金、１項繰出金1,000円。 

  ６款予備費、１項予備費10万円でございます。 

  以上をもちまして議案第30号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計予

算の詳細説明を終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第30号 平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土

地区画整理事業特別会計予算の詳細説明を終わります。 

  ここで休憩に入りたいと思います。再開を11時10分といたします。 

              午前１１時０１分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１０分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  次に、議案第31号 平成29年度矢巾町水道事業会計予算の詳細説明を求めます。 

  山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） 議案第31号 平成29年度矢巾町水道事業会計予算について説
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明を申し上げます。 

  １ページをお開き願います。平成29年度矢巾町水道事業会計の予算につきましては、第２

条、業務の予定量を給水戸数200戸増の１万700戸とするものでございます。年間配水量につ

きましては、広宮沢の大口事業者の減少から280万280立方メートルを予定してございます。

また、１日の平均配水量につきましても、同じく7,672立方メートルを予定しております。主

な建設改良事業につきましては、上水道第３次拡張事業であり、６億 2,500万円増の10億

3,935万6,000円を予定しているところでございます。 

  ２ページをお開き願います。企業債につきましては、水道事業債でありまして、限度額を

６億円とするものでございます。内訳につきましては、新配水場、こちらにつきまして４億

円、老朽管の更新２億円を予定してございます。また、利率につきましては、元利均等方式

を予定してございまして、現在の利率につきましては0.7％と聞いてございます。 

  次に、予算明細書により予算の詳細について説明いたします。21ページをお開き願います。

平成29年度矢巾町水道事業会計予算明細書、款、項及び特筆する事項について説明いたしま

す。収益的収入及び支出、収入、１款水道事業収益、予定額は７億2,967万3,000円でござい

ます。前年対比4,457万2,000円の増でございまして、6.5％の増に当たります。 

  １項営業収益は６億8,559万7,000円でございます。こちらの特筆する事項といたしまして、

１目給水収益、水道料金でございますが、６億6,878万3,000円、4,094万7,000円、6.5％の増

でございます。また、他会計負担金につきましては、一般会計負担金として児童手当、あと

消火栓維持の負担金がございます。あと、下水道事業会計の負担といたしまして1,476万円が

計上されてございます。 

  ２項営業外収益、予定額は4,407万6,000円でございます。こちらの特筆する事項といたし

まして、受取利息及び配当金、こちらのその他利息480万円につきましては、有価証券利息、

国債の３億円の利息でございます。 

  22ページに参ります。支出でございます。１款水道事業費用、予定額は５億993万4,000円

でございます。2,085万2,000円の減となってございます。 

  １項営業費用は４億6,934万6,000円でございます。こちらの特筆する事項といたしまして、

１目原水及び浄水費、こちらの委託料につきましては1,462万6,000円、水質検査委託料とな

ってございますが、そのほか浄水設備、あと電気系統設備、あと浄水場施設の清掃等の委託

料があります。また、16節の修繕費につきましては、東部、西部浄水場のろ材の交換、あと

西部の機械器具の交換、あと突発的な故障に伴うものの修繕費を計上してございます。 



－ 41 － 

  ２目配水及び給水費の委託料につきましては994万9,000円、こちら給配水管の漏水調査委

託料のほか、配水池の清掃、あと台帳データ更新の整備委託料でございます。また、16節の

修繕費につきましては、給配水管漏水等の修繕費5,546万7,000円となってございますが、老

朽管の更新に伴う給水管の切りかえ、あとメーター取りかえ等の修繕費となってございます。 

  ４目総係費、こちらの委託料につきましては、経営戦略評価業務委託、あとハンディーの

検針等のシステム改修の委託の費用があります。 

  23ページに参ります。２項営業外費用、こちらの予定額は4,058万8,000円でございます。 

  24ページに参ります。こちらは資本的収入及び支出の収入でございます。１款資本的収入、

予定額は７億1,886万3,000円、６億3,461万5,000円の増となってございます。こちらは、新

配水場の関係で予定額が大幅にふえてございます。 

  １項企業債は６億円でございます。先ほど申し上げました新配水場に４億円、老朽管の更

新に２億円でございます。 

  ２項国庫補助金、こちらにつきましては9,934万1,000円でございます。 

  ３項負担金は1,952万2,000円。受益者負担金は、給水工事の負担金でございまして、1,398万

6,000円となってございます。 

  次に、支出でございます。１款資本的支出、予定額は13億2,249万2,000円、こちらも６億

7,157万5,000円の増になってございます。 

  １項建設改良費は11億7,335万7,000円でございます。特筆する事項といたしまして、１目

営業設備費の８節備消耗品費につきましては、メーター交換及び東部浄水場ポンプ等の購入

費用になってございます。17節工事請負費につきましては、水道施設更新工事ということで、

更新するものは井戸の制御盤に省エネインバーターを組み込むものが３カ所予定されてござ

います。 

  ２目受託工事費、こちらにつきましてはスマートインターチェンジの関係で配水管の布設

替え工事が必要となりますので、3,462万6,000円を計上してございます。 

  ３目第３次拡張事業費、こちらの13節委託料につきましては、記載の水道施設設計委託料

のほか配水場の管理委託料も含まれてございます。17節工事請負費につきましては、新配水

場関連、あとは老朽管の更新となってございまして、老朽管の更新は５路線、3,000メートル

を予定しているところでございます。 

  ２項企業債償還金１億4,913万5,000円。 

  以上で議案第31号 平成29年度矢巾町水道事業会計予算の詳細説明を終わります。よろし
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くお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第31号 平成29年度矢巾町水道事業会計

予算の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第32号 平成29年度矢巾町下水道事業会計予算の詳細説明を求めます。 

  山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） 議案第32号 平成29年度矢巾町下水道事業会計予算について

説明いたします。 

  １ページをお開き願います。平成29年度矢巾町下水道事業会計予算につきましては、第２

条、業務の予定量を処理戸数、220戸の増で9,810戸とするところでございます。また、年間

総処理水量につきましては、不明水の減少から376万4,700立方メートル、また１日の平均処

理水量につきましては１万310立方メートルを予定してございます。主な建設改良事業、こち

らにつきましては公共下水道管渠建設改良事業７億99万7,000円の減で、１億1,254万7,000円

となってございます。７億円減った理由といたしましては、下水道工事、30年をめどに概成、

完成する予定としてございまして、ほぼ29年度で事業のほうが済みまして、29年、30年につ

きましては管渠の一部と舗装復旧が残っているところでございます。流域下水道建設負担金、

こちらは１億519万7,000円でございます。農業集落排水処理場建設改良事業、こちらは

4,690万円を予定してございます。 

  ２ページをお開き願います。２ページ、５条の債務負担行為でありますが、水洗化普及資

金融資利子補給でありまして、期間は29年から34年まで、借入残金の借り入れ利率から年１

％を控除した利率の利子補給の相当とするものでございます。 

  次に、第６条の企業債につきましては、公共下水道債、これが4,000万円、流域下水道債、

これが１億500万円、農業集落排水施設整備事業債2,250万円を予定してございます。こちら

の利率につきましては、元利均等という考えでございまして、現在のところ水道と同じよう

に利率は0.7％となっているところでございます。 

  次に、予算明細書により予算の詳細について説明いたします。25ページをお開き願います。

平成29年度矢巾町下水道事業会計予算明細書を款、項及び特筆する事項について説明いたし

ます。 

  収益的収入及び支出、収入、１款公共下水道事業収益、予定額は６億4,306万5,000円でご

ざいます。対前年度比4,834万3,000円の減となってございます。１項営業収益は３億6,032万

円でございます。特筆する事項といたしまして、１目公共下水道使用料、こちらにつきまし
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ては料金の値上げの関係から３億3,753万円となってございまして、4,732万9,000円、16.3％

の増を見込んでいるものでございます。 

  また、３目受託工事収益でございますが、414万7,000円、これはスマートインターチェン

ジ関連の下水道の布設替え工事となってございます。 

  ２項営業外収益、予定額２億8,274万5,000円、こちらの特筆する事項はございません。 

  ２款農業集落排水事業収益、予定額３億944万8,000円、5,489万3,000円の減となってござ

います。１項営業収益は6,128万6,000円、農業集落排水使用料、こちらは828万1,000円、15.6％

の増額を見込んでございます。 

  ２項営業外収益、こちらにつきましては２億4,816万2,000円となってございます。 

  26ページに参ります。支出でございます。１款公共下水道事業費用、予定額は６億7,359万

6,000円、297万4,000円、0.4％の増になってございます。１項営業費用は５億8,125万6,000円、

特筆する事項といたしまして、１目管渠費でございますが、13節委託料、これは管渠等の清

掃費で1,746万9,000円、16節の修繕費、こちらは管渠の修繕といたしまして1,159万4,000円

を予定してございます。 

  また、４目総係費の13節の委託料につきましては545万4,000円を計上してございます。こ

ちら国からの指導によりまして経営戦略の策定業務をすることになってございます。あと、

28節会費負担金につきましては1,285万5,000円、こちら水道事業の会計の案分負担というふ

うになってございます。 

  27ページに参りまして、２項営業外費用、こちらは9,234万円でございます。特筆する事項

はございません。 

  ２款農業集落排水事業費用、予定額４億3,370万円、１項営業費用は３億6,701万2,000円で

ございます。特筆する事項といたしまして、１目処理場費、こちらの委託料でございますが、

1,653万2,000円、機械計装及び組合の管理委託、処理場の管理委託等が入ってございます。

また、16節の修繕費はそれらの処理場の修繕費に当たるものです。 

  ２目管渠費につきましては、13節委託料、こちらは管渠の清掃のほか、宅内の浸入調査を

いたしまして、16節で修繕を計上しているものでございます。 

  28ページに参ります。28ページ、２項営業外費用、こちらは6,668万8,000円です。 

  29ページに参りまして、資本的収入及び支出の収入でございます。１款公共下水道資本的

収入、予定額は２億1,528万円でございます。６億7,938万6,000円の減となってございまして、

先ほども申し上げましたが、29年度は管渠が少なく、舗装復旧のほうに重点を置いているた
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め、30年度概成を目指して予算は減ってきているものでございます。１項企業債は１億

4,500万円でございます。 

  ２項国庫補助金は3,600万円。 

  ３項負担金は3,428万円でございます。特筆する事項といたしまして、２目工事負担金、こ

ちらにつきましては工事補償費といたしましてスマートインターチェンジ関連で下水道管の

布設替え、これは田尻橋というところですが、そちらの移転費用、布設替えを予定してござ

います。 

  ２款農業集落排水資本的収入、予定額は5,692万8,000円、4,279万2,000円の減となってご

ざいます。１項企業債は2,250万円。 

  ２項県補助金は2,700万円。 

  ３項負担金は222万8,000円でございます。 

  ４項基金繰入金、これは520万円でございまして、下水道事業の償還基金繰入金となってい

るものでございます。 

  30ページでございます。支出、１款公共下水道資本的支出、予定額は４億5,866万4,000円

でございます。６億9,823万3,000円の減となってございます。１項建設改良費は２億2,715万

7,000円でございます。こちらの特筆する事項といたしまして、１目管渠建設改良費、13節の

委託料、こちらにつきましては事業計画の変更の作成、管渠更生工事等で2,200万円。あと、

17節工事請負費につきましては、汚水管布設工事費といたしまして高田、下北、煙山、広宮

沢、赤林の1,750メーターほどの管渠の整備と舗装復旧が予定されているものでございます。

また、高田東地区の管渠更生140メーターほど、あと矢巾地区のふたの交換を予定しているも

のでございます。 

  ２目流域下水道建設費につきましては１億519万7,000円、流域下水道建設負担金となって

ございますが、高田のポンプ場から都南の処理場まで２条目の管渠が入ることになっていま

して、その負担となっているものでございます。 

  ３目受託工事費につきましては、17節に工事請負費といたしましてスマートインターチェ

ンジ関連の布設替え工事、田尻橋でございます。941万3,000円を予定しているものでござい

ます。 

  ２項企業債償還金は２億3,150万7,000円でございます。 

  ２款農業集落排水資本的支出、予定額は２億4,438万6,000円でございます。１項建設改良

費は4,690万円、主には処理場の建設改良といたしまして委託料、こちら農山漁村の地域整備
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交付金がございまして、機能強化の事業で設計を行う業務分となってございます。17節の工

事請負費につきましては機能強化工事事業ということで、間野々２期地区ということで、間

野々の処理場の真空ポンプ、圧送管等のポンプの交換、こちらの工事を行う予定としてござ

いまして、1,470万円でございます。 

  ２項企業債償還金は１億9,298万6,000円。 

  ３項基金積立金は450万円でございます。こちらの基金積立金は、下水道事業債償還基金積

立金となっているものでございます。 

  以上で議案第32号 平成29年度矢巾町下水道事業会計予算の詳細説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第32号 平成29年度矢巾町下水道事業会

計予算の詳細説明を終わります。 

  以上で付託を受けた予算７議案の詳細説明を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 本日は、議案の詳細説明をもって終わります。 

  なお、３月13日は議案に対する総務分科会による質疑、14日は産業建設分科会による質疑、

15日は教育民生分科会による質疑となっております。それぞれ午後１時30分に開会いたしま

すので、本議場に参集されるよう口頭をもって通知いたします。 

  本日はこれをもって散会といたします。大変ご苦労さまでございました。 

              午前１１時３５分 散会 
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予算決算常任委員会議事日程（第３号） 

  

平成２９年３月１３日（月）午後１時３０分開議 

 

議事日程 
第 １ 予算議案の全体質疑（総務分科会） 

 

本日の会議に付した事件 
 議事日程のとおり 

 

出席委員（５名） 
      委員長 山 﨑 道 夫 委員 

          廣 田 清 実 委員          長谷川 和 男 委員 

          小 川 文 子 委員          藤 原 由 巳 委員  
欠席委員（なし）  
分科会に所属しない出席委員（１２名） 
          赤 丸 秀 雄 委員          水 本 淳 一 委員 

          高 橋 安 子 委員          齊 藤 正 範 委員 

          村 松 信 一 委員          昆   秀 一 委員 

          藤 原 梅 昭 委員          川 村 農 夫 委員 

          髙 橋 七 郎 委員          川 村 よし子 委員 

          藤 原 義 一 委員          米 倉 清 志 委員  
矢巾町議会委員会条例第１９条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 
 
   総 務 課 長 
 副 町 長 伊 藤 清 喜 君 兼 選 挙 管 理 山 本 良 司 君 
   委 員 会 書 記 
 
   総 務 課 防 災 
 総務課長補佐 田中舘 和 昭 君  花 立 孝 美 君 
   安全室長補佐 
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 総 務 課  総 務 課 
  高 橋 俊 英 君  佐々木   円 君 
 職 員 係 長  管 財 係 長 
 
 総 務 課 法 規 
  阿 部 幸 司 君 企画財政課長 藤 原 道 明 君 
 庶 務 係 長 
 
 企 画 財 政 課  企 画 財 政 課 
  高 橋   保 君  高 橋 雅 明 君 
 情 報 係 長  企 画 係 長 
 
 企 画 財 政 課  会 計 管 理 者 
  細 川 嗣 人 君  佐 藤 健 一 君 
 財 政 係 長  兼 税 務 課 長 
 
   税 務 課 
 税務課長補佐 田 村 一 夫 君  村 井 秀 吉 君 
   賦 課 係 長 
 
 税 務 課 
  藤 原 淳 也 君 出納室長補佐 佐々木 忠 道 君 
 収 納 係 長 
 

 出 納 室 係 長 高 谷 幸 子 君 

 

職務のために出席した職員 
 議会事務局長 吉 田   孝 君 係 長 藤 原 和 久 君 

 主 任 主 事 渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 １時３０分 開議 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち委員の皆さんにお諮りいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により、傍聴の許可をしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議ないようでありますので、許可することにい

たします。 

  ただいまの出席委員は５名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  ただいまから本日の予算決算常任委員会総務分科会を開会いたします。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 予算議案の全体質疑（総務分科会） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、予算議案の全体質疑を行います。 

  総務分科会に係る付託議案は、平成29年度一般会計、国民健康保険事業特別会計、介護保

険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計に係る予算であります。 

  なお、予算議案に対する質疑は、会計ごとに行います。一般会計に係る予算については、

総務課、企画財政課、税務課、出納室、議会事務局及び選挙管理委員会の所管に対する質疑

であります。また、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療

特別会計に係る予算については、税務課の所管に対する質疑であります。 

  質疑の方法についてお諮りいたします。質疑は提案された議案の順に従って行います。 

  まず初めに、一般会計の歳入全般について質疑を行い、次に歳出について款ごとに進めて

まいりたいと思います。各特別会計は、歳入歳出を一括して質疑を行います。また、総務分

科会に所属する委員の質疑が終わった後、所属外の委員による質疑を行いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、そのように進め

てまいります。 
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  なお、質疑に当たりましては、事項別明細書のページ数をお知らせ願います。また、質疑

のルールでありますが、回数制限は設けない一問一答方式としますが、簡単な質疑の場合は、

何点かまとめてもよいことといたします。 

  それでは、一般会計予算を議題といたします。 

  初めに、歳入について質疑を受けます。質疑ございませんか。 

  廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） 歳入全般のことでまずお聞きしたいと思うのですけれども、事前の質問

書にもありましたし、前に企画財政課さんからも説明を受けたわけなのですけれども、今回

の歳入の全般として、去年までの歳入の考えと大きく変わったという部分、説明では私の理

解不足もあると思いますけれども、今回の企画財政課さんの説明では積極的な歳出をするた

めに歳入をこのように変えたという説明がありましたけれども、どうも事前答弁書と、それ

から前の説明の中の内容がちょっと一致しないような気がするのですけれども、確かに前の

説明のときには８割ぐらいを見て当初予算を組んでいたと。しかしながら、今回のを見ます

と2.2％減で、まずそのとおりの部分であるという話は聞いていましたけれども、前の予算書

を見ても８掛けにしてはちょっと額が大きいし、今回の部分に関しては歳出が最初にあって

歳入を決めたという感じにあるのですけれども、その部分に関してもう一度説明いただきた

いと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 細川財政係長。 

〇企画財政課財政係長（細川嗣人君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  事前の説明の中におきましても、今回歳出側の総額が非常に例年に比べて大きくなったと

いったところで、これまで歳入側で見込んでいたそれぞれの項目の金額につきましては、大

分低目に抑えてきた部分がございます。実際決算時におきましては、その予算を措置した部

分よりも歳入が来ればよろしいのですけれども、それを下回った場合のケースを考えまして

低目に抑えていた部分がございました。これは、29年度の新年度予算におきましては、そう

いった歳出側の事情にもよりまして、これまでの決算額の実績のベースを、まずはそれをベ

ースにしながら歳出の予算を立てようということで決めたところでございます。 

  なお、普通地方交付税あるいは国からの税の交付金等がございますが、これにつきまして

はあくまでも国が提示した昨年度との比較の割合を用いまして歳入の予算額を決定したとこ

ろでございますし、それ以外に町税あるいは諸収入等につきましては、それぞれ見込めるだ

けの部分を当初予算から見込みまして、歳出側の予算の執行を当初の４月から行えるように
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したものでございます。 

  よって、歳入側は積極的な部分として各項目ごとに額を決定いたしましたけれども、やは

りそれでも国あるいは社会情勢等を考慮しまして、実績額に合わせるように、できる限りそ

れを予測のもとに見込んだ数字となっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） 今の答弁だと、今回は歳出が大きいので、それに合わせて歳入を考えた

という説明でよろしいのですよね。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 細川財政係長。 

〇企画財政課財政係長（細川嗣人君） お答えいたします。 

  予算の総額をまず見てみて、その後に歳入歳出のそれぞれの項目ごとのバランスを見なが

ら財政係とすればそれぞれ査定をしながら考慮するわけなのですが、歳入側につきましても

歳出側が非常に多額になったといったところもございまして、財政調整基金からの繰り入れ、

あるいは起債等も例年よりも多くなっておりましたので、そこはあくまでも歳出側でやりた

い事業、ぜひとも29年度で行っていくべき事業に対して歳入側を見込んだということになり

ます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） ということは、今年度は積極的な部分で、どうしてもやりたい部分が多

いので、例年のように堅実な歳入ではなく、実質的な数字で見たということでは理解しまし

たけれども、実質的に逆に言えば私たち予算を組むときであれば、ある程度歳入は堅実的な

部分、歳出は最大限を見て予算を組むのが健全な予算の組み方だと私は理解しておりますし、

一般企業でもそういう組み方をしてやっていくべきではないかなと思いますし、今年度そう

いう組み方をしたということで、今の説明であれば今年度は歳出がかなり多かったという部

分でなったのですけれども、今年度はそれでまずしようがないと思いますし、来年度も同じ

ような組み方をするのか。これは、単年度の予算の組み方なのか、それとも来年度も同じよ

うな考えで組むのかは、やっぱり堅実性を見ると、ことしの歳入歳出の考えはちょっと危険

だなという部分を感じるのですけれども、そこら辺はどうなのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 細川財政係長。 

〇企画財政課財政係長（細川嗣人君） ただいまのご質問にお答えいたします。 
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  歳入側の見込みの根拠といたしましては、歳出側の事業によっては国、県からの補助ある

いは交付金等もございます。その辺の毎年のバランスを見ながらということになりますが、

まず来年度以降、30年度以降につきましても、できる限り当初予算から歳出側の予算執行が

できるように歳入は見込むものとして考えておりますし、また今回総額が非常に膨れ上がっ

たことによりまして、歳入側の見込みが本当にこの額で正しいのかというふうに思われるか

もしれませんけれども、これもこれまでの実績をもとに算定しておりますので、今後もまず

こういったやり方で進めていきたいと思いますし、これまで歳入側を抑えぎみにして年度の

途中の補正予算のほうで増額するケースがほとんどでありましたので、年度の下半期に予算

を執行するのではなしに、できればもう当初から各事業が執行できるようにしたいというこ

とで、今後も29年度と同じような形で進めていきたいというふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） 補正ができるという余裕があるということは、今の98％がその他もろも

ろへ行ったら、逆に言えば補正の歳入はできないという可能性はないですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 細川財政係長。 

〇企画財政課財政係長（細川嗣人君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  補正が全くできないというぐらいのぎりぎりの線ではございませんで、大丈夫、年度の途

中であっても新たな事業が発生したり急遽早急に事業執行していかなければならない部分に

ついては、その部分の補正として例年どおり行いたいと思っております。 

  財政係といたしましては、年度途中の補正の額が増額する部分が非常に多いというふうに

考えておりまして、それをできる限り当初予算に回したいのだといったような考え方でござ

いますので、今後も補正予算についてはその都度まず対応していきたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） では、どのくらいの余裕があるのか、その１点だけ、見込み８割のとき

は補正を考えたのですけれども、最後の今年度の予算の中ではどのくらいの余力があると思

っているのか、ちょっと最後に質問お願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 細川財政係長。 

〇企画財政課財政係長（細川嗣人君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  例年補正予算につきましては、その課それぞれ毎年違うものですから何とも言えませんけ
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れども、例えば今度の年度末、毎年３月の補正予算におきましてはそれぞれ２億から３億ほ

どの補正予算ということで増額になります。はっきりと29年度の補正予算においてこれぐら

いという数字はお話しすることはできませんけれども、少なくともその半分は十分補正予算

として組めるといったように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 私から若干補足させていただきます。 

  財政運営の一般論としてのお話ですけれども、今のお話で言えば28年度に不用残になって、

要するに使わなかった金額というのが出るわけです。それは９月の時点で金額が明らかにな

っていますので、９月の時点で予算化するという形がありますので、その分はある意味補正

予算の余裕分であるというふうに言ってもいいと思います。その金額が幾らになるかとは現

状ではまだ言えませんけれども、例年ですと数億、２億から４億ぐらいの範囲でというふう

なことになっていますし、あとはいずれ財政調整基金が１つのバッファーといいますか、そ

こがいろんなものを、大きくなったり小さくなったりするのを調整するような形をとれるよ

うにはなっていますので、そこの範囲の中で必要な補正予算額をとれるようにはなっている

ということでご理解願いたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） 歳入の財産収入、29ページの15款の不動産売払収入と、この中の土地

売払収入、建物売払収入の金額については承知しておりますが、このことについては事前質

問の中で藤原梅昭議員から出されておりますが、パストラルバーデンの分割収入の29年度の

予算計上というふうに思っておりますが、そこでお伺いしますが、パストラルバーデンが営

業廃止されてから約３年目になるのかなというふうなことでございますが、この間飛鳥商事

とのいろいろのことを想定し、事業策を協議されたことがあるのかないのか。あるのであれ

ば、その内容について明らかにしていただきたい。 

  私は、当初この営業譲渡売却に対しては、賛成をした立場の者であります。しかし、この

とき売却契約内容を吟味されるよう意見を述べましたが、当時の担当者の答弁は、弁護士に

相談しているから問題ないという発言がありました。現状を見ればそれが正しかったと思っ
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ていらっしゃるのか、よろしかったらその辺のところも今考えてみればというようなことを

お話をいただければ。 

  それで、うわさ話では、今の売買の権利者になっている飛鳥商事では金額が何倍を超える

ぐらいの金額をお話しもされているというようなことを耳にしておりますが、本当はどんな

実態なのか。パストラルバーデンの今後の対策について、飛鳥商事と交渉関係について今ま

での経過等もあればお話をいただきたいというふうに思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） バーデンの関係で、売払収入の部分でご質問をいただきました。

こちらの部分、回答のほうはちょっと前後するかもしれませんけれども、まず町でのその後

の対応の部分でございますけれども、こちらにつきましては直接飛鳥商事との交渉なり要望

というのはありました。あります。 

  ここの部分の内容につきましては、細かいところはあれですけれども、大きく、まず具体

的には町で見つけてもらえないかというような話もあります。それから、これを言ってしま

うとあれですけれども、私、土地規制のほうはちょっとよくわかりませんけれども、あそこ

の用途の部分で建てられる部分、建てられない部分というような部分の聞き取りの中で、そ

れぞれこれは第三者等を通じての確認ということも伺ってございます。 

  結論的には、あそこの部分はなかなか土地規制なり、いろいろやる上での規制が、あそこ

に限らずあるわけですけれども、そういうような状況で業者、または第三者を通じての方に

はご説明は申し上げているというふうな状況で、結論的には直接ぷつっともう飛鳥商事と縁

が切れているというふうな状況はございません。 

  それから、何点目になりますかあれですけれども、売ってよかったのだろうか、今どうい

うふうに考えておりますというようなご質問でございましたけれども、そのときの部分につ

いてはあくまでも第三セクターそのものが行き詰まった状態でございましたので、いずれあ

そこの温泉入浴施設として誰か温泉施設関係の専門というような形の中でいろいろ探してき

ました。飛鳥商事のみならず探してきた結果、飛鳥商事とのまず交渉がまとまったというふ

うな状況ですので、今の時点でもう少し考えればよかったなという確かに反省はございます

けれども、その当時からよもやこういう状況になるという形のものはまず極端な話、担当課

とすれば想像はしなかったところでございます。甘い見通しと言えば甘くなるわけですけれ

ども、実際的にはそういうふうな形で進めさせていただきました。 

  それから、業者のほう、いわゆる飛鳥さんのほうからは何倍もの売買金額、こちらの部分
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というふうなお話をいただいたわけですけれども、これは当然ながら鑑定評価も入れました。

鑑定評価を改めて入れた中で残存価値、ここら辺を計算しての金額ということで私は思って

ございますけれども、契約行為ですので、お互いの理解の中でこれは進めさせていただいた

というふうに思ってございます。 

  それから、後の対策ということになってくるわけでございますけれども、こちらにつきま

しては先ほど申し上げましたとおり、交渉というか、お願い含めまして飛鳥さんとの話とい

うか、これは年に数回あります。この中で先ほど言ったように町で見つけてもらえないかと

いうふうな話の部分の中で、町としても最低限と申しますか、所有はあくまでも飛鳥商事に

なりますので、ここら辺の部分をはみ出さない中でのやり方というふうな形では飛鳥商事に

は回答なり対応している部分でございますけれども、ここ半年ぐらいについては向こうから

の要望等含めまして協議なり話し合いはしていないというふうな状況が続いてございます。 

  それで、平成29年度に当初予算、飛鳥商事の土地、建物売払収入という形で予算化させて

いただいたわけですけれども、支払代金の部分については不履行はなく納まってはおりまし

て、29年度は９月と３月の２回払い、これを残しますとあと１回の未償還分が平成30年度に

発生するというふうな状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） まず、年1,500万円、10年払いの、これが完了すると所有権が完全に移

るわけでございますが、飛鳥商事が再事業するのが本当は望ましいですけれども、他に売却

となったとき、矢巾町に寄与できるような体制も要望しながらやっていただきたい。 

  私は、なぜ売買契約の内容についてお話ししたかというと、やはりこのたびの、先ほど課

長は言っていますけれども、売買の価格については十分私も承知して賛成をしたものでござ

います。11億ほどの投資で１億5,000万でいいのかと、いろんな議論もありましたけれども、

引き続きパストラルバーデンを営業するということで賛同したものでございます。 

  そこで私はくどいようですが、今後いろんな場面で不動産とか売買契約とかあると思いま

すが、そのときにしっかりとした、弁護士と相談して安心だというようなことではなくて、

中身をきちっと踏まえて、そういう契約をすればよいのかなということを示唆してこの質問

をさせていただきましたので、以上でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 今のは何、質問、考え方。ただ意見だけ。 
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〇（長谷川和男委員） でも、何か話ということですから。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  委員さんおっしゃるとおりでございまして、今後の部分、町有地、町の建物含めまして売

買についてはしっかりと吟味しながら進めさせていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（長谷川和男委員） よろしいです。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） 15ページの、まず法人税のところをお聞きいたします。 

  結構300万のところが８社と多くなったものだなという感じと、それから均等割の５万円が

企業の中の約半数以上を占めているということで、昨年あたり、大きいところはそこそこ収

入が上がっているけれども、町内の中小企業のところはかなり厳しいのではないかと見てい

るわけですけれども、こういうところを計画した、見積もった経緯といいますか、そういう

ところをお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村井賦課係長。 

〇税務課賦課係長（村井秀吉君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  法人税でございますが、こちらの均等割につきましては現時点での法人さんの28年中の申

告をもとにしまして、それぞれ法人均等割ということで申告いただいているわけでございま

すが、その実績をもとにこちらのほうは全て計上したものでございまして、まず前年と比較

してそれぞれ均等割、段階ございますけれども、大きく変更というところはございませんで、

それぞれ５万円の均等割分で見ますと対前年度比で見ますとプラスの１とか、最後300万とい

うことで８社ございますけれども、こちらにつきましては昨年度と比較してプラス・マイナ

ス・ゼロというような状態でございますので、あくまでもこちらの均等割につきましては前

年に当たります28年度の申告をもとにこのように計上しておるということでご理解いただき

たいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） 昨年度、決算との関係もあるでしょうけれども、ことしの経営といいま
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すか、アメリカのトランプ大統領になって日本の経済がかなり危ういような話もありますが、

どのような見方をしているかをお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村井賦課係長。 

〇税務課賦課係長（村井秀吉君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  法人税の部分で、例えば諸外国のいろいろなものによって法人税が影響を受けるのではな

いかという部分でございますが、先ほど均等割のお話しさせていただきましたけれども、主

にこちらのほうにつきましては従業員数であるとか資本金の額、こちらにつきまして算定さ

れるものとなっておりまして、大きくそういった外的な要因を受けるということで言います

と法人税割、こちらのほうではないかというふうに見込んでおります。 

  そこで法人税割につきましては、こちらも28年度の申告の実績等を踏まえまして、申告の

実績の約７割５分程度でございますが、こちらのほうを当初予算として計上しております。

ということで、前年と実績分をそのまま同額でのせているということではなくて、法人税割

につきましてはそのとおり75％ほどかたく見させていただいているということでご理解いた

だきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか。 

  藤原委員。 

〇（藤原由巳委員） 何点か関連するものがございますので、３つほどになりますが、一括し

て質問させていただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） はい、どうぞ。 

〇（藤原由巳委員） 国からの交付金、交付税の関係でございます。まず１つは、今もお話あ

りましたが、法人の絡みになるわけだと思いますけれども、地方消費税交付金、私もこれ何

回か質問してきた経過がございますが、今年度はいろんな要素で大幅な減額予算ということ

でございます。これは、先般私一般質問の中でこの算定基準はいろいろ聞きましたが、これ

が県に配分されて、県がこれを市町村に配分するのかどうか、その辺の確認をお願いしたい

と。 

  事前質問では、△5.2％を見込んでおるということでございますが、県内、県下全般の消費

は多分何ぼか冷え込みつつあるのかなという気はしますが、矢巾町におきましては果たして
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実態がそうなのかなというところも含めて、この辺の算定基準についてお伺いしたいと。 

  それから、ページ数は18ページ、今度19になりますが、自動車交付税交付金の関係でござ

いまして、これも結構な減額になっているわけですが、これは車買ったときに納める税金だ

というふうに思ってありますが、これだけ車の消費と申しますか、購入が落ち込むことを想

定されておるのかということでございます。 

  それから、次の９款地方交付税の関係でございますが、これも何回か質問してきておるわ

けでございますが、今回18億3,800万ほどでございますが、この額が多いか少ないかというこ

とになると、県下で最低レベルの交付金だというふうに私は確認してございます。 

  ちなみに、お隣の紫波町は40億、そして雫石町におきましては34億、滝沢市36億、八幡平

市82億というふうなレベルでございますが、全体の予算規模はどうなるかということになり

ますと、これは若干違うわけでございまして、ほかにも県内類似自治体、これはあくまでも

27年度の決算によりますけれども、平泉町が19億円、金ケ崎町が24億円と、今非常に発展し

つつある町ですら本町より多くの交付金をいただいておるのが実態でございます。 

  そこで、これはずっとそういった形で私も何回か聞いてきているわけで、その積算根拠等

についてもいろいろお聞きはしておりますが、これどうなのでしょう。頑張ればもう少し何

とかなるということにならないものか。確かに自主財源比率が今回も大体41.8％ですか、非

常に高い比率を示しておるわけでございますが、その中で非常に借金も多いと。そちらのほ

うもワーストに近いということで、一般質問でもしましたが、本町の経済はよくわからない

というのが大多数の町民の声なわけでございまして、少なくとも何らかの手法でこの交付金

をもう少しふやせる方策はないのかなということと、例えば消費税交付金なり、あるいは自

動車取得税交付金、あるいは地方交付税交付金等々の積算に至った経過についてお伺いした

いというふうに思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 細川財政係長。 

〇企画財政課財政係長（細川嗣人君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、消費税交付金につきましてでございますが、ご指摘のありました算定の根拠でござ

いますけれども、国のほうで集められた消費税の税金部分を各都道府県のほうに交付になり

ます。その後各市町村には都道府県ごとの２分の１が交付されるということになっておりま

す。前にも少しお話しした経緯がございますけれども、実際この地方消費税の交付金につき

ましての算出方法につきましては、現実とは近い数字になるように国のほうでは計算になっ

ているということになっております。よって、各市町村ごとの人口あるいは従業員数等々、
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あとは経済センサスなどいろんな数字を駆使しまして、それぞれの率に基づいて交付になっ

ているということになります。 

  実際県内の消費が例えば伸び悩むようであれば、当然町に来る交付金につきましても、そ

れは下降してしまうということになりますし、やはり重要なのは国全体がそういった消費が

高まれば高まるほど交付金として各市町村が交付されるということになろうかと思います。

よって、地方消費税交付金、今回当初予算では前年と比べて減額になっておりましたが、こ

れも国からのそういった減額の割合の数値がございまして、それに合わせて現状と比較をし

て平成29年度の当初予算に計上したものでございます。 

  続きまして、自動車のほうの税金部分になりますけれども、これも同様なのですが、国か

らの提示によりまして△2.5％で見込まれるということになっておりました。これも実際の車

の売れ行きもあるでしょうし、そこそこそういった消費の部分も関係してくるかとは思いま

すけれども、これも平成28年度の実績から国提示になったマイナス部分を計算の根拠といた

しまして、今回当初予算に計上したものでございます。 

  最後に、地方交付税につきましてお話しいたします。地方交付税につきましては、そのと

おり各市町村ごとに金額が大分ばらつきがございます。これが数多く来れば、財政上も非常

にありがたいなというふうには思うのですけれども、計算上、平均的といいますか、標準的

なその町における需要額、そしてそこで見込まれる収入額、これの不足分について地方交付

税というのはそれぞれの市町村に交付されるものということになっております。特殊事情を

除きましては、そういった基準に基づいて各市町村の交付金の総額が決められている以上、

なかなかこちらのほうでは操作できない部分でもありまして、ただし町とすれば町税の部分

の総額も個人所得、あるいは法人所得のほうも伸ばしていきながら、所得を得てその分の中

から町税として納めていただくことも重要ですし、あるいは逆に町として今度は需用費のほ

うの係る経費のほうを抑えれば抑えた分だけ基金のほうに積めるということになりますが、

これもやはり標準の計算式に基づいて行う関係上、なかなか地方交付税というのは多く交付

金は見込まれないということになります。 

  なお、平成29年度につきましては、国のほうの提示とすれば、地方交付税のその中の普通

交付税につきまして、マイナスの提示がございました。これも先ほど廣田委員さんのほうに

もお話ししましたけれども、平成28年度の当初予算と比較しますとマイナスにはなるのです

けれども、実際の数字とすれば、実績の額を用いた数字で予算計上させてもらったというこ

とと、もう一つ特別交付税につきましても例年低く予算で見積もっていた部分に対してでき
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るだけ実額に基づいた数字で増額したものでございます。 

  ということで地方交付税につきましては、いろいろ考え方がある中においても、私たち財

政係とすれば数多くの収入を得たいところですが、そういった事情から他の市町村と比べれ

ば大分低い数字になっているということが言えるかと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） 21ページの教育使用料の関連でちょっとお伺いしたいのですけれども、

町民との懇談会等で体育館のあきが全くないというような苦情がよく寄せられるのですけれ

ども、アイワの旧体育館が町の財産であるというのは認識しておるのですけれども、学校施

設、子どもたちには開放しているのですけれども、これはなぜか体育協会には委託していな

いようですけれども、これ何か貸し出しをできないような事情はあるのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これは教民か。だけれども、財産に関しての部分も

あるので、わかっている範囲で答えられるかな。 

              （何事か声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） アイワの体育館があいていれば学校のほうに貸し出しているということ

はわかるのですけれども、一部町の財産でありますから。 

  ですけれども、聞いた話では貸し出すにはちょっと耐震が足りないのではないかという話

をちらっと聞いたのですけれども、財産として耐震が足りるとか足りないという認識なんか

はあるのか、ちょっとお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 財産として耐震性の問題。 

  伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず耐震につきましては、体育館としては十分耐震構造になっておるというような状況で

ございます。ただ、今学校のサブ体育館として使っていただいているわけでございますけれ

ども、これにつきましては条例とか制定しておる施設ではなくて、あくまでも学校のサブ体

育館と。これを条例化して社会施設としての体育館とするとなれば、やはり一般の方々に使
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用していただくとなれば貸し出し窓口でありますとか、それから今は施設としては設備とか

何かが全くないような状態なわけでございまして、あるいは一般の方に開放するとなれば、

バリアフリーとか、そういったような配慮もしなければならない。そうしますと、あの施設

に相当数の改修費用が伴うというようなことから、今現在の段階では今後のあり方をどうし

たらいいかというようなところを検討中でございますので。 

  そして、参考まででございますが、そういった意味で町内の体育施設としては不足してい

るということで、それであれば環境改善センター、不動にございますけれども、ここはもと

もと体育施設として建設したものでございますので、実際のイベントとか何かの使用率と申

しますか、稼働率が極めて低いということから、やはりそうするとそういったような使い方

に見直ししたほうがいいのではないかということで、今指定管理者との協議をして、そちら

のほうでいいではないかということになっておりまして、こちらのほうでとりあえず町民の

方々の体育施設としての不足分をカバーしてまいりたいというような状況でございますので、

そのようにご理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 今の伊藤副町長の体育館、一般質問でも町長答弁あ

りましたが、不動の改善センターをある程度床を改修をして体育施設として使っていきたい

という方向性で今検討していると。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） はい、わかりました。よろしいですね、廣田委員。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ないようでございますので、次に歳出に

入ります。一般会計の歳出、質疑ありますか。 

  済みません、１款ごとにやりたいと思いますので、それで議会費から。大変申しわけあり

ません。 

  藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） それでは、ページ数37ページでございます。議会費のところを、我々に

関係する部分でございますから、根拠的な部分だけお伺いしたいというふうに思います。 
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  ここに通信運搬費110万2,000円、それから使用料及び賃借料163万3,000円計上しておるわ

けですが、先般の詳細説明におきましては、タブレット関連の予算であるよというふうなご

説明がありました。そこで、それは十分我々も議論している中身ではございますが、これを

計上するに至った経緯と、この金額の積算根拠についてお伺いをしたいというふうに思いま

す。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋情報係長。 

〇企画財政課情報係長（高橋 保君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  タブレット導入検討委員会につきましては、企画財政課長以下、情報係２人参加をさせて、

検討会は数回開催をさせていただいておりまして、内容につきましては委員の皆様にも周知

は行っているかと思います。 

  導入の方向性につきましては、議会活動の活発化、あるいはペーパーレス化、そしてさら

にはこれからのＩＣＴ化、こういったものが進む中でも、このタブレット導入というふうな

方向でいかがかということで進んでまいったところでございます。しかしながら、このタブ

レット導入に当たりまして、町の負担につきましてはある程度抑制したいところもございま

して、それ以外の通信料につきましては政務活動費などからお支払いいただければというこ

とでご協議をさせていただいたところでございます。 

  今回積算根拠につきましては、ちょっとその辺のところは議会事務局等と整合性を図って

いないところではございますけれども、それぞれ各業者から見積もりをいただいて、安価な

数値と申しますか、そういった形で今回予算計上している数字で計上させていただいている

というものでございます。 

  以上でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） 詳しいことは後で議会のほうでも議論する場があると思いますが、いず

れ今後この予算は当初予算ということで、多分採択になるだろうというふうに思います。そ

の後におきまして、機材の導入に当たっては町の財産という立場の中で導入を進めるのか、

それとも議員個人の財産として町が補助金を応援しますよという形で考えているのか、その

辺をちょっとお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 町の財産なのか、議員個々に貸与するのか。基本的

な考え方だから。 

  藤原企画財政課長。 
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〇企画財政課長（藤原道明君） この予算の計上の仕方を見てもおわかりかと思うのですが、

使用料及び賃借料として計上してございますので、基本的には財産権はなく、使って、その

使ったサービスに対しての対価ということでございます。リース期間が切れれば回収される

というものです。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  藤原委員。 

〇（藤原由巳委員） 最後になります。このリースの事業主といいますか、あれは町と、こう

いうことになるわけですか。それとも、議員個々がリース契約を結ぶのか。その辺のところ

は。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 契約の主体は、町ということになります。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、続いて議会費、質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、次に２款の総務費、質疑

ございますか。 

  長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） ２款総務費の１項６目企画費、44ページですけれども、ふるさと納税

委託料105万6,000円について、事前に高橋安子委員からも出されておりますが、納税サイト

運営業務委託料ということで、これはサイト側から寄附金額が増額になる見込みであるとい

うようなことでございます。 

  今問題になっておりますのは、ふるさと納税の見返り景品については、国でも過剰なもの

は改めていかなければならないというようなことで、本来の趣旨に戻すべきであるというこ

とでございますが、本町ではこのようなことについてどのように考えているのか。私は、や

はり矢巾町から出た方々がふるさとに協力するというのが基本であろうかと思いますし、ま

た矢巾町さんはすばらしいまちづくりしているから、将来矢巾町にも移りたいというような

ことで寄附金、納税があるのが一番望ましいわけでございますが、全国競ってこの景品に当

たっておったというようなこともあります。 

  そこで、お伺いしますが…… 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 長谷川委員、ふるさと納税の関係は産建の分野にな

りますけれども。 

〇（長谷川和男委員） これ総務のところではなかったか……。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 総務の中のふるさとＣＭ大賞制作委託料。 

〇（長谷川和男委員） 企画のほうの委託ではないかと。なので、産建ではなく、総務ではな

いですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 産建の取り組みになると思いますので、44ページの

ふるさと納税運営業務委託料、産業振興課がここは所管していますので。 

              （「返礼品に関してはでしょう」の声あり） 

〇（長谷川和男委員） 関連で質問したというふうに受けていただければよろしいのですけれ

ども…… 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 答えられれば、それでいいですけれども。 

〇（長谷川和男委員） あくまでも産建の部分であるというのであれば、それはいいです。 

  それでは、関連して、まちおこし協力隊の報酬400万円ということについてですが、２名の

方々が採用見込みであるというふうにされております。他自治体ではもう既に活動中のとこ

ろと、またその業務も終わって定住を希望しながら、前提に町に残っている方々もいるとい

うようなことが実態の中でも紹介がされておりますが、本町の２名の方々について差し支え

なければ、県外の方なのか、矢巾の方なのか、その辺のところもお話しできればお伺いした

いということでございます。 

  以上。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 長谷川委員、一般質問ではこの質問もあって答弁も

ありましたが、今お聞きしたい部分、県外なのかというところは答えられると思いますので、

そこ答弁お願いします。 

  高橋企画係長。 

〇企画財政課企画係長（高橋雅明君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  地域おこし協力隊２名内定しておりますけれども、どちらからの方かということでござい

ますが、お二人とも現在首都圏在住でございます。そのうち１名につきましては矢巾に現在

実家があるということで、Ｕターンという形になるかと思います。もうお一方は首都圏のご

出身ですので、Ｉターンという形になると思います。そのようなお二人の構成になってござ

います。 



－ 65 － 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） 一般質問等でもあったということでございますが、やはりここのとこ

ろもしっかりとお聞きしておかなければならないということで質問したわけでございますが、

重複するかもしれないけれども、質問したことについてはやはり委員長の計らいできちっと

出していただきたいというふうに思いましたので。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） この分については、今お話しされたとおりですが、

よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。別な質疑。 

  長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） ２款総務費の１項総務管理費、47ページでございます。９目のコミュ

ニティ対策費についてお伺いします。 

  コミュニティセンター建設助成金として1,500万円の予算が出されておりますが、これは南

昌公民館の建設補助の説明というふうにさきにあったというふうにお聞きしておりますが、

その積算根拠について改めてお伺いをいたします。 

  私は、このことについては非常に残念なことに、昨年２月の地域の最も重要な核となる自

治公民館の焼失は、地元はもとより本町としても貴重な財産を失ったものというふうに思っ

ておりました。火災原因は現場検証では特定できないということもありましたが、地元では

この火災が起きたときに執行部の懇親会があって、火の不始末というようなことが取り沙汰

されまして、建物焼失したものもすぐ撤去、解体できないような状況があったようでござい

ますが、今この予算はしっかりと計上はされているようですが、地元では火災の関係で地域

住民が納得しかねるというようなことが起きておりますので、私はこの予算執行に当たって

は南昌コミュニティのほうとしっかりとお話を聞き、地元民が騒がないような対策をきちっ

としてから予算執行していただきたいなというふうに、申請あったからとかというのではな

く、そのように思っております。そこで、さきに述べました積算根拠についてもご説明をい

ただきたいというふうに思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋企画係長。 
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〇企画財政課企画係長（高橋雅明君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  コミュニティセンターの建設事業助成金でございますが、ご指摘のとおりでございまして、

こちらが南昌の公民館の再建のための補助金というものになります。 

  積算根拠から申し上げますけれども、1,500万につきましてはこの補助金を出しております

自治総合センターという財団がございますけれども、そちらの基準にのっとりまして建設費

の５分の３、そして上限が1,500万ということで決まっております。南昌さんのほうで見積も

りをとりました結果、こちらは建設費が2,500万円以上かかるということでございまして、上

限の1,500万ということになってございます。 

  それで、地元の自治会の皆様の総意というか、しっかり話し合っているかどうかという部

分でございますが、こちらは自治総合センターの補助金に申請する段階の条件といたしまし

て、しっかり地域内の住民で話し合った総意のもとに建設するものであるということが条件

になってございまして、町でも審査した結果、住民の総会等開かれた結果、建設を進めると

いうことで進んでいるものと認識しておりますので、それをもって申請をしております。そ

の結果につきましては、３月末または４月上旬に例年出るということで、まだ出てございま

せんが、現段階ではそのようになってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） 私最後に言った地元の今度総会もあるでしょうけれども、寄附行為で

騒がれないような、そこを確認してきちっとしてから予算執行していただきたいなというこ

とでございましたので、そのことは今述べましたか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋係長。 

〇企画財政課企画係長（高橋雅明君） ただいまのことにお答えいたします。 

  予算執行の際でございますけれども、こちらにつきましてはまずこの補助金が通りました

らば、南昌のコミュニティと十分な話し合いを持って、今ご指摘のような懸念が生じないよ

うに町としても慎重に対応しながら、できるだけ早く公民館が復旧できるように支援をして

まいりたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「よろしいです」の声あり） 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか総務費ございますか。 

  藤原委員。 

〇（藤原由巳委員） 39ページになりますが、行政区管理運営事業費1,200万円余が計上されて

おるわけでございますが、その中で区長報酬1,000万何がしということで、それぞれあるわけ

でございます。 

  私ども総務の常任委員会で１年ほど前から行政区の再編についてもいろいろ議論あるいは

協議しておるわけでございますが、なかなか進まないのが実態なようでございまして、今行

政区、報酬はある程度戸数等によって配分されておると思うのですが、それぞれの行政区戸

数の最大と最小はどの程度と把握しておるのかがまず１点。 

  もう一点は、行政区再編に向けましての進捗状況についてお伺いしたいというふうに思い

ます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 阿部法規庶務係長。 

〇総務課法規庶務係長（阿部幸司君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  全体の戸数は、今現在であれば１万858戸ということで把握はしておったのですが、各行政

区の戸数それぞれについてはただいま把握しておりませんでしたので、後刻お答えをいたし

たいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田中舘総務課長補佐。 

〇総務課長補佐（田中舘和昭君） それでは、私のほうから行政区再編の部分についてお答え

させていただきたいと思います。 

  今年度から行政区再編についてはいろいろと協議してまいりましたけれども、やはり世帯

数の多い行政区について行政区の区長さんとお話し合いを進めてまいりましたけれども、そ

の中でそこの住民の方のアンケートなどをとりまして、やっぱり意見が大事だということで、

昨年の秋ぐらいに区長さんとかとお話をさせていただきまして、特にもすぐすぐではないの

ですけれども、今年度の総会、今月が総会多いかと思いますけれども、このあたりにアンケ

ートについてどのように進めていくかというのを、実際は３行政区長さんでありますけれど

も、その総会のときにアンケートについて話したいというお話も伺っておりますので、まず

はこの３月にどのようなアンケートをとるかということを各区長さんとしっかり話をさせて

いただきたいと思っておりますし、そのアンケートの結果に基づいてまた来年度以降になり

ますけれども、やはり住民の方の意見が一番でございますので、そのアンケートをもとに進

めていきたいと思っております。 
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  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  戸数の最大、最小は後刻ということで。そのほかございますか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） 42ページの庁舎のＬＥＤ化です。梅昭議員さんも質問しております。現

在ＬＥＤ化率というものがございましたら、数字で教えていただきたいと思います。あるい

はまた、何年後に何％にするとかという計画があるのであれば、それも教えていただきたい

と思います。庁舎だけでなく、もしわかれば大きく全体的な公共物の目標といいますか、そ

んなのがあれば提示願いたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋企画係長。 

〇企画財政課企画係長（高橋雅明君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、自治会の関係の防犯灯についてでございますが、こちらにつきましてはある程度概

要がつかめてございます。本年度末の町で把握している範囲でございますけれども、防犯灯

が1,361基あるうちＬＥＤ化が完了するのが279基と把握してございますので、ＬＥＤ化率は

20.5％と見込んでおります。こちらについては、計画的に進めたいのはやまやまでございま

すが、防犯灯につきましては各コミュニティの持ち物でございますので、コミュニティと話

し合いながら全体の方向づけをしていければいいなと考えているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 防犯灯以外は。 

              （「庁舎とか」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 庁舎の関係はわかりますか。 

  企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 私どものほうで今進めていることがございまして、その関係

で私からお答えさせていただきます。 

  庁舎につきましてです。現在環境省のＣＯ２削減のモデル事業に取り組みたいということ

で、相当、国にも何度か足を運び、詰めている段階です。やっかいなのは、モデル事業とい

うことなので、逆に言いますと確立された制度ではないということなのです。しかも、国の

ところだけではなく、国が第三者、要するに専門家の方々にこれはモデル事業としてどうな

のかということを投げかけ、場合によってはちょっとだめ出しをされたり修正されたりする

という、今そういうことをやりとりしていて、うちとしてもエントリーはして一つのケース
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として今現在協議中です。それがうまくいきますと、それに乗っかれば採択されてから５年

間のうちに庁舎だけではなくここ一帯とか、不動小学校給食センター、それから子どもを預

かるところ、そういったところというものが認められる可能性がありまして、それがよいと

なったらそちらでいこうと思っていますが、それがだめだというふうになればなったで、そ

こからの事業を考えなくてはいけないということですが、いずれイニシャルはかかるものの、

ランニングで何年後かに回収できるという状況なのは重々把握しておりますので、なるべく

それも少ない経費で済むように財源を見つけようということで今あがいているところでござ

いますので、いましばらくお待ちいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 時間も経過していましたので、ここで一旦休憩をと

りたいと思います。 

  14時50分まで休憩とします。 

              午後 ２時４０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時５０分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  先ほど藤原由巳委員からの質問に対しまして答弁を保留しておりました分がありますので、

これを許します。 

  阿部法規庶務係長。 

〇総務課法規庶務係長（阿部幸司君） 大変申しわけございませんでした。行政区別の世帯数

の大小ということで、３月１日現在になりますけれども、最小値といたしまして舘前行政区

が51世帯、そして最大値、南矢幅２区行政区で598世帯ということになってございます。大変

申しわけございませんでした。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 引き続き２款の総務費の質疑を受けたいと思います

が。 

  廣田清実委員。 
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〇（廣田清実委員） 45ページなのですけれども、地方創生の絡みで、町民センターの改修を

29年度中に行うという予定があるということで答弁をいただいておりますけれども、交付金

絡みだと思うのですけれども、その予算はこの中に入っているのでしょうか、お伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋企画係長。 

〇企画財政課企画係長（高橋雅明君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  町民センター食堂のリノベーションに係るものでございますけれども、こちらは国の地方

創生拠点整備交付金という制度を利用しております。こちらにつきましては、本年度の国の

予算でございまして、本年度つくものでございまして、繰り越しの形で来年度執行という形

になるものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） 総務費の最後になろうかと思いますが、ちょっと関連する部分とあわせ

て二、三点お伺いしたいと思います。 

  まず１点目は、町あるいは町長なわけですが、一昨年あたりから企業あるいは学校、大学

その他もろもろといろんな協定を締結しておるわけでございまして、この締結相手先が何者

ぐらいになっておって、その相手先とのやりとりの内容、いわゆるお願いした内容、それが

どういう内容なのか。そして、これにかかわる予算措置はどうなのかということでございま

すが、多分かなり数が多いかと思いますので、即答は結構でございますから、あさってのお

昼ぐらいまでに書面にして提出をお願いしたいということでございます。これが第１点。 

  そして、２点目は、少し関連するかと思いますが、盛岡市等々と締結しております連携中

枢都市圏の形成に係る連携協約、これらの予算措置はどのように講じられておるのか、そし

てこれらの進捗状況はどうなのか、これをお伺いしたいと。 

  それから、ちょっと変わりますが、税務のほうの関係になります。税務総務費と賦課徴収

費でございますが、それぞれ昨年に比べまして1,196万2,000円ほど減額となっております。

収納率が県下ナンバーワンという中で、このように費用を減額していかがなものか。そして、

今はやりの職員の負担増にはなっていかないものか、この辺の所見についてお伺いしたいと

いうふうに思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） まず１点目の。 
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  藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ここ１年ほどのところで次々と協定を締結しておりますが、

そちらについてお話ししたいと思います。 

  まず最初に、５つの金融機関と協定を結んだということはそのとおりでございます。それ

以後ですが、大阪大学大学院と協定を結んでおりますし、高知工科大学の総合研究所フュー

チャー・デザイン研究センターと協定を結んでおります。それから、富士大学と結んでおり

ますし、盛岡大学とも先日協定を締結いたしました。それから、先月ですけれども、楽天、

アマナと協定を締結しているというところでございます。それぞれの内容については、説明

はできますが、非常に長くなりますので、ペーパーはありますので、説明はできると思いま

す。 

  あとこれらの協定に係る予算というところですが、具体的に関係するところもありますが、

楽天、アマナに関しては地方創生の関係のところで関連予算がいろいろありますし、それ以

外につきましては特段予算を執行する内容ではない部分が多々ありまして、具体的な予算に

関連しているのは楽天、アマナ関係。強いて言いますと、金融機関との関係は利子補給のと

ころでの予算はかかっております。それ以外については、特段予算が計上されていない状況

で動いております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 連携都市。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 連携協約につきましては、負担金関係が若干出てまいってお

るところで、具体的に大きな金額が計上されるというようなところは、まだそこまでに至っ

ているものはないのですが、今後考えられるのがスポーツの関係でボルダリングの競技場を

盛岡市に今あるものに加えてもう一つ分の競技用の場所があれば皆そろうということで、ス

ピードでしたか、それの分を今後それぞれお金出し合ってやっていきましょうという話では

進んでおりますが、具体的な予算等についてはこれからということの予定でございます。 

  簡単なところでは以上でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村税務課長補佐。 

〇税務課長補佐（田村一夫君） それでは、ご質問のございました３点目についてご説明を申

し上げたいと思います。 

  税務総務費、あるいは賦課徴収費の減についてでございますが、まず税務総務費につきま

しては人件費の増減によるものというふうに捉えております。それから、賦課徴収費につき
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ましては平成28年度に計上しておりましたところの土地鑑定評価業務委託料950万の減、それ

から航空写真撮影等業務委託料470万ほど、こちらが減となっておりまして、３年に１度の評

価がえに対応するための業務でございましたので、毎年ではございませんで、そこが大きく

減ったと。 

  ただ、つけ足しになりますけれども、足し算、引き算がちょっと合わないのは家屋評価シ

ステムの更新も計上してありますので、その分は相殺になっているものであります。 

  以上、お答えといたします。 

              （「職員の負担増にはなっていきませんか」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐藤会計管理者兼税務課長。 

〇会計管理者兼税務課長（佐藤健一君） 人件費が減ということで、実際現場としては非常に

つらいところではございますが、頑張っていきたいというふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） ただいまの、ご心配のようでございますが、実は28年度に比べます

と、いわゆる29年度は若い職員が、新採用の職員を２名配置したところから、当初予算とす

れば28年度の予算の編成のときは27年度に所在する職員で計上しておったと。それが新陳代

謝と申しますか、今年度の４月１日に新採用の職員が２名採用になっているといったような

ことの差額がこうした形であらわれているということでございますので、新採用の職員とい

うことになりますと、担当課のほうでは多少負担がかかっているかとは思いますけれども、

大きな人員減とかそういうことではないということだけご理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上で総務費は終わります。 

  藤原由巳委員、それぞれ協定結んでいるところの一覧はもらうということでね。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  それでは、総務費を終わりまして、次に９款の消防費に入ります。質疑ございますか。 

  長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） ９款消防費の１項消防費、１目の常備消防費について、93ページです

けれども、お伺いをいたします。 

  28年度に一部話があったことでございますが、第７次総合計画前期計画によれば、平成31年
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度までに矢巾分署が消防署に昇格となる計画であったが、29年度の予算ではそのようなこと

はないわけでございますが、これを実施するということになれば、人件費が、職員が９名ほ

どふえて約１億弱の各年経費になる見込みであると。我々総務常任委員会が広域本部で研修

等をしたときに、そういうお話をいただいて、期待もしてきたわけでございますが、この計

画の達成は不可能と見るのかという消極的な意見を言うわけでございますが、さきに紫波町

は署に昇格はしております。 

  今後、岩手医科大学附属病院移転に伴う病院は一部12階建てぐらいになる。高さも70メー

トル前後の高層建物というふうに２棟建つ予定でございますが、31年には完成され、また現

在も町内に６階建てとかそういうマンション等もありますし、私はこれから矢巾町はこうい

う建物に対応できる常備消防、分署ではなく消防署として早く昇格できるように力を出して

いただきたいというふうに思います。火災、災害などから守るためにも、やはり分署よりも

署に昇格することによって、設備等も含めていろんなものが、恐らくはしご車も必要になる

のではないかなというようなことも思いながら、早期に矢巾消防署実現のために、高橋町長

初め担当課の努力を私は希望するものでございますが、そのようなことに考えているのかど

うか、お話をいただきたい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今委員がおっしゃるように、広域消防の本部のほうでは、いろいろこういったような矢巾

町という今後の状況を見れば、消防署に昇格すべき状況だと。したがって、そうなれば今委

員おっしゃったように、私が聞いておりますのは今の22人から32人体制にして、およそ人件

費のみで１億円ぐらいの負担がかかるというようなお話を聞いております。なかなかこれに

つきましても、確かにこういったような状況、今後のことを考えれば、できるだけ早くそう

いったような消防署に昇格して、なおかつ地域の皆さん方の防災、救急、こういったような

ことを含めて安心して生活できるような体制は必要なわけでございますけれども、何分申し

上げておりますとおり１億円の負担ということになりますと、やはり今の予算で見ますと１

％、なかなか大きな数字でございますので、今後時間をかけて協議してまいらなければなら

ないというふうに考えております。 

  なお、それは人件費のみの、運営費のみの話でございますけれども、当然イニシャルコス

トと申しますか、救急車の車両体制でありますとか、これを数台体制にしなければいけない

とか、あるいは今委員さんおっしゃるようにはしご車、はしご車につきましても盛岡市でも
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今数少ないわけでございますので、果たして矢巾町でもすぐ必要なのかどうかということも

含めて、今後時間をかけて協議してまいらなければならないだろうというふうに思っており

ます。ただ、いずれはそういう状況は必要になってくるだろうというふうなところは、我々

も考えているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい。もう一点あります」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 長谷川委員。 

〇（長谷川和男委員） 同じく３目の消防施設費ということで、95ページの中にあるわけでご

ざいますが、消防施設整備については消防自動車の更新には年次計画によって、それぞれ各

分団では更新時期を待っているというようなことでございますので、これには十分調査され

ながら予算計上されるよう切にまた望むものでございます。 

  少し関連して、質問はずれるが、矢巾町消防団の第２分団４部の屯所移転の事案が出てい

るわけでございますが、当局もこのことについては具体的なことは別として、多分承知して

いるものというふうに私は思っておりますが、現在の屯所は平成８年の盛岡広域の南消防署

の分署が、防災コミュニティセンターが完成したということで、現在のところを２分団４部

が借りて、改装費等について、私も当時行政区の中で、この改装費の寄附集めを担当して非

常に苦労した者の一人として、今度新たに別な場所というようなことになると、恐らく土地

絡みで5,000万は超えるだろうということで、2,500弱の世帯割でそれぞれの行政区に割り当

ててくるというようなことの話もあるわけでございますが、ぜひ町としてもこのことについ

ては２分団後援会役員の方々ともお話をして、十分なる対応をとっていただきたいなという

ふうに思います。 

  踏切関係で、今の屯所からは緊急時に新田地区に踏切が遮断されているときとか、あそこ

を消防車が出られないというようなことがあるということで、今場所移転を考えているとこ

ろでございますが、このことについては藤原梅昭議員から一般質問の中でちょっとお話が出

たということをお聞きはしておりますが、重ねて当局が十分なる地域との話し合いをして、

なるべく町としてできる予算も出してもらえることがあればお願いしたいなということで、

先のことでございますが、ぜひこのことについて答弁をいただけるのであればありがたいと

思います。 

  以上です。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  長谷川委員さんのお説、ご意見、ご指摘、ご指導、まさにそのとおりだと思います。これ

につきましては、藤原梅昭議員さんの一般質問でもお答えしましたけれども、まだ正直具体

的な要望というのか、申請というのか、ここら辺後援会ベースそのものもこれからというふ

うに聞いてございますので、ただ水面下と申しますか、どこかのあれで会ったときには話を

聞いたり、これはしているわけですけれども、具体的なものが出てきた部分、あとは何か踏

切関係、ここら辺の部分の補償移転関係も含めまして、ここら辺はしっかりと４部と申しま

すか、後援会含めまして協議のほうを進めさせていただきながら、町としてできる部分につ

きまして対応してまいりたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 花立防災安全室長補佐は何かコメントありますか。

特になければいいですが。さっきから……。 

  それでは、花立防災安全室長補佐。 

〇総務課防災安全室長補佐（花立孝美君） 今山本課長のほうから答弁あったわけなのですけ

れども、私も４部団員でもございます。今一応副部長というふうな役につかせていただいて

おりますけれども、こちらの件につきましては、４部、そして後援会、ちょっとこれは先ほ

どのとおり、正直な話、具体的な話は一切来ておりません。私も具体的に町にこうしてほし

いというふうなのを示しておりません。 

  ただ、時期としては、踏切の拡張工事が31年度中にあるのでしょうか、に合わせて行いた

いというふうに、そこは聞いております。ただ、実際具体的に町でどのようなサポートがで

きるのかとか、こういったのはこれからの協議になりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 長谷川委員、どうぞ。 

〇（長谷川和男委員） まずはひとつ時間をかけて、町ができること、地域ができること、十

分な話し合いをしてこれを進めていただきたいというふうに思っておりますので、私も立場

上、いろんな地域から、話はあるけれどもどうなっているのというようなことを尋ねられる

ものでございますので、その辺のところもこれから地域の後援会の皆さんともっと話をして、

いい方向に持っていければなというふうに思っております。よろしくお願いします。 

  以上です。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか、消防費、質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、次に12款公債費に移りま

す。質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、次に13款諸支出金に移り

ますが、質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 次に、14款予備費、質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、これをもちまして一般会計予算の質疑を

終わります。 

  引き続き、国民健康保険事業特別会計予算の質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで国民健康保険事業特別会計予算の質疑を終わ

ります。 

  引き続き、介護保険事業特別会計予算の質疑に入ります。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで介護保険事業特別会計予算の質疑を終わりま

す。 

  引き続き、後期高齢者医療特別会計予算の質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで後期高齢者医療特別会計予算の質疑を終わり

ます。 

  以上をもちまして総務分科会に所属する委員による質疑を終わります。 

  次に、総務分科会に所属しない委員による質疑を行います。質疑できる回数は、１人２回

までといたします。 

  なお、質疑に当たりましては、会計及び事項別明細書のページ数をお知らせ願います。 

  それでは、質疑に入りますが、質疑ございますか。 

  村松信一委員。 
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〇（村松信一委員） ９款の消防費のところであります。94ページぐらいだと思うのですが、

消防ポンプの更新が予定されております。12部だと聞きました。 

  そこで、旧車の処分ですが、昨年度もそういうお話で聞いてはおりましたけれども、旧車

の場合、今インターネット上で見ますと各行政の場合は競売でもう出しているわけです。か

なり売れてはいるそうですが、矢巾町のほうはこういった競売に出すというようなことはさ

れる予定なのかどうか、お伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 花立防災安全室長補佐。 

〇総務課防災安全室長補佐（花立孝美君） ただいまご質問いただいたことについてお答えし

ます。 

  旧車の処分に関しましては、今はいすゞの車両を購入せざるを得ない状況で、オートマで

なおかつ４輪駆動、そして適正な大きさというふうな車両を購入すると、どうしてもメーカ

ーがいすゞ社になってしまうのですけれども、そのいすゞ社に廃棄のほうをお願いしている

ような状況でございます。 

  競売に関しましては、整備状況は当然ちゃんと動くように今までもやってきたわけなので

すけれども、その後万が一の事態が発生したと、こういう際に補償を求められましても、競

売ですので、ノークレーム・ノーリターンといった状況なのかもしれませんけれども、そう

いった万が一の補償ができないというふうなことから、一応現在では考えておりません。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） これは、矢巾町ではそうですけれども、各行政で全国的に例がいっぱい

あります。それは、全部買った人の責任で処理するという契約書というか、サインをちゃん

ともらうのだそうであります。全て渡した時点で、その時点で責任は移るということですか

ら、そんな心配することないと思うのです。全国的にそういう事例がありますから。 

  それで、やっぱり欲しい人がいるのだそうです。ちゃんと車検を取って使うのだそうです。

もちろんナンバーだとか何部だとか、ああいったものは全部消すのだろうと思うのですけれ

ども、そして引き渡すということなのですが、考えてみていただけませんでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 花立防災安全室長補佐。 

〇総務課防災安全室長補佐（花立孝美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  私もインターネットオークションとかで拝見したことがございます。今までは確かにやっ

てきておりませんでした。ただ、今後に関しまして一切やらないというものではございませ
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んので、検討材料にして考えてみたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） 更新をずっとしまして、次まで考えてみて今回は対象にしない、次から

考えるとかいうことになると、ずっと更新してきているわけですから古いのはもうないわけ

です。そうすると、時間がずっとかかってから何年後かにそういった対象のものが出てくる

とかいうことになるだろうと思いますので、今度11月ごろに更新されると思うのですけれど

も、特別点検の前あたりに交付されるのではないかなと思いますが、その12部のポンプを対

象として考えていただけませんかということです。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 花立防災安全室長補佐。 

〇総務課防災安全室長補佐（花立孝美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  競売の方式に関しましては、ちょっと私自身ノウハウがありませんので、税務課などから

ノウハウをいただいた上で、今回から導入できるように検討させてください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

              （「はい、いいです」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 歳入歳出にかかわるところではあるのですけれども、29ページの一般寄

附金にあえて入るのかなというところですけれども、特に歳入の部分にかかわることだと思

うのですけれども、現在ふるさと納税に対しての取り組みが遅まきながら本町でも行われて

いるとは思うのですけれども、今やふるさと納税よりもクラウドファンディングと言われる、

いわゆる不特定多数の大衆から資金調達を行うという方法が徐々にというか、目を向けられ

ていると思うのですけれども、このクラウドファンディングという資金調達の研究というか、

本町ではどう行われているのか。いずれお金がないないと言われていますので、あらゆる資

金調達が必要だと思うのですけれども、このクラウドファンディングも有効であるのではな

いかと思うのですけれども、そこら辺の見解をお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） お答えいたします。 
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  クラウドファンディングがいろいろな場面でできるような世の中になってきているという

ことはそのとおりでございますし、できそうなものがありましたら取り組んでみたいという

ふうに我々としても考えております。 

  ただ、一般論として考えたときに、投資をされる方にとっての何らかのリターンがあるも

のというふうなことだろうと思っています。よく普通にやられているのは、ある特定のもの

を、従来ないようなものを出資する形で最終的に新しいものを入手できるというふうなスタ

イルのクラウドファンディングが一番多いようなふうに私も個人的に見ていてそう思ってお

りますが、自治体としてそういった形で何かできるのかということについては、職員同士の

雑談レベルではありますが、いろいろ話はしております。 

  今後きちっとした研究というふうな形をとれるのかどうか、そもそも情報源がちょっと足

りない状況ですので、機会を捉えてそういったクラウドファンディングの専門家なり、そう

いった方々と交流できる場をできればつくって、そういったところから勉強していきたいな

とは思っております。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい。よろしくお願いします」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 事前質問にも出していただいているし、先ほど小川委員からも質問あり

ましたＬＥＤ化のお話、47ページ、一般会計のほうです。そこのお話でちょっと確認させて

ください。 

  まず、各自治体で電気料の負担ということで、非常に減るような状況ではなくふえる一方

なので、電気料の負担が各自治体話題になっております。それで先ほどの答弁にありました

が、まず１点、私ちょっと勉強不足だったのですが、街路灯と防犯灯という位置づけという

のはあるのかどうか。それから、先ほどの比率とか個数はわかりましたが、今白熱灯とか蛍

光灯が製造廃止になるということなので、多分平成34年ごろにはなくなると思います。今二

十数％のＬＥＤ化ということであれば、確かに自治体に半額助成をいただいて、今でも私の

自治会でも変更しています。これをあと五、六年で矢巾町では全部ＬＥＤ化できると踏まえ

ているのか、それとも事前回答にありますように、国でも当然これに強化して取り組むとい

う部分で、それの何らかの施策が出てきてから考えるという方針になっているのか、その辺
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お聞かせ願いたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  私どもは、昨年度からこのＬＥＤ化はもう積極的にやろうではないかと、こういうことで、

いわゆる電気料も５分の１ぐらいになるというようなことも既に私どもも経験しております

ので、できるだけ速やかに現計予算でもリースとか何かすれば余るくらいのところが、そこ

までは研究しております。今も各小学校等々につきましても、年間の電気料とか、あるいは

そういったようなところは調査済みではございますが、単独で町の一般財源で全部対応でき

るかということになりますと、何か一ついい方法がないかということを今模索しているとこ

ろでございまして、庁舎につきましては先ほどのご質問にもございましたけれども、そうい

ったような対応をしてまいりたいと思っていました。 

  それから、街路灯につきましても、基本的には道路照明とかそういったところ、あるいは

大きな交差点とか何かに街路灯を設けておるわけでございますけれども、これもついこの間、

県の企業局で４分の３の補助事業で取り組めるというような事業メニューがございました。

これまでもずっとそういう制度もあったようでございますけれども、そこら辺を活用してい

なかったというようなところで、早速来年度要望しておりますけれども、これも事業の採択

を受ければ当然何らかの形で予算化しなければならないわけでございますけれども、できる

だけとにかくそういったような補助事業を使って、何とかいち早くＬＥＤ化したいというこ

とでございます。 

  今そういったような対象になり得るところは、そういったようなところで考えたいと思っ

ていましたし、それ以外のところにつきましては限りなく５年とかという話をしないで、

2020年ですか、蛍光管はもう製造しないということが言われておりますので、そうなるまで

には何とかＬＥＤ化に努めてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） あとは、防犯灯と街路灯の違いというのはどなたが。 

  伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） 大変失礼いたしました。街路灯は、先ほど申し上げましたように、

道路の大きな交差点でありますとか、あるいは道路照明と言われているところでございます

けれども、そういったところに主に設置しておりますし、それから防犯灯につきましては防
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犯上、暗い通学路でありますとか、あるいは町内の主要なところに設置しておるわけですけ

れども、これは設置主体が自治会といったところで、町のコミュニティ補助事業がございま

して、その中で設置されているというようなところでございます。街路灯につきましては、

当然町の道路管理者のほうで設置しておるというような状況でございます。ちょうど交差点

のところに防犯のも一緒になっていたようなところもあろうかと思いますけれども、そうい

う大きなくくりとすれば、そういったような区別をしているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 前向きな答弁、ありがとうございます。ぜひそのようにお願いしたいし、

先日議員との懇談会のときも高田１区のほうからは、取り組んだ結果、電気料が３分の１に

なっているというお話も聞いております。また、公民館長会議の中でもこのＬＥＤ化につい

ては話題になっていますし、特に自治体負担が１基を今の蛍光灯からＬＥＤ化するのに４万

5,000円負担しなければならないと。町でも当然４万5,000円程度負担していただいています

けれども、そういう形で本当に５年で自分たち負担しながらやれるのかという、そういう話

題になっていますので、ぜひ副町長が答弁されたような計画的に、また特に防犯ですから危

険防止のためにはやるという部分でありますので、取り組みのほうをお願いしたい。それに

ついて所感ありましたらお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） 今申し上げたように、そういう気持ちで一生懸命取り組んでまいり

たいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ２点ありますが、まず第１点目はページ数15ページ、法人税の徴収率

が98％ということなのですけれども、均等割のところの50万、120万とあるわけですけれども、

徴収率が２％、100％ではない。その根拠となる、どの辺の段階の方たちが法人税を支払えな

いのか、そこの内訳を教えていただきたいと思います。それが１点目です。 

  ２点目は、ページ数で21ページ、町営住宅はよろしいですか。町営住宅のことは、21ペー
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ジの……産建。では、だめですね。その１点だけです。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村井賦課係長。 

〇税務課賦課係長（村井秀吉君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  法人税でございますが、こちらにつきましては均等割、法人割ということで、ほぼ27年度

の実績になるわけでございますが、現年調定に対しまして収納率99.94％ということで、極め

て100％でございます。 

  今年度におきましても同様に考えてはおりますが、仮に現年度調定分が繰り越しとなった

場合ということの想定をしておるものですから、こちらのほうにつきましては98％と見てお

るものでございますが、原則は100％というふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ほぼ100％に近いということなのですけれども、何回ぐらい足を運んで

100％に近い状況なのか。今景気がよさそうに見えるのですけれども、本当は景気が悪いと思

うのです。それで均等割でどのところが一番納める状況が悪いのか、教えていただきたいと

思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐藤会計管理者兼税務課長。 

〇会計管理者兼税務課長（佐藤健一君） 個人住民税と違いまして、法人町民税というものは

申告納税になります。申告して納税するという形になりますので、こちらから課税してその

分納められないからこちらから徴収しに行く、そういうことはありませんので、その辺はご

理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  藤原委員。 

〇（藤原梅昭委員） ちょっと二、三点確認したいのですが、まず１つは39ページの職員研修

事業で、昨年度は208万、今年度は293万ということで、かなり増額していただいているので

すけれども、多分ことしはこれでも足りないくらい研修するのではないかというふうに思っ

ておりますので、その辺の場合の対応をひとつ補正なりなんなりで対応していただきたいな

というのが１つと。 
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  それから、２つ目は、さわやか号です。ことし100万ぐらいアップしていますよね。これ何

で100万アップしているのか、その理由を教えていただきたいと。 

  それから、３つ目は、45ページの定住促進利子補給、これ200万から700万にアップしてい

ますけれども、これはそのとおりどんどん利用して移住してほしい、あるいは住んでほしい

という意味だと思うのですけれども、どのぐらいの世帯数を予想しているのかと。 

  まず、その３点です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋職員係長。 

〇総務課職員係長（高橋俊英君） それでは、１点目の研修の件につきましてご質問にお答え

をさせていただきます。 

  まず、非常にありがたいお言葉をいただきまして大変感謝しております。研修に際しては、

費用対効果というのを非常に重視しております。例えば今年度、平成28年度の研修につきま

しても、昨年度よりもほぼ受講人数が倍ということになっていますが、実は補正でもつけて

いただいたのもありますけれども、自前講師等、お金のかからないような工夫をしつつ受講

数を伸ばしたというところもございます。 

  来年度につきましても、引き続きこういった手法を取り入れ、かつやはりどうしてもお金

が必要だというところにつきましては、何とかまたお認めいただいて、補正等で対応してい

きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上、回答とさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋企画係長。 

〇企画財政課企画係長（高橋雅明君） それでは、２点目のさわやか号のことについてご回答

申し上げます。 

  さわやか号の予算ですが、運行委託料でございますが、昨年比およそ100万ほどふえている

ということでございまして、こちらにつきましてですが、昨年度まで、昨年度当初予算時点

では運賃収入等をあらかじめ差し引いた額を請求いただいた上で支払いをずっとしておりま

したので、その額でございましたけれども、新年度、29年度につきましてはやはり予算の執

行の原則に立ち返りまして、入ってくるものは歳入のほうに、出ていくほうは歳出のほうに

ということで、それぞれきちんと計上するのが真っ当なあり方ではないかということで、そ

こを見直しまして、歳出のほうでは100万ほどふえてございます。ただ、歳入のほうでも運賃

収入ということで入ってきておりますので、見かけ上ふえてございますが、実態としては昨

年度並みのレベルとなっているものでございます。 
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  また、３点目の定住促進の利子補給事業についてもお答え申し上げますけれども、29年度

はおよそ70件掛ける10万というざっくりとした積算でございますけれども、平成28年度の実

績が41件、今のところ承認をしております。その上で来年度も引き続き、本年度承認された

41件については基本来年度も受けられるわけですけれども、来年度新規に来られる方がおよ

そ30件ほどかなということで見越しているものでございます。 

  これにつきましては、28年度は初年度でございまして、大々的にそこで取り上げられたり

して利用する方が多かったことと、あと経過措置として県内どこの支店でも受け入れますと

いう扱いをしましたので、やや多かったなと思いますけれども、来年度につきましては少し

落ちついてくるのかなという予想も立てまして、そういった額にしております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） ２点までということですので、ではもう一点。 

  １つは、先ほど由巳委員からも話があった提携の一覧の件なのですけれども、これは最近

のやつだけではなく、過去のやつも含めて、今までどういうような提携をして、どういうよ

うな内容だったかというやつの一覧、そういう形にしていただきたい。それで一目見れば全

部わかると。それからもう一つ、何とかまち宣言ということで、去年は音楽のまち宣言やっ

たわけですけれども、いろんな宣言もしていると思うのですけれども、それも一覧表にして

まとめていただきたいと。それが１点目です。 

  それから、２点目が先ほど来ＬＥＤの話がいっぱい出ていますけれども、確かに予算等の

兼ね合いで話があるのだと思うのですけれども、これは全国の消費電力というのは12％下が

っているらしいのです。ですから、かなり消費電力というのは下がってきていると。これは

何でかというと、１つはＬＥＤ、先ほど５分の１ぐらいになると言っていましたけれども、

ＬＥＤで85％が今までの電力に比べて消費電力が下がるということで、ほぼ５分の１強の電

気代になっていると。それから、我々も使っていますけれども、電化製品で改善されている

と、45％から75％です。そのほかエアコンが８％から40％ぐらいとか、節電で８％ぐらいと

か、そういう形で電気代がアップしたから抑えようとか、いろんな要素はあるのですけれど

も、やはり最近は原発の電力がなくても生活できるのではないかと言われているのは、日本

全体がこういう形で下がってきていると、これが大きな要因になっているということですの

で、予算等々含めながら、それに見合う投資もあるわけですけれども、そこのところを役場
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さんだけの投資ということだけで考えないで、もう少しよく民間も使えという話があるわけ

ですけれども、さっきクラウドファンディングの話もありましたけれども、そういう形で補

助金もいろいろ検討しているようですけれども、そういうものも含めてどうやってスピード

を上げてやっていくかということが、この先矢巾のエネルギーを自分たちでつくれなかった

らやっぱり下げるしかないと。両方とも発電という意味では、少なくなればそれだけ発電量

が少なくて済むし、足りなければ自然エネルギーをどんどんふやさなければいけないしと、

そういうことで、どっちがどうではないですけれども、やはりもっと真剣に、今でも真剣に

考えていただいていますけれども、スピードを上げてやっていただきたいというのが私の希

望ですので、何かご意見あればお願いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） ただいま藤原委員のおっしゃるように、先ほどもお話し申し上げま

したけれども、そもそもはＣＯ２削減という地球温暖化対策とか、そういったようなところ

から端を発しているわけでございますし、当然にしてそういう省エネルギー、省資源の観点

からもこの事業は進めなければならないわけでございますので、今委員さん方からお話しさ

れているところを肝に銘じて、できるだけ時間をかけないようにしっかり取り組んでまいり

たいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ただいまのご質問の中の１点目、過去のものも含めて協定の

一覧をということですが、縦割りの話になるのかもしれませんが、いろんな目的で結ばれて

いる協定がございまして、最近のところでは地方創生の観点でということでやっておったも

のが先ほど説明したものです。それ以外のものもということなのでしょうか。あといつぐら

いからかというのも、過去にさかのぼるといっても限度もありますので。宣言についても同

様かなと思っていますが、ジャンルで結構いろいろ宣言していると思いますので、その点を

ちょっとお答えいただければ。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原委員。 

〇（藤原梅昭委員） 要は町民がぱっと見たときに、どこの部署でどうのこうのではないので

す。矢巾町としてどのような形で提携しているか、あるいは宣言しているかと、そういうよ

うな、よく都民ファーストとか町民ファーストと言いますけれども、町民ファーストという

のは町民の目線で、あるいは町民の捉え方でどういうふうに自分たちは対応していけばいい
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のかということを頭の中に置けば、必然的にそれは全体の中でどういうような過去のことも

含めてあるのかと。どこまでと言われると、それはそんな大昔の話はいいですから、ここ５

年、10年、あるいは今生きているやつの。今生きているやつでいいです。過去終わったやつ

はいいですから、それだけでもまとめてきちっと町民に提示すると、こういうことを我々提

携していますよと、あるいはこういう宣言をしていますよと、それはきちっとあらわすべき

ではないかなというふうに思いますので、その範囲でひとつよろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 了解いたしました。若干お時間いただきながら、藤原由巳委

員からの部分については早急にお答えはできますので、すぐ対応いたしますが、全体でとい

うことですと若干お時間いただきまして、今の藤原梅昭委員さんのお話からしますと、ホー

ムページに一覧の状態にして掲載するのが望ましいなと判断しましたので、そうさせていた

だきたいと思います。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 一覧で出す部分とホームページに載せる部分と、そ

こは議員各位にも出してほしいのですが。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そういうことでよろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。ないということでよろしい

ですか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで総務分科会に所属しない委員による質疑を終

わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上をもちまして本日の議事日程は全て終了いたし

ました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  なお、明日14日は産業建設分科会による全体質疑を行いますので、午後１時30分に本議場

にご参集されますようお願いをいたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 
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              午後 ３時４５分 散会 
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予算決算常任委員会議事日程（第４号） 

  

平成２９年３月１４日（火）午後１時３０分開議 

 

議事日程 
第 １ 予算議案の全体質疑（産業建設分科会） 

 

本日の会議に付した事件 
 議事日程のとおり 

 

出席委員（７名） 
      委員長 山 﨑 道 夫 委員 

          高 橋 安 子 委員          村 松 信 一 委員 

          昆   秀 一 委員          藤 原 梅 昭 委員 

          髙 橋 七 郎 委員          藤 原 義 一 委員  
欠席委員（なし）  
分科会に所属しない出席委員（９名） 
          赤 丸 秀 雄 委員          水 本 淳 一 委員 

          廣 田 清 実 委員          齊 藤 正 範 委員 

          川 村 農 夫 委員          川 村 よし子 委員 

          小 川 文 子 委員          藤 原 由 巳 委員 

          米 倉 清 志 委員 

 

矢巾町議会委員会条例第１９条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 
 副 町 長 伊 藤 清 喜 君 産業振興課長 稲 垣 譲 治 君 

 
 産業振興課長  産業振興課長 
  佐々木 智 雄 君  田 村 琢 也 君 
 補 佐  補 佐 
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 産 業 振 興 課  農 業 委 員 会 
  菅 原 保 之 君  野 中 伸 悦 君 
 観光物産係長  事 務 局 長 
 
   道路都市課長 
 道路都市課長 菅 原 弘 範 君  佐々木 芳 満 君 
   補 佐 
 
 道 路 都 市 課  道 路 都 市 課 
  田 口 征 寛 君  水 沼 秀 之 君 
 都市計画係長  地域整備係長 
 
 道 路 都 市 課 
  藤 井   祐 君 上下水道課長 山 本 勝 美 君 
 区画整理係長 
 
 上下水道課長  上 下 水 道 課 
  村 松   亮 君  川 村 清 一 君 
 補 佐  上 水 道 係 長 
 
 上 下 水 道 課 
  浅 沼   亨 君 
 下 水 道 係 長 

 

職務のために出席した職員 
 議会事務局長 吉 田   孝 君 係 長 藤 原 和 久 君 

 主 任 主 事 渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 １時３０分 開議 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち委員の皆さんにお諮りいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により、傍聴の許可をしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、許可することと

いたします。 

  ただいまの出席委員は７名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  ただいまから本日の予算決算常任委員会産業建設分科会を開会いたします。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 予算議案の全体質疑（産業建設分科会） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、予算議案の全体質疑を行います。 

  産業建設分科会に係る付託議案は、平成29年度一般会計、矢幅駅周辺土地区画整理事業特

別会計、水道事業会計及び下水道事業会計に係る予算であります。 

  なお、予算議案に対する質疑は、会計ごとに行います。一般会計に係る予算については、

産業振興課、道路都市課、上下水道課及び農業委員会の所管に対する質疑であります。また、

矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計に係る予算については、道路都市課の所管に対する質

疑であります。水道事業会計及び下水道事業会計に係る予算については、上下水道課の所管

に対する質疑であります。 

  質疑の方法についてお諮りいたします。質疑は提案された議案の順に従って行います。 

  まず初めに、一般会計の歳入全般について質疑を行い、次に歳出について款ごとに進めて

まいりたいと思います。特別会計及び公営企業会計は、歳入歳出を一括して質疑を行います。

また、産業建設分科会に所属する委員の質疑が終わった後、所属外の委員による質疑を行い

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、そのように進めてまいり
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ます。 

  なお、質疑に当たりましては、事項別明細書のページ数をお知らせ願います。また、質疑

のルールでありますが、回数制限は設けない一問一答方式としますが、簡単な質疑の場合は、

何点かまとめてもよいことといたします。 

  それでは、一般会計予算を議題といたします。 

  初めに、歳入について質疑を受けます。歳入は11款分担金及び負担金、12款使用料及び手

数料、13款国庫支出金、14款県支出金、15款財産収入、16款寄附金、17款繰入金、19款諸収

入についてであります。 

  なお、きのうの総務分科会におきまして、特に総務の分科会に所属する委員以外の質疑の

際に、非常に要望的なものが多かったというように私は感じておりましたが、あくまで予算

の質疑でございますので、そういった意味合いにおいては要望的なものではなく、予算の執

行にかかわる部分、あるいは予算が事業にどう反映されているか、その辺の部分の質疑を中

心にしていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、質疑を受けたいと思いますが、質疑ございますか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 21ページの土木使用料の中の矢巾町駐車場使用料についてお伺いしたい

と思います。 

  今東口にも駐車場できたわけですけれども、ちょっと西口のほうが若干使用料高いのかな

ということで思っていますけれども、28年度の使用状況、それから今回予算509万2,000円を

見込んでいますけれども、それ減額になって少なくなったのか多くなったのかをお聞きした

いと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤井区画整理係長。 

〇道路都市課区画整理係長（藤井 祐君） それでは、ただいまの質問にお答えをいたします。 

  平成28年度の利用状況でございますが、４月から２月末までということで、現在売り上げ

につきましては470万円ほどとなっております。昨年度の比につきましては、昨年度に比べま

して約83％の売り上げというふうになっております。そして、駐車台数でございますが、２

月末で２万1,858台ということで、こちらにつきましては昨年度の同じ２月末に比べまして

88％ということで、28年度に比べまして若干利用状況が下がっているという状況でございま

す。 

  そして、こちらの当初予算の509万2,000円という金額でございますが、こちらにつきまし
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ては28年度当初の予算と同額で計上させていただいているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（髙橋七郎委員） はい、ありがとうございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、歳入は終わりまして、次に歳出に入りま

す。 

  第２款総務費は、６目企画費のふるさと納税に係る項目についてであります。質疑ござい

ますか。 

  高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） ふるさと納税の関係で１つお聞きしたいのですけれども、事前質問の中

で…… 

              （「マイクをお願いします」の声あり） 

〇（高橋安子委員） 失礼しました。 

  ふるさと納税の関係で、29ページの歳入にも関係あるのですけれども、44ページの２款１

項６目ということでふるさと納税運営業務委託料です。委託料につきましては、楽天に対し

ての15％の手数料とございますけれども、予算の651万7,000円の金額が楽天サイトによる額

だとしても、ちょっと金額が多いのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  事前質問一覧のほうでふるさと納税の運営業務委託料ということで、質問に対して15％と

いうことで書いておりますけれども、ふるさと納税の歳入分651万7,000円に対しまして、15％

に消費税を掛けた分ということで105万5,754円、1,000円切り上げになりまして105万6,000円

というような金額で計上しておるというような感じでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） ありがとうございます。わかりました。消費税、私計算していなかった

かもしれないです。 

  このふるさと納税につきましては、一気に昨年の５倍の予算というのは、済みません、予



  

－ 94 － 

算とちょっと絡むのですけれども、楽天サイトを期待してのことなのでしょうか。それとも

日ごろ町長がおっしゃっている返礼品の種類をふやすことの関係なのでしょうか。町長が日

ごろおっしゃっているのは、矢巾町産のものだけでなく県内全体からの返礼品にしたいとい

うことをおっしゃっていますけれども、それをお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  まず、歳入分に関しまして651万7,000円ということでございますけれども、これにつきま

しては昨年度11月末から楽天のサイトのほうでインターネットによる寄附ができるようにな

ったというような感じでございまして、その12月１カ月分の件数、収入等を考慮いたしまし

てこの金額を見たわけでございますけれども、この金額につきましては、この間楽天さんと

アマナさんと矢巾町との協定の中にもふるさと納税の項目がございましたけれども、それを

通しまして返礼品の充実等も見まして、今回のこの金額というような形で見ておるというよ

うなことでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） ちょっと関連なので、早目にお聞きしますけれども、今ふるさと納税は

651万何がしかが収入で、それで歳出というか、返礼品込みで今この歳出ではないでしょう。

返礼品の額と、ここで聞くのはあれだけれども、逆に減税はわからないものね。では、それ

は後で税務課から聞きますけれども、その辺の数字ちょっと教えていただきたい。どのぐら

いの返礼品の額を見込んでいるのか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  返礼品に関しましては、651万7,000円がまず歳入であるわけでございますけれども、それ

に対する返礼品を約５割、全て込みで５割を見ておりまして、その分のふるさと納税、消耗

品というか、そちらで見ておりますけれども、325万8,500円、この分が返礼品代という形で

歳出で見ているというような状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 
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  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 次に移りますが、いいですね。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 質疑はないようでありますので、次に４款衛生費は

水道事業会計繰り出し事業及び浄化槽設置整備事業についてであります。質疑はありますか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 浄化槽の設置状況のことで、下水道のほうで聞いてもよかったかなと思

うのですけれども、下水道のほうには浄化槽というやつがないので、ここでお聞きしたいと

思います。 

  今浄化槽は、何世帯設置しなければだめなのか、またそれに対して幾ら設置済みなのか、

その件数をお知らせお願いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼下水道係長。 

〇上下水道課下水道係長（浅沼 亨君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  浄化槽を設置する件数、家の件数としましては374戸になっております。設置済みに関して

は240戸となっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） かなり進んでいることは進んでいるのだけれども、まだまだ設置しなけ

ればだめなのかなと思っていますけれども、その辺のＰＲはどのようにやっているのかお聞

きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼下水道係長。 

〇上下水道課下水道係長（浅沼 亨君） ただいま浄化槽のＰＲについてということでお答え

をいたします。 

  浄化槽のみのＰＲということではなく、公共下水道、農業集落排水事業、浄化槽、それぞ

れの資料、ＰＲを秋まつりのときに上下水道課でブースに出展しております。その中で、浄

化槽であれば流通センターにある浄化槽センターさんのほうからパネル等を借りてきて、あ

とは小さな模型、模型を展示しているだけということにはなりますけれども、実際小さな模

型を持ってきて、電気を入れて泡が出るような状態、それを展示しております。それ以外に
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も公共下水道、農業集落排水事業のＰＲについても下水道公社、土地連さんのほうからもＰ

Ｒ用のパネル、資料、それを秋まつりのほうに掲示しておりました。そのほかに、町の広報

紙等で浄化槽の設置の推進とか、年間を通しての清掃のＰＲ、その広報はしております。 

  以上、お答えいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（髙橋七郎委員） ありがとうございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか４款に係る分でありますか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） 狂犬病のことでお伺いいたします。違いましたか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 教民のほうになります。 

〇（村松信一委員） わかりました。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） 矢巾斎苑の件はここかな、これも住民課か。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それも住民課、教民になりますので。 

  そのほか、この水道事業会計の浄化槽関係についてはないですか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは次に、５款の労働費に参ります。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 73ページ、雇用安定化対策事業、インターンシップなのですけれども、

以前にも私質問したのですけれども、これは雇用の安定化のためということの事業なのです

けれども、それが雇用に役立っているのかという質問をしたのですけれども、検討していく

というようなお話だったのですけれども、その後以前と変わらないような状況のようですけ

れども、どのように考えているのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  27年度、28年度は今途中といいますか、まだあれですけれども、27年度で見た場合に、町

主催のインターンシップに65人の参加者がいるわけでございますけれども、その中で例えば

就職とか、進学とか、そういうふうな感じで実習先と関連した先の就職、進学された方とい

うのが５名で、内訳といたしましては保育園のほうに実習に行かれた方が大学の幼児教育の
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ほうに進んだと。あとは、医療関係、ケアセンター南昌のほうなのですけれども、そちらの

ほうに実習に伺った２人が看護学院とか医療関係の大学に進んだと。済みません、保育園は

３名です。３カ所の保育園に行った方が幼児教育科のほうに進んだと。それとあと、看護関

係の学校に進んだ方が２人というような形で聞いております。 

  28年度に関しましては、インターンシップが終わりまして、その報告書をつくりまして、

それを各学校に送りますけれども、そのときにこのように実習先と関連した場所に就職、も

しくは進学された方がいるかどうかという調査を今度やりたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆委員、いいですか。 

  昆委員。 

〇（昆 秀一委員） その調査はありがたいのですけれども、その後その調査によってどうい

うふうにマッチングとか、そういうふうなことを考えるのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  高校生のインターンシップに関しましては、矢巾町に就職して町内に残っていただければ

一番よろしいわけですけれども、高校生のインターンシップの目的というのが将来進学及び

就職をするときの職業選択の一部になればということで実施しているわけでございますけれ

ども、この町内もしくはそのような関連のところに就職していただければよろしいわけです

けれども、そのような方法をこれからとれればいいなと考えておりますので、今後この調査

と引き続きまして各学校、高校のほうの先生ともお話ししながら進めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほか労働費に関係する分。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 73ページの融資貸付制度事業の中の勤労者生活安定資金と、その下の勤

労者教育資金の利用状況と、それから歳入のほうの諸収入ということで、そこのところにも

同じ金額が入ってきて、また今回支出のほうで出ているのですけれども、借りた中で返済の

滞っている方とかあるのかないのか。それから、町民の中での利用者、何件あるのかちょっ

とお聞きしたいと思います。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  こちらの勤労者生活安定資金のほうでございますけれども、28年度につきましては貸し付

けがないというような形でございまして、残高につきましては昨年１件100万円の貸し付けが

ございまして、それの支払いが継続しておるわけでございますけれども、３月13日現在で82万

8,891円の貸付残高というような形になっております。 

  また、勤労者教育資金につきましては、28年度の貸し付けが１件、130万円ありました。ま

た、残高につきましてはその１件、130万円が今月からの支払いというような形になりますの

で、そのままがまた残というような形になっております。 

  あと、県消費者信用生活協同組合の救済資金でございますけれども、こちらのほうにつき

ましては、債務整理資金のほうにつきましては今年度の貸し付けが２件、219万円で、貸付残

高が27件の2,447万4,017円というような形になっておりますし、生活再建資金のほうにつき

ましては今年度の貸し付けが４件、236万円、残高につきましては７件の262万8,000円という

ような形になっております。 

  また、歳入のほうで、予算書で言いますと31ページの諸収入の貸付金元利収入という、こ

ちらのほうで200万円、1,100万円、200万円の合計1,500万円があるわけでございますけれど

も、歳出のこの事業につきましては、各事業に対しまして町のほうで預託金というような形

で、４月１日から翌年の３月31日までの期間で金融機関のほうに預託していると。それが３

月末にこの元本と利子が一緒に入ってくるというような形でございますので、こちらの諸収

入にこの元金が入ってまいりますし、あと 29ページの利子及び配当金のほうで一番下に

1,000円とあるわけでございますけれども、そちらのほうに利息分が入ってくるというような

形でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 遮ってしまったようだけれども、言い残したことは

ないですか。大丈夫。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） ありがとうございます。 

  それで、元金から融資しているわけです。その融資した分だから、本来戻ってくるのは少

ないのかなと思っていましたけれども、これはどこかでその分を貸し付けしているのですか。

預託金の中から支払うというわけではないわけなのですか、この貸し付けは。その制度がど
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うなっているのかちょっとお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  この預託金、貸し付けもそうなのでございますけれども、こちらにつきましては労働金庫

さんのほうでやっておりますので、この預託金はあくまでも預託金で、要するにこれを預託

したことによって金融機関のほうで、労金さんのほうで貸し付けを行うと。向こうの資金の

中での貸し付けを行うというような形での制度でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（髙橋七郎委員） はい、ありがとうございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか労働費、質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、次に６款農林水産業費に

移ります。質疑ございますか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） それでは、農業者年金についてお伺いをいたします。 

  現在農業者年金を受給されている方何人いるのか、そして今掛金の対象になっている方が

何人いるのかお伺いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 野中農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（野中伸悦君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  現在受給されている人数は、ちょうど300人となっております。あと、掛金をかけている方

は現在65名となってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 75ページ、下のほうにあります新規就農者の件についてお伺いいたしま

す。 

  事前質問を見ますと、ことしはそれを受ける方がないように見受けられたわけですけれど

も、これは国の100％事業だと思うのですが、仮に年度途中に受けたいといったときに受けら
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れるのかどうか。国ですぐにお金をよこすものか、その辺のところが第１点。 

  それから、２点目として、この給付金の見直しを農林水産省ではやるようでございまして、

３年ぐらいで、もう５年度の分までお金をやって卒業させて、早く継いでもらうというよう

な案もあるようでございますけれども、あと具体的なこと私はよくわかりませんが、そうい

ったことは情報としてあるのかないのか、その辺のところあれば教えていただきたいと思い

ます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、年度途中で新たにそういう希望が出た場合にどうなのかというお話ですけれども、

この部分に関しましては若干予定の人数も含めた予算をとっておりますので、そういう意味

ではその予算の範囲内であればとりあえず心配ないのかなというふうに思っております。 

  それから、２点目の新しい制度のことに関しましては、まだちょっと詳しいところが手元

に入っていない状況もございますので、この内容につきましては入り次第詳しくまたお知ら

せをしていきたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） ありがとうございます。この国の見直しは、あめの部分もあるわけです

ね。今のように３年やったらば、もう５年分までお金を与えてやるから、早くやれよという

面もあるけれども、逆に今度はお金、３年か５年もらっていても、途中でちょっとやめたな

んて言えば、すぐ返せというようなことも、何か罰則もあるやに伺っておりますけれども、

そういったこともあるとすれば、わかり次第現在やっている人たちにしっかりと浸透という

か、お話をしていく必要があるのではないかなというふうに思うわけでございます。 

  そこで、実際今やられている方は何人ですか。７名ですか。この方の経営状態というのは

どうなのでしょうか。大まかで結構でございますので、お願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現在この制度を活用して就農している方々の状況につきましては、この事業の中で経営指

導マネジャーという方をお願いして、いろいろと指導みたいなことですとか、そういったこ

ともフォローしながら支援をして事業を展開しているということもありまして、今のところ

特に問題のない状態で進んでいるものというふうに思っておりますが、心配な面が出てきた
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ときには、当然このマネジャーを中心としながら、いろいろな関係機関の支援をいただきな

がら、しっかりとした経営につながるような支援を行っていくということは引き続き継続し

てまいりたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 済みませんでした。先に聞けばよかったけれども、１つだけ、24年に採

択された方が75万円で２名というのは、これは１年間ではなく、さっき言ったとおり途中か

何かでもらった方なのか。そして、この方は当然農業をやっていかれる方なのか、そこら辺

のところわかればお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  金額については、ことし支給する金額ということでこの金額を予定しておりますが、半期

ごとに支給をしておりまして、たまたま今年度で支給が終わる、この半期で終わる方がお二

方いらっしゃるということで75万円ということでございますので、本来はご承知のとおり制

度上は年間150万円ということになっておりますので、期間中は年間は150万円の支給を受け

られますが、たまたまそういうことで年度途中で、半期で終わる方がいらっしゃるためにこ

ういう状況になっているという内容でございます。 

  以上、お答えといたします。 

              （「だから、この人は継続して農業をやっているかと 

                いう」の声あり） 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） 大変失礼しました。 

  継続はしていくというふうにお聞きしております。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほか、６款農林水産業費。 

  それでは、高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） 76ページの有害鳥獣駆除の関係でお伺いいたします。 

  去年の実績をいただきました。事前質問の関係でいただきましたけれども、去年は熊がす

ごく多いということで、有線で朝から晩まで広報していたような記憶があります。また、熊

が幼稚園近く、あるいは煙山の高速道路近くまで来ているというような目撃情報を聞いたこ
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とがたびたびあったのですけれども、一昨年よりも駆除の頭数はちょっと減っているのです。

駆除する頭数が決まっているということもあると思うのですけれども、減っているのかなと

思っています。それで、１つお伺いしたいのは、盛岡市の猪去のほうにはイノシシが出たと

いうような、あるとき新聞に載ったこともあったのですけれども、本町のほうにはイノシシ

の被害とかイノシシの目撃情報はないのでしょうか。 

  それから、関連がありますので、もう一点なのですけれども、こういうふうに有害鳥獣駆

除という、駆除だけするのではなくて、何かほかの方法についてはお考えがあるのでしょう

か、お伺いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、イノシシの件ですが、この被害がイノシシによるものだと特定された被害はまだ町

内では報告を受けておりませんので、そういう意味ではないものと思っておりますが、南の

ほうからイノシシがやってきているという状況と、それから矢巾町よりも北のほうの市町の

中で被害が報告されているということを考えてみれば、どちらかを通っているかなという気

もいたしますが、今のところは幸いとそういった被害報告を受けていない状況にありますし、

確認できていない状況でございます。 

  それから、駆除の関係についてですけれども、目撃されたり、こういうことがありますと

いうことを受けて、駆除のために出動する、あるいはわなを仕掛けるという方法が今とられ

ている方法なわけですけれども、そういったものを未然に防ぐ有効な方法が何かないかとい

うことかと思いますが、そういう方法につきましては熊ということ、ほかのけもの関係につ

いても言えることではありますが、その姿を隠すような鬱蒼とした状況があると、やはりそ

れに隠れて、紛れて人里に近づいてくるということがあるようですので、林の中、下草のよ

うなものですとか、そういったところをきれいに整備するということだけでも効果があると

いうふうなこともございます。このことに関しましては、新しい予算の中で森林の多面的機

能支払交付金の関係いろいろ予定しておりますが、そういった事業の中で所有者が取り組む

ことによって下草を刈って林の中をきれいにするとかということもございますので、こうい

ったことも有害鳥獣の被害を未然に防止する一つの方法になるのではないかという期待をし

ておりますので、そういった意味ではこの事業の効果といいますか、実施状況をいろんな面

からもしっかりと把握しながら展開していければ、有害鳥獣の関係にもいろいろと効果が期

待できるのかなというふうには考えております。 



  

－ 103 － 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  関連、藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 駆除というくらいですから、恐らく人の手であれしたのだと思うのです

けれども、実はこの間、冬の間ですけれども、私のうちの前は神社なものですから、杉林な

のですけれども、その中でカラスが道路に落ちて死んでいたので、インフルエンザがあれば

有線で届けろと、手かけるなというので、役場さんに電話して撤去してもらったわけですけ

れども、実際こういったものというのは今矢巾町でどのくらい、人の手でやったのではなく

て、インフルエンザのために何とかせよというのはあるのでしょうか、届け出とか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  はっきりとした件数は、今ちょっと手元にありませんけれども、確かに鳥が死んでいるの

で見ていただけませんかというのが数件、この冬のシーズンでもございました。件数にする

と、６件から７件くらいだったかとは思いますが、小さな鳥を含めて、見たことのない鳥も

ということもありましたけれども、全て回収してきましたし、回収してくる際には写真等を

きちんと撮りながら、この鳥は今回のインフルエンザに関係のある鳥なのかどうかという特

定も含めまして、しっかり県の機関とも連携をとりながら確認をしてまいりました。幸いと

そうした確認の中では特に問題がないということで報告をいただいておりますし、そういう

意味ではご連絡いただいているのは非常にありがたいことだなと思いますし、土日は一応当

番制ということで、職員も２名体制で当番を決めながら対応しているという状況もあります

ので、そういう意味では今のところ問題なく経過してきている状況にあります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 有害鳥獣駆除なのですけれども、先日猟友会の方とお話しする機会あっ

たのですけれども、そのときに熊撃つのはかわいそうだという、「くまのプーさん」とか、

かわいそうだという子どもからのそういうふうな風潮が広まっているそうなのですけれども、

やはり鳥獣の害というか、そういう被害を受けているということをしっかりと子どもたちと

いうか、命の大切さも含めて、学務課と連携をとりながらＰＲというか、そういうふうな対

応をしてほしいのですけれども。 
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  あともう一つ、今西日本のほうでジビエ料理というのが給食とかでよく出るというふうな

ことがあったのですけれども、そういうふうなことと、例えばですよ、結びつけてというよ

うなことを考えていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、前段の命の大切さをという教育的な考え方につきましては、教育委員会とも話をし

てみたいと思います。 

  それから、２点目のジビエ料理の関係ということでございますが、こちらにつきましても

実際どの程度の量でできるかとか、あるいはもし仮にそういうことで、例えば鳥類的なもの

をとれるということがあっても、この近辺の飲食店でそれを取り扱うところがどの程度ある

かというあたりまでも承知しているところではありませんので、話題の一つとして、これか

らの駆除のあり方も含めて話題にしてみたいかなと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） カメムシ防除についてお伺いします。 

  昨年は当初予算で予算化されていなくて、総括質問で何とかつけてほしいということで復

活させていただきました。それで、今回は何も言わない前からちゃんとつけていただいてい

るわけですけれども、これは事前に農協さんとかにまとめていただいて、どれぐらい欲しい

のか、その中でこのぐらい援助しますとかいうことで、当初の要望された金額というのはど

れぐらいあったのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  要望の金額というのは、29年度の予算に対しての要望ということでよろしいでしょうか。 

              （「はい」の声あり） 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） そうであれば、予算計上している金額は、今回61万

6,000円ということでございますが、この金額は農協さんと実施の関係を確認しながら、どの

程度の量が必要かということを確認した上での金額ということでございますので、そういう

意味では要望の全額というふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） 済みません、別な質問に移ります。 

  鳥獣のほうなのですけれども、これ例年、昨年も出ました。マックスバリュ近辺のムクド

リなのですが、ご存じのとおりです。ご存じのとおりの被害たくさんあると思いますが、そ

れで平成28年度についてかなりの苦情だとか、依頼、何とかしてほしいとか、そういうこと

は来ていると思いますが、それに対してどのような対策を打ったのか、あるいは担当が矢巾

町ではなくてどこかに、県とか、そういったところに依頼したのか。あるいは、今後、こと

しはその対策をどうされるのか、その点につきましてお伺いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  有害鳥獣駆除に関しましては、農作物等に被害のある鳥獣に関しての駆除ということもご

ざいまして、お話のありました件が非常に困っているということはお聞きしておりますが、

鳥といいますか、そのことに関しましてはこちらのほうでは対応していない案件でありまし

て、恐らくもし対応しているとすると環境のほうの関係になるのかなと思いますが、そうい

う意味では産業振興課の農林のほうの関係ということでは、その件については特にやってお

りませんでしたので。ただ、そちらのほうの関係がどうなったのかということまでは、こち

らのほう、申しわけありませんが、承知しておりませんので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 駆除等の受け付けは住民課になっていると思います

ので、教民絡みになると思います。もし聞くのであれば、あしたもありますので。 

  そのほかございますか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 77ページの特用林産施設等というやつ1,975万円ほどあるのですけれども、

補助金ですけれども、これが何件に使われるのか、その内容と何件件数があるのか、その件

をお知らせをお願いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今ご質問のありました補助金につきましては、団体さんのほうに、煙山シイタケ原木生産

振興組合という団体さんのほうに補助しているものでございまして、こちらのほうは原発の
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関係とかでいろいろ影響を受けている生産者に対する補助ということで、ほだ木と、それか

ら種菌、こちらのほうを導入する際に、規定されております単価の２分の１を助成するとい

うことで実施している補助事業になっておりまして、国のほうの事業ではありますけれども、

こちら継続してやっている内容ということでございます。 

  本数、一応計画では、大体原木といたしましては13万本ほどを予定しておりますし、種菌

の本数といたしましては１万6,000本ほどを予定している内容となっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 種菌は瓶形状のやつですよね。 

              （「そうです」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ということだそうですので。よろしいですか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 次は、79ページでございます。中山間地域等直接支払交付金、その中身

ですけれども、きのう資料をもらいました。その資料の中で、まずお聞きしたかったのが個

人負担分というやつです。667万2,000円、約30％、これはどのような配分するのか。これを

一つお聞きしたいということと、もう一つ、特別予算ということで大白沢地区ということで

300万円ほどということなのだけれども、この内容、もしわかるのであればお聞きしたいとい

うことが１つ。それから、29年度のやつは同じなのですか、これ。今しゃべったのは28年度

の分でお話ししましたけれども、29年度分の内容。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、個人配分の関係でございますが、こちらにつきましては地域協定の中で総会等を開

いてこういった内容を決定していくわけですけれども、その中で受ける交付金の中でどの程

度個人配分をしていくかということを決めた中で、決められた金額がこの額だというふうに

お聞きしておりますので、町とすると面積当たりどの程度の金額になるのかということで、

10アール当たりの金額、面積当たりの金額ということで交付をしておりますが、その中での

配分については協定の中で、話し合いの中で決まっているというふうにお聞きしております。 

  それから、支出の中の300万円ほどに事業費が計上されているということですが、この事業

費の計上につきましては地域協定の中で地域振興のために300万円ほど使いたいということ

で予定をしているというふうには聞いておりますが、まだ具体的にその計画が進んでいると

いうことはお聞きしておりませんので、この使い方については今この地域協定の中でいろい
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ろと関係者と話し合いを進めながら計画をどのようにしていくかというところを詰めている

段階というふうにお聞きしておりますので、中身についてはまだこれからというふうに思っ

ております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 資料をもらったのが28年度の予算案ということで、29年度も同じ内容な

のですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） 大変失礼いたしました。29年の話をするのを忘れてお

りましたが、面積当たりで交付される単価というか金額は、ことしもほぼ同じ、29年度も同

じ内容になるかと思いますが、これはまだ総会等開かれておりませんので、29年度について

はこれからということになると思いますし、そういう意味では委員さんご覧になった資料と

同じような計画がこれから準備されて、総会で審議されて、そこで決定されればその内容に

従って事業が29年度も行われていくというふうになると思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） それに関連してお伺いいたしますけれども、多面的機能支払交付金あり

ます。それから、中山間地域等直接支払交付金、これは地区でダブってどちらも補助金の対

象になっている地域がございます。それで、よく調べてみますと、どちらも同じ作業、活動

内容に使えるという部分が存在していますよね、ありますよね。まず、それあるかどうか、

ちょっとお伺いします。存在してあるかどうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  同じような作業内容で多面的のほうの関係の事業、それから中山間のほうの関係の事業あ

るかということでございますが、内容とすると作業というか、実施した内容について出せる

という意味では、同じような内容のものがございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） それで、組織は同じ組織ではなくて別々に恐らく組織つくっているとこ
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ろと同じくやっているところとあると思います。そこでお伺いしますけれども、これ組織、

同じ地域に組織が２つあるとしまして、あると思いますが、どちらでやるかということを指

導して決めなくてよろしいのですか。どちらの組織でやるかという、同じ補助金を使って、

同じような内容のことができるという内容ですよね。それを行政側のほうで指導して、どち

らで何をやるかということ、そういう指導をしなくてもよろしいのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  確かに同じような内容の事業が展開されていくということではございますけれども、その

活動に際しましてはそれぞれの組織が自主的にその地域の中でどういったことを展開してい

くかということを考えながら取り組んでいくということで交付されている交付金でございま

すので、そういう意味では組織ごとに使う目的といいますか、そういったものがしっかり考

えられた上での執行ということになろうかと思いますので、そういう意味では町としてその

ことに対してこういうやり方をお願いしますとかというような内容でのお話をすることはな

いと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「ありません。あす総括でまとめて質問します、こ 

                の件。以上です」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） それでは、79ページの圃場整備事業の具体的な場所と内容を一つ教えて

いただきたいことと、それから77ページ、法人化支援交付金、これことしは２団体というこ

とで、太田、桜屋さんのようなのですが、これでトータルでどのぐらいの法人になるのか、

それとこれからあと残っているのはどのぐらいあるのか、そこのところを教えてください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、圃場整備のほうの関係でございますが、圃場整備につきましてはこちらのほう29年

度に計上している予算につきましては、矢次地区の調査事業のための予算ということになっ

ております。こちらのほうは、県と町の２分の１ずつという状態のものでございます。 

  それから、２点目の法人化の関係でございますが、法人化につきましては、今回29年度で
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予定している団体が２つ法人化ということになれば全部で10になると思っております。町全

体とすると30の組織が集落営農といいますか、組織があると思っておりますので、その中で

10の組織が法人化ということになると、残りは20ということになるかと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 81ページのダム定期観測というところの業務委託料なのですけれども、

これは前年度よりもちょっと金額ふえているのです。それなぜふえたのかというやつが１つ

と、それから次に、ちょっと何回も大変なので、82ページの森林病害虫等駆除業務委託料、

これ前年度比から大幅に減額になっているのです。これ何で減額になったのかということ、

この２点お聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目のダムの定期観測測量業務委託の関係でございますが、こちらのほうは内容

的には堆砂した砂と土砂、そういったものを除去するものですとか……済みません、ちょっ

と内容については後刻お伝えしたいと思います。こちらのほうで整理できていないことがあ

りましたので、申しわけありませんでした。 

  それから、森林病害虫のほうの関係でございますけれども、こちらにつきましては国とか

県のほうの補助を受けて実施する部分として計上しているものを100万円ほど減額しており

ますけれども、こちらのほうは実際の被害が出ましてから、そういったものを処理していく

内容になっているわけですけれども、発生したものに対してどう対処していくかということ

で準備している予算ということですので、これまでの実績を踏まえて準備していく予算とし

て、これまでの金額ほど用意しておかなくても大丈夫だろうということもありまして、そこ

で減額をしているという内容でございますので、今のところ発生して駆除しなければいけな

い量としては十分な量を確保できているものというふうに思って、こういった予算で今回は

計上しているものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 高速道路沿いも、松の木が松くい虫で枯れている部分結構あるのです。
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見ているか見ていないか、わからないかもわかりませんけれども、そこら辺は道路公団のほ

うでやるのか、どこで対処してやるのかお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  高速道路沿いの木ということだと思いますけれども、そちらのほうは公団のほうで対処し

ていただくものと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） そこら辺は町として要望しているのか、ただ何もしないで道路公団任せ

にしているのか。ここら辺やっぱり見て歩いて、なっているようなところは道路公団にお願

いしながら駆除してもらうという、伐採してもらうというのが一番なのかなと思いますので、

ここら辺をお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  松くい虫の防除関係につきましては、今お話のありましたとおりいろいろなところを確認

しながらということは非常に大切なことだなと思いますので、そういったところはしっかり

やっていきたいなと思いますし、気になる場所、それから町内の状況につきましては振興局

林務部の監視員の方々が定期的な巡回も行っておりますので、そうした中でここは駆除する

べきだというようなことを報告受けたところについて詳しく検査等を行いながら実際に特定

をし、駆除という流れで実施しているということもありますので、そういったものも踏まえ

ながら実施をしていきたいというふうに思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「いいです」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 農林水産業費の質疑はまだありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ここで区切りをつけて休憩をとりたいと

思いますので。 

  再開は14時45分としたいと思います。 

              午後 ２時３４分 休憩 
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              ――――――――――― 

              午後 ２時４５分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  先ほど髙橋七郎委員に対して答弁を保留している部分がございますので、佐々木産業振興

課長補佐からその答弁の申し出がありますので、これを許します。 

  佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） 先ほどは大変失礼いたしました。ご質問の内容ですが、

中身といたしまして今回この測量業務委託の関係で、従来堆砂の関係で７カ所ほど調査箇所

をポイントとして定めて実施するように設計していたものを、11カ所にふやすということが

ございまして、これは国のほうからの指導もございまして、そういった内容に変更するとい

うようなこともございまして業務料がふえましたので、そういう意味でこの金額、昨年の当

初と29年度の金額が違って、今回少し高くなっている、上がっているという内容となってお

ります。 

  あと、それ以外の変形ですとか浸潤の関係につきましては、回数、内容とも前回と同様の

内容になっておりますので、違いはこの堆砂の関係で箇所がふえているというのが大きな違

いでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  それでは次に、７款の商工費に移りますが、質疑ございませんか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 84ページ、タケルンジャー・プロジェクトは２万円ほど減っていました

けれども、これはどういう理由からでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原観光物産係長。 

〇産業振興課観光物産係長（菅原保之君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  タケルンジャー・プロジェクトにつきましては、平成26年度から今年度まで育成補助金と

いうことの名目で10万円年額でお願いしていたのですけれども、その育成期間が過ぎたとい

う部分でございます。かといって、全くゼロというのも、結局このタケルンジャー自体が矢

巾町では割と活躍する場が多くて、28年度は大体30回ぐらいいろんなイベントで出ているこ

とも踏まえまして、そして報酬も余りない状況、少ない報酬の中でやっているというのもあ

りましたので、町としてもこのタケルンジャーは応援していきたいなと、食育のためもござ
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いますので、応援していきたいなということで、２万円減額したのですけれども、あとはグ

ッズとかつくって頑張っていただきたいという思いも含めて８万円計上させていただいたと

ころです。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） 観光全体にかかわることなのですけれども、本町には町を紹介するパン

フレットがすごく少ないように感じます。昨年の６月にもそういう話が出たのではなかった

かなと思っていますけれども、昨年の７月、この田園ホールというのが紫波町とかにはない

ものですから、よく婦人会というか、更生保護女性の会等でここの田園ホールをお借りして、

県内の更生保護の女性の集い等行われた経緯がございます。600人ほど田園ホールのほうに集

まったのですけれども、当町のチラシをという話も出たのですが、なかったのです。パンフ

レットがなくて、結局は紫波町のパンフレットだけ入れて出した経緯がございます。そのほ

かにも、ここの田園ホールを使ってのイベントというのは多く行われていると思いますので、

矢巾町のパンフレットとかチラシを多く作成して配布する必要があるのではないかなと思っ

ております。 

  それで、塩彩プロジェクトについては、先月、２月にできたばかりのチラシをいただいて

研修に行った経緯がございます。塩彩プロジェクトですごくよかったなと思うのは、サンプ

ル等も一緒にいただいていて、こういうのができますよということで紹介できたということ

と、ここの東北とか岩手県は特になのですけれども、高血圧のワーストワンですよね。それ

で、田園ホールを使ったときに、この塩彩プロジェクトについてのパンフレットがあれば広

報しやすいと思って、ぜひそういうのを多く作成して配っていただきたいなと思っているの

ですが、年間のイベント等を把握して収容分ぐらいの枚数の準備ができないかどうかという

ことを１点お聞きしたいと思います。 

  また、ちょっと３点ほどお聞きしたいのですけれども、２点目はパンフレットを作成する

場合、外国人なんかもすごくここにも多くなってきていると思いますので、医大等が開院す

ればまたまた多くなると思いますので、外国語の記載があってもいいのではないかと思いま

すけれども、その辺のところはどう考えていらっしゃるか。 

  また、先ほどもちょっと言いましたけれども、塩彩プロジェクトについては高血圧のワー
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ストワンであることから、県内及び東北の人、特に女性にとっては大変興味があると思いま

すので、本町を訪れた方には率先してチラシ、あるいはサンプル等も配布してはどうか、そ

の辺の考えについてお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原観光物産係長。 

〇産業振興課観光物産係長（菅原保之君） ただいまのご質問、第１点目の観光パンフレット

のことについてお答えいたします。 

  田園ホールをお使いになったときに、いらっしゃったときに、パンフレットがちょっと不

足していたということで、大変ご迷惑をおかけしました。ちょうどつくり直すという時期で

ございまして、そこにかかった分もあったのですけれども、ちょっと部数が足りなかったと

いうところでございます。確かにご指摘のとおり、観光パンフレットというのはその町を象

徴するものだというふうに捉えておりまして、不足というのはあってはならないという部分

だと思いますので、今後は不足にならないような形で増版、あるいは新しくつくるような形

で考えていきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 増刷ではなく、内容も変えるということは何かある

のですか。 

  菅原係長。 

〇産業振興課観光物産係長（菅原保之君） 観光パンフレットにつきましては、データも古か

ったもので、28年度は中身を一部新しくしたという形ですが、29年度はローカルブランディ

ングという手法を使いまして、全く新しい形のパンフレットにしていきたいと思います。パ

ンフレットというのは、そのとおり生ものでありますので、古い情報だけというのはやっぱ

りちょっと難しいかなと、なかなか受け入れられないかなという部分もありますので、内容

を新しいものにして、予算は企画のほうでとっておりましたけれども、そちらのほうで対応

します。 

  外国語表記ですけれども、そのとおりでございまして、もうすぐ、あと数年でオリンピッ

クがやってくるというのもありますし、外国人も岩手県のほうに、盛岡着地でいらっしゃっ

ているというのも耳に入っていますので、その辺も注意していきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） 今ご質問ありました塩彩プロジェクトのほうの関係でご
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ざいますけれども、こちらのほうでも販路拡大というような形で取り組んでおりまして、町

内であればことし初めに３ちゃん矢次工房のみそを使った試食をアルコさんと、あとマイヤ

さんで開催したということもございますし、あとは町内といいますか、昨年末、矢巾町国民

保養センターが冬期間といいますか、年末年始休みだったのですけれども、ことしは宿泊は

なしでございますけれども、日帰り入浴のみ開いたということもございますので、食堂のほ

うでナトカリの調味料を使った丼物の提供、または毎月25日というのが県の減塩・適塩の日

ということで定められておりますので、先月の25日には塩彩フォーラム、あとは町内の飲食

店19店舗でのナトカリの調味料を使ったメニューの提供というような形で広報、周知はして

おります。 

  また、しょうゆと塩のサンプルの配布につきましても、この間浅草のまるごとにっぽんと

いうような施設があるわけでございますけれども、そちらのほうで物販をした際に、そのサ

ンプルの配布、またはこの間滝沢のビッグルーフのほうでございましたけれども、スイーツ

フェア、そちらのほうでも来た方々に配布したと。あと、東京のほうでも企業立地セミナー

というのがありまして、盛岡広域の首長さん方が東京のほうで盛岡広域のＰＲをしたわけで

ございますけれども、そちらのほうでも参加者の資料の中にそのサンプルを入れてＰＲをし

たというようなことをしておりますので、機会あるごとにそのようなＰＲをこれからも続け

てまいりたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 83ページ、去年はあったのだけれども、ことしはなくなったということ

で、矢幅駅前の商業集積事業補助金が100万円あったのだけれども、今回なくなったというこ

とで、大体目的達したのか。それで、その後どうなったのかというやつが１点。 

  それから、観光パンフレット、何回も今話ありましたけれども、ゲラ刷りの段階でできれ

ば産建さんのほうにお見せいただけないかなということを思っています。 

  それから、85ページの自然公園の管理ということで、トイレ浄化槽点検ということで、こ

こは前のやつだとマレットゴルフ場と書かれていたのだけれども、マレットゴルフ場のどこ

だったのか、これ１点。 

  それから、公衆トイレの施設管理委託料、これちょっと、かなりの金額がふえているので



  

－ 115 － 

す。済みません、かなりというより10万円単位でふえているということなので、ここら辺が

何でふえたのかお聞きしたいと思います。 

  それから、もう一点、グリーンハイツの管理運営事業の中の工事請負費と管理備品、ここ

のところの内訳をちょっと教えてほしいなと思います。 

  以上でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） 私のほうから、まず１点目でございますけれども、矢幅

駅前の魅力ある商業集積再考研究事業補助金100万円、28年度まで２年間、商工会のほうに対

しまして補助していたということでございまして、29年度はその100万円を計上しなかったと

いうことでございますけれども、これにつきましては目的達成したということではございま

せんけれども、まだ計画の途中というような状況でございます。 

  今後のことでございますけれども、今月に商工会さんのほうで、やはぱーくの東隣の今現

在駐車場になっているところでございますけれども、そこの商業集積の関係についての説明

を聞くと、担当課が集まってそちらのほうの計画を聞くというようなことで今進んでおると

いうような状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原観光物産係長。 

〇産業振興課観光物産係長（菅原保之君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  トイレの浄化槽の保守点検委託料につきましては、そのとおりでございます。マレットゴ

ルフ場の浄化槽の保守点検委託料でございます。 

  それから、あと公衆トイレの施設管理委託料につきましては、事前質問のほうにも書いて

おりました森山パストラルパークにつきまして、今までは職員で冬になると栓を閉めていま

した。そういった部分、春になるとあけていたという部分ですけれども、不凍栓が入ってい

ないということで、春先になると割と壊れて毎回直さなければいけないという部分が生じま

したので、こちらのほうは専門業者のほうに委託して、不凍栓のほうをお願いしようかなと、

水道の閉開栓についてお願いしようかなという部分でございます。 

  あとは、グリーンハイツの工事請負費、こちらの関係につきましては温水プール、グリー

ンハイツの塗装の工事でございます。結構年数もたっていまして、プールの槽といいますか、

こちらのほうがちょっとさびてきているという部分がありましたので、こちらのほうを塗り

直させていただくというのと、あとは管理備品につきましては更衣室もさびてきているとい
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う部分がありましたので、更衣室のロッカーにつきまして、さびているのを撤去しまして、

こちらのほうはイメージ的に温泉の脱衣所のような形の木製の棚にかえるということの管理

備品となってございます。今のところは、６つの棚をつくろうと思っていました。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 83ページの企業誘致について、事前質問の中では１社、去年誘致したと

いうことになっていますけれども、ウエストヒルズ広宮沢は去年何かまだ保留地が１カ所と

か、それから民間の分もあるとかというお話がございましたけれども、それは今現在どうな

っているのか、まず第１点お聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  ウエストヒルズ広宮沢の保留地につきましては、残っておりました１区画が売買になりま

して、相手が決まったというように聞いております。 

  また、企業誘致に関しましては、昨年度は岩手日報の制作センターが28年の４月に入って

から操業を始めたということで、立地企業ということで指定になったと。 

  あと今年度というか、28年、今月本当に末になるのですけれども、広宮沢のウエストヒル

ズのほうに土地を買っておった企業の関連会社のほうが上に建物、事務所、倉庫を建てまし

て、そちらのほうがことしに入ってから操業になったということで、今度委員会のほうを開

く予定ということになっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） それでは、保留地は完売したということでいいわけですね。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ウエストヒルズは完売という答弁でした。 

〇（藤原義一委員） 大変いいことだというふうに思っております。 

  それで、非常にいいことなので、ということはそういった努力があって企業が来ているわ

けでございますけれども、今まで議員の皆さん方もいろいろ質問しているわけですけれども、

その中で今矢巾町で企業誘致しようとしても場所がないのではないかというふうにみんな、

私自身もそう思っておりますけれども、そういったことがあれば企業誘致する係の方も力が
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入らないものね、実際ないのならば。そこら辺のところはあるのか、実際どうなのか、その

辺のところをちょっと教えていただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（田村琢也君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  実際のところ企業誘致、製造業とかでありますと、結構な面積を必要とするという企業が

まずほとんどでございます。今現在で言いますと、広宮沢も完売いたしましたので、今現在

矢巾町に製造業の方々が来たいと言っても、売買してすぐ工事に入れるような場所というの

が今現在ないというような状況でございます。 

  ただ、うちのほうとしても、ないからそのままということではなくて、情報提供といいま

すか、市街化の中の例えば農地とか、開発行為とかの時間はかかりますけれども、そのよう

なところもあるというような情報を流しながら、これから誘致のほうに取り組んでまいりた

いと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 84ページの盛岡広域フィルムコミッション負担金なのですけれども、事

前質問で盛岡広域圏が有している魅力を映画、テレビやＣＭ等の映像を通じて広く紹介して

いただくためというふうになっているのですけれども、今までこういう紹介いただいたこと

はあるのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原観光物産係長。 

〇産業振興課観光物産係長（菅原保之君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  盛岡広域ということで矢巾だけではないし、矢巾が該当してはいるのですけれども、矢巾

のほうは今まではないです。ただ、盛岡関係ですと、テレビあるいはＣＭ、映画、こちらの

ほうでロケ地として使われています。そちらのほうの場所の提供、ロケーションの紹介とい

う形なのですけれども、具体的に言いますと一番最新のですと今週の土曜日、映画の公開が

予定されています「３月のライオン」、これはホテル大観、そして南昌荘、こちらのほうが

ロケ地の一部として使用されております。それからあとは、古いところで言いますと、「壬

生義士伝」とか映画、こちらのほうもロケ地の一部となっています。そういった形で丸々100％

盛岡周辺というわけではありませんが、一部でも盛岡広域ということをＰＲできる一つのツ
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ールかなと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） うちの前に前田さんというおうちがあるので、そこなんか以前テレビの

ロケとかそういうふうなところでも使った経緯もありますし、今なかなか使っていなかった

りするので、そういうところのＰＲしていただければ、せっかく負担金を払っているので、

そういうところをもっと積極的にアピールしていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 所感があればということですが。 

  菅原観光物産係長。 

〇産業振興課観光物産係長（菅原保之君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  せっかく負担金も払っているということですので、ぜひとも少しでも多く矢巾町がＰＲで

きるような形で紹介とかしていきたいと思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いいた

します。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） あとはもう一つ、84ページの特産品開発、前年度おでんの実績をお聞き

したいと思いますけれども、今年度は夏に提供できるようなおでんという話でしたけれども、

例えばほかのものとかは検討に入らなかったのか、前年度実績とあわせてお尋ねいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原観光物産係長。 

〇産業振興課観光物産係長（菅原保之君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  ご承知のとおり、昨年の10月30日の矢巾町秋まつりにおきまして、やはばおでんのお披露

目ということでお披露目させていただいたところでございます。そのうち各種イベント、そ

して最近ですとスイーツフェア、こちらのほうに出展という形でお～でぃえんずが出展して

ございます。おでんにつきましては、そのとおりイメージ的に言うと秋、冬とかと、そうい

ったイメージなのですけれども、特産品としてやる限りは年じゅうとまでは言わないまでも、

継続的にＰＲしていく必要もあろうかと思いまして、夏のおでんというのを事前の質問のほ

うには回答させていただいておったのですが、具体的にそれをどういうふうにするかという

のはまだ中身は決まっておらないのですけれども、そうやって継続的にやることも特産品の
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開発事業としては必要なのかなという部分で、我々としては夏のおでんということで考えて

ございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） なければ、次に移ります。 

  次に、８款土木費、質疑ございますか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 何回も済みません。もう疲れてきたと思いますが、土木費の87ページ、

除雪です。ことしは雪がなくて、除雪が少ないから除雪費が浮いてよかったというふうに我

々は思うのですけれども、実際業者さんにお願いしているわけですので、やっぱり中にはリ

ースをしたりしてお金もかかるというふうな話も伺っておるわけでございますけれども、何

かしらこの間いつかの答弁の中で、全然出ないときにはそれなりの補償があるような話を伺

ったような気がするのですけれども、ことしのような場合は当然払うような形になるとは思

うのですけれども、そういった基準といいますか、そういったものはあると思うのですが、

そこら辺のところをちょっと教えていただければと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 水沼地域整備係長。 

〇道路都市課地域整備係長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  本年度につきましては31回出動しておりますが、実際フル出動といいまして、全業者が出

動したケースは今回はございませんでした。実際のところ１月、２月におきましては、出動

がない場合は待機料という形で、業者のほうにある程度の金額のほうをお支払いしていると

ころでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 待機料というのは、当然間に合うくらいの金額ではないですね。どの程

度か、金額はしゃべられないわけだ。まずは、いずれわかりました。業者が来年はやめたい

というふうに言われないようなくらいのことは支払いながらやっていかないと、いざとなっ

たとき誰もなくなるようでは困ると思いますので、その辺のところをちょっとお聞きします。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 水沼地域整備係長。 

〇道路都市課地域整備係長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  確かにリース料等がある業者さん、車両を借りているところ等にとっては、本年度のよう

な状況は非常に厳しい状況になっておりますので、特に私どものほうでも１月末から上旬に

かけて、２月にかけて降雪が少ない時期がありましたので、今後何かその辺を対応していけ

る方法はないかなと思ってこちらも検討してございました。その後運よくといいますか、結

構雪が降りましたので、ことしは何とかなったような形にはなっておりますけれども、今後

の課題として捉えてございますので、検討させていただきます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 関連でお聞きしたいと思います。 

  その中の使用料と賃借料というやつがあって、前年度から918万3,000円、これ倍になって

いるのです。この中身は何なのかお聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 水沼地域整備係長。 

〇道路都市課地域整備係長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  今年度から大型のグレーダーをリースしておりまして、ちょうど駐車場のところにも今と

めておるのですが、そちらの金額のほうがかなり高額になってございまして、リース料のほ

うが高くなったという状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） これは、ずっと１年借りるのか。期間的に借りればいいのではないです

か。そういうわけにもいかないのですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。 

  一応基本的には町の除雪機械は12月から３月までの４カ月間のリースでございます。今回

いろいろふえているのは、１社大口のところが実は指名停止等々がありまして、路線にどう

しても確保しなければならないということで、運転士さんは確保したのですが、機械が確保

できなかったので、うちのほうでリースをさせていただいたという状況がございます。あく
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までもこの12月から３月までですので、今月末にはここにある部分については引き取ってい

ただくというか、お返しするということで進めている状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 89ページの中州除去についてお伺いしたいと思います。 

  去年までは100万ちょいの予算がことしは300万つけていただいたということで、本当にあ

りがたいことだなというふうに思っています。 

  そこで、私いつも言っているのは、そこの逆堰のことしかしゃべっていないのですけれど

も、あそこをかなりの年数がかかると思うのですが、これが全部300万が行くわけではないと

思いますけれども、どのぐらいのメーター数やれるものなのか、これをまず１つ伺いたいと

思います。 

  それから、これも直接ここに関係ないことで申しわけないのですが、徳田橋が私も32年に

は完成するとかと聞いたりなんかしておったわけですが、去年の説明ですと30年の半ばだと

かという話になっておりまして、なかなか見えない状況でございますけれども、実際進捗状

況なりその予定なりはどうなっているのか、その辺をお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木道路都市課長補佐。 

〇道路都市課長補佐（佐々木芳満君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  逆堰あるいは中州除去の予算に関しましては、それぞれ町管理河川の浚渫を予定している

ところでありまして、逆堰だけではなく、向田川とかそういったところにも充てられる予算

にはなりますが、必ずしも何メーターほどというのは堆積状態にもよりますので、ここでは

ちょっと明言はできないわけなのですが、予算を多く確保できましたので、なるべく渇水期

の時期に少しでも多く浚渫の部分をふやしていきたいというふうに考えております。 

  それとあと、２点目の徳田橋の進捗状況になりますが、今現在補償物件のほうを盛んと工

事をしているところでありますが、そういったところの移転が完了しますと今度29年度から

は徳田橋本体の下部工に、実際の工事のほうに入っていくと聞いております。その後、ただ

説明会でも話がありましたが、やはり川工事ということになりますので、夏場の工事がなか

なか難しいと。大雨とか来たら大変ですので、渇水期の時期しかできないということで、進

捗に関しては若干ゆっくり目なのかなとは思いますが、今度は実際に工事のほうも目に見え

てきますので、30年代半ばの完成に向けて県のほうでは頑張っていただいているという状況
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であります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほか土木費ありますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） まず、87ページの道路維持補修事業、その言葉のとおりだと思うのです

けれども、かなり増額になっているので、その辺ことし何か目玉でやるつもりがあるのかど

うかも含めて内容を確認したいと思います。 

  それから、88ページの交通安全施設の整備事業ということで9,900万、約１億ぐらいになっ

ているのですけれども、これも大分増額になっているので、何かこれもとりたててこれをや

りたいということがあってこの予算になっているのかどうか確認したいと思います。 

  それから、あとは橋の長寿命化、これで渡花橋と古舘橋というこの前説明していましたけ

れども、ちょっと具体的にどのような形で進めるのか、その３点ちょっとお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 水沼地域整備係長。 

〇道路都市課地域整備係長（水沼秀之君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

  まず、道路維持費の道路維持事業でございますが、こちらにつきましては本年度は舗装補

修の工事費のほうをある程度多目に確保できたような状況になってございます。実際どこを

という中身になりますと、春に３地区、徳田、煙山、不動地区、それぞれ発注するような形

になってございまして、春の特に今の時期、穴が非常にあいたりするものですから、それら

の補修を含めて全般的な補修をするものでございます。 

  次に、２点目の交通安全施設整備事業でございますが、白北線の現在踏切のところまで矢

巾中学校から進んでおりますが、そこから東のほうに進む部分を新年度で工事を行いたいと

思ってございます。その分の事業費ということでございます。 

  ３点目でございますが、橋梁の長寿命化でございますが、こちらにつきましては２つの橋

梁の詳細設計を新年度に発注いたしまして、補修方法等もその設計業務の中で確認してから

表面の舗装も含めまして、あとは欄干の部分等全体的な工事を行うものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） 補足をさせていただきたいと思います。 

  道路維持事業の中で、実は昨年度、いわゆる散布車、それを補正をさせていただきました



  

－ 123 － 

けれども、もう一台のほうも実は車検がもう次通らないというような時期になっておりまし

たので、今回は何とかお願いして当初でとらせていただいております。これがいずれ契約し

ますとまた恐らく議会案件というような形になろうかと思いますけれども、そういった部分

もふえているというような要因ということでご理解いただければと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 道路整備に関してなのですけれども、医大関連中央１号線はあれなので

すけれども、藤沢地区の道路が結構狭くてスピード出しているというところが危ないという

ふうに聞いてはおります。そこで、これからの考え方としては、どのように考えているのか

ということと、もう一つ、高田３区のほうの道路が非常に狭いと、ポンプ車も入れないよう

なところもあるというところで、そこら辺の考え方をお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木道路都市課長補佐。 

〇道路都市課長補佐（佐々木芳満君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  藤沢地区の開発とかスーパーとかできまして、団地等の生活道路が危ないというような話

はそのとおり時々耳にいたします。それに伴って生活道路の整備というところまでは町のほ

うでは今のところ考えてはいません。ただ、車両がどこに入っていくかというところが問題

だと思いますので、しゃにむに団地の中を広くして、むしろ通学路だったりそういった部分

で危なかったりとか、そういうことも懸念されますので、この辺は慎重に計画していく必要

があるかと思います。 

  高田３区につきましても、そのとおり消防車、緊急車両が入れないという道路も確かにあ

る状況でありますが、生活道路の拡幅、地域に入りまして懇談会を28年度からやっておりま

すので、そういったところも地元の意見として、こういったところの幹線的な道路をつくっ

てほしいとか、そういう話があれば、今後総合計画とかそういったものに盛り込みながら、

地元とも対話をしながら進めていくべきだというふうに考えておりますので、今後もそうい

う方針で進めていきたいというふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 
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  高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） 88ページの生活道路の整備事業についてなのですけれども、前年度より

予算が半分以下になっているのですが、これの理由と、それから要望については現在何件ぐ

らいあるのか。また、古い要望もそのままずっと継続で残しているのかどうか、お伺いした

いと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 水沼地域整備係長。 

〇道路都市課地域整備係長（水沼秀之君） ただいま質問にお答えいたします。 

  まず、生活道路の予算額ということでございますが、29年度の予算につきましては協働の

道づくりの部分がなくなったことによる減額でございます。実際要望箇所が余りございませ

んで、その分を通常の道路のほうに振り向けたような形になってございます。 

  生活道路の要望路線数でございますが、138路線ございますが、そのとおり非常に昔のもの

からたくさんございまして、先ほど課長の答弁のほうにもありましたとおり、各行政区のほ

うを回りながら、どれが一番優先度が高いのかということを確認しながら現在進めておると

ころでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） ありがとうございます。ちょっと何か単純な話だと思うのですけれども、

例えば拡幅がない舗装工事だけの場合、今スマートインターチェンジの道路工事をする際に

周辺の要望が出ている道路を同時に整備するということは考えられないでしょうか。重機等

の運搬が、まずその分が減るということもあると思いますけれども、本当に単純な質問なの

ですけれども、どんなものでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。 

  確かに工事の近くを施工する際に、重機等々を考えれば、そういった部分は経費は安くな

るかと思います。ただ、どうしても29、30と医大関連の工事というのが莫大にかかるのは事

実でございます。これをまずやらなければならないという部分がございますので、そちらを

中心にという形にならざるを得ないということから、予算的な面もほかの部分についてはち

ょっとしわ寄せが来ているというのは事実でございます。 

  そこで、先ほど補佐が言いましたように、１年間で数カ所、四、五カ所程度ぐらいしか回

れませんけれども、昨年度から地域に入りまして、例えば自治会の役員さん等々なわけです
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けれども、集まって今までにある要望した路線でできたところ、まだやっていないところと

いう部分もちょっと確認させていただきながら、プラスそのほかにどこかそれ以上に必要な

ものがあるかどうかというのを確認して回っておりました。それを踏まえて、去年は２カ所

ほど余り経費のかからない、いわゆる拡幅のない部分を舗装した、そしてなおかつその分に

関しましては地域からここを早目にやってくれというようなところの部分を優先的にやらせ

ていただきました。今後もそういった形でやらせていただきたいなと思っていますが、ただ

いかんせん予算的な部分もございますので、そちらのほうと絡めながら、29年度以降もいず

れ地域に入って、全部やりたいというのはそのとおりだと思いますけれども、そのうちのど

れが先かという部分を地域とご相談しながら、少しでも何とか要望に応えられるようにやっ

ていければなということでこれからもやっていきたいと思いますので、ご理解いただければ

と思います。 

  以上、お答えとします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 89ページの都市計画マスタープラン策定委員の報酬なのですけれども、

メンバーと人員、一般公募はどのくらい予定しているのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田口都市計画係長。 

〇道路都市課都市計画係長（田口征寛君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  策定委員につきましては、前回の都市計画マスタープラン策定なのですけれども、平成16年

だったのですけれども、そのときの策定委員のメンバーを参考としまして、都市計画の知識

経験者であるとか、農業関係、環境関係、福祉医療関係の知識経験者の方７名と、あと一般

から３名の公募ということで、計10名で考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでございますので、次に11款災害復旧費、

質疑ございませんか。 

  昆秀一委員。 
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〇（昆 秀一委員） 113ページの災害復旧は、初動対応の円滑化ということなのですけれども、

具体的にはどのようなことをされるのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 水沼地域整備係長。 

〇道路都市課地域整備係長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  災害復旧事業につきましては、まず特に道路災と河川災とございますけれども、実際災害

を受けた時点ですぐに被害の拡大を防ぐ必要があるものですから、そちらの部分をまず現在

載っております予算のほうで行いまして、その後は災害復旧事業の認定等を受けて補助事業

のほうで、国庫負担事業のほうで行うような形になってございます。そのために審査を受け

るのですけれども、その前にこちらのほうで実際に行う工事の内容等と思っていただければ

よろしいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、これで一般会計予算の質疑を終わります。 

  引き続き矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計予算の質疑に入ります。質疑ございますか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） ページ数は、ちょっと私にもわかりませんけれども、土地区画整理事業

の東側の、やはぱーくの南側の移転の工事なのだけれども、まだ未完成ということで、説明

では何とか29年度には法的なことも考えながら、検討しながらやるというふうな話ししてい

ましたけれども、去年の話では何とか29年度に終わらせたいという話ししていましたよね。

これは、法的に考えてやるのかなと思ってはいたのだけれども、そう簡単にそれはいかない

のだと思うのだけれども、そこら辺の段取り、よく状況を説明しながら進めてもらいたいと。

ただただ聞かなければいつやるのかわからないというのではなくて、やっぱりそこら辺も工

事完成も終わっていることですから、あとは最終的には本換地のための測量とか、そういっ

たことになってくると思うので、それをやらない限りなかなか終わらないと思うのです。そ

んなことあるので、すぐあしたからやれというわけにいきませんので、ぜひ早目に決断しな

がらやってほしいと、その決意をお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤井区画整理係長。 

〇道路都市課区画整理係長（藤井 祐君） ただいまのご質問にお答えいたします。 
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  まさしく先ほどお話がありましたとおり、矢幅駅前地区にあと１件残っております。平成

29年度には何とかという思いについては、現時点でも同じでございます。ただ、法的な部分、

直接施行ということで、現在は専門の業者にどのような段取りで進めたらいいかということ

を委託しておりまして、間もなく納品という形になっております。あとは、県のほうにも意

見等を伺いながら、ご指導いただきながら行うということで、そちらのほうを進めておりま

す。かといいまして、全て直接施行に踏み切ったということでもなくて、できれば対話の中

で移転補償の中で通常どおり進めていきたいという思いもございまして、そちらにつきまし

ては対象になっている方との直接交渉というのは現時点でもできておらないところではござ

いますが、地域の方々からの協力も現在いただきながら、何とかそういった方向についても

検討し進めているところでございます。何とか29年度には少しでも現場のほうが動くように

対応したいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） わかりました。大変だということもあるのですけれども、やはり法的な、

どこも最終的には決断しなければならない時期が来ると思うので、そこのところはいつまで

も相手と話ししながら進めるというのも、これはすごくいいことです。私はその方法でいっ

てもらえば一番いいのだけれども、やっぱりそうもいかないというのであれば、どこかで決

断して、29年度には決断してどうするか決めるというぐらいの決意でやらなければだめだと

思いますので、もう一度その決意をお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。 

  藤井担当係長が話ししたとおりでございますが、仮換地で若干かかっている方々もいらっ

しゃるのも事実でございますので、何とか29年度中には仮換地のできるところまではいかな

いと、ずるずると本換地自体も遅くなってしまうという部分もございますので、いずれ今年

度中に直接施行の関係の委託を発注し納品して、どんな形で、どんなノウハウが必要なのか

という部分をお聞きしておりますので、それを踏まえて今度は実際もし仮に直接施行する場

合には、恐らく道路都市課の職員だけでは対応できないと。例えば警察さんとかいろんな団

体さんも交えながら恐らくやっていく形になろうかと思いますけれども、かといってそれを

一辺倒にそっちのほうにするのではなくて、並行してやっていければなということで内部で

は詰めているところでございます。 
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  具体的には、納品が終わりましてその体制をちょっと、うちらも初めてということもござ

いますので、内容を精査しながら、あとはそういった実例とかを参考にするものも当然あり

ますので、そういったのを参考にしながら進め方については慎重に、両にらみで進めていき

たいということでご理解いただければと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

              （「はい、わかりました」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 16ページの活動交流センター維持管理運営委託料ですけれども、もし道

路都市課のほうで把握されているのであれば、その利用状況をわかれば教えていただきたい。

図書センターとか、ロビーとか、スタジオとか、子育てとか、よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤井区画整理係長。 

〇道路都市課区画整理係長（藤井 祐君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  ２月末現在でございますが、まず１階にあります地域交流センターと呼ばれている活動ス

ペースとかスタジオＡ、Ｂ、Ｃ、交流スペース、あとは３階にあります会議室、大研修室、

キッチンスタジオまで含めた人数でございますが、２月末で１万5,796名の利用をいただいて

おります。図書センターにつきましては８万8,224名、そして子育て世代活動支援センターに

つきましては５万5,690名のご利用ということでございます。 

  なお、この人数につきましては２階の図書センター、３階の子育て世代活動支援センター

につきましては入場された方全て人数をチェックしているということになりますが、１階の

カフェだったりとか、あと無料で使えるスペース、あとは２階の学習スペースにつきまして

は、人数はチェックできておりませんので、そちらの人数については含まれていないという

ことでご了承願いたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 図書センターのほうの利用人数というのは、これは貸し出しをした人数

ということでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤井区画整理係長。 
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〇道路都市課区画整理係長（藤井 祐君） 先ほどの図書センターの人数でございますが、入

場された人数ということでございます。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 借りた人というのは把握されておりますか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤井区画整理係長。 

〇道路都市課区画整理係長（藤井 祐君） それでは、ただいまのご質問にございますが、借

りた人数につきましてはちょっと報告の中には含まれておりませんでしたので、現在我々の

ところではちょっと把握できていない状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ないようですので、これで矢幅駅周辺土

地区画整理事業特別会計予算の質疑を終わります。 

  それでは、引き続き水道事業会計予算の質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 全体のところなのですけれども、医大のほうの水道、井戸を以前掘ると

いう話もあったのですけれども、その話はどうなっていますでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  医大側で井戸を掘るという情報は得てございません。全水道、町水を使っていただくとい

う情報が入っておりますので、今後掘るかどうかは私もわかりませんが、今の報告はそのと

おりでございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） まず１つは、給水と下水道の戸数、これは200戸ほど違うのですけれども、

具体的にはどういうような差が出ているのか、それを１つ教えていただきたいということと、

それから今の事業と給水場の進捗、そこのところを１つ教えていただきたい。 
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  それからあと、事業等組合が今度解散に向かって今準備をしているわけなのですけれども、

それに対する準備というのは29年度はどのように考えているのかです。 

  その３点、とりあえず教えてください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  給水人口ですが、給水人口につきましては200戸ほどの増で１万7,000戸という計画で見て

ございますし、下水道のほうにつきましては全区域が下水道の区域になってございませんで、

まず浄化槽の区域もございますが、処理戸数を9,810戸ということで見てございます。なので、

その差がまずもって1,000戸ほどございますが、これらは給水は紫波町まで給水しているとこ

ろもありますし、水道につきましては紫波町に給水している分、あと岩手中部からいただい

ている給水が太田地区にございますので、その差が出ております。あと処理につきましては、

先ほど申しましたとおり浄化槽の関係から差が出ているという状況です。 

  あともう一つ、配水場の状況ですが、配水場は契約しまして、今工事に取りかかっている

のは配水場の水路の切りかえ工事と土砂の排出をしてございます。土のほうがちょっと粘性

の土が多くありまして、土砂の入れかえをしないと地耐力がもたないということで、今その

土砂の搬出をするものと、あと配水場に関してステンレスの配水塔、２塔建ちますが、その

分の材料の発注をしてございます。その分が今年度の契約分となってございまして、29年度

につきましては配水場の建設と管理棟、ポンプ室等の建設というふうになってございます。 

  あと最後に、事業等組合の関係でございますが、28年から事業等組合の関係につきまして

は協議をしてございまして、29年度事業等組合につきまして給水及び処理区域の設計をする

ところでございます。その予算を見てございまして、あとは盛岡と協議をしながら事業等組

合とも協議しながら進めていくというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほか水道事業会計ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで水道事業会計予算の質疑を終わります。 

  引き続き下水道事業会計予算の質疑に入ります。質疑ございますか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 一番最後のページになりますけれども、17節の工事請負費、これが機能
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強化ということで間野々地区のことだというようでございますけれども、これは今年度で最

後に多分なるのではないかと思うのですけれども、実は私去年９月に公民館の東のほうが地

盤が低くて、かなりの戸数のうちのブザーが鳴っているというお話をしたわけでございます

けれども、今冬の時期ですので、ほとんど問題はないようですけれども、また夏が来ればい

ろいろ鳴ったりするのかなというふうに思っていますけれども、実際のところそういったも

のは調査されたのか、あるいは直っているのかどうか、その辺のところはどうでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼下水道係長。 

〇上下水道課下水道係長（浅沼 亨君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  質問内容は２点あったと思います。１点目は、農業集落排水資本的支出の工事の請負費の

中身ということですが、これは間野々地区の機能強化事業です。ただ、機能強化事業として

平成26年から28年度までは第１期ということで、主に間野々処理場内の汚水処理設備のほう

の機能強化を行いました。それは、１回問題を起こした上澄水排出装置とか、それに附属す

るポンプ類、建具類、それの交換、機能強化は今年度で完了しております。29年度から32年

度までについては、処理場に来る手前に北ステーションと南ステーション、各家庭から集ま

った汚水を一旦集めて、そこから処理場に圧送するポンプ場が２カ所あります。そこの圧送

ポンプについても老朽化していますので、それについての交換、機能強化を引き続き行いた

いと考えております。 

  あと２点目の間野々公民館の東側が雨が降ったときに冠水をして圧送ができなくてブザー

が鳴るという事象については、平成20年ごろの話と聞いております。21年か22年だと思いま

すが、そのころには各家庭の宅内にあるポンプ、集排のポンプについては一旦冠水すると動

きをとめるタイプというものでしたので、それについては冠水しても稼働を続けるタイプ、

Ｙボディーと言われているタイプのほうに21年度には交換は終わっていますので、異常な冠

水がない限りは動いているはずです。それ以外の昔各家庭にある旧タイプのポンプ、各家庭

についているポンプについてはことし28年度、合計71基の交換を完了しております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） 確認でございますけれども、いずれそうすると多少の雨が降っても間野

々の公民館は避難所として使えるということでよろしいですね。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼下水道係長。 
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〇上下水道課下水道係長（浅沼 亨君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  21年度に問題があって、間野々公民館の東側の各家庭の集排のポンプを交換していました。

それ以降について冠水をして圧送ができなくなって間野々公民館が使えなくなったというこ

とは聞いておりませんので、間野々公民館は避難所として十分活用できるかと考えておりま

す。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほか下水道会計。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 公共下水道の整備予定地域の整備状況、あと何年すれば完了するのか、

そこのところをお知らせお願いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼下水道係長。 

〇上下水道課下水道係長（浅沼 亨君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  公共下水道が何年度までに完成できるのかということでして、公共下水道の面整備につい

ては平成30年度までには完了となっております。29年度予算については、汚水管の布設につ

いては予定はありません。ことし28年度の繰り越し予算をもちまして流通センターの東側、

あとは医大の周辺の面整備を予定しております。今年度予算として計上している分について

は、今までやった分の道路復旧、舗装復旧のほうが主になる予定となっております。あとそ

れ以降公共下水道は何をするかというと維持管理、あとは長寿命化に基づくストックマネジ

メント事業、あとは農業集落排水との公共接続、それが予定されております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 29年度は舗装工事をやるというようなことで話ししていましたけれども、

昨年うちらのほうの地域の水道管入れかえ工事でカットした分の舗装工事やってもらったの

だけれども、どうも引っ込んでいるところもあったりなんだりしているものですから、業者

の瑕疵保証何年なのかちょっとわかりませんけれども、そこら辺点検しながらやってもらい

たいなと思っております。その意見をお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  和味地区の配水管の整備につきましては、水道工事でございまして、そちらのほうの舗装



  

－ 133 － 

復旧につきましては今年度本復旧をする予定にしてございます。なので、今の状態では仮復

旧ということで、ちょっと凹凸がありますが、本復旧はことしやる予定にしてございますの

で、どうぞ穴があいているときにはお知らせしていただくようにお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 予定にあるそうですので。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで下水道事業会計予算の質疑を終わります。 

  以上をもちまして産業建設分科会に所属する委員による質疑を終わります。 

  次に、産業建設分科会に所属しない委員による質疑を行いますが、ここで若干休憩をした

いと思います。16時５分までとしたいと思います。 

              午後 ３時５６分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ４時０５分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  産業建設分科会に所属しない委員による質疑を行います。質疑できる回数は、１人２回ま

でといたしたいと思います。 

  なお、質疑に当たりましては、会計及び事項別明細書のページ数をお知らせ願います。 

  それでは、質疑を受けます。質疑ございませんか。 

  藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） 農林水産業費でお伺いをいたします。関連すると思いますので、２つで

すが、一回に質問させていただきます。 

  最初は76ページになりますけれども、農地中間管理事業の関係でございますが、この事業

も大分長いことと申しますか、ずっとやられておるわけでございますけれども、この辺の集

積の現在までの状況、そして29年度の計画、予算的にはほぼ同じなわけでございますが、そ

して今この集積状況、例えば町内農地の何割程度になっておるのかということと、法人がど

の程度これにかかわっておるのかというところをまず１点はお伺いしたいと。 

  それから、これも関連するかと思うのですが、79ページですけれども、多面的支払交付金、

これは前の事前質問、村松信一議員からも出ておるわけでございますが、ここに回答あるわ

けですけれども、ことしの予算の分の面積、大まかで結構でございますが、この予算の減少
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はいろいろ理由があるための減少だということは書いてございますけれども、これを除いた

部分の面積がどの程度になっておるのかというところをあわせてお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、中間管理事業の関係でございますが、この中間管理事業につきましては、地域の担

い手のほうに集積をしていくという事業だというものはご存じかと思いますけれども、その

ために手続をしておりまして、今この制度を活用して集積が図られているのは法人に対して

の集積ということになっております。この制度を活用するためには、地域の２割以上を集積

するという要件もございますので、そういった要件に合致するということになりますと個人

の担い手もたくさんいらっしゃるわけですが、その地域の中でのある程度の割合をクリアす

るということからすると、少し限られてくるのかなということでございます。 

  それから、これまでの実績の部分に関しましては、面積等はこちらのほうで把握しており

ましたけれども、割合のところまで出しておりませんでしたので、それは後ほどお知らせし

たいと思います。 

  それから、多面的機能支払の関係に入ってまいりますけれども、こちらのほうもそれぞれ

年次の計画がございまして、その内容について１つずつ積算をして出てきているという内容

にはなってきておりますが、ちょっとお時間をいただきまして、資料を出すまでに……まず

農地維持の関係になりますけれども、合計といたしまして田んぼが1,990ヘクタールほどの内

容になろうかと思っております。田んぼがそのくらいです。それから、畑地に関しては165ヘ

クタールほどになっております。それから、共同活動に関しましては1,541ヘクタールほど、

それから畑地に関しては137ヘクタールほど、長寿命化、こちらのほうに関しましては田んぼ

で1,422ヘクタールほど、畑地に関しましては117ヘクタールほど、およそこういった面積に

対して29年度は予算化をされているという内容となっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） では、関連して１つだけですが、一番最後の長寿命化の関係でございま

すけれども、これは随時進められてきておるかと思うのですけれども、長寿命化については

まだまだ需要はたくさんありそうなわけですか。かなり圃場整備等も進められておるわけで

すが、それらとの絡みはいかがでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 
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〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現在相当数の面積ということで出てきている関係もありますので、そういった意味からす

るとまだ需要があるものと思いますが、このほかの３つの事業さまざまあるわけですけれど

も、地域の事情によって進みぐあいが違うということもございますので、そういうことから

すると、ある程度順調にこの部分に手がかかっている地域については、そろそろこういった

部分については地域内の整備のめどが立ってきているということも考えられるかと思います

が、個別の地域、この地域ではというところまでは今手元に詳しい資料がないので、申しわ

けございませんが、進みぐあいとすれば、そういったところでの進みぐあいになっていると

いうふうに承知しております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  齊藤委員。 

〇（齊藤正範委員） ただいま藤原由巳委員の質問と重複するわけなのですけれども、多面的

機能支払の長寿命化の活動なのですけれども、昨年からやり方が変わって、地元で６分の１

を負担した６分の５しか費用として認められないと。これは事業変更した事業所とかという

部分なのですけれども、それらについてちょっと説明をしてもらいたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） それでは、ただいまのご質問にお答えしたいと思いま

す。 

  地元負担の部分に関しましては、ちょっと今詳しい資料が手元にないということもござい

まして、詳しいところ、しっかりとした内容をお伝えしたいと思いますので、後刻資料のほ

うを提出させていただきたいと思います。大変申しわけございません。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  齊藤委員。 

〇（齊藤正範委員） その場合例えば６分の１負担する、負担の仕方の方策、労力を出すとい

うような説明を受けているわけなのですけれども、長寿命化の作業というのはほとんどコン

クリート側溝を埋設するとかそういう事業で、現地の農家ではなかなか難しい作業等と考え

られるものですから、例えばどのような作業が可能なのか、それもあわせて教えてもらえれ

ばと思います。後日でいいです。一緒でいいです。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 後刻のときでいいかな。今答えられますか……では
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後刻ということで。 

  そのほかございますか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 一般会計の土木の関係でお聞きします。86ページから兼ね合いあるので、

まず駐輪場と駐車場管理についてお聞きします。 

  １つは、駐車場管理については、送迎用の待機場所の駐車スペースがあります。西も東も

あるわけですけれども、東のほうにそういう事象があるのですが、２台ほど昼夜とめている

車が見受けられます。地元の方からも、今のうちに適切な指導をしておかないと常駐化にな

りますと、それからほかのお客様に迷惑になるという部分もありますので、その辺どのよう

な形の管理をされているのか、まずお聞きします。 

  それから、駐車場と駐輪場、やっぱり使っている間にごみが落ちております。私もしょっ

ちゅう使うので、乾いているごみであれば拾うことも可能ですが、ぬれているごみだとなか

なかというところもありまして、そういうところの清掃というのは東西の通路の部分の清掃

委託費というのはあるのですけれども、あそこの駐輪場とか駐車場についての清掃というの

はどのような形でされているのか、その管理の部分お聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤井区画整理係長。 

〇道路都市課区画整理係長（藤井 祐君） それでは、私のほうから１点目の駅前広場の駐車

場についてのご質問にお答えいたします。 

  恐らく駅前広場の中にある駐車スペースのことかと思いますが、こちらにつきましては以

前にもちょっと常駐しているのではないかということで、近くの店舗の方から情報をいただ

きまして、我々のほうで確認をいたしまして、張り紙等させていただいて対応いたしており

ます。それ以外の情報については、我々のほうには届いておりませんが、そういったところ

が確認され次第、張り紙等をワイパーに挟めるとか、そういったドライバーの方がいらっし

ゃるときには注意喚起をしてまいりたいというふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 水沼地域整備係長。 

〇道路都市課地域整備係長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  駐輪場のほうになりますけれども、駐輪場のほうにつきましてはふだん駐輪の指導員さん

をお願いしておりまして、その指導員さん方に指導の際にあわせて清掃していただいていた

りしてございます。あと私どものほうも違法といいますか、長期間の駐輪車両等の整理に参
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りますので、そういうときに気づいたところにつきましては私どものほうもやっております

が、なかなか実際毎日目が届かないところがございまして、地域の住民の方々等にもご協力

をいただいているような状態でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 駐車場の違法の部分の管理については、フロントガラスにきちっと張っ

た形、先ほどドライバーさんというけれども、注意するほうもドライバーに面と向かってな

かなか言いづらいという部分があると思うので、きちっと印刷した紙でも張って、特に何度

もやる方については警察に申告してレッカー車移動しますぐらいの文書を書けば、大体の方

は直ると思うのです。そういうところをぜひ徹底お願いしたいと思います。 

  それで、もう一点質問させてください。先ほど高橋安子委員から質問ありましたことと重

複します。生活道路整備事業、88ページです。ここは、136カ所、今現在地域要望から出てい

るというお話ありました。私の当然近辺からも要望出ております。自治会等の総会等で集ま

ったとき言われるのは、出して受け付けるのはいいのだけれども、何年たったらやるのかと

か、やれないならやれないという返事ぐらいくれたらいいのではないかと。先ほど課長の答

弁では、今年度から来年度もまた地域の要望活動とかという、懇談会やるという話でありま

したが、年に二、三件程度の改修では逆に要望のほうが多くなるかと思います。確かにスマ

ートインター、医大関係で道路整備にかかわる経費はそちらに向けなければならないのはわ

かりますが、やっぱりその辺をぜひ二、三件ではなく、私一般質問でもしましたが、ふるさ

と納税なりなんなり活用して、少しでも５件、10件でもやるような形でないと逆にふえるよ

うな形でありますので、回答は３年とか５年スパンで地元に返すような体制をお願いしたい

のですが、それについてご意見伺います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木道路都市課長補佐。 

〇道路都市課長補佐（佐々木芳満君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  生活道路の３路線とかそういったところで整備していく部分に関しては、なかなか進捗が

進まないというところはそのとおりだとは思います。懇談会のときに今まで、ことしもやり

ましたけれども、こういったところが出ていてなかなか進まないというところをお示ししな

がら、むしろ今の社会情勢だとこうなのだよというところも意見を聞いております。なので、

今後それぞれの地区に入っていきますので、その際にある程度進められる部分、あるいはこ
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の路線に関しては拡幅とかということも伴うとなれば難しいですというような回答はその際

にお示ししながら進めていきたいというふうに考えております。 

  なかなか進まないのですけれども、今大規模な事業がめじろ押しですので、そういったと

ころの部分はそのとおり進めながら、生活道路も大事ですので、そちらのほうの予算確保に

努めながら進めていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ２点質問します。 

  75ページの６次産業化推進事業の中身なのですけれども、普通旅費と特別旅費の違い、そ

れから６次産業化支援事業委託料、それから６次産業化推進団体負担金、６次産業化推進事

業費補助金、いろんな業者とか農業者とかも入っているかと思うのですけれども、ちょっと

詳しくそこら辺教えていただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず旅費の関係ですが、普通旅費と特別旅費がございますけれども、いずれも首都圏販売

会というようなものを想定しながらの旅費になっておりますけれども、普通旅費については

職員が担当者といたしましてそういったイベント等に出向く際の旅費として計上しているも

のでございます。特別旅費につきましては、産直団体さんとかそういった方々、生産者の方

々が現地に行くための旅費としてとっているのが特別旅費というものでございます。 

  それから次に、支援委託料の関係でございますが、こちらのほうは６次産業化をするため

にどういったことが必要になってくるのかということを生産者の方々がいろいろと学ぶため

のセミナーを町では開催することにしておりまして、そのセミナーを開催するに当たりまし

て委託をするために準備している予算ということになっております。 

  それから、団体負担金につきましては、こちらのほうは28年度も同じような内容で計上し

ておりましたけれども、ゆくたがりの夕べへの支援ということで準備しているのが、まずこ

ちらのほうの支援の関係が１つ。それからもう一つ、補助金のほうですが、こちらのほうは

セミナーを通じて６次産業化として製品をつくっていくということに結びつくような団体さ

んが恐らく出てくるだろう、出てきてほしいなということもございますので、そういった団
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体さんが指導を受けるために委託をするための補助金として準備しているものでございます。

製品化のために、例えば今までの実績で申しますと、３ちゃん矢次工房さんですとか、喜助

堂さんといった団体さんがいろんな製品をご存じのとおり商品化しておりますので、そうい

った商品化に向けて取り組みをするために補助していく補助金として準備している予算をこ

のように計上しているという内容でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ありがとうございます。２点目は、ページ数で78ページのやはば集落

営農応援事業、この集落営農応援事業の補助金なのですけれども、何団体に出されているの

か。先ほどの法人化と比較して同じになっているのかどうかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  こちらの事業につきましては、国や県の事業に対象にならない軽微な機械器具の購入補助

をするための町単独の事業ということになっておりまして、こちらのほうは１団体当たり

25万円を最高の金額といたしまして、一応６団体ほど見込んで予算化をしているという内容

となっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

  川村農夫委員。 

〇（川村農夫委員） 林業振興費に関連してお伺いいたします。 

  昨年、会計検査院に自主返納したという件がありました。返納予算は通したわけですけれ

ども、その後の経過をお聞きしたいと思いますし、29年度予算にそれが影響したか、しなか

ったか、あるいはそれを踏まえてどういうことに気をつけて予算編成をしたかお伺いいたし

ます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木産業振興課長補佐。 

〇産業振興課長補佐（佐々木智雄君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、補正予算で可決いただきました返還金につきましては、年度内に返還するというこ

とで今事務手続を進めている最中でございますので、とりあえずこの件につきましては今週
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中には県のほうに返還金のほうを返納いたしまして、あとは県のほうから国のほうへの働き

かけというか、その後の手続をとっていただくということでお願いをしております。という

ことですので、とりあえず返還に関してはまず一定の手続が一旦は終了するものかなという

ふうに思っております。 

  それから、今回そういう自体になったことに伴いまして、29年度予算あるいは今後の事業

への影響がどうだったかというご質問でございますが、そのことを捉えて事業をしにくくな

っただとか、そういったことは特にありませんで、そういう意味では今回手続が不適切とい

うこともありまして、転用の手続をしっかりとるべきところを失念していたということで返

還をしていくということ、それから自主的にそういったことに取り組んだということもあり

まして、今のところは特段そういったことに関しての事業への影響は出ていないというふう

に考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  続いて、小川委員。 

〇（小川文子委員） 区画整理事業のところのやはぱーくのことですけれども、２つ教えてい

ただきたいのですが、１つは活動交流センターの管理費、委託料１億3,200万円の積算根拠を

教えていただきたいと思います。 

  もう１つは、そのちょっと前のほうのページで駅前地区の事業で光熱水費1,100万あります

けれども、これはやはぱーくのものかと思いますが、その確認でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤井区画整理係長。 

〇道路都市課区画整理係長（藤井 祐君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  活動交流センター維持管理運営委託料の中身でございますが、ＳＰＣの運営費が 2,462万

4,000円と指定管理料１億800万となっております。指定管理料の１億800万でございますが、

やはぱーくの維持管理費が2,264万2,200円、公園等の維持管理費が133万2,720円、そして地

域交流センターの運営費が2,864万4,840円、図書センターの運営費が2,261万6,280円、子育

て世代活動支援センターが3,204万3,600円、これに指定管理ということですので、免除分の

補填等を含めて１億800万ということで計上させていただいております。 

  そして、光熱水費でございますが、これにつきましてはやはぱーくの光熱水費となってい

るものでございます。 

  以上、お答えといたします。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  水本委員。 

〇（水本淳一委員） 先ほど出ました89ページですけれども、河川の中州除去ですけれども、

現場の状況を見て順次やっていくようですけれども、私の地域でも太田川とか、四分の一川

とか、宮手川とか結構堆積していて、人力では除去できない状態になっていますけれども、

宮手川に関しては前の豪雨で氾濫しまして、何軒か孤立したこともありましたけれども、そ

ういう関係で今後の計画というか、ある程度立っているのでしょうかということをちょっと

お伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木道路都市課長補佐。 

〇道路都市課長補佐（佐々木芳満君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  場所については、おおよそ我々のパトロールの中で把握している部分があります。その辺

をまず優先的に行っていきます。水本委員さんの地元のほうにも町管理河川あるいは１級河

川、あとは農業用排水路という形で、まだ町のほうに移管されていない紫波町境の河川とか

というようにありますので、それぞれの管理者のほうにもそういった部分があれば我々のほ

うでお願いして、浚渫のほうの声かけはしたいと思います。我々だけで把握できない部分も

ありますので、ぜひその辺の情報提供はお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。これで終わりますが、よろしいですね。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、質疑がないということでございますので、

これで産業建設分科会に所属しない委員による質疑を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上をもちまして本日の議事日程は全て終了いたし

ました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  なお、明日15日は教育民生分科会による全体質疑を行いますので、午後１時30分に本議場

にご参集されますようお願いをいたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 
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              午後 ４時３４分 散会 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 １時３０分 開議 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち、委員の皆さんにお諮りいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により傍聴の許可をしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 異議がないようでありますので、許可することとい

たします。 

  ただいまの出席委員は７名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  ただいまから本日の予算決算常任委員会教育民生分科会を開会をいたします。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 予算議案の全体質疑（教育民生分科会） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第１、予算議案の全体質疑を行います。 

  教育民生分科会に係る付託議案は、平成29年度一般会計、国民健康保険事業特別会計、介

護保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計に係る予算であります。なお、予算議案に

対する質疑は会計ごとに行います。 

  一般会計に係る予算については、住民課、福祉・子ども課、健康長寿課、学務課、社会教

育課及び学校給食共同処理場の所管に対する質疑であります。また、国民健康保険事業特別

会計に係る予算については、健康長寿課と住民課の所管に対する質疑であります。介護保険

事業特別会計に係る予算については、健康長寿課の所管に対する質疑であります。後期高齢

者医療特別会計に係る予算については、住民課の所管に対する質疑であります。 

  質疑の方法についてお諮りいたします。質疑は、提案された議案の順に従って行います。

初めに、一般会計の歳入全般について質疑を行い、次に歳出について款ごとに進めてまいり

たいと思います。各特別会計は、歳入歳出を一括して質疑を行います。また、教育民生分科

会に所属する委員の質疑が終わった後、所属外の委員による質疑を行いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、そのように進め

てまいります。 

  なお、質疑に当たりましては事項別明細書のページ数をお知らせ願います。また、質疑の

ルールでありますが、回数制限は設けない一問一答方式としますが、簡単な質疑の場合は何

点かまとめてもよいことといたします。 

  一般会計予算を議題とする前に、昨日産業建設分科会において藤原由巳委員及び齊藤正範

委員の質疑に対しまして答弁が保留になっておりましたが、発言の申し入れがありますので、

これを許します。 

  伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） それでは、私のほうから昨日の答弁保留になっておりました藤原由

巳委員のほうから農地中間管理機構を活用した集積状況についてどうなっているかというこ

とでございました。現在農地中間管理機構を活用した集積につきましては、29年の３月末、

28年度末になりますけれども、見込みで387.88ヘクタール、そして町内の農地に占める割合

でございますけれども、14.5％と見込んでおります。以上でございます。 

  それから、齊藤正範委員さんからのご質問でございましたが、多面的機能支払交付金、長

寿命化についての内容でございますけれども、現在長寿命化と、あるいは農地維持、あるい

は共同活動分は区別して経理をすることになってございます。それに伴って通帳もそれぞれ

区別していただいておるわけでございますけれども、29年度から変更手続を行うことによっ

て、その経理を一本化することができるように制度改正が予定されております。具体的な手

続方法や変更の際の附帯条件等々につきましては、詳細はまだ不明なところはございますけ

れども、経理を一本化することによって、例えば長寿命化の費用が不足等の場合には他の活

動部分の費用に活用できると、あるいは長寿命化の施行が行えるなど、現区分と関係なく交

付金の活用ができるという見込みになっております。このようなことで各地区の状況に合わ

せて交付金を活用できるようになるわけでございますけれども、変更を検討される場合には

地域としての活用の方向性をあらかじめ総会で話し合っていただくことが必要になってまい

ります。 

  なお、交付額につきましては自主施行をする場合は交付額の変更はないわけでございます

けれども、全て外注することになった場合は交付額が６分の５に減額されることになります。

自主施行というのは、全てみずからが工事施行しなければならないというものではなく、例

えば発注前の測量をみずから実施するとか、あるいは施行部分の最終的な整地をみずから行
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うなど、実施されていれば減額されることはないものとなっております。地域の実情を踏ま

えた具体的な方法につきましては、担当課のほうにご相談いただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  それでは、一般会計予算を議題といたします。 

  初めに、歳入について質疑を受けます。歳入は、11款分担金及び負担金、12款使用料及び

手数料、13款国庫支出金、14款県支出金、15款財産収入、17款繰入金、19款諸収入について

であります。質疑を受けます。質疑ございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 保育所運営費負担金のところですけれども、この決めた経緯というか、

教えていただきたいと思います。決めたというか、歳入ですので、平成27年、28年はどのよ

うになって、このくらいの金額を決めたのか教えてください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 立花子ども支援係長。 

〇福祉・子ども課子ども支援係長（立花真記君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  平成29年度保育所運営費負担金についてでございますが、平成28年度の実績に基づきまし

て試算をしまして、この金額といたしてございます。平成28年度につきましては１億4,104万

8,000円というふうな当初の見込みでございましたが、その後児童数の増加に伴いまして金額

が増大しまして、29年度につきましては28年度の実績に基づいた金額とさせていただいてご

ざいます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（川村よし子委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか、歳入。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ないようでありますので、次に歳出に入

ります。 

  ２款総務費の戸籍住民基本台帳事業に係る項目について質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ３款民生費、質疑ございませんか。 
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  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 事前質問でも出しておりました59ページの敬老会実行委員会運営費補助

金についてお伺いします。９月の決算時期、半年前にもお話ししました。今回の事前質問の

中には実行委員会運営費補助金として39万、旧村単位１地区、何がし３カ所、それから参加

予定者600人、１人500円、30万とか計上されています。 

  まずお聞きするのは、半年前にはこのことに参加する人員が減ってきているので、見直す

考え、それから田園ホールでやるためにホール内では飲酒できないという部分で、お年寄り

にもかかわらずフロアでお茶は出していますという部分でありましたが、そういったところ

が自治会等の、また老人クラブ等の意見を踏まえますと少し酷だし、それから帰るときに弁

当も出ないというようなお話もありました。半年前に質問したときは、見直して何らかの形

の方法をとりたいということだったので、まず１つはどういう形で見直し、どういう形でヒ

アリングした結果、今回のやり方に変えたのか。 

  それから、アトラクション等に係る経費はある程度最低部分かかると思いますが、今回３

地区に分けたときのアトラクションのやり方、それから１人500円というものの内容、この辺

まずお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） 敬老会についてのご質問にお答えをいたします。 

  敬老会の開催に向けては、先ほど赤丸委員さんのほうからございましたが、９月の敬老会

後にさまざまなご意見を頂戴いたしまして、検討会を組織をいたしました。そのメンバーは

老人クラブ、それから老人クラブは各地区の代表に入っていただきました。そして、行政区

長さん、公民館長さん、連合婦人会の方々、そういう方々で組織をいたしまして検討させて

いただきました。そして、事前といたしましては各行政区長さんを通しまして、今回の敬老

会のあり方についていかがだったでしょうかということでアンケート調査を行いました。そ

のアンケート調査に基づきまして、皆様方に協議をしていただきました。 

  それで、まずは皆様方は、参加していただいたアンケートもそうですが、ご意見としては

敬老会の田園ホールでのアトラクションもいいけれども、やはり交流の場を設けていただき

たいという意見が多数ございました。そこで、交流の場ということになると、田園ホールだ

とただアトラクションを見て終わりということになってしまうということ等も踏まえまして、

さまざまな意見を検討委員会の中で検討した結果、地域の中で小ぢんまりと言えば変なので

すが、大々的にやるのではなく、旧村単位で懇親を深めながらやるような形でというご希望



  

－ 149 － 

で意見のほうが集約されました。 

  そんな中で、ではどのような形で懇親を深めるためにはどうしたらいいかということで、

私どももいろいろ考えまして、前回は昼食等も全くなしというようなセッティングをしまし

たが、交流の場を設けたいということでしたので、その意向に沿うように、お一人500円の形、

それからアトラクション等を踏まえて地区の中で運営していただければということで、地区

に３万円というような形で予算を計上しました。 

  これから各それぞれ実行委員会をつくっていただいた中で進めていくわけですが、その際

にこれまでどおり健康長寿課でも進めてまいりましたので、さまざま名簿の作成、それから

対象者へのご案内については今までどおり検討長寿課のほうで進めさせていただきます。そ

して、あとは各地区の実行委員会を組織していただきまして、その中で運営をしていただく

ようにお願いしたいという意向で今のところ考えてございます。 

  以上、お答えをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 検討委員会の状況でそのようにしたということであれば、わかりました。 

  あと、今回交流の場ということなので、500円で交流の場、まずできるのですかという部分

が１点と、それから一番問題になるのは、町で一本化でやっていたときも問題になるのは準

備と、特に後片づけ、これが大変だったというお話で、改修するのであわせてそういう場を

なくしたとは聞いておりますが、そこの部分を３地区に分ければ３地区でやるのですが、先

ほど自治会長、行政区長、公民館長と話ありましたが、私も地元ではつき合いで老人クラブ

の一員なので、あと公民館長もやっている立場から、そういうお話全然ない状況なのです。

まず、アトラクションの話はわかりましたが、準備と、それから後片づけ、それから例えば

３地区の会場というと、煙山地区の場合はここ役場近辺しかないと思われますし、そういう

ところの準備が検討会の中ではどうなされたのか、その辺も詳しくお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） これからの進め方についてでございますが、まず私もこの

予算の決定を受けまして、これから各地区の代表者の方に集まっていただきまして、新たに

きちっとした実行委員会を立ち上げた中で、さまざまご相談を重ねながら敬老会の準備を進

めていきたいと考えてございます。意見の中では案として皆様から出たのは、不動地区は農

村環境改善センター、それからもちろん煙山地区に関しては公民館という形、それから徳田
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については構造改善センターというような、冷房完備のところというところも踏まえながら

検討を重ねてはどうかということに意見としてはまとまりましたので、そちらの方向でこれ

から４月以降、９月に向けて、どの程度500円でできるかということもございますが、プラス

３万円のアトラクションの中で、高齢者の方は自分たちでアトラクションを計画したいとい

う意見もございました。ですので、アトラクションの中身もぜひ皆さんで一緒に、何が一番

自分たちにとって楽しい敬老会になるのかということを話し合いを進めていきながら開催し

ていきたいと考えてございますので、ご理解のほうを賜りたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（赤丸秀雄委員） はい、ご期待申し上げます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  水本委員。 

〇（水本淳一委員） 同じく59ページですけれども、シルバー人材センターの運営費補助金と

ありますけれども、この登録者数は男女それぞれどれくらいいて、そしてどれくらいの人が

採用されるというか働いて、活動状況、どういうところでやっているかとか、あるいは１人

どれくらい、多い人でどれくらい働いているかとか、そういうところを教えていただきたい

と思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） シルバー人材センターのただいまの会員は、全部で215名お

ります。その中で男女の比率に関しては、ちょっとこちらのほうでは数字は持ち合わせてご

ざいません。それから、１人当たりの収入といいますか、そこにつきましても大変申しわけ

ございません、今のところちょっとこちらのほうで数字は持ち合わせておりません。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） シルバー人材センターが請け負っている仕事という

のは、ちょっとわからないかな。 

  佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） １つはさわやかハウス等の清掃業務等を行っている部分も

ございますし、それから草刈りとか、それとあとは剪定とか、そういった作業的な部分とい

うように聞いております。それから、煙山保育園のほうでシルバーの方々と交流できるとい

うことで、保育士というか、保育の補助に当たっているというような業務と伺ってございま

す。 
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  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） あとは、登録人員はわかりましたが、男女の比率は

ちょっとわからないようですが、後刻でいいですか、これ出してもらう。 

  それから、仕事の内容とどの程度それに携わっているかというのも、もしわかるとすれば

そこも出してもらえばいいですね。これは、では後刻ということで。そのぐらいでいいです

か。 

〇（水本淳一委員） そして、保育シルバーのほうには何人ぐらいの方が行っているのか、そ

れも後でもよろしいですけれども、お願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 稲垣保育園長、煙山保育園の園長さんは…… 

〇煙山保育園長（稲垣明美君） 今５人来ていただいております。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 全員女性ですよね。 

〇煙山保育園長（稲垣明美君） はい、そうです。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） では、ここはいいですね。あとはいいですか、それ

で。まだありますか。 

〇（赤丸秀雄委員） 別なほうです。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） では、関連ありますので、ちょっと。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 私も、誰も質問しなかったら後でしようと思っていました。それに調べ

ていただきたいのは、今65歳定年が大体の会社でありまして、65歳過ぎれば働きたくても働

けない部分と、それからやっぱり通勤が大変だとか、８時間勤務でも通勤時間加えれば結構

あるとか、そういう部分でどうしても65過ぎて働きたいのだけれども、フルタイムではなく

という部分もあって、結構シルバー人材センターを活用したいという方はおります。ただ、

実態をお聞きしますと、大体の方は１カ月６万とか七、八万ぐらい働きたいのだけれども、

実際には月に二、三回しか声かからないとか、それも継続的な声がかりではなく、極端な話、

夏場の草刈りばかりに集中してしまうとか、そんなお話をよく聞きます。 

  私水本委員に追加してお聞きしたいのは、ここの運営費というのは、こちらの組織の運営

する人件費がほとんどではないかと思うのですが、それであればぜひ仕事をとりに行ってほ

しいと、営業活動してほしいというのが目標であります。目標というか、運営に携わってい

ただきたいと。先ほど言ったように、どうしてもハローワークではないのですが、やっぱり

月に10日とか十二、三日働きたいというのが何か大方の意見のようでありますから、その辺
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も踏まえた仕事のやり方を周りの私よりちょっと年いった方に言われますので、その辺もお

調べして、回答のほうをよろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） 現在のこの状況等のデータにつきましては私も承知しておらないと

ころでございますが、シルバー人材センターそのものの設立趣旨でありますとか、その辺の

ところについて、今そういう立場からちょっとお話し申し上げたいと思いますが、実はシル

バー人材センター、矢巾町でも会員が最も登録されていたときはたしか340人前後だったと思

いますけれども、そのぐらいあったのですが、その後どんどん減っていると。これ60歳以上

の方が登録できることになっておるわけでございますけれども、やはり65歳までの定年延長

がまず法制化されたというようなことがございますし、それからもう一方、65歳ぐらいまで

働きますと、どうしても働かなければならないという人も、これまで65歳までフルタイムで

働いてきた方はなかなかシルバー人材センターの収入まではいかないという状況で、どんど

ん会員が減っているというのは、これは全国的な傾向でございます。 

  それからもう一つ、そもそもシルバー人材センターの雇用ではないわけなのです。雇用制

度というのは派遣事業もやっておりますので、確かに派遣で一旦登録して、相手の雇用先と

申しますか、仕事先で指揮命令を受けてやる制度もございますけれども、そうしますと仕事

が来ないというか、営業してもなかなか仕事をとれないというような状況でございます。と

いうことは、全て草刈りとか草取りとかというのは請負になっております。ですから、矢巾

町のさわやかハウスの清掃業務なんかも請負でございまして、相手の指揮命令にない業務と

いうことになりますので、そういうような単発的な仕事がどうしても多いということになる

と、月５万円とか８万円とかというように安定的に就業するという場所ではないということ

が１つ言えます。 

  したがって、先ほど申し上げたような、どうしても草刈りだとか草取りだとか、あるいは

引っ越しの手伝いとか、そういう業務が多くなってくるというような状況でございまして、

長期的にたくさんと申しますか、安定的な収入を得るにはやはりハローワークのほうを活用

していただくというような状況にございますので、現在たしか聞くところによりますと、年

間でも６億ちょっとぐらいの委託額だと聞いておりましたので、恐らくそこから事務費13％

の中でと、こういった国県の補助金でシルバー人材センターが運営されておるはずでござい

ますので、なかなか安定的に…… 

  それからもう一つ、雇用期間、雇用時間も１週間に20時間以内というように決められてお



  

－ 153 － 

ります。ですから、ここら辺も足かせになって、シルバー人材センターに登録してもなかな

か思うような仕事が回ってこないというような環境にあるということだけはご理解いただき

たいなと。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 赤丸委員、現状についてお話ありましたが、よろし

いですか。 

  そのほか、水本委員。 

〇（水本淳一委員） 57ページになりますけれども、介護給付費・訓練等給付費で、事前質問

の61番で出ていますけれども、28年度の受給者、介護、それから訓練と合わせて304名います

けれども、29年度については何か見込みとか、この人たちも29年度新しく出た場合は受給す

るのか、そこをちょっとお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 袖野福祉・子ども課長補佐。 

〇福祉・子ども課長補佐（袖野 巌君） ただいまのご質問にお答えしますが、昨年に三百何

件と出ましたけれども、こちらのほうに関しましては余り大きく変化はないということで、

活用した回数とか人とかというのは、障がい者はある程度人数決まっていますので、さほど

人数的なところは関係ございませんが、29年度の積算についてざっと説明するのであれば、

何に何人ぐらいの積算でというのはご説明しますが、主に多いのはデイサービス系、生活介

護とかであったりとか、あとはホームヘルプに通じる居宅介護がメーンですし、あと訓練に

関して言いますと就労Ａ型とかＢ型といって、どこ違うのというお話もされるかと思うので

すけれども、Ａの方であれば幾らか軽くて、最低賃金いただけるような方、また就労支援Ｂ

であれば重度の方で、ちょっとした手作業程度で作業訓練できるような方々という方々が入

っている場合、ことしの積算だとＡ型が21人だったり、Ｂ型が83人で積算しておりまして、

そのようなところから今回の金額の４億3,970万2,000円ほどの積算となっております。 

  昨年よりも大分多いのではないかなというところ、昨年の予算書とあわせると1.13％ほど

大きくなっているのですけれども、ことし28年度は12月で補正組みまして、４億 4,379万

7,000円ほどの今予算になっております。その辺も加味しながら、平成29年度の４億3,970万

2,000円の予算を組んでおります。障がい者の方々のより日常生活にいろいろニーズにそぐう

ようなサービスを今後も提供してまいりたいと思っていると、年々扶助費が上がっていくと

いうところがございますけれども、今後の障がい者のためのご理解のほど、よろしくお願い

したいと思います。 
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  以上、お答えとします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（水本淳一委員） はい、わかりました。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 介護予防のところをお聞きします。ページ数で59ページ、介護予防事

業全体なのですけれども、そこの予算をつくるときに、ずっと書いてあるのですけれども、

今現在高齢化率が23％ということであれですけれども、今後も高くなるわけですけれども、

今健康な人でも１年後、２年後に介護が必要になるかもしれませんので、その予防が大切だ

と思うのですけれども、買い物に行ったら運転できないのでタクシーで行って、ショッピン

グセンターアルコに行って、そしてそこから自分でなかなか歩けない、そのときに商店の方

が何か援助するとか、そういうことも必要だと思うのですけれども、そういうふうな介護予

防事業というか、そういうのは多分ないと思うのですけれども、そういうのはどのように考

えてこの予算が立てられているのでしょうか、お伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村健康長寿課長補佐。 

〇健康長寿課長補佐（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えしたいと思いますけれども、

今ご指摘があったのは大きく言えば介護予防事業かもしれませんけれども、私たちのほうで

は高齢者の生活支援事業というふうに位置づけているわけですけれども、その中で社会福祉

協議会がボランティアで組織しているのですけれども、日常生活たすけあい隊というふうな

ものが設置されていまして、買い物が困難な高齢者はそちらのほうをご利用していただくと

いうふうなことにしておりますし、今後29年４月からはやはば生活支援ネットワーク事業と

いうのがスタートするわけでして、その事業は町内の８社会福祉法人等で組織されまして、

基本的に無料で生活支援のサービスを行っていくというふうな方向になっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 関連、川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 社会福祉協議会で行われている日常生活たすけあい隊というのは、地

域とかは関係なくて、どなたでも申し込めば１週間に１回は買い物できるというということ

ですか。日常生活たすけあい隊の状況を教えてください。 

  それから、先ほどの社会福祉法人がやるという、今度平成29年度の事業なのですけれども、

それは介護登録、認定されていない人たちでもできるということですかということをちょっ
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とお聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村健康長寿課長補佐。 

〇健康長寿課長補佐（田村昭弘君） ただいまのご質問ですけれども、日常生活たすけあい隊

というものは社協が事務局をして、主に老人クラブの若い人たちがボランティアに携わって

おります。 

  それで、２番目の質問ですけれども、介護認定が必要がどうかというお話だったのですけ

れども、介護認定されている、されていないにかかわらず、生活に困っている方を支援して

いくということであります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 先ほどの社会福祉協議会が行う日常生活たすけあい隊の老人クラブの

ボランティアということなのですけれども、それは登録されて、社会福祉協議会が例えば大

白沢のほうで車がないので、買い物に１週間に行くとか、そういうふうな形にできるのでし

ょうか。どういうふうになっているのか、ちょっと具体的にお願いしたいと思うのです。 

  それから、社会福祉法人が行う無料のサービスというのは平成29年度からやるということ

なのですけれども、それは要支援１、２らしい人たちにサービスをするのですかということ

で、社会福祉法人に直接電話をかけて、無料のサービスを受けることができるようにこれか

らやっていくのですか。ちょっとそういうところをお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日常生活たすけあい隊の利用できる範囲というか、

現状はどうなっているのか。それともう一つ、今話あったようにネットワーク事業の関係で

は、ここは要支援者だけが対象なのか、その辺答弁してもらえばいいです。 

  佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  老人クラブで行っているたすけあい隊というのは、各老人クラブの中でお互いに助け合い

ましょうということで、老人クラブの会員の中でのたすけあい隊ということで進めている事

業ですので、老人クラブの会員の中でお互いに連携とってやっているところで、それを今一

部のところしかやってございませんので、今後そういうのは老人クラブの活動補助金も出し

ておりますので、そういった中で少しずつ構築されていくというものでございます。 

  それから、もう一点の今後８法人で行っていくサービスにつきましては、これは高齢者だ

けではございません。生活困窮者の部分の日常の生活支援の部分もございますし、それから
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障がい者の移動できない方への支援もございます。ですので、矢巾町で移動に困難な方たち

のために、それぞれ例えば各法人で持っている送迎の車がございますよね。デイサービスと

かという送迎の車があるわけなのですが、その送迎というのは朝晩送迎すると日中あいてい

るということで、その法人のほうではあいている時間を活用して、そういう不便に感じてい

る方たちの支援をしていきたいという要望からスタートしてございます。８法人で進めてい

くわけなのですが、事務局は町内にあります８法人をまとめて、矢巾町の社会福祉協議会が

そこの取りまとめを行っていく予定ということで、事務局になることで進めてございますの

で、４月以降になりましたらその制度についても周知しながら進めてまいりたいと思います

ので、ご理解を賜りたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） わかりましたね。 

  そのほかございますか。 

  水本委員。 

〇（水本淳一委員） 61ページですけれども、国民保養センター費で新しく用途設備点検業務、

それから貯湯槽業務委託料等が出てきて、そのほかにカメムシ防除委託料も出てきておりま

すけれども、この内容についてちょっとお伺いしたいと思います。カメムシ防除というのは

前にもなされていたと、急に出てきたわけではないと思いますけれども、前はどのようにし

ていたのかとかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村健康長寿課長補佐。 

〇健康長寿課長補佐（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、用途設備の点検業務委託料154万5,000円ですけれども、これは場所はペタンク場の

西にある、いわゆる新源泉というものがあるわけですけれども、そこのポンプを３年に１回

は点検するのが望ましいということで、その年度が平成29年度に当たっているということで、

これは計上しております。 

  あわせて、その設備に30トンタンクがついているわけですけれども、その30トンタンクを

点検とあわせて掃除すれば効率的なわけでして、そのための予算が清掃業務委託料53万円に

なります。こちらのほうは10年ぶりに掃除を行います。 

  次に、カメムシ防除委託料46万5,000円ですけれども、あそこは場所的に山際にあって、毎

年カメムシに悩まされ続けてきたわけなのですけれども、ずっとカメムシ防除は予算に計上

して、春と秋の２回行っております。春は14万5,000円ほど、秋は31万8,000円ほどになりま
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す。春は建物の中だけ防除します。秋は中と、あとは外のほうを防除します。その予算とし

て46万5,000円を計上しているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（水本淳一委員） いいです。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  米倉委員。 

〇（米倉清志委員） 同じく保養センターのことでお聞きしたいと思います。保養センターの

職員さんも非常に頑張っておりまして、土日の宿泊客はもう満杯だということで、私も何カ

月か前に友達を泊めようと思ったのですが、もう満杯だというふうなことがあったので、こ

れは喜ばしいなと、こう思ったのですが、そこで毎月の土日、満杯なのでしょうかね、いつ

も。それから、１日の宿泊客は何人ぐらいいるのでしょうかと。さらに、ＰＲ方法、宿泊と

か料理のほうは、温泉に行けばいろいろ料理とかなんか出ています。1,000円のカレーですか、

あれも開発したと、こういう情報も聞きました。医大も開院しますとこれから宿泊客もふえ

るのではないかなと、こう予想しますけれども、対策をちょっとお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村健康長寿課長補佐。 

〇健康長寿課長補佐（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  土日の宿泊ですけれども、やっぱり土日休みの方がいるわけですので、土日に宿泊が集中

しておるという状況になっております。宿泊者数なのですけれども、平成26年はちょっと参

考にならないですね、8.9があったので。27年度で月平均177人が宿泊しております。28年度

は今のところ２月末で193人平均で泊まっております。28年度の宿泊がなぜ多いかといいます

と、国体の影響がありましたし、あとは年末年始も宿泊はとらなかったわけですけれども、

そういったＰＲ効果もあって増加したものと考えております。あと、医大誘致による効果と

かということは、ちょっと今のところ承知しておらない状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 米倉委員。 

〇（米倉清志委員） 土日満杯かということを聞いたのですけれども、どうなのですか。いつ

も満杯なのでしょうかね、土日、旗日ですね。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村健康長寿課長補佐。 

〇健康長寿課長補佐（田村昭弘君） 済みません、承知しておりませんので、後刻お答えした
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いと思います。よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、これは後刻ということで。 

  そのほかございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 済みません、ページ数で62ページ、子育て支援拠点事業、センター型

事業のところで、どこに入るかあれなのですけれども、子育て支援事業の中で町内に虐待と

か、そういうのは何件ぐらいあって、どのような相談が寄せられているのか、そこら辺をお

聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 岩清水子育て支援センター所長。 

〇子育て支援センター所長（岩清水 薫君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  27年度の受理件数、相談件数は27件全部でございました。そのうち虐待は９件になってお

ります。今年度につきましては24件の全体の相談で、虐待が５件です。虐待相談のうち、５

件のうちの３件については身体的な虐待、それから残りの２件は心理的虐待です。身体的虐

待のほうはちょっと行き過ぎたしつけということで、父親とか母親のほうでちょっと手が出

てしまったということがございます。それから、２件の心理的虐待についてはＤＶの目撃と

いうことで受理をしております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 子どもの虐待で、現在子どもと親を離している事例とかはあるのでし

ょうか。以前はあったように聞いていたのですけれども、現在はどのようになっているのか

お伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 岩清水子育て支援センター所長。 

〇子育て支援センター所長（岩清水 薫君） 今年度につきましては、児童相談所のほうに一

時保護を要請したケースが２件ございます。うち１件は養父からの暴力ということで、１カ

月近くのところを保護していただきました。あとの１件は２泊ぐらいのところで、ご本人が

ちょっと家に帰りたくないという訴えがありましたので、一時保護のほうを要請して、その

ように家庭から短期間離したという例が２件ございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 
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〇（川村よし子委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 69ページ、不妊治療について、今回から男性にも適用ということで、悩

んでいる方に…… 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 発言中ですが、それは４款の衛生費ですので、今３

款民生費。 

〇（赤丸秀雄委員） ああ、ごめんなさい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 民生費はありますか、質疑。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、４款に移ります。 

  どうぞ、赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 済みません。69ページ、男性不妊治療、29年度から適用ということで、

悩んでいる方については大変いいことだと思います。お聞きしたいのは、女性には年齢的な

制限があったのですけれども、男性にはあるのでしょうかという単純な質問、まず１点お願

いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼健康づくり係長。 

〇健康長寿課健康づくり係長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  男性の不妊治療につきましては、特定不妊治療の一環の中での治療に対して補助をするも

ので、質問のほうにもお答えしておりますが、今のところ県の補助事業に合わせてですので、

年齢制限はございません、男性は。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

  米倉委員。 

〇（米倉清志委員） 68ページの各種がん検診のことでお聞きしたいと思うのですが、乳がん

検診ということで２年に１度ということでございますね、検診受ける周期というのは。それ

で、２年のうちに受け損なった人がいると、こういう方は４年後まで受けれないのかと心配

しておったのです。それで、申請すれば３年目のときに受けることもできるということです

が、方法とかそういうものをどう周知していくのか、皆さんが納得できるように、広報とか
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そういうのに出せばいいということでしょうけれども、翌年も申請すれば受けられますよと

いうことをどういうふうに徹底していくか、これちょっとお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼健康づくり係長。 

〇健康長寿課健康づくり係長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  今乳がん検診は、国のがん検診の指針に基づいて２年の１度の検診となっておりますが、

今行っている検診の周知の方法としては、２年に１回の該当年度の方々には皆様に個別通知

をしております。該当にならない年度の方々には広報を通じて、それからホームページを通

じて等ご案内をしておりますが、おっしゃるとおり、ご相談いただいたとおり知らなかった

という方がいらっしゃらないような形の、何か改めてそこの周知については今後も検討して

行っていきたいなと思っております。 

  がん検診のＰＲに関しましては今岩手県対がん協会に委託しておりますが、岩手県対がん

協会のほうから無料のポスター掲示を今年度も行っておりまして、各いろんな商業施設とか

薬局さんとか、私どもの職員のほうが回りまして健康カレンダーとあわせてがん検診のポス

ター周知も行ったところですが、さらにいろいろ方法を検討して取り組んでまいりたいと思

っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  米倉委員。 

〇（米倉清志委員） そうしますと、２年で受けれなかった人が３年目に受けたいという人は、

対がん協会とか役場でもいいのか、また今薬局とかいう話もありましたけれども、そこに申

込書を置いているわけですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼健康づくり係長。 

〇健康長寿課健康づくり係長（浅沼圭美君） 申込書というよりは、私どもに対象者の方から

お電話なり何かしらの連絡をいただいて、その方の受診履歴を念のため確認させていただき

ながら的確にご案内しているところです。 

  乳がん検診に関しましては来年度から、子宮がん検診もそうですが、対がん協会は集団検

診として６月に行っておりますが、追加検診として12月に行っております。さらに、個別検

診として岩手県予防医学協会にご自身の希望の日程を予約するような形で、秋ごろに行って

おります。さらに、29年度からは矢巾産婦人科さんでの個別検診の体制もということで、今

さまざま検討しておるところですので、その取り組みを新たにということで今体制を整えて
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いるところです。 

  以上、お答えといたします。申し込みは町のほうにお電話いただく、連絡いただくという

ことになります。 

〇（米倉清志委員） はい、わかりました。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（米倉清志委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  齊藤委員。 

〇（齊藤正範委員） 事前質問でしておりましたけれども、各種予防接種の件ですけれども、

子宮頸がんの予防ワクチンも予定されておりますけれども、ちょっといろいろ問題があって

少なくなっているのか、ないのかわかりませんですけれども、その状況と、被害の申し出が

ある件があるかどうかお知らせ願いたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼健康づくり係長。 

〇健康長寿課健康づくり係長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  子宮頸がんワクチンは、ご存じのとおり副作用等の関係で積極的な勧奨を行っていないと

ころでございます。今年度に関しましては、子宮頸がんワクチンを受けた接種者はゼロでご

ざいます。それから、副作用に関しては、町のほうの対象者の方はございません。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（齊藤正範委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 73ページの斎場費について伺います。先日説明受けたとき、斎場の改装

工事やるという話がありました。そのとき料金改定もということだったので、それはよろし

いのですが、運営の話で今の利用時間が10時、11時半、２時とたしかなっているはずなので

すが、そこのところを10時、12時、２時という形の、間２時間とっていただけば、私もここ

ちょっと身内の件で２回お世話になったのですが、よその方とぶつからない部分もあります

ので、その辺の検討をやっていただきたいと前ほかの議員からお話ありましたが、検討され

たかどうか。もし職員の方がどうしても12時に休みたいとあれば、例えば９時半、11時半、

２時でも構いませんが、その辺使うほうの利便性を考慮して、１週間、７日、12時に入るわ

けではないのでしょうから、ぜひその検討をやっていただいた形の中で料金改定をやってい
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ただきたいという部分であります。 

  それから、待合室の部分はいいのですが、その陰のほうの身内、親族の方の所要時間１時

間10分、15分かかるわけですが、その間に休憩する場所が今は畳の部屋であります。ぜひあ

そこにパイプ椅子でも構いませんので、椅子席とテーブルでぜひ休憩できるような形に要望

するもので、実際の予算にかかわる部分でなくて恐縮ですが、ぜひ検討をお願いしたい。そ

の部分の所見を伺いたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 予算にかかわる部分とはちょっとあれですが、工事

費の関係もありますので。それから、以前に料金改定の関係で検討するということも出てい

ましたので、そこでお答えをいただきますが、浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、ただいまの赤丸委員さんのご質問にお答えいたします。 

  以前全員協議会のところで今の料金改定等を今後行いたいということでご説明いたしまし

たけれども、そのときに出ました時間の配分でございますが、これについてはただいま検討

をしております。９時半、11時半、２時がいいのか、９時半、11時、２時がいいのか、そう

いったところも含めて実際に業務を行っておりますシンセラさんのほうとも協議していると

ころでございます。 

  それにあわせて、待合室の件につきましても、やはり時間を変えるというのは待合室の状

況、炊事場の状況、そういったことも含めてのご提案でございましたので、実は早速改装の

部分、業者に見積もり、仮見積もりですけれども、発注しておりまして、そういった結果も

出ております。ただ、当然29年度の予算には間に合わないわけですけれども、ちょっとどう

いった方向がいいのか、なかなか床を畳からフロアといったことになりますと、床だけは可

能なのかもしれませんが、どうしてもつくりが和室というような、床の間とかそういったも

のもございますので、どういった形がいいのかもう少し検討させていただきたいと思います

し、それにあわせて料金改定のほうも行っていきたいというふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。そのほか衛生費ございますか。 

  川村農夫委員。 

〇（川村農夫委員） 保健衛生広くといいますか、ナトカリ食品というのを特産品としての開

発に取り組んでいる矢巾町ということでありますけれども、高血圧とかの方は塩分控え目、

そしてカリウムをとったほうがいいという話で進められておりますが、カリウムをとり過ぎ

ると腎臓の悪い方は心臓にいってしまうということで、今の特産品開発の中でのナトリウム、
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カリウムの量の適正な値というのをチェックされているのか。されているのであれば、つい

でにどういう状態が好ましいかまでお知らせいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） ただいまの川村委員のご質問にお答えをいたします。 

  ナトリウムとカリウムにつきましては、今ナトリウムが75％、そしてカリウムが25％とい

うことで、商品開発する上ではこの数値が的確にきちんと出ているかというところで進めて

いるところでございます。先ほどおっしゃったように、腎臓病の方につきましても医師の診

断のもとでというようなことで表示をしながら進めているところでございますので、商品に

当たってはその辺は十分に検査を行いながら進めているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  ４款の途中でございますが、あと何人おられますか。１人だけですか。 

  休憩をとりたいと思いますので、それでは川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） では、一緒に同じ環境のことなので、３点質問します。 

  ページ数で71ページ、県央ブロックごみ処理広域化推進協議会負担金、これのことなので

すけれども、昨年より100万ぐらい多くなっているようなのですけれども、どのような内容に

なるのか教えてください。 

  それから、その３段下の集団資源回収事業補助金、これはどのくらいの団体にどのくらい

の量を資源回収しているのかお知らせください。 

  それから、ページ数で72ページになります。ごみ処理場運営費事業、ここの中の環境施設

組合負担金のところあるのですけれども、４億4,536万あるのですけれども、青空教室とかど

のくらい年間やっているのか、そしてこの青空教室、やっぱり多くしたほうがいいと思うの

ですけれども、行政区ばかりではなくて事業所等、どのようになっているのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木環境係長。 

〇住民課環境係長（佐々木美香君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  ごみ処理広域化の協議会負担金の増について、ふえている件についてですが、専任の協議

会の職員という、盛岡の職員なのですけれども、そちらを４名から５名にふやすということ

で人件費の増もあります。あと、事業の中の委託料ですが、ごみ処理計画及び地域計画策定

業務、もしくはシステム構築業務と例規整備支援業務等の委託業務の金額が増額となってお

りまして、その影響でございます。 
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  あと、資源回収についてですけれども、毎年各自治会の方にご協力等いただいておるとこ

ろですが、27年度ですと団体としては63団体、全自治会といいますか、全団体様というので

すか、子供会だったり老人クラブさんだったり自治会だったり、それぞれあるのですけれど

も、どこの行政区においても実施はされております。金額については200万ぐらいなのですけ

れども、回数はそれぞれ地区によって違いますが、600キロ前後の回収量はいただいておりま

す。 

  あと、青空教室の実施状況なのですけれども、28年度については31地区といいますか、行

政区を回らせていただきまして、600名以上の参加をいただいております。来年度以降も各地

区、できれば多く回りたいのですけれども、環境施設組合のご協力もいただきながら進めて

まいりたいと思っているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 済みません、ページ数で72ページの環境施設組合の青空教室は自治会

だけのように今お話聞いたのですけれども、矢巾町は事業所のごみが多いのですけれども、

事業所の出前というか、青空教室はどのようになっているのかお知らせください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木環境係長。 

〇住民課環境係長（佐々木美香君） お答えいたします。 

  先ほどの質問の回答に１件漏れておりまして、申しわけございませんでした。自治会のほ

うの青空教室、分別説明会はそのとおり先ほどお答えしたとおりですが、事業所については

事業所めぐりというような形までは行えておりませんで、各工業団地の総会のときに分別や

減量等の依頼といいますか、啓発を行っております。あと、矢巾町の企業連絡会、二百十数

社ほどあるかと思うのですけれども、そちらのほうに現在のごみの排出量がこのようにひど

い状況なので、やはり減量等にもご協力いただきたいということで通知等は行っております。

ただ、直接会ってお話しするというような形はとれていない状態ですし、そういう機会もで

きれば設けていきたいかと考えております。ちょっと難しいかもしれませんが、検討事項と

させていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（川村よし子委員） はい。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、これで４款の衛生費の質疑を終わります

が、ここで休憩をとりたいと思います。14時50分再開ということでお願いします。 

              午後 ２時４０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時５０分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 再開いたします。 

  次に、９款消防費の福祉避難所運営事業委託料について質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 次に、10款教育費、質疑ございませんか。 

  はいどうぞ、水本委員。 

〇（水本淳一委員） 10款の教育費、社会教育振興事業のほうですけれども、一般職員が前ま

で10人いたわけですけれども、今度８人になるといいますけれども、この２人減というのは

結構負担が多くなるのではないかと思いますけれども、減少した理由とかお願いしたいと思

います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  こちらの予算書に載っております人数といいますのは、私のほうで職員係のほうに確認し

た、あくまでも私のほうで確認した内容でございますが、28年度実績で記載をしておるとい

うことでございます。ということは国体推進室の分が減ったということで、当然これは29年

度のは人事配置に合わせて後で補正予算を講じることになるだろうというふうに認識をして

ございます。ということで、今現在私のほうで29年度私どもの体制がどうなるかというのは

もちろんわかりませんが、そういった実態に合わせてこちらの予算書のほうも直っていくと

いうふうに捉えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 小学校の管理費ということで100ページ、ここに工事請負費2,600万何が

し載っています。この内訳は、トイレの洋式化ということは詳細説明で聞いた記憶があるの

ですが、トイレの洋式化について確認させていただきます。一般質問の中には４つの小学校
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の低学年の利用するトイレのほうは洋式化に取り組むような回答でありまして、29年度にや

ると。詳細説明か何かでお聞きしたときは、とりあえず不動小学校のトイレ洋式化に取り組

むことにしておるが、あそこは配管等の部分も全部変えなければならなくて、経費が随分か

かるので、29年度は不動小学校のみというような意向も聞きました。それで、先日の一般質

問の中に、町長の答弁に１階部分の小学校の低学年部分ではなく、２階もやれる分はやれや

というような、その場の答弁とは思われないお話がありましたので、再度確認しますが、29年

度の小学校４校がどこまでやるのか、それとも当初どおりの不動小学校のみなのか、それと

も町長の言った言葉を受けて、その後何とか財政を捻出して、やれる分もやろうとしている

のか、その辺の所見伺います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松学務課長。 

〇学務課長（村松康志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  小学校の洋式トイレ化につきましてですが、当初不動小学校というお話もあったのですが、

その後財政とも協議をいたしまして、まずは小学校の低学年ということで、とりあえず予算

審議をしているところでございますが、実は流動的でございまして、国の交付金、これが得

られるのであれば、この前町長がおっしゃったというように一気にやってしまいたいという

ような思いもありますので、まず現時点ではそういうことで載せているところでございます。

ちょっと国の状況を今後見守ってまいりたいと思います。 

  以上、お答えとします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） その件で１点だけ確認させてください。洋式化にしたときの便座は保温

タイプで、ウォシュレットタイプであるのかどうか。当然だと思いますが、その辺について

お願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村学校教育係長。 

〇学務課学校教育係長（川村 学君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現在計画している便器のタイプですが、温便座でございます。ウォシュレットも一時計画

しましたが、お子さんによっては取り扱いがわからないという学校からの指摘もありました

し、あとは維持管理の観点で故障が多いのではないかということで、現在の計画上は温便座

のみということで計画しております。 

  以上、お答えといたします。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 今お話しされた件は重々承知ですが、ある小学校、教育振興関係の打ち

合わせの場では、できればウォシュレットもという話もありましたが、今入っている部分は

ウォシュレットにはなっていないのですか。もしなっていないのであれば、全部全部とは言

いませんが、そういうところもぜひ。例えば３基変えるのであれば１基はそういうふうにし

てほしいとか、よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村学校教育係長。 

〇学務課学校教育係長（川村 学君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現在の見積もりはあくまでも参考見積もりという部分でお出ししておりますので、あとは

入札執行においては４基あるうちの１基をウォシュレットタイプに変更できるとは思います

ので、その辺につきましては前向きに検討させていただきます。ありがとうございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（赤丸秀雄委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか教育費、質疑。 

  川村農夫委員。 

〇（川村農夫委員） 97ページの事務局費の中に、学校教育指導事業としていじめ問題対策委

員会委員報酬というふうにございます。現在審議中の防止対策条例、これの趣旨に沿った予

算は、現在のこの予算書の中のどういうところに含まれているのか。あるいは条例が通った

後というのであれば、条例が通った後にどの程度の規模の予算が必要となるのかお尋ねいた

します。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村学務課長補佐。 

〇学務課長補佐（田村英典君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  条例の中で差し当たり予算が必要というふうに考えられる部分については、いじめ問題対

策委員会の委員報酬、非常勤特別職の６名の分掛ける年間３回と、以前の委員会でもご説明

したかと思いますが、３回分の委員報酬、１回１日当たり１万5,200円ということで予算をお

願いしているのがこの97ページの矢巾町いじめ問題対策委員会委員報酬27万4,000円。それか

ら、この委員の皆様の旅費と、それから委員会の調査補助員１名分の謝礼と特別旅費という

ところで、今回は計上をお願いさせていただいているという状況でございます。 

  特にいじめ防止対策条例の中では、それ以外に予算が必要となると考えられるものについ
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ては、いじめ調査委員会を町長部局に置いて、特別な事情で町長が認めた場合に調査を行う

場合の非常勤特別職の報酬は必要ですが、それは町長が必要と認めたときに改めて補正等で

ご審議いただくというスタイルでお願いしていますので、今回の当初予算には計上しており

ません。 

  それから、いじめ問題対策連絡協議会の中で岩手県でお願いしているスクールカウンセラ

ー１名の方で、さまざまな専門的な意見とかご指導をいただく方については、予算の中で謝

礼という形で１回5,120円、１時間当たりということで計上をお願いしているという状況でご

ざいますので、それ以外にいじめ防止対策条例の中で新たな予算を要するものというのは事

務的経費というふうに考えてございますので、今回の中では計上はしておりません。 

  なお、万が一ですが、決して起きてはならないのですが、仮にいじめ防止対策推進法の24条

の１項１号の重大事態、あるいは２号のいじめを原因とする不登校ですか、そういった場合

で重大事態が起きた場合については、改めて予算をお願いする形にもなるかと思いますが、

そういったことは決して起きないと、起こさないということで取り組んでまいりたいという

ことで、今回はその部分については入っていないと、お願いはしていないという状況でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  川村農夫委員。 

〇（川村農夫委員） 条例の中では確かにそうなりますが、いじめ防止基本方針の中にいろん

な行動計画とか、校長の裁量で展開していかなければならない行動が出てくると思います。

それらについてはこの予算の中にある程度見込まれているのか、あるいは条例が通って基本

方針をやっていくのだということが確定した後に盛り込まれていくものなのか、質問いたし

ます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村学務課長補佐。 

〇学務課長補佐（田村英典君） ご質問にお答えいたします。 

  ただいまご質問がありましたとおり、条例が制定されましてから、まずは町のいじめ防止

基本方針の見直し、それから各学校のいじめ防止基本方針の見直しを行います。そういった

中で何が必要なのかということを再精査させていただいた上で、何の経費が必要なのかとい

う部分についても考えさせていただきたいというふうに考えてございます。そういった中で、

各小中学校の校長あるいは教職員から要望があれば、そういった部分についても皆さんに報



  

－ 169 － 

告させていただきながら予算要求という形で向かわせていただきたいというふうに考えてお

りますので、現在のところはまずは見直しをしてからということでご理解いただきたいと考

えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村農夫委員。 

〇（川村農夫委員） 確認させていただきます。26年７月版のいじめ防止基本方針、これを条

例が通ったらすぐ見直すということですか。今の答弁はそのように感じましたが、それでよ

ろしいのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村学務課長補佐。 

〇学務課長補佐（田村英典君） お答えいたします。 

  各学校のいじめ防止基本方針については、いじめ防止対策推進法で策定が義務づけられて

いるものでございます。それを毎年見直すのも義務でございます。それに伴って、町として

も、その上に本来町の基本方針があるものでございますので、４月当初にしっかりした体制

のもとで見直しを行いたいというふうに考えてございます。よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  齊藤委員。 

〇（齊藤正範委員） それでは、ただいまの川村委員に関連した部分でお聞きします。条例が

制定されますと、当然児童・生徒並びに保護者の方に趣旨の徹底を図らなければならないと

思いますけれども、その徹底を図る資料とか、そういう部分の予算はもう事務費の中に入っ

ているという話でいいでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村学務課長補佐。 

〇学務課長補佐（田村英典君） お答えいたします。 

  保護者の皆様に対して各学校のいじめ防止基本方針との説明をしなければならない、その

とおりでございます。それについては、まず４月の入学式にはちょっと間に合わないのかな

というふうに思っておりますので、各学校において保護者会等の集まりがある際に、各学校

で見直し、あるいは新たに策定された基本方針を配布していただこうというふうに考えてご

ざいます。そういった中で、各学校の取り組みをきちっと保護者に説明をし、かついじめの

取り組み、あるいはいじめの対策、万が一いじめが起きた場合への対処などについても各学

校から説明させるほか、町の基本方針も新たに見直しをするわけですので、そういった場に
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町の教育委員会事務局職員もお邪魔させていただいて、一緒に説明させていただきたいと思

っておりますので、基本的には資料の作成ということになっているという状況でございます

し、それから現在条例制定をお願いしているわけですが、その中で保護者、児童の概要版と

いうものについては補正予算のほうでこれからご審議いただくと思うのですが、補正予算の

ほうで印刷製本費をとってございますので、児童・生徒全員分きちっと刷らせていただいて

配布いたしますし、若干予備もきちっと整備いたしまして、保護者会などで使えればという

ふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  齊藤委員。 

〇（齊藤正範委員） わかりました。補正予算で対応したいという話はわかりましたけれども、

地域の部分への説明、資料はやっぱり必要だと思うのですけれども、保護者、児童への概要

版というやつは非常にわかりやすくて、上手にできている説明ではないかなと私は思ってお

りますけれども、それらを地域住民に知らせるというか、お知らせするというやつは概要版

は使わないのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田村学務課長補佐。 

〇学務課長補佐（田村英典君） お答えいたします。 

  まずは、４月１日の町広報紙にはちょっと間に合わない可能性がございますので、できる

だけ早く町広報紙で条例と、それから制度等の周知を図ってまいりたいと。それから、条例

の条文本文、それから逐条解説、それから児童・生徒及び保護者の説明版についてはホーム

ページにしっかり載せたいというふうに考えてございます。誰でもダウンロードできるよう

にというふうに考えてございますし、あと地域からもしご説明をという声があれば、ぜひ地

域に我々職員がお邪魔させていただいて、資料を持って説明させていただきたいというふう

に考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  齊藤委員。 

〇（齊藤正範委員） 説明はわかりました。ただし、条例の中にいじめに関する必要経費があ

れば予算化するという条文もあることから、大津の議会のほうでは条例に係る予算化という

金額の部分で、果たして防止対策が現実的に行われているかという、その部分を議会でチェ
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ックするというような話をしておりました。ですから、議会にもやっぱり調査委員会だけの

費用ではちょっと活動が足りないのではないかなと思うわけでありまして、例えば何かの活

動をやらなければならないと裏づける予算的な部分、これはまだ条例通っておりませんので、

実効性はないから組んでおらないと思いますけれども、補正とか組むときにそういう分も配

慮した部分で組んでもらえればなというように思っておりますので、所見をお伺いしたいと

思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 越教育長。 

〇教育長（越 秀敏君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  町の予算として必要なことにつきましては、今後補正でお願いする場合があるかもしれま

せん。また、学校における例えば教職員の研修とか、あるいは学校のいじめ対策委員会にカ

ウンセラー、あるいはスクールソーシャルワーカーを入れるというような場合、県教委と一

緒になってやっているところございまして、研修については県と同一歩調ですので、そちら

のほうからの予算をいただいて、講師を派遣するという可能性もありますし、ソーシャルワ

ーカー、スクールカウンセラーについては県派遣でございますので、これらの方々を使う分

については来ている日にちをできるだけ利用するということでこちらの負担を少なくすると

か、そういうことも考えられますので、いずれ町で必要な場合には後ほどお願いする場合も

あるかと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） わかりましたか、いいですか。 

  そのほか教育費ございますか。 

  水本委員。 

〇（水本淳一委員） 106ページの芸術文化振興事業のほうですけれども、音楽のまち振興事業

委託料については事前質問の134番で説明がありましたけれども、その中でイベントの企画と

かありますけれども、その内容についてと、それからそのほかに芸術文化振興事業委託料、

それから芸術文化活動補助金とありますけれども、これについての内容ももう少し教えてい

ただきたいと思います。 

  そして、一般質問の際に少年少女合唱団の夢は持っているということでしたけれども、そ

れの育成に係る費用というのは予算に取り組まれていないかどうか質問します。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 鎌田社会教育課長補佐。 

〇社会教育課長補佐（鎌田順子君） それでは、音楽のまち振興事業に関連しましてお答えい
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たします。 

  まず、音楽のまちやはばの事業の展開方法ですが、何度かお答えしておりますとおり小さ

く始めたいというところがございますので、アマチュアの演奏家を主な対象としまして、小

さなコンサートを定期的に開く、あるいはまちかどのコンサートということで、音楽のまち

やはば宣言にありますとおり、町を歩けばどこからともなく音楽が聞こえてくるというよう

な、そういう機運を創出するような、小さいことを少しずつこつこつとというふうな感じで

やっていければというふうに思っております。 

  また、そういうまちかど系のものから、あるいは田園ホールを使いましてロビーコンサー

ト、あるいはことし田園ホールでも試験的に初めて試みましたが、アマチュアバンドの集ま

りのコンサートのようなものなどをやってみるというようなところを少しずつやっていくと

いうことではどうかなというふうに今のところ考えてございます。 

  また、芸術文化の活動費補助金、振興委託料とかにつきましては芸術文化協会のほうにお

出ししておりまして、芸術祭に参加する際の経費、その他に充てていただいております。ま

た、芸術文化の振興事業委託料につきましては、地区公民館などで地域で芸術祭をする、文

化祭をするというようなときの補助、あるいは町劇のような団体が活動する際の補助という

ようなものを充てております。 

              （「少年少女」の声あり） 

〇社会教育課長補佐（鎌田順子君） あと、少年少女の合唱団の夢というような話ですが、そ

こについては女性団体が集まりましたときの女性教育連絡協議会のほうで出された意見の一

つでございます。それについて、意見を出したほうもあればいいなという夢でしたし、それ

については婦人会のほうが、ではイメージがどんなものなのかやってみようかということで、

歳末助け合いのステージを使いまして、急ごしらえでステージに立ってみたい子どもたちと

いうことで集めてみたものでございます。 

  ただ、実際そのときにやってみてわかったこととしては、まず子どもたちが実際に活動す

るという段になりますと、どうしても親が送ってくる、練習日に親の都合がつかないと来れ

ないというようなことがあって、人がなかなかそろわなかったり、あるいは練習する際も子

どもたちに合った教え方ができるかどうかというようなところ、そういうところもなかなか

問題として、これからの課題としてあるなというのが皆さんの試みの結果、社会教育課とし

てもわかったところです。 

  そういうところも踏まえて、これから先それが実際のものになるかどうかというのは、あ
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くまでも子どもたちのほうがやりたいなという気持ちになるかどうかというところもありま

すので、社会教育課の活動の中でいろいろな方面から働きかけてみたいと思っておりますし、

そういう声が実際に上がりましたときは後押ししたいというふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  水本委員。 

〇（水本淳一委員） イベントについては、そうすればまだ実際何も決まっていない、これか

ら決めるという、決まりそうなものもないというわけですね。 

  それから、少年少女のほうも今のところそういう予算をつけるということはないというこ

とですか。まず、伺っておきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  米倉委員。 

〇（米倉清志委員） 113ページの共同調理場管理運営費のことでちょっとお聞きします。学校

給食費は地域の担当者といいますか、班長さんというのでしょうか、集金しているのをお聞

きしていると。納金率は非常に高いということで、効果が大きく出ているということで、こ

れはすごいシステム化しているなと。ほかのほうでは振込制度とかなんかで、なかなか納金

率が上がらないという話も聞いておりますが、ただここで担当になっている方は集金とか、

どういうシステムかあれなのですが、交代でやっているのかあれなのですが、夜遅くとかに

行かないと会えないとか、また休日に何回も行かなければ会えないとか、いろいろ問題があ

るようですが、そのことでどうしても難しいようなところもあるということも聞いておるの

ですが、これの対策といいますか、どういうふうにしたらいいのか。集金になかなか行けな

い人も、行ってもなかなかもらえないところも、困っているなというような声もちょこっと

聞いたもので、これをどのように解決していくのか、これちょっとお聞きしたいと思います

が。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松共同調理場所長。 

〇共同調理場所長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  学校給食費につきましては、保護者の皆様のご労苦をいただいておるところでございまし

て、ご労苦、ご協力のおかげさまをもちまして収納率のほうも非常に安定的だということで、

おかげさまで今年度もほぼ100％という状況でございます。 

  米倉委員さんから先ほどお話ありました。保護者の方が実際地区集金の役割を担っていた
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だいているわけですが、保護者の方の状況によっては日中はもちろん、夜もなかなかいらっ

しゃらないと、いつ行ってもいないというようなご家庭も実際ございます。地区の集金の方

法、形態につきましては、各地区それぞれ地域性と申しましょうか、例えば班長さんが集金

に行くという形ではなくて、月の何日に班長さんのほうに持ってきてもらうというような形

をとっている地区もありますので、なるべく負担のない範囲で、やりやすいほうで確実に収

納していただいている地区もございますので、そういった事例とかも参考にしていただきま

すとともに、そうはいってもどうしても昼行っても夜行っても、いるのに払わないと、そう

いう場合も、いわゆる滞納世帯でございます。そういった世帯につきましては、とても保護

者の地区集金の担当の方だけでは荷が重いというような状況も事実ございますので、そうい

った場合はこちら共同調理場のほうで直接保護者の方に催告をしながら集金をしているとこ

ろでございます。 

  なお、今年度につきましては２月の23日をもちましてそういった滞納案件は全部こちらで

訪問徴収、８件程度でございましたけれども、頂戴しまして完納という状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  米倉委員。 

〇（米倉清志委員） 大変安心しました。私聞いたところでは、もう何回行ってもだめだと、

それから最終的には何か気分的なものといいますか、威嚇とか云々も感じたというようなこ

ともあったもので、これは行く人も大変だと思います。そういう矜持を持って集金に行くと

いうのも大変だと思いますので、今お話あった班長さんのところに持っていくというか、そ

ういう人も徹底して各地域でやっていただいて、どうしても難しいようなところは役場のほ

うでひとつよろしくお取り計らいをお願いしたいと、このように思います。 

              （「関連」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 関連で、川村農夫委員。 

〇（川村農夫委員） 給食について共同調理場システムができる前だったかもしれませんけれ

ども、各学校のＰＴＡで給食運営委員会というのが校長先生を委員長にして組織されており

ました。料金徴収についてもそこが主体となってといいますか、やっていたのですが、今の

お話を伺って、そうすると共同調理場の役割と学校給食の今の運営委員会もあって、そこと

指導的立場でやられているのか、その辺のつながり、そして組織的な役割、つながりをちょ

っとお聞きしたいと思います。 



  

－ 175 － 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松共同調理場所長。 

〇共同調理場所長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  川村委員様から今お話ございました学校給食運営委員会という組織の体制のことについて

のお尋ねかと思いますが、現在も運営委員会ということで、恐らく川村委員さんもＰＴＡ会

長の町の会長さんもやられていましたので、ＰＴＡ会長さん、あるいは学校長さん方もメン

バーに入っていただいて、年度内、特に何か大きな制度改変等がなければ、年２回開催して

おります。学校給食運営委員会におきまして、例えば年間の給食日数であるとか給食単価で

あるとか、あとは徴収についてもお諮りして進めておるところでございますが、先ほど米倉

委員さんのご質問で答弁させていただきました共同調理場での徴収ということですが、あく

までも学校給食運営委員会の事務局職員として徴収に伺っているという状況でございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

              （「関連」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、関連で川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 済みません、地産地消率とか、それから放射能測定でどういう状況な

のか、そこをお伺いします。平成29年度はどのような地産地消の目標値なのかをお伺いしま

す。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松共同調理場所長。 

〇共同調理場所長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  地産地消率、いわゆる町内産の農産物を使用している割合でございますが、昨年度は年間

実績で54.1％でございましたけれども、今年度につきましては若干冬場の地元の野菜の確保

が難しい等の事情もございまして、２月末現在で53.6％となっておるところでございます。 

  なお、目標値につきましては、総合計画におきまして57.0％という目標を掲げております

ので、少しでも達成に近づけれるよう、ＪＡシンセラさん、あるいは契約農家の皆さんと連

携しながら、そういった地元産の農産物の活用の割合、地産地消率の向上に向けて取り組ん

でいきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 放射能検査。 

〇共同調理場所長（村松 徹君） 大変失礼いたしました。放射能検査につきましては、給食
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毎食実施してございますし、これにつきましては共同調理場の学校給食のみにとどまらず、

煙山保育園のほうでも給食の提供がございますので、煙山保育園、共同調理場ともに毎食放

射能測定検査を行って、住民課環境係を経由しましてホームページのほうにも日々の状況を

町民の皆様にお知らせ、ご報告しておるところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（川村よし子委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか教育費。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 教育費なのですけれども、公民館のところです。ページ数で107ページ、

外壁調査業務委託料、工事請負費の説明と、それから田園ホールの外壁調査業務委託料、ち

ょっとどういうふうな内容なのか、そこを教えていただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松公民館係長。 

〇社会教育課公民館係長（村松之子君） では、ただいまの川村委員のご質問にお答えいたし

ます。 

  外壁調査業務委託料は、定期調査が入っているのです、公民館に。建築基準法の調査なの

ですけれども、それによって外壁のタイルの浮きとかを調査するようにという指導が入って

おりますので、その調査をするための委託料でございます。外壁でたたいて、浮きというの

ですかね、そういうのを検査する委託料でございます。 

  それから、その下の工事請負費は、これは公民館の中のトイレの改修でございます。大が

かりではなく、今年度、29年度に予算要求いたしましたのは公民館の２階の男子トイレを洋

式に１つ、それから２階の女子トイレをやっぱり洋式１つにしたいと思っております。女子

トイレは洋式が１つ今現在ありますので、２つということになりますし、男子トイレは和式

だけなので、洋式になるということになります。 

  以上、お答えといたします。よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  鎌田社会教育課長補佐。 

〇社会教育課長補佐（鎌田順子君） 田園ホールのほうの外壁調査業務委託料でございますが、

それについては先ほど公民館のほうから説明がありましたものと同様でございます。建築基

準法の改正に基づきまして指導がありますので、義務づけられました外壁の調査について、
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同一、つながっている建物でございます関係から、同じタイミングで外壁の調査を行って、

あとはそれぞれの範囲に分けて経理をするという方式でやりたいと思っておりますので、実

際の発注の際は一緒にあわせたもので入札した上で、経理する上で分けるという形になる予

定になっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 公民館を利用する機会があったのですけれども、暖房がなかなか入れ

なかったり、何かいろいろ手際がちょっと悪いときがあったように思うのですけれども、暖

房を整備するとか、そういうのは平成29年度には予算には入っていないのでしょうか。 

  それから、ちょっとこれはうわさなので、はっきりしたいなと思うので、田園ホールにも

何か雨漏りをするところがあるとかという話を聞くのですけれども、そういう話は本当なの

か、うわさなのかどうかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松公民館係長。 

〇社会教育課公民館係長（村松之子君） ただいまの川村よし子委員さんにお答えします。 

  公民館の暖房が入りが悪いということですか。温度が低かったということですかね。私ど

もは公民館の利用サークルさんから、お部屋使いたいという方から暖房を入れてちょうだい

というふうに賜りましてからスイッチを入れまして、そしてたしかすぐ暖かくなると思って

います。もとは切らないでおきますので、大げさに言えば365日も営業してというか、開館し

ておりますので、日曜日だから寒くなる、月曜日の休館日だから寒くなるということもない

ので、常に暖かい風ではないですけれども、送るようにいたしております。ちょっと効き悪

かったね、きょうはちょっと寒かったよという利用者の声は、私はないですね。申しわけあ

りません。 

  以上でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 田園ホールの雨漏り、鎌田社会教育課長補佐。 

〇社会教育課長補佐（鎌田順子君） 続きまして、田園ホールの雨漏りについてお答えいたし

ます。 

  ホールの雨漏りがあるのかないのかというふうなご質問であれば、あります。ありますが、

町の施設のそういった維持管理関係は個々の施設それぞれでやるのではなく、町全体の施設

の維持管理計画の中で順次進められるものであり、また皆様それぞれ見ていただきましたと
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おり、町の限られた予算の中で優先順位をつけながら対応しておりますので、その中で29年

度については予算化されていないというのが現状でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そこで緊急にやらなければならない程度ではないわ

けですか、優先順位が高くないということだとすれば。できればやってほしいということだ

と思うのですが、支障があるかないか、答弁。 

〇社会教育課長補佐（鎌田順子君） お答えするとすれば、それよりもさらに喫緊のものがあ

るということで、次の順番に回っても、とりあえずどうにかできる範囲という状態ではある

ということで、お答えとさせていただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） では済みません、今度は体育館の雨漏りも数カ所あると聞くのですけ

れども、そこのところはどうなのでしょうか、お伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 鎌田社会教育課長補佐。 

〇社会教育課長補佐（鎌田順子君） 体育館のほうにつきましても雨漏りございますし、先ほ

どの田園ホールと比べるとすれば、体育館のほうが緊急性がございます。それについては財

政のほうとも協議しておりますし、あるいは工事費についての見積もり、金額的なものから

技術的なものまで含めて、ただいま検討中となっております。そういう意味で言うと、町全

体の施設の中でという順位としてははっきりしたものは言えませんが、田園ホールと体育館

の雨漏りというふうな点で見ると、体育館のほうが緊急というふうに社会教育課では考えて

おります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（川村よし子委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか教育費ありますか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 102ページの小学校の体力向上推進事業について伺います。今県でやって

いるから町では関係ないと多分答弁あるかと思いますが、名前はたしかスポーツキッズアカ

デミーなるものがあって、矢巾町の小学校の児童さんもそちらに登録になっているかと思い

ます。そういう部分の活動費の町からの補助というのはないのでしょうか、県でやっている

から県ということでしょうか、まずそれ１点伺います。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  内容はスーパーキッズのことでしょうか。 

〇（赤丸秀雄委員） そうです。ごめんなさい。 

〇社会教育課長（山本 功君） スーパーキッズに対しましては、町のほうからの補助金等、

そういったふうな措置はしてございません。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかに、赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） これも多分町のという話になるかと思います。まず、今回の不来方高校

の野球については補正予算で町としても助成するという形で取り組んでいただいていますし、

また後援会もフル回転して寄附集めしているようです。その中で今回は初めての野球で、町

として盛り上がっているのはわかります。ただ、県立高校でありますという部分と、それか

ら不来方には音楽もすごいし、それからハンドボールもすごい。ハンドボールもそれなりに

東北の雄という形で、今東北管内では不来方高校打倒という形で掲げて練習していると言わ

れています。結局こういう形で町にあって、町の名前を高めてくれる不来方高校に対して、

ハンドボールの場合、例えば全国大会に行ったとき、１回は優勝していますが、そういう形

の中で町としては今までも補助していなかったのでしょうか。何か今回の野球と比較して、

スポーツ種目で差別化しているというのはＯＢの父兄から聞こえてくるのですけれども、そ

の件について予算と本当に関係ないのですが、もし所見あれば教育長さんからお聞きしたい

と思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 越教育長。 

〇教育長（越 秀敏君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  私もサッカーですので、似たような考えはなきにしもあらずですけれども、不来方高校に

つきましては教育振興協議会のほうに毎年さまざまな部活動をひっくるめまして、特に今年

度からは若干ふやしまして、70万円ほど措置しているところでございまして、この狙いは全

ての部活動とか、それをバックアップしようというものでありまして、市町村でそれだけを

目的に、そのほかに山村留学とか生徒を集めるものの補助はありますけれども、それ以外で

これぐらい出しているところは私はないものだというふうに思っております。 

  なお、今回のことにつきましては、やはり日本は今も侍ジャパンですので、それはそれと

して、そういうこともあるのだなということでご理解をいただきたいというふうに思ってお



  

－ 180 － 

ります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（赤丸秀雄委員） はい、ありがとうございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） なしということでございますので、これで一般会計

予算の…… 

              （「委員長」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 答弁漏れあったかな。 

  佐々木健康長寿課長、先ほどの後刻というやつだね。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） 先ほど水本委員のシルバー人材センターにつきまして、後

刻ということにさせていただいておりましたので、そちらについてご報告させていただきま

す。 

  先ほど215人の登録ということで、男性が139人、女性が76名でございます。それから、仕

事の内容につきましてですが、件数までは把握してございませんが、仕事の内容としては先

ほど申し上げたとおり剪定、草取り、草刈り、清掃、育児補助といったものが業務になって

ございます。会員１人当たりですけれども、まちまちではありますが、月額４万から５万円

の収入ということで、先ほどの答弁にかえさせていただきたいと思います。 

  それから、保養センターの土日の空き状況について米倉委員さんからのご質問でしたけれ

ども、今まで金曜日だと50％、土曜日70から80、日曜日は10％ぐらいという、通常はそうい

った平均でございますが、３月のみはクラス会とか送別会ということでほぼ満室だというこ

とで、たまたま多分米倉委員さんがお電話したのが３月分なのか、ちょっとそこは不明でご

ざいますが、いずれ３月ではもう満室の状況だということでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） お二方、よろしいですか。 

  それでは、これで一般会計予算の質疑を終わります。 

  引き続き、国民健康保険事業特別会計予算の質疑に入ります。質疑ございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 平成28年度の国保税の支払いができなかった方はどの程度いらっしゃ
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るのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 税務課にかかわる部分ですので、もう既に終わって

ございましたね。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） では、国保税を払っていない方は資格証明書を町では発行しています

けれども、どの程度あるのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 吉田住民課長補佐。 

〇住民課長補佐（吉田 徹君） ただいまの川村よし子委員さんのご質問にお答えいたします。 

  矢巾町では未納者に対して資格証明書は発行はございません。ここ数年ないところでござ

います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 私もうっかりしました。矢巾町は資格証明書を発行していない、いい

町なのですけれども、資格証明書を発行していないけれども、短期保険証はどの程度発行し

ているのか、そして短期保険証を発行している中に子どもさんがいる家庭があるのかどうか

お伺いします。子どもさんがいるところには短期保険証を発行しないようにしてほしいので

すけれども、どのようになっているのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） 大変申しわけございません。今ちょっと資料を探す時間をいただ

きたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、そのほかございますか。国民健康保険。 

  米倉委員。 

〇（米倉清志委員） 25ページの後期高齢者のところ、よろしいですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） いいです。 

〇（米倉清志委員） 矢巾町民の医療費は、ここ四、五年ずっと県内で一番高かったのです、

払っている金額が。それで、去年３位になりました。１番目は近くのところですが、３位に

なったということは非常に喜ばしいことだと私は思っております。後期高齢者の我々いって

いますけれども、３位になったということで、これはどういうことかと、集団検診だとか医

療体制が矢巾町は随分進んで、そういう今まで努力したのが実を結んできたのかなというふ

うに解釈しましたのですが、このことは集団検診の成果なのか。またさらに、まだ３位です



  

－ 182 － 

ので、まだまだ医療費の抑制につながっていく方法とか、徹底して周知すべきこととか、い

ろいろあると思うのですが、ちょっとお聞かせ願えればと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 吉田住民課長補佐。 

〇住民課長補佐（吉田 徹君） それでは、米倉委員さんのご質問のほうにお答えしたいと思

います。 

  まず、おっしゃるとおり国保、後期高齢者含めて医療費が去年あたりからちょっと減少傾

向、確かに結果として示しているようなところでございまして、喜ばしいところだというふ

うに認識しているところでございます。ただ、水を差すようで大変恐縮なのですけれども、

今ご質問でおっしゃったとおり、いろんな検診成果が結びついたとかというところまでは、

１年、２年の話なので、まだそこまで結論づけるところまではちょっと難しいかなというふ

うには考えているところではございますけれども、国保、後期高齢者とも同じような傾向で

下がったということであれば、やっぱりある程度健康づくり事業も功を奏している部分はあ

るのではないかなというふうには、ちょっと個人的に考えているところでございます。 

  医療費が下がった要因、中身見てみますと、大きな見方をしますと入院関係が下がってい

るという傾向を示してございます。高額医療費、そして入院、要は重病の部分がちょっと27年

度あたりから下がっている部分が傾向として見て取れるようなところがありますので、そう

いう意味では確かに重篤化に行く前に対処できる部分もあるのかなというふうには感じてい

るところでございますけれども、まだちょっともう少し長い目で見ないと、効果があったと

いうことまでは結論づけることはできないのかなというふうに考えているところでございま

す。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 米倉委員。 

〇（米倉清志委員） 今お話伺ったところによりますと、国保も確かに下がっています。後期

高齢者医療も下がっています。中に今お話ししたように、入院関係とか高額医療費、それか

ら重篤化する前に対応しているということは非常に大きな要因ではないかなと私はちょっと

分析したのですが、そのような重くなる前にお医者さんに行って診てもらうということを、

これ本当に大事なことだと思うのです。矢巾町はこれに力入れていますので、さらに研修と

か検診とか力入れていただきたいと。考え方ちょっとお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） ただいまの米倉委員のご質問にお答えいたします。 
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  確かに矢巾町の場合は非常に医療環境にも恵まれておりまして、すぐ歩いても行けるとこ

ろに病院がございます。そういった意味からは、周知なりすることによって、軽いうちに病

院にかかって重篤化を予防するということは当然考えられることでございますし、いろいろ

な部分で国保に限らず、医療費助成とかそういった意味でもすぐに病院にかかれる体制をつ

くっておりますので、今後とも国保に限らず、町の日本一健康なやはばということでござい

ますので、健康長寿課とも協力しまして、そういった体制を整えていきたいというふうに考

えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか、国保。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） では、後刻の部分、吉田住民課長補佐。 

〇住民課長補佐（吉田 徹君） それでは、先ほど保留にしておりました短期証の関係につい

てお答えしたいと思います。 

  短期証につきましては、２月当初の数値でございますけれども、74世帯127名の対象者の方

がございます。その中で子どもといいますか、私どもで押さえているのは高校生以下が16名

いるというふうな状況でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  これで国民健康保険事業特別会計予算の質疑を終わります。 

  引き続き、介護保険事業特別会計予算の質疑に入ります。質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで介護保険事業特別会計予算の質疑を終わりま

す。 

  引き続き、後期高齢者医療特別会計予算の質疑に入ります。質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで後期高齢者医療特別会計予算の質疑を終わり

ます。 

  以上をもちまして教育民生分科会に所属する委員による質疑を終わります。 

  次に、教育民生分科会に所属しない委員による質疑を行います。質疑できる回数は１人２
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回までといたします。なお、質疑に当たりましては会計及び事項別明細書のページ数をお知

らせ願います。 

  それでは、教育民生分科会に所属しない委員による質疑は休憩をとった後にやりたいと思

いますので、16時まで10分間休憩します。 

              午後 ３時４９分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ４時００分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたしますが、先ほど川村よし子

委員から質問がございました資源ごみの回収の量的な部分の訂正があるそうです。 

  佐々木環境係長。 

〇住民課環境係長（佐々木美香君） 先ほど川村委員さんからご質問ありました集団資源回収

の回収量の回答の単位の訂正ということで、ご説明申し上げます。私63団体の600キロ程度と

いうふうに申し上げましたが、単位が違いまして、600トン程度で、六百二、三十トン台でご

ざいますので、訂正させていただきます。大変失礼いたしました。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ということの訂正でございますので、以上でござい

ます。 

  それでは、教育民生分科会に所属しない委員による質疑を行いますが、質疑できる回数は

１人２回までといたします。なお、質疑に当たりましては会計及び事項別明細書のページ数

をお知らせ願います。 

  それでは、質疑を受けます。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） 音楽のまち振興事業費委託、106ページ、先ほどから出ているところです

けれども、小中学校へのプロの演奏家の訪問ということで、この委託を東北共立に委託を考

えているということなのですが、いじめの解決にも情操教育が大変いいということはまず言

われておって、私も再三質問していましたけれども、なかなか予算がないということと、学

校にそういう対応できる時間、カリキュラム上難しいということがあって、ずっと実現がで

きなかったのですが、いよいよ実現の運びになるなと思って、まず喜んでいるのですが、１

つはこういう矢巾町の状況の中で、特にこれがやっぱり必要だということもありますので、

東北共立でもいいとも思うけれども、矢巾町には芸文協がございます。芸文協の会員の中で
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音楽のまちの予算をどういうふうに使っていくかとか、そういうのをやっぱり議論したほう

がいいのではないかと思いまして。あと、しかももっと高額な予算であれば、東京とかから

プロを呼んでくるということであれば、共立さんの力もかりなければならないと思いますが、

そこまで大きな予算でなくて、私はぜひ町内の小中学校全部に行ってほしいと思って考えて

おりますから、そういうことからいいますとそこまで高級なプロでなくても、県内とか東北

地方でもいいのですけれども、県内にもたくさんプロはいらっしゃいますので、そういうプ

ロの人たちであれば社会教育課のネットワークの中でしっかりご存じだと思うので、あえて

委託というのをとらないで、町として主催をしてやっていただけないかなと思うのですけれ

ども、その考えについて。これは質問というよりは意見みたいになってしまうのですけれど

も、もう決まったことなのか、まだ考える余地があるのかお聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  まず前段、この音楽のまち振興事業に関しまして、小中学校へ音楽のプロを訪問させると

いうような今ご発言があったかと思いましたが、そのようなことは想定してございません。

この委託料の中ではそういうことは想定をしてございませんし、恐らくそういうことを申し

上げたこともないかと思います。 

  では、何を想定しておるのかということは、これは前から申し上げておりますいつでも音

楽の聞こえるまちというイメージ、もう少し具体的に言いますとやはぱーくだったり、もち

ろん田園ホールもそうですが、あるいはやはぱーくの前の公園だったりとか、そういったふ

うなところで、いわゆるアマチュアと呼ばれる方々が発表の場を得て、演奏する場を得て活

動するというようなことを想定してございます。 

  そこで、東北共立を予定していると申し上げた意味でございますが、例えば外で演奏する

際に、私など素人ですから、例えば楽器があれば、電気があれば楽器ががんがん鳴るので、

それでいいだろうと思っていたのですが、どうしても、専門家はＰＡというそうですが、い

わゆる音響がないときれいに聞こえないということでございました。せっかく場の提供をす

るのであれば、やっぱりある程度いい場で演奏させたいということで、要は東北共立に頼む

というのは出演者の発掘もそうですが、舞台音響ですか、こういったふうなものもあわせて

お願いをしたいというような意味合いもございますので、そこで芸文協さんに委託をしたら

ということもございましたが、そのような意味でプロに委託をしたいというように考えてお

るところでございます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） ちょっと関連なのですけれども、予算の説明書の中で昆秀一議員のとこ

ろに②として書いてある分について質問したのですけれども、①は町内で活動するアマチュ

ア演奏家のまちかどコンサートや野外ライブ、②、プロの演奏家と町内小中学生等との交流

コンサート（本物に触れる機会の創出等）というのがあって、私はこの②について質問した

のだけれども、これは今回は想定されていないということですかね。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  この中身は各学校を訪問してという意味ではございません。例えば田園ホールとかそうい

ったところで交流をするというようなイメージを考えてございますので、学校訪問して、６

小中学校にお邪魔してプロの演奏を聞かせるというようなことではございませんので、ご理

解をいただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

〇（小川文子委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 107ページの図書購入費のことなのですけれども、前年比500万から、倍

の1,000万になったということですけれども、昨日図書センターの入場者数６万人ということ

でお聞きしていたのですけれども、貸し出し数というのはそちらで把握されていないという

ことなので、こちらのほうで把握しているのかということで、貸し出し数ということと登録

者数というか、何冊その方が借りているかという、そういう把握はされているのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松公民館係長。 

〇社会教育課公民館係長（村松之子君） ただいまの昆委員さんのご質問にお答えいたします。 

  図書センターの貸し出し冊数は、２月までなのですが、合計で12万3,732冊となっておりま

すし、あとカードの登録者数は今年度に入ってからは2,865人が登録いたしました。延べ数の

登録者数は8,200名ほどでございます。約8,200人ほどが登録しているということでございま

す。 
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  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） そこで、これからの計画、今充足数どのくらいで、今後どれくらいの冊

数ふやす予定なのかということをお聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松公民館係長。 

〇社会教育課公民館係長（村松之子君） 引き続き昆委員さんのご質問にお答えいたします。 

  ただいまの図書センターの蔵書冊数は４万4,000冊でございます。大体４万4,000冊ですの

で、１人２冊まではまだ残念ながらいっていないのですが、長期計画、７次総で９万冊を目

標にはしているのですが、それに向かって頑張っていきたいと思っていますし、29年度もこ

のまま予算を通していただければ1,000万の予算をつけていただくことになりますので、

1,000万だとやっぱり5,000冊、6,000冊ぐらいは買えますので、10種類の分類にあわせて、極

端に哲学だけが多いとかそういうのではなくて、文学、児童書を中心として皆さんに楽しん

でもらえる本を29年度も取りそろえていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） そこでお金をかけるばかりでなく、寄附とかというのも必要なのではな

いかなと思って、私も図書センターのほうにお聞きしたら、必要なものは引き取りたい、必

要でないものは引き取りたくないという話ではありましたけれども、そういうことを呼びか

けて、必要な、こういうものあったらというのも呼びかけたらいいのではないかと思います

ので、ご検討ください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） いいですか、答弁。 

  村松公民館係長。 

〇社会教育課公民館係長（村松之子君） ありがとうございます。図書の寄附ですよね。大切

な本を下さるというわけですから、きれいな本だと助かるのですけれども、中にはどこに今

まで置いていたのだと思うようなカビがちょろっと、そこのところは本をちゃんと確かめな

がら、いただく分には頂戴いたしまして、有効に使わせていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

〇（昆 秀一委員） はい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 
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  高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） 64ページの保育園の関係なのですけれども、事前質問で保育園児の定員、

それから待機児童の数、それから職員数の状況をお聞きいたしました。この中で数字をずっ

と計算していきますと、来年度４月については待機児童はなしとなる見込みとありますけれ

ども、ちょっと計算してみるとぎりぎりのところなのですね。それで、今３月の中間ですけ

れども、あとここ半月ぐらいでもしかしたら、今異動も発表されていますので、矢巾に異動

してきて待機児童がふえたら、そのときの対策は考えていらっしゃるかどうかお伺いしたい

と思います。 

  それからもう一点、関連ですのでお聞きいたしますけれども、職員数は町内８施設で190名

ということでございます。うち保育士が144名ということで、過重労働なんかにならないだろ

うかとちょっと心配なところもあります。過重労働のことでも全国的に今考え方が変わって

おります、その辺のところもお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 立花子ども支援係長。 

〇福祉・子ども課子ども支援係長（立花真記君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  平成28年度、平成29年度と保育園の利用申し込み数は年々増加をしているというのが現状

でございます。そこで、29年度についてなのですが、保育園の中でふどうこども園さんでは

定員を５名ほどふやしていただけるということで、28年度より定員は５名増加というふうな

状況になってございますし、それに対して受け入れる体制、保育士に関しても整えて進めて

いる状況でございます。 

  委員さんおっしゃるとおり、昨年度の４月と比べまして29年度の４月、かなり増加と、60人

ほど４月の時点で増加となる見込みとなってございます。ただ、確かに合計で見ますと定員

は超えているというような状況でございますが、施設の状況あるいは保育士の状況によって、

可能な限り受け入れる体制を整えながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  それから、職員の勤務状況、済みません、ご心配をいただきまして大変ありがとうござい

ます。そちらに関しましても、保育士に関しては配置基準がございまして、ゼロ歳であれば

３人に１人、１、２歳であれば６人に１人というような配置基準ございまして、そちらのほ

うは当然守りながら、また保育士の勤務状況、土曜日開設している状況もありますので、フ

リーの交代の保育士さん等も確保しながら、そちらについても進めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

 高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） いろいろ対策を講じてくださっているということで、病児保育について

も充実していく、今度から病児保育の場合にも対応してくださるということで、本当にあり

がたいことだと思っています。女性も安心して仕事ができる時代になったのかなと思ってい

ますけれども、これから31年に医大病院が開設すると、多分医大病院の中にも保育所はつく

ると思うのですけれども、こっちに持ってくると思うのですけれども、やっぱり仕事の関係

で町内の別の保育所に子どもを頼みたいという方もふえてくるのではないかなと思っていま

す。それで、できてからやるというのはちょっと手おくれだとおもいますが、その辺のとこ

ろをどう考えていらっしゃるかお聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） ただいまのご質問でございますが、いずれにいたしましても今年度、

何とか間に合うといいますか、保育士をそれこそ何とか確保できるわけでございますけれど

も、実は医大はお聞きのとおり院内保育所も用意するというようなことを聞いておりますけ

れども、しかしながらそこには院内ということになりますと、多分そこの従業員の方と申し

ますか、職員の方を対象にしたものではないかと思います。しかしながら、まだ不確定な情

報ではございますけれども、民間のほうでも今も用意して、ちょっと矢巾町内に保育所を用

意したいという、このような計画も何件か来ておりますので、こうしたところも具体的にも

かなり進んでいる計画もあるようでございますので、当面ここはそういったようなところが

解消されたりすれば、開院されたりすれば、かなり私どものほうも楽になるのかなと思いま

すし、これからの受け入れにも対応できるのかなというふうに思っております。 

  今何カ所かそういうお話がございますので、そうしたところで対応してまいりたいという

ふうに思いますし、また保育士の確保につきましてはご承知のように大変厳しいと申します

か、なかなかいないというようなこともございますけれども、私どものほうでも手を、いろ

いろな情報収集をしながら何とか確保するように今努力しております。また、平成28年から

みなし保育所制度ということで、そういうふうな制度もありまして、必ずしも保育士が全部

そろっていなくても、幼稚園教諭の資格持ってもとか、准看護師でもいいとかというような、

全部ではございませんけれども、そういう制度にもなってきておりますので、そういったよ

うなところも活用しながら、また煙山の保育園につきましては当然のことに民間の保育所を

指導する立場にあるわけでございますので、いやしくも職員の過重とか、基準割れするよう
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な対応はできないということは事実でございますので、しっかり取り組んでまいりたいと思

いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） ちょっと何点かお伺いいたします。 

  まずは、100ページのスクールボランティアの保険料というのがここにあるのですけれども、

４万6,000円です。それで、今スクールボランティアは何名ぐらい登録されていて、その保険

料の加入率というか、それはどのような状況になっていて、今まで事故があったのかないの

か。大分それこそ朝早くから対応してくれていますので、その辺のところをちょっと１回確

認しておきたいなと思っていました。 

  それから、図書の話は出たし、音楽の話は出たし、108ページかな、稲荷街道の管理委託料

というのがあるのですけれども、これは前回まで百五、六十万の予算だったと思うのですけ

れども、これどのようなことをやっていて、今回大分下がっていますけれども、この辺の予

算が下がった理由というのが何かあればお聞かせ願いたいということです。 

  とりあえずその２点について。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村学校教育係長。 

〇学務課学校教育係長（川村 学君） では、ただいまの梅昭委員さんのご質問にお答えいた

します。 

  平成28年度におけるスクールボランティアの登録者数ですが、４校合わせて134人になって

ございます。保険料につきましては、お一人300円のボランティア保険というものを社会福祉

協議会で掛金のほうを掛けさせていただいております。ちなみに、平成27年度のボランティ

ア数でございますが、145人となってございます。事故でございますが、請求が上がった事故

というものはございません。個々に安全の配慮をいただきながら活動しておるという認識を

しております。 

  以上、お答えといたします。 

              （「100％掛けてやっているの」の声あり） 

〇学務課学校教育係長（川村 学君） はい、100％掛けております。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木文化財係長。 
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〇社会教育課文化財係長（佐々木真史君） それでは、２点目のご質問のほうにお答えいたし

ます。 

  稲荷街道の管理委託業務委託の関係でございますけれども、まず大きく内容としまして２

つございまして、１つは松並木及び赤林一里塚の草刈りがございます。もう一つは、稲荷街

道の松並木の南部アカマツの樹幹注入の委託というものがございます。今年度につきまして

も同じ内容で行ったわけなのですけれども、樹幹注入のほうにつきましては全部で対象本数

が44本あるうちの39本、今年度やったのですけれども、若干５本ほど残った部分がございま

して、あわせましてもう一つ、和味のほうにも一里塚がございまして、その分を平成29年度

で実施するということになっておりまして、樹幹注入の分の予算が大幅に下がった分が伴い

まして、この減額となっているものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 59ページ、シルバー人材センターに関してですけれども、先日まちづく

りリーダー育成セミナーというところで職員さんにお聞きしたのですけれども、まず先ほど

も質問ありましたけれども、肉体労働ばかりでホワイトカラー用の仕事がないということで、

そういう需要もあるのではないかということの意見がありました。それから、いろいろ問題

もあるというふうに伺っていたのですけれども、仕事のミスマッチやほかの事務局の人もい

ろんな矛盾などを抱えておるというお話でした。まずは、町などとの話し合いの機会が余り

ないというふうにお聞きしたのですけれども、その状況についてはどのようにお考えなので

しょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） ただいまの昆委員さんのご質問にお答えをいたします。 

  シルバー人材センターにつきましては、いろいろ先ほど赤丸委員さんのほうからもお話が

ありましたが、ホワイトカラー的な仕事ということのもうちょっと取り組みがあったほうが

いいのではないかということですが、先ほど副町長からもお答えしたとおり、今のシルバー

人材センターの部分には派遣事業というものの取り組みができないというか、していない状

況にございますので、そういった分で作業的な部分になっていることが現状でございます。

私どももシルバー人材センターにつきましてはより多くの事業所に出向いて、そういった仕
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事についての勧誘なり、仕事をとってきていただくように進めてほしいということの要望は

してございます。ただ、ちょっと私どももその辺の話し合いの部分の不足は確かにございま

すので、今年度の事業も含めながら、シルバー人材センターの理事長とも本年度も予算編成

に当たりましては予算のこととか、いろいろ協議をさせていただきました。そんな中で、や

はり私どもにも外の会員の方からこういう声があるということも聞こえてございますので、

その辺につきましてはしっかりと把握をしながら、新年度についても少しでも多くの仕事が

もらえるような形の取り組みを含めて進めてまいりたいと思いますので、どうぞご理解をい

ただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） この話というのは、まちづくりリーダー育成セミナー、企画財政でやっ

ている、それはお聞きしていたとは思うのですけれども、そこら辺はしっかりとこれから話

し合いをしながら、横の連携も持ちながらお願いしたいと思いますけれども、よろしくお願

いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） ただいまのご質問でございますけれども、委員仰せのとおり、しっ

かり協議をしながら進めたいと思います。先ほど申し上げましたように、シルバー人材セン

ターは基本的に臨短軽という言葉がございまして、臨時的、短期的、軽易な仕事、こういう

ことになっておりまして、委員おっしゃるようにホワイトカラーと申しますか、事務的な仕

事でありますとか、例えば一時的に３日だけとか１週間に４日だけとかというのは、なかな

かそういう仕事がないというのが実態でございます。例えば書道の達者な方であれば賞状書

きの筆耕と申しますか、揮毫料とかなんかというのをお願いとかってあるわけですけれども、

そういう仕事もなかなかないというようなことで、基本的に国のほうでも事務職員そのもの

も一線を退いた方々に社会貢献という立場で高齢者の方々にやってもらったらいいのではな

いかというようなこと、そういう国の指導も私が在職していたときにはそういうふうなこと

もありまして、先ほど申し上げたように事務的なこととか中の仕事がないというのが実態で

ございます。 

  今後は、運営に当たりましても私どものほうでもできるだけ相談に応じながら、公益法人

としてのあり方については尊重しながら、私らのほうでもアドバイスできるところ、あるい

は一緒にやれるところ、しっかりと取り入れてまいりたいと思いますので、ご理解をいただ
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きたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） 先ほど敬老会の話が出ていたわけですが、ちょっと地元の保健推進員さ

んといろいろ話しする機会がありまして、この件に関してちょこっとだけお話しさせていた

だきますと、体育館の都合で田園ホールに移ったということで、１年目はやむなしと。とこ

ろが、２年目も続けられたということで、非常にその辺から高齢者の方たちから苦情があち

こちから出てきたということで、まず１つは予算がかなりそのとおり抑えられて、何回も話

しているとおり楽しみにしていた手土産の一つもなかったというのが非常にあったのですけ

れども、それ以上に田園ホールでやることによって、まず１つはトイレが不便だと、行くま

でに階段上らなければいけないし、トイレに行くときも階段を上がったり下がったりしなけ

ればいけないということで、非常にそれが敬老の方たちに対する、そういう配慮が足らない

のではないかということがまず大きく出ております。 

  それと同時に、以前テーブル挟みながら、しばらくぶりに会った人たちと会話をしながら、

そうやって楽しみにしていたと、それもなくなったと。喉が渇いても飲み物も飲めないと。

いろんなそういう現実的な話がいっぱいありましたので、その辺のところを今回はきちっと

聞いた上でやられるということなので、そういうことを今度３地区にやられるのであれば、

３地区の方たちにそういうことがあったよということをきちっと伝えた上で、次の対応をし

ていただきたいなと。今度はそういうことが絶対にないというぐらいの気持ちで対応してあ

げないと、今までそれこそ矢巾町を背負って立ってくれた高齢者をないがしろにするのかと、

そういう話まで出ておりますので、ひとつその辺のところは十分配慮していただきたいなと

思うのです。 

  それと同時に、さっき田園ホールの話をしましたので、田園ホールのトイレが先ほど水洗

化を進めるということで話をお聞きしましたから、それは進めてくれると思うのですけれど

も、今でもあるのですね、１個ぐらいは。そのある場所の１個が、私もわからなかったけれ

ども、トイレの一番奥にあるのです、行ってみたら。それも表示がわからないと、本当に近

くに行ってみないと。要はあるかないかわからないのです。だから、これも配慮に欠けると。

あるのであれば、洋式のトイレは奥にありますよとか、あるいは１個だけしかないのであれ
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ば一番手前にするとか。やっぱりいろいろどうも聞いてみると、要は町民の立場に立った、

実際にそういうのを利用してくれる方、あるいは参加してくれる方の目線で物を見ていない

のではないかなというようなお話を聞きますので、私もそれを聞いて反論ちょっとできなか

ったのですけれども、そういうことでひとつ行政サービスのトップにいる皆さん方のところ

でそれを重々認識した上で、いろんな業務を進めていただきたいなということで、これはお

願いかたがた、今度の田園ホールのトイレの改修のそこの意見を、ちょっと考え方をお聞き

したいのが１つと。 

  それから、去年グラウンドのサッカーのゴールポストというのかな、あれが倒れて小学生

が亡くなったのです、下敷きになって。そういう事故があった後にどのような対応をとられ

ているのかお聞きしたいなと。ちょっとその２点、お願いしたいなと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 伊藤副町長。 

〇副町長（伊藤清喜君） 田園ホールのトイレのことにつきましては、また担当のほうから説

明させますけれども、基本的に敬老会も含めて、まさしく委員がおっしゃるように町民の目

線と申しますか、使う方々の立場に立っていろんな行事なり、あるいは仕事をするのだとい

うことについては全くそのとおりだと思います。行政は町民の方々の選択肢がない究極のサ

ービス業なわけでございますので、ここはしっかりと肝に銘じて進めてまいりたいと。 

  なお、敬老会のことをお話し申し上げれば、今委員さんがお話しされたように、古いと申

しますか、同級生の方々と久しぶりに会ってお話しする状況にもないと、あるいは飲み物も

そのとおりだと、そういったようなことを踏まえて検討委員会で今回のあり方を判断して、

方向性が出されたものと思っておりますので、そうしたところで、なおそれこそ参考までで

ございますが、アンケートには、あるいは自治会長さんからは地元におろすべきだと、私た

ちがやるからというようなところもあれば、いやいや、それを地元におろされても困るとい

う自治会もございました。いろんなことを検討した結果、今委員さんがおっしゃられたよう

なところを解消するためにこうあるべきだという方向が出されたわけでございますので、そ

うしたところを参考に、それから足の確保につきましてもいろいろ議論が出ております。こ

うしたところも私らのほうでカバーできるところは最大限カバーして、新しい方式でやって

みたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） まず１点目、田園ホールのトイレのことですが、来年度田園
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ホールのトイレ工事は予算要求はしてございません。ですが、位置がわかりづらいというよ

うなご指摘もございましたので、この辺については真摯にご提言と捉えて、対応したいと思

っております。 

  それから、サッカーゴールの固定についてですが、一応かっこうグラウンドのことで申し

上げますが、こちらのほうは体協のほうに指定管理をお願いしておりますが、改めて固定化

については私どものほうから確認をして、支障はないとは思うのですが、万が一支障がある

ような場合には速やかに対応するように改めて確認をしたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） 100ページの先ほど来出ておりますトイレにつきまして、小学校のトイレ

の改修につきましての質問なのですが、この問題につきましては私も質問という形で１年前

からお願いしておりました。そして、担当者におかれましては現場確認をされたと聞いてお

ります。それで、先ほど詳細説明のときは不動小学校をそのことで改修したいということで

説明を受けました。そして、先ほども質問ありましたとおりでいえば、３校を直したいと、

そしてできれば補助金がつけば全体を直したいでありますが、結論からお伺いします。不動

小学校のその件は、最終的にどうされるのですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 越教育長。 

〇教育長（越 秀敏君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  先ほど申し上げましたとおり、この金額につきましては、昨年度全国的に学校の便所の洋

式化がどれくらいされているかという調査があったわけでございます。その際に再度補助金

について調査した結果、学校の改築の際のトイレには３分の１補助という読み方をしており

ましたけれども、県と協議しましたならば、トイレの改修であっても３分の１補助が可能だ

というお話をいただいたところでございます。したがいまして、その後にトイレについての

補助金の申請を行ったわけですが、一応申請は受けていただいたというふうに解釈しており

ますが、全国的にそういう話題が沸騰しましたので、今年度つくかつかないかということが

非常にわからないような状況でございます。３分の１補助でございますので、一斉に全部や

ってしまうかどうかというのは、この補助の関係を見ながら、やはり補助があるものは年次

更新でやっていったほうが町にとっても財政負担が少ないわけでございますので、それで先



  

－ 196 － 

ほど言ったとおりの積算はしているわけでございますけれども、まずその積算で補助金のほ

うを見ながら、その時点でまたご相談申し上げながら解決してまいりたいというふうに思い

ますので、この場で不動か、あるいは低学年１階かというようなところは、まだ見通しとい

うのは、補助金の関係もありましてなかなか難しいというところをご理解いただきたいと思

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） よくわかりました。要するに全国的に和式から洋式にするという部分で

の補助金という制度はわかりました。この補助金があるないにかかわらず、それ以前から壊

れているトイレというのですかね、皆さん行ったことあるかどうか、恐らく皆さん確認はし

ていると思いますけれども、不動小学校にある２階のトイレはこれから夏場になりますと、

あの辺を通るとまず目が痛くて、目をあけられない状態、そして中に入るのには臭くて、と

にかくにおいがあってあそこは利用できないという状況にあるということは事実であります。

そこで、生徒さんたちはしようがなくて１階を利用しているということで、それで何か問題

があるだろうということで手をかけていただいて、配管ですか、ああいったものを洗って洗

浄してもらうとかやっていただいたそうですけれども、やっぱりこれは壊れているというこ

とで、配管を全部直さなければならないということが原点にあるわけであります。ですから、

和式を洋式に変えるとか補助金があるとかという問題ではないわけでありますので、今教育

長の説明のとおりで、それは理解できますけれども、根本にある壊れているということに対

する予算化ということについての答弁をお願いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 越教育長。 

〇教育長（越 秀敏君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  不動小学校のトイレの悪臭につきましては、保護者の方からも数年前に申し出受けており

ますし、それから年度何回か管の洗浄もしているわけでございますけれども、配管の問題が

あるということはそのとおりかなというふうに思います。それらにつきましても、先ほど洋

式のことをお話ししましたが、配管につきましてもトイレの配管でございますので、それら

も含めてもう一度補助金がつくのか、どういうふうなつき方してくるのか、不動小学校さん

は便器だけではなくて配管にも手をつけなければならないということは十分に承知しており

ますので、その時点でいろいろ検討させていただいて、判断させていただきたいというふう

に思っております。 
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  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） この件につきましてはご期待を申し上げまして、次の質問に移ります。

２問目、よろしいですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） はい。 

〇（村松信一委員） 学校給食につきまして、地産地消ということで県内でも１番か２番とい

うことで、先ほど54％弱という町内産の使用食材であるということでご答弁いただいており

ますけれども、どうも重量で見ているのではないかということで、矢巾町は米の産地であり

ますので、米でその中で大きなウエートを占めると思うのです。ですから、米でほとんど地

産地消の部分のパーセンテージを上げているのではないかと思うのですが、まず１点は米が

入って重量でカウントしているのかどうかということをまずお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松共同調理場所長。 

〇共同調理場所長（村松 徹君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  地産地消の農産物につきましては、村松委員ご指摘のとおり米も含まれます。米について

は穀物という捉え方でカウントしておりますし、あと野菜、キノコ類、果樹、それらを合わ

せて農産物の合計としておりますし、先ほどご指摘ありました重量換算で割合を出している

のではないかということで、それについてはそのとおり重量での割合となっているところで

ございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） それでは、知りたいのは主食になる米以外のところを知りたいわけであ

りまして、今データがあればお伺いしたいのですが、先ほど54％弱とおっしゃいましたけれ

ども、米を除いた場合はどれくらいのパーセンテージになっているのか、お伺いをしたいと

思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松共同調理場所長。 

〇共同調理場所長（村松 徹君） 大変失礼いたしました。ただいまのご質問にお答えいたし

ます。 

  米以外というところでございますけれども、これは地産地消率の高い順番に申し上げます

と、リンゴにつきましては今年度、２月末の現在でございますが、1,708キロでございまして、
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これは全て町内産ということで100％でございますし、米以外ということでしたけれども、米

につきましても全部地元産なので100％という状況でございます。 

  あとは、重量の多い順ではなく割合の高い順で申し上げますと、同じく100％のものがヤー

コン、これは384キロ、全て町内産でございます。あとナガイモ、これも地産地消率100％で

182キロとなっておりますし、同じく100％、ズッキーニ128キロでございます。あと、ちょっ

と重量は少ないのですが、ホウレンソウ40キロ、あとシイタケが78.3％ということで、129キ

ロのうち町内産が101キロでございます。続きまして、ネギ1,315キロ中、町内産が997キロ、

75.8％という状況でございます。あとは、ナメコが214キロ中120キロが町内産ということで、

56.1％となっております。今主な野菜あるいは果樹、キノコ類の状況についてのお答えとさ

せていただきました。 

  以上のお答えとさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） わかりました。それで、不足している野菜、町内でも生産できるものを

農家の方々に、何を言わんとしているかご存じだと、もうわかると思いますけれども、こう

いったホウレンソウが不足していますので、できればホウレンソウを生産していただきたい

とか、そういうことの情報をどんどん農協関係の方に流していただきたいということで、お

願いであります。答弁は必要ありません。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そういう情報を流しているかどうか、ちょっと答弁

してもらいます。 

  村松共同調理場所長。 

〇共同調理場所長（村松 徹君） ただいまのご答弁要らないということでしたけれども、状

況についてご報告申し上げたいと思います。 

  学校給食の食材につきましてはＪＡシンセラのほうからの提供ということになっておりま

して、ＪＡシンセラのほうでは契約農家ということで、ほぼ個人の農業者さんでございます

が、町内の農産物の野菜、キノコ類、果樹の生産農家でございますが、そういった方々と情

報共有をしてございます。ただ、実際学校給食では矢巾ではどうしても生産できない、例え

ばコンニャクなんかも統計上野菜類、芋類というカウントになっておるわけでございますけ

れども、どうしても町内でできないものもございますけれども、いずれ地元産を積極的に活

用するようにＪＡシンセラ、さらには農家さん方ともいろいろ意見交換会も行っております
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けれども、新年度以降につきましてはシンセラさんのほうでも契約農家をふやすという考え

方もございますし、あとは29年度の実現は難しいかもしれませんけれども、29年度以降の５

カ年の中で地元産の農産物を通年的に利活用できるように冷凍保存するような設備も検討し

たいというような計画もあるようでございますので、いずれそういった部分での連携を深め

ながら、あとはシンセラさんを通じてということになりますが、農家さんのほうにもこうい

う野菜が不足しているとか、そういった部分も情報発信していければ、なお地産地消率の面

でもよいことだと思いますので、協議しながら検討してまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上でいいですね、そうすると。 

  それでは、これで教育民生分科会に所属しない委員による質疑を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上をもちまして本日の議事日程は全て終了いたし

ました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  なお、明日16日は総括質疑を行いますので、午前10時に本議場にご参集されますようお願

いをいたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ４時４９分 散会 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち委員の皆さんにお諮りいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により、傍聴の許可をしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議ないようでありますので、許可することに決

定いたします。 

  ただいまの出席委員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  なお、12番、長谷川委員は、都合により欠席する旨の通告がありました。  

  ただいまから本日の予算決算常任委員会を開会をいたします。 

  直ちに予算決算常任委員会の会議に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 予算議案の総括質疑 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第１、予算議案の総括質疑を行います。 

  昨日までの３日間において、平成29年度の一般会計、各特別会計及び公営企業会計予算に

対する分科会ごとの全体質疑が終了しましたので、本日は総括質疑を行います。 

  総括質疑は、会計ごとに行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、会計ごとに行う

ことに決定いたします。 

  初めに、平成29年度矢巾町一般会計予算について質疑を受けます。質疑ございますか。 

  藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） それでは、私は、今３月定例会におきまして、冒頭、高橋町長、そして

越教育長のほうから施政方針あるいは教育行政方針について、それぞれ述べられたわけでご

ざいますが、その内容と、今回審議しております予算との関係について、何点かありますが、

絞って質問をさせていただきます。 
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  まず最初は、道の駅の関係、これは今、町長去年の私の一般質問の答弁でも２カ所を想定

して、今検討しておるということで、１カ所はスマートインター付近、もう一カ所は徳丹城

周辺ということがありますので、教育長さんのほうにも最後のほうではお伺いをしたいとい

うふうに思います。 

  ということで、先週山﨑委員長からの一般質問で道の駅の関連があったわけでございます

が、この道の駅の関係については、まだ構想段階で具体的な検討には至っておらないという

ふうな高橋町長の答弁であったというふうに記憶してございます。つきましては、スマート

インターも１年もすれば完工するわけでございまして、そういったこともありますし、４号

線のほうも医大絡みであの辺もかなり環境が変わってくるというふうなことで、どちらにす

るか、いろいろ協議を重ねると、こういうことでございました。 

  この間におきましては、一部いろんな関係する皆さん方からは、やはりスマートインター

付近のほうが適地ではないのかなというふうなお話も聞こえてきておるわけでございますが、

まず第１点は、その辺のところを今後検討するに当たりまして、今の段階でどのようなお考

えであるのか、これ町長さんにお伺いをいたしたいというふうに思いますし、あとは去年の

春の一般質問の答弁から１年間が経過したわけでございますが、今回もそうでございますけ

れども、この検討するための予算的な措置が何か講じられておるのか、この辺のところもあ

わせてお伺いしたいというふうに思います。 

  そして去年の一般質問の後、あるいはその前後して、前からでございますが、４号線のほ

うの関係になりますが、これは10年ほど前から徳丹城周辺に道の駅設置を希望しておる住民

グループがあるわけでございますが、先月私を含む議員３人とともに、その関係者と、徳丹

城周辺の現地を見ながらいろいろ確認、協議をいたしました。その内容は、あそこご案内の

とおり史跡でいろいろ国の指定ということもありまして、史跡に手をかけるということは、

非常に時間がかかるだろうと、こういうことから、あの史跡は、将来的にいろいろ、今そち

らのほうではいろいろ検討されておるわけでございまして、それはそれといたしまして、そ

の隣接した地区を考えたらどうかというふうなお話になっております。このことにつきまし

ては、教育民生常任委員会におきましても、いろいろこの史跡周辺のまちづくりをテーマに

調査研究が今進められておるわけでございますが、この間の会議の中では、この道の駅とい

うよりも、この施設の主たる目的を野菜や花の栽培実習や農産物加工などができるような、

こういった施設、仮称でございますけれども、徳田地区６次産業化推進農業研修センターな

るものとして考えてはいかがかと。 
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  そして、きのうの教民の分科会の中でも敬老会の話題が出ましたが、今回から、29年度か

ら敬老会も３カ所でやるやの話もあります。徳田地区、土橋の構造改善センターの話もあり

ましたが、やはり中心部でやるべきではないかということから、将来的には敬老会なども開

催できる程度の施設と。そして時には曲がり家内での、音楽のまち宣言したこともございま

す。音楽のコンサートなどもできる、そして郷土芸能なども曲がり家を生かした中で披露で

きるような、そういった施設が望ましいのではないかということで、そしてあわせまして、

そこで栽培実習して収穫された農産物等を使った農家レストラン、そしてミニ産直的な施設

がやはり望ましいのではないかということで話が進んでおります。 

  これには岩手医大や附属病院との相乗効果を見込める。そして、また山﨑委員の一般質問

の町長答弁にありましたが、災害時の拠点ということも考慮して道の駅も考慮するというこ

とでございました。ご案内のとおり、国道４号線の東側は、昨年国交省が昨年、北上川の浸

水地区と指定をいたしました。そういうことから、あの地区の避難場所、今は徳田小学校が

第２次避難場所になっておるわけでございますが、将来は、徳田小学校も移転するというこ

とになりますと、やはり避難場所も必要だということもありました。そういったことから、

道の駅とまではいかなくても、先ほど申し上げましたような、いろんな集会ができ、その栽

培実習あるいは加工場を併設して、そして農家レストラン、ミニ産直を併設したような施設

が望ましいのではないかということで今いろいろ検討しておるところでございます。協議し

ておるところでございます。 

  ついては、その場所なわけでございますが、これが一番肝心なところでございまして、あ

の周辺は、そのとおり国指定の史跡ということでございますが、幸いにも現在の曲がり家の

並び、そこから、ラインから西側のほうは指定外となってございます。曲がり家のそしてす

ぐ北側、道路までの間、水田になってございますが、これがさきの基盤整備事業からも除外

された部分がございます。約90アールでございますが、そして所有者は１名でございます。

できれば、その場所を何らかの方法で確保していただきまして、先ほど申し上げましたよう

な計画に結びつけていただきたいものだと考えておるわけでございますが、その辺の所見を

お願い申し上げますし、仮に、そこを活用するとなれば、今後どのような手続が必要なのか

と、その辺のところは担当課のほうから、この内容についてお伺いしたいと。 

  そして次に、教育長のほうに向くわけでございますが、教育長の教育行政方針につきまし

ても、去年、ことしと、徳田小学校の移転について、いろいろ協議に入りますよというお話

がありました。この移転先は、まだまだ先の話にはなろうかと思いますけれども、やはり移
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転する以前に、移転した後、あの周辺の、そしてあそこの今の徳田小学校を含む徳丹城の史

跡周辺は、徳丹城が1200年も前にできたというふうなことから、徳田地区の教育文化の中心

地でもあるわけでございます。そこに、では何を残すのかということになる場合も想定され

るわけでございまして、その際には、先ほど申し上げましたが、資料館なり、曲がり家なり、

申し上げました施設と一体化して、あの場所を今後の徳田地区のそういった教育文化、さま

ざまな拠点にしたらどうかというふうなことをもって、この移転の構想に入ったらいかがか

と考えるわけでございます。 

  いずれこの移転につきましても、震災以前は、第６次総合計画の後期計画には決定するだ

ろうということで地区住民は、2020年ごろまでにはどこかに移転がなされるのではないかと

いうふうな話できましたが、震災を受けて、耐震補強工事をしたことによって、まだ10年か

20年は動かないのではないかというふうな話にもなっておったわけでございますが、やはり

いつかは移転しなければならないと。こういうことから、今申し上げましたように、そこの

場所を、町長部局と一体となりながら確保して、詳細については、またこれから詰めるかと

思いますが、この移転の前に、そういったことも地域住民に示していただいたらいかがかと

いうことと、あわせまして去年もことしも教育行政方針で申し述べておるわけでございまし

て、今年度、いつかの段階で関係者にそういうお話をする機会があるのか。そして、それに

伴う予算的な措置が生ずるとするならば、その辺の予算はどの程度、どのように考えておる

のか、このことについてお伺いいたします。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず第１点の道の駅構想についてでございますが、まず道の駅の整備については、その前

に、都市計画マスタープラン、この土地利用計画、ひとつご理解いただきたいのは、まずそ

のプランニングをしっかりやってから、この道の駅の整備構想の予算措置をお願いをいたし

たいということで、そこはひとつご理解をいただきたいなと。 

  それから、道の駅に矢巾スマートインターチェンジも徳丹城の周辺の場合も、やはり防災

機能は、これは非常に、特にも盛岡に入る前の徳田地域は、特にもそういった防災機能の強

化はしなければならないと思うので、これは矢巾町だけの問題ではなく、周辺の盛岡広域の

市町ともよく連携をとりながら、それから矢巾スマートインターチェンジは、特にも県との

あれで総合防災との拠点基地構想の中でお願いをしていきたいなということで、それでまさ
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に防災機能を兼ね備えた道の駅構想は、全く藤原由巳委員のご提案のとおりだと思います。 

  それで、あとは、いわゆるそれぞれ特徴的な取り組み、この間も一般質問で山﨑議員にお

答えしたとおり、このスマートインターチェンジは、やはり県民医療の、県民のいわゆる命

の道でもあるので、そういったことを視野に入れた取り組みをしたいと。今徳丹城周辺につ

いては、いわゆる６次産業化のセンター機能を兼ね備えた、いわゆるもう栽培からレストラ

ンまでのフルセット機能を持ち合わせた、これは私は本当にいいご提案だと思います。そう

いったことで私どもといたしましては、前からもお話をさせていただいておりますが、内部

でも係長級の事務事業推進会議でもいろいろ詰めておるのですが、きょう藤原由巳委員から

ご提案をいただいた内容も加味しながら前向きに検討してまいりたいなと、こう思っており

ます。あとは、どちらを先行実施するかということについては、これはやっぱりタイミング

だと思うのです。だから、今ここで藤原由巳委員は、矢巾スマートインターチェンジは来年

の３月開通するわけなのだからというお話があったのですが、この先行実施についても、内

部でしっかり検討させていただいて、もちろん土地利用計画、そういったものとあわせて整

備構想をお示しする段階のときは、委員各位ともしっかり協議をさせていただいて取り組ん

でまいりたいと、こう思っておりますので、あとはこれからの用意周到な準備が大事なわけ

でございます。また、その意味でもいろんな皆さん方からもご提案をいただいて、いや本当

にいい道の駅を整備したなと言われるような取り組みをやっていきたいなと思っております

ので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 越教育長。 

〇教育長（越 秀敏君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  徳田小学校の移転関係のことと、徳丹城の整備ということは、切っても切れる問題ではな

いと。同一歩調で考えていかなければならないということは、委員仰せのとおりだというふ

うに思っております。徳丹城の整備については、一般質問にもございましたとおり、29日、

30日で総括の報告書の刊行を行って、実際には31年あたりから入っていくのかなというふう

に考えますと、徳丹城の整備がどうあるべきかというのと、徳田小が仮に将来的に移った場

合に、そこに何が残されるのかという問題があろうかというふうに思います。ですから、ま

ず整備委員会のほう、地域の方も入れてということございますので、その中で徳丹城のほか

にそういう小学校の問題も出てまいるのではないかなというふうに思っております。 

  それから、徳田小学校の移転につきましては、ご指摘のとおり耐震補強をしておりますの

で、この世の中、使える限りは使うべきだという考え方でございますので、この前少し私的
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なお話は申し上げましたが、７次の後期から８次にかけてというあたりが、そろそろ考えな

ければならないことではないかなと。その際には、徳田小の移転ということではなくて、ま

ず町内の小中学校のあり方についてお話し合いをした後に、実際移転等が必要な学校はどこ

かというようなところからお話し合いをしてまいろうかなというふうに考えているところで

ございます。 

  したがいまして、来年度の予算について、そのような予算措置はしておりませんけれども、

近い将来そういうことが来ると思いますので、準備には努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原由巳委員。 

〇（藤原由巳委員） ありがとうございました。いずれ現段階では、そういう段階だというこ

とは理解するわけでございますが、やはり１年前にもやや似たようなご答弁をいただいて、

この１年ですので、29年度は、何とか光の見えるような段階で進んでいただくことを期待す

るものでございますし、やはり第一歩が非常に重要だというふうにも考えます。そして、特

にも土地の利用規制の関係が非常に今のところネックなわけでございますので、やはり早目

早目に取り組んでいくことが望まれるというふうに思うわけでございますが、多分これは担

当課のほうかと思いますが、例えば先ほど徳丹城周辺、曲がり家の申し上げた土地を、例え

ば宅地化して、いろんな建物を建てられるということになりますと、例えば29年度からスタ

ートしても、いつごろになりそうと見込まれますか、その辺お伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  土地利用計画と、今住宅政策は、もう切り離すことはできないわけで、これはもう一体と

して取り組んでいかなければならない。それから、土地利用計画も本来はもっと早目にお示

しをしておけばよかったのですが、ここ、いずれ29年度中には、都市計画マスタープランを

皆さんにお示しをして、その中からいろんな皆さん方からもご意見、ご提言をいただいて進

めていきたいなと考えておりますし、それから、この間先月27日に小川理事長先生による医

大の、いわゆる移転計画の説明会もあったのですが、そのときにもご質問があって、いずれ

これからの、いわゆる住宅政策なんかもどのように考えているのか。また、それに合わせた

土地利用計画、小川理事長先生からは、私もびっくりしたのですが、私以上の答弁で盛岡、

滝沢、盛岡広域一体となって、それに県もあわせて取り組んでいくという答弁をされて、私
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も赤面の至りだったのですが、いずれ私どもといたしましては、もう猶予ならないような状

況にありますので、だから先ほど第一歩を踏み出すことは非常に大事ですし、もう踏み出し

たら、もう進めなければならない、そういう状況下にあるということで、だから土地利用計

画で、先ほど徳丹城の西側の90アールのご指摘もあったのですが、いずれそういうようなの

も包含しながら、前向きに取り組んでまいります。 

  いずれマスタープランを皆さん方にお認めいただいた段階から、もうスピードアップして

取り組んでいきたいなということでご理解をいただきたいということと。 

  あとは、財政との両にらみもあるのですが、いずれ今ここに来た段階で財政、財政とも言

っているわけにいかないので、県のほうともしっかり取り組みながらやっていきたいと思い

ますので、前向きに取り組むということだけはひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） ２点お聞きします。 

  まず今各自治会では、総会時期であります。私どもの自治会内のことで恐縮ですが、２点

お聞きします。 

  まず１点は、駅西側の三田商店の所有地の活用についてです。12月ごろだったと思います

が、町長からは、近々にあそこの利用についてお話しできることがあるかもというお話があ

りましたので、３カ月たった今時点では、何か構想が見えた、もしくは本当に近々発表でき

るような内容になっているかという部分が１点でございます。 

  それから、もう一点は、そこの田園ホールの西側の道路、新田のほうに行きますと、又兵

エ新田の５地割のところで丁字路になってとまっております。あそこの部分については、岩

崎川の拡張工事、それから矢次の圃場整備等を行って、ある程度の土地利用について、また

道路整備について見えた時点で、あの道路については何らかの形でというお話も聞いており

ます。５年後先で構いませんので、あそこはどのような構想になっているのか。自治会の総

会で聞かれる可能性もあるので、確認しておいてくれないかということもありましたので、

ご質問させていただきました。 

  よろしくお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  第１点目のことについては、私のほうから。それで、ずばりお聞きしますが、三田商店さ
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んのところですね。それで、私はことしの12月までにということで、早ければ、前倒しすれ

ば夏から秋にかけてということで、今までもそういうお話をさせていただいたのですが、実

は、これがちょっとおくれるようですが、やることはもう間違いないようでございますので、

これは私うそをついたことになりますので、そういうことのないように、私も実は最近ちょ

っと落ち込んでおる、不来方野球部の早稲田実業と対戦できるのかなと、これがちょっと外

れて、それで私の予想では、来年の夏ごろまでには。だから、地域の皆さんからお聞きされ

たならば、いずれ今のところ来年の夏の開業に向けて諸準備をしているということでお話し

されていただいて結構です。 

  ただ、このことについては、本当は、非常にあそこの三田商店さんというのは、かたい会

社なのです。だから、私がここであれして、新田自治会さんのあれにマスコミや取材に来る

かどうか、ないかと思うのですが、できれば、そこはあと赤丸秀雄委員のご判断にお任せい

たしますが、いずれ間違いなく来ます、来ますので、ただそういう前から、もうことしの遅

くても年末セールに合わせてということなのですが、いろいろ何かあるようでございまして、

だからそういうことの状況ですので、そこはいいあんばいにひとつ地域に帰られたならば、

お話をしていただいて、高橋昌造にも気の毒させないような上手な言い回しでひとつお願い

をいたしたいと思います。 

  ２点目は、担当課長のほうから答弁させますので。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、２点目の田園ホールの西側、あそこは赤林南矢幅

線ということで都市計画道路決定している路線でございまして、確かにお話のとおり、あの

場所でとまっていると。いわゆる当時市街化区域の中をまず先行で設置しましょうというこ

とでつくっております。それで、あそこの部分、北側のほうに伸びておりまして、それから

東に下がる計画になっておりますが、あの計画は、昭和45年の都市計画決定をした際に決定

したままの状況でございます。 

  それで今度、いわゆる矢次地区のほうの圃場整備とか、当時とは若干変わってきていると

いう部分もございますので、実際的なところ、町では今現段階では、伸ばすという計画は、

今現段階では持っておりませんが、ただ、いずれは、あそこは市街化に隣接している土地の

部分でもありますので、また岩崎川の改修で今、あそこの上海老沼橋のところに、付近につ

ながる予定になっているのですけれども、あそこに例えばまだ新しく橋をとなると、多分お

金もかかりますし、やっぱり管理的な面からも、やっぱりそれはまずいだろうということか
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ら、最終的には考えられるとすれば、例えばそこを開発に合わせて道路の計画を見直して、

そしてちょっと最終的に今の町道にタッチするような計画にしたらどうかという部分は、内

部では話している最中でございます。 

  ただ、いつ実現できるかというのは、まだ内部でもちょっと決めかねている部分もござい

ますので、いずれ線引きの拡大あるいは例えば業者さんからの提案等なんかもあれば、総体

的に考えながら何とかつなげるまでは、いずれはやっていかなければならないのだろうなと

いう部分では理解している路線でございますので、今現段階では、何年先にできるかという

のは、ちょっと今現段階では結論は出せない状況ではございますが、そういったことでいず

れ必要だという部分ということで考えていることはご理解いただければなと思います。 

  以上、お答えとします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか。 

  高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） ３点ほど質問させていただきたいのですけれども、１つずつ質問させて

いただきます。 

  町長の施政方針演述で国際交流協会の支援を行いながら町内在住の外国人との異文化交流

により、国際社会に通用する人材育成を図っていくとありました。そこでお伺いいたします。 

  国際交流協会の助成、健全育成、人材育成、この部分が年々削られております。事前質問

を出しましたならば、事業はそのままで事業内容を精査することによるとありましたけれど

も、最近では、英語教育も小学校の３年生から始まることや、もう間もなくオリンピックが

開催されるなどを踏まえて、ますます語学力のある人材が必要になってくると思われます。

また、現在の状況では、フリモント、例えば友好都市と交流しているフリモント町に行くに

も、学力のすぐれた子どもが派遣対象になりがちです。全教科では力が出せなくても、語学

が得意な子どももいるのではないかと思います。そういう子どもを発掘するのも、また私た

ち大人の役割ではないかなと思っております。 

  何年か前ですと、このフリモントのほうの派遣につきましても、大体半分ぐらいの補助が

あったと思うのですけれども、年々これも減ってきまして、今３割程度でしょうか。30万円

くらいかかるとなると、その費用を捻出するにも、本当に限られた子ども、成績が悪いから

とか、お金がないから行けない、ホームステイを受け入れができないので、行けないではな

く、多くの子どもたちに夢を持って参加させていただきたいと思うのですが、その辺のこと

をどう考えていらっしゃるかお伺いいたしたいと思います。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  詳細については、担当課長のほうから答弁させていただきますが、実はフリモントと矢巾

の交流で、この間、この間というか、盛岡大学の卒業式がありまして、そのときに、卒業生

の代表で英語学科の方が卒論で、この矢巾町のフリモントとの交流を取り上げておられた、

その卒業式のときにお聞きしておりますし、それから岩手県立大学でもこのフリモントの交

流の検証をやられたりしておるわけです。それで、今私どもはそういった、いわゆる外部の

目から見た、いわゆる交流のあり方、国際交流のあり方、こういうものももう一度原点に立

ち返って進めていかなければならないということで、今もうそのことで盛岡大学の英語学科

とか、県立大学のそういった卒論とか何かに出されたものをちょっと私どもも検証させてい

ただいて、そして今高橋安子委員がおっしゃるとおり、全教科ではない、英語なら英語、そ

れも大事だと思うのです。だから、要するに今まで、もう私どもももう一度原点に立ち返っ

て派遣した生徒さんたちの追跡も含めて、やはり私どものお金が有効にお使いになっていた

だくためにはどうすればいいかということをもう一度検証するということで、今内部では始

めております。 

  その中で、今県立不来方高校の、私卒業式にも行ったのですが、すばらしいのです。だか

ら、きのうは矢巾北中の卒業式、私は感動したのは、もういろんなことがある中でも、生徒

たちが心から一生懸命やっているのだなということで、私にすれば国際交流のことについて

は、高橋安子委員と同じく検証をさせていただいて、あとは、その額が３割とか５割とか、

100でもいいのではないですか、有効にお金を使われるのであれば。だから、その辺のところ。 

  あともう一つは、やはり子どもたちが、向こうから来るフリモントの子どもたちは、自分

たちで一生懸命何かボランティアとかやってお金を生み出してきているというのもお聞きし

ておりますので、全部おんぶにだっこではなく、そういったボランティアとか、いろんな活

動を通して、自分たちでも額に汗をして取り組んでいるということも、やはりこれから大事

ではないかなということで、今まさにご指摘のとおり、もう一度検証させていただいて、そ

して今後の取り組みを、もうこれはこの国際交流はなくするわけにはいかないので、どのよ

うにして継続していったならば、いろんな意味でいい交流ができるかということを進めてい

きたいなと。 

  この間、副町長も行ってきたのですが、私も過去に行ったことがあるのです。副町長とか

町長は行かないほうがいいです。だって、行ったってつんぼ桟敷なのですもの、英会話がで
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きないものですから。だから、もう統導する者から変えていかなければならないと。きょう

は、副町長にはちょっと気の毒させたのですが、いずれそういった統導する者がわけのわか

らない者が行ってはだめだと、私もそれは自分で身にしみておりますので、そこから考えて

いきたいなと、こう思っております。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） それでは、国際交流協会の担当課ということで町長答弁に尽きる

わけでございますけれども、実態としまして、平成29年度、250万円という助成のほう、行う

わけですけれども、委員さんご存じのとおり、この大半は、基本的にはまず交流、フリモン

トとの交流というのがまずベースでやられてきた状況でございます。ただ、委員さんもご指

摘したとおり、現在子どもたちの英語教室とか、独自の交流のみならず行っているものも、

これもあります。また、アメリカフリモントに行くばかりではなく、教室プラスいる部分の

交流という形の中でも事業を組んでいるものもございます。ご指摘の助成の部分、ここにつ

きましては、前と比べて、確かに少しずつなのかどうかあれですけれども、確かに減額して

きておりますけれども、先ほど町長答弁申しましたとおり、事業そのものの見直しというの

か、ここら辺を徹底して行いまして、交流協会として取り組むべき方向をきちっとした中で

町としても、その事業に対しての助成という形の中では対応してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 課長、もう一点、町内にいる海外の、いわゆる外国

人との交流というのはどうなっているか。 

  山本課長。 

〇総務課長（山本良司君） 失礼いたしました。今ちょっと言いましたけれども、フリモント

との交流のみならず、町内なり、近隣にいる方の外国人と申しますか、この方々との交流、

これも今年度もやりました。やはぱーくで実施いたしましたけれども、参加人数はちょっと

少なかったのですけれども、たしかフランスの方をベースにして、講演とか会食を含めまし

てやりましたけれども、こういう形の事業も含めて国際交流協会の事業として取り組ませて

いただいておりますし、これからも行いますけれども、先ほど申しましたとおり、事業のあ

り方というか、内容ももやっぱり見直すものは見直しながら補助がだんだん、助成が少なく

なってきているというのも含めまして対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 
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  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） ぜひ町長がおっしゃるように、できるだけ、本当に県内ですごく矢巾の

交流がすばらしいものだということを私も耳にしておりますし、それから私もフリモントの

ほうに子どもさんたちと一緒に行ったことがございます。子どもたちを見ていると、十何人

の子どもたちが行きましたけれども、行くときに元気のなかった子どもでも、帰りになると、

本当にやったぞという自分の気持ち出るのです。それで、帰ってきてから、すごく元気よく

学校に通った子どももいます。先ほど町長がおっしゃったように、フリモントのほうでは、

アルバイトをしたり、ボランティアをして、お金を自分たちで貯めるという部分もあるとい

うことも聞いております。こちらのほうの子どもたちは、すごく恵まれていまして、助成金

と、それから親のお金で行っている子どもがほとんどではないかと思いますので、帰ってき

たならば、それを、行ってきたことをみんなに広める、１回、２回の発表だけではなくて、

例えば英語、語学力を生かして、ちょっとした小さい教室の小さい子どもたちを集めての英

語教室みたいなのを開いてもいいのではないかなと思いますので、ぜひ前向きに検討してい

ただきたいと思います。 

  それから、次の質問に入ってよろしいでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） はい、どうぞ。 

〇（高橋安子委員） きのうもちょっとお伺いして、副町長からご答弁をいただきましたけれ

ども、これも乳幼児を預かる保育施設、８カ所あって、約1,000人の保育環境を整備している

ということでお伺いしております。きのうも言いましたように、４月の時点ではゼロであっ

ても、すぐに待機児童が出るのではないかなと懸念しております。また、職員に過重労働を

強いるような状況であれば、それも今は働き方改革を考えている時代ですので、それも大変

かなと思っていましたならば、きのうの答弁では、これから新規の保育所の打診もあるとい

うことで、少しは安心しましたけれども、ただ、これから医大ができるまでの間、あるいは

保育園がこちらのほうに、私立の保育園ができるまでの間だけでも、４月からのもうほとん

ど満杯の状態でスタートして、９月になると、また引っ越しとか何かあって、どんどんふえ

ていくのではないかと思いますので、その辺を踏まえて、次の点をお伺いしたいと思います。 

  １点目は、例えば一般の方に期間を設けて研修していただいて、研修修了者には、１日数

時間でも保育補助員としてアルバイトしていただくような考えがないかお伺いいたします。 

  ２点目は、待機児童が出た場合、保護者、特に母親は、仕事につけない状況がいつまで続
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くか不安です。そのような場合に、家庭的保育事業、保育ママ制度というのがございます。

もっと活用することを考えているかどうかお伺いいたします。何か保育ママというのは、保

護者が仕事で子どもを保育することが困難であるにもかかわらず、保育園に入所できない子

どもを保育する仕事、保育士、幼稚園教諭、それから助産婦、保健師、看護師など、子ども

にかかわるような資格所有者なそうです。または、保育経験の豊富な人、子どもを遊ばせる

ための十分なスペースなどを備えていることが条件で、この家庭的保育何がしというのがあ

るのだそうです。そのことは考えていないかどうかお伺いします。 

  ３点目は、この保育ママを実施している施設、多分有名なのでは、やはぱーくにある矢巾

ゆりかご、それがあると思うのですけれども、この矢巾ゆりかごのほかに、町内に何施設ぐ

らいあるのかお伺いしたいと思います。 

  最後に、このような保育ママを実施している施設に、これから助成金等を考える予定はな

いかどうかについてお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  ちょっと第１点目で言い忘れたことがあるので、あれなのですが、実は、これ盛岡広域で

もいろんなところとの国際交流をやっているわけです。できれば、矢巾町だけの成果ではな

く、盛岡広域８市町で、できれば盛岡とか紫波町、最初は紫波町さんでもいいのですが、そ

ういうところとの国際交流で行った人たちの交流もいいのではないかなと、私、そういうふ

うなことも考えていきたいなと。こういうことを言うと、総務課長は、もうすぐのぼせると

思うのですが、また仕事ふえるということで、いずれ私はそういったことを考えてみたらど

うなのかと。 

  それで、今ワークライフバランスのことで、基本的には、今保育補助員とか、それから保

育ママ、またはそういったものに対する助成制度とか、いろいろあったのですが、基本的に

は、私どもは、今公に認められている、認可されております保育所の確保が最優先課題なわ

けでございます。だから、もしそういった待機児童とか何か出たときの対応は、これからも

う非常にシビアに対応していかなければならないと。 

  先ほど高橋安子委員から、いわゆる８施設で1,000人ぐらいの規模の保育施設、少し安心し

たという発言があったのですが、その少しを取って、安心できるような保育体制、保育の充

実を図っていきたいと。だから、来年の４月から今いろんな整備構想の話も出てきておりま

すし、それから何回も言うのですが、岩手医大が来ると、もう保育の需要も当然出てくるわ
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けです。だから、今既存のいわゆる社会福祉法人にもお願いをして、確保していきたいとい

うことで、基本的には認可外のことではない、認可でしっかり待機児童が出ないような体制

整備、これが私らの課せられた課題でございます。だから、そのために来年の４月から、副

町長がどういう答弁したかあれなのですが、もう来年からもふえていくような、そして体制

を今お願いしておりますので、だからここはできれば、認可外のあれで事故が起きたときに、

私どもが一番心配するところでございます。 

  だから保育補助員とか、保育ママのあれに助成を出すこともいいのですが、そういう場当

たり的な対応ではない、しっかりした対応をしていきたいなということで、あとは今家庭的

な保育の事業の実態はどうだということは、担当課長のほうから答弁させますので、よろし

くお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず一般の方が研修を受けて、保育の補助をできないかという１点目でしたけれども、そ

れぞれが保育の、介護の力をつけると同じく、育児、保育の力をつけることは大事でありま

して、28年度は、やはぱーくがオープンしたことによって、子育て支援センターで行ってい

る事業を見直しまして、やっぱり福祉的なところを力を入れていかなければならないのでは

ないかということで講座等あるいは広場等を見直した経緯があります。 

  それで、今まさに３月までに、４月から入園できる人を待機を出さないということで、こ

の２月、３月、さまざまな調整、人事まで含めて予算もそうですが、備品まで、そこまで今

行っている状況ですので、一般の方が力をつけるということにつきましては、29年度でいろ

いろとできることをふやしていきたいという思いでおります。 

  また、２点目の家庭的保育事業につきましては、矢巾町でも要綱を整備しておりまして、

今までそれは独自に研修を受けてということが条件なのです。ただ、今までお問い合わせ、

１名ありまして、八幡平市や盛岡市で講座を行っておりまして、盛岡市のところにご紹介し

た経緯がありますが、そこでまず家庭的保育、ただ、安全ということがありまして、私自身

もそのような制度のない中で育てていただいた経緯がありますが、今矢巾町でも認可外のと

ころで事故がありましたので、そこを含めて、いかに安全に保育を提供できるかというとこ

ろが重要視されてきましたので、そのことはまだ本格的な取り組みになっていない経緯があ

りましたので、できることをどうやって進めていくかということは検討させていただきます。 

  そしてまた、３点目、やはぱーくでゆりかごのほうの、本来のゆりかごのほうの事業の中
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で託児できるのかとか、あるいは今どれくらいあるのかということですが、認可外保育所は、

３カ所あります。事業所、そしてまた個人で行っているところがあります。そして、やはぱ

ーくのゆりかごさんでも欲しいということがありますが、先ほどの安全のところがあります

ので、お互いにさらに協議しながらいろいろと29年度向けていければと思っております。 

  そしてまた、個人で事業所、保育を始めているような方もいますので、いろいろな形でで

きることをふやしていくことが大事かと思っておりますが、その中でも一番はやっぱり安全

に、安心して預かれる、そしてまた預けるという体制を、それは28年度特にもいろんなこと

を体験しましたので、29年度もそのことを踏まえて、いろいろとできることをふやしていき

たいということで答弁とさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 時間的にちょっと１時間以上過ぎましたので、ここ

でちょっと…… 

              （何事か声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、受けていきたいと思います。 

  廣田委員。 

〇（廣田清実委員） 今の答弁、もっともだと思います。ただ、今働き方が変わりまして、今

までだと、就職、ママさんたちも就職するのが４月からという形になっていますけれども、

実は、今子どもの休養期間とかあるので、４月ではなくて、10月とか、その期間が切れる時

期が毎年、もう１年間、12カ月あるわけなのですけれども、私のところの地区では、もう引

っ越ししてきた人たちが、やっぱり2,000万円、3,000万円近い家を建てると、子どもを預け

て仕事をしなければ暮らせない。でなければ、せっかく買った家も出ていかなければならな

いという部分も考えますと、今確かに４月には待機児童はないのだけれども、矢巾町の中、

私はよく言われるのですけれども、矢巾町に来たら、それ以外の途中に入る保育園に入れる

ことはなかなか難しいという部分で、結構いろんな部分で相談受けます。矢巾町に来てほし

いという部分であれば、やっぱり家を建てて、共稼ぎしなければならないという部分を考え

れば、やっぱり今の体制では、不十分ではないかなと私は思いますし、それから仕事の仕方

も、今私たちは朝早くから稼いでいるお母さんたちとかいないと思っているかもしれません

けれども、朝６時とか、そこに出ていかないと、仕事がもらえないという人たちも考えれば、

やはぱーくの一時預かりもありますけれども、ただ９時からという話になると、今民間の人

たちに、預けても仕事に行かなければならない、その人たちに補助が全くないという部分も

あるので、三木町でも24時間、一時預かりもやっているというところもあるということを考
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えれば、安全性を考えれば、やっぱり６時とか、そういう部分で早く出て仕事に行く人たち

のことも考慮して考えていくべきではないかと私は思いますし、これからの取り組みとして、

その部分が、お母さんたち、女の人たちの仕事を助けるためにも、そういうのが必要ではな

いかと思いますけれども、よろしく答弁をお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  今、先ほども答弁させていただいたのですが、まさにワークライフバランス、働き方改革

ということで、特にも私ども今問われているのは、子どもさんたちに対する支援のあり方、

これは生まれたときから、やはり学校に入って卒業するまで、そこで今お話しされたことも

含めて、私ども今度４月１日から子どもプロジェクト、いわゆる子育て支援です。今福祉・

子ども課だけでは、もう健康長寿課、福祉・子ども課、そして学務課とか、もう紫波町なん

かは、教育委員会に子ども課があるわけです。だから、そういうプロジェクトを、横断的な。

今まさにご指摘のあったことも、だから私は今町立の保育園１つ残しておるのですか、これ

が本当はモデル的な先進的な取り組みをしなければ、町立保育園としてのあり方が問われる

ぞということで、今まず今年度からは、限られた、今150人のところに、この間149というこ

とで、これもまず設備基準を達成できれば、割り増しの定員ができると。だったら、もうそ

のことに取り組まなければならないのだということで、そういう内部でのいろんな自己改革

も進めておりますし、これからも進めてまいります。 

  だから、その中で、もう認可外もお願いしなければならない。ただ、先ほど菊池福祉・子

ども課長が答弁したように、認可外で過去に死亡事故があって、そのときから、私どもはし

っかりとした認可保育園、こういったものに取り組んでいかなければならない。だから、そ

ういった意味で、認定こども園とかの制度も含めて、今ご指摘あったことは、しっかり捉え

て進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） ありがとうございます。ぜひこれからも検討していただきたいと思いま

す。もう本当に緊急の課題だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後に、３点目は、確認の意味も込めて質問なのですけれども、昨年は、県道に花いっぱ

い運動を実施していただきまして、本当にありがとうございました。川村よし子議員もこの

間、質問にちょっとあったのですけれども、婦人会の席で町長はことしもぜひということを

おっしゃっておりました。土がかたくならないうちに重機で掘り起こして、その後に花を植
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えるということをおっしゃっていたような気がいたします。それから、ゲートボール場のほ

うにも花畑にするということで、花がたくさんある矢巾町になる、すごくうれしいことだな

と思っていますけれども、この不動盛岡線の県道については、ことしも継続してくださるの

でしょうか。スマートインターもできますし、それから医大も開院しますので、ぜひお願い

したいと思いますが、その辺のところの所見をお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 県道の花ということでございます。予算には、一応計上して

ございます。ただ、予算規模の関係で、できる範囲等については、昨年ほどはできないのか

なというふうに思っております、残念ながら。といいますのは、皆さんご苦労なさったとお

り、あの土を相当手をかけないと、難しいなと思っていまして、そのためには、昨年はかな

り県のご協力を得て、草刈り等をやっていただいたのですけれども、ことしも県にはある程

度ご協力をお願いしますが、限りがあると思っておりますので、予算の範囲内でできる限り

やりたいなと考えて、予算を計上してございますので、ご理解願いたいと思います。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋安子委員。 

〇（高橋安子委員） ぜひお願いしたいと思うのですけれども、スマートインターの両側のほ

うは、もう工事で花壇が少し減っております。それでせっかくの事業ですので、また県のほ

うとも交渉していただいて、予算をちょっと出してもらってでも、去年同様あるいはそれよ

りちょっと範囲を広げてお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  どうもうちらの管理職とは、花の答弁ではかみ合わないというので、本当に私情けないの

ですが、これは県がお金ある、ないからとか、やる気があるかないかだけの問題なのです。

だから、これはやらさせていただきますし、それから県のほうにもこれから交渉して進めさ

せていただきます。そのかわり一つ条件があるのです。議員、きょうは委員各位の皆さん方

にも、ぜひ特段のご協力をお願いをいたしたいということで、私も女性の集いでもお話をさ

せていただいておりますし、いずれ私のキーワードは、できれば矢巾は花と緑と、そして矢

巾に入ったならば、ああほっとするなというようなまちづくりをしていきたいと、こう思い

ますので、よろしくひとつお願いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ここで10分間の休憩をしたいと思います。 
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  再開を11時10分とします。 

              午前１１時００分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１０分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  引き続き、一般会計の総括質疑を受けますが、廣田委員。 

〇（廣田清実委員） いろいろ難しい話がある中で、ちょっと私は矢巾町の今後の考え方とし

て２点ほどお伺いいたします。 

  まず、カヌーのことなのですけれども、矢巾は岩手県のカヌーを生んで、育てて、いろい

ろずっと見守ってきたという、私も小さいときからダムでやっていた部分もありますし、ダ

ムから抜けても、岩手県のカヌーを育ててきたのは矢巾ではないかなと、私も自負、感じて

おりますけれども、昨年度の予算から、本来であれば、岩手県のカヌー協会に矢巾町から出

すのは、理にかなわない部分はありますけれども、今までそうやって育ててきた部分がある

のですけれども、私の記憶が違わなければ、昨年度の予算では55万8,000円だったと思います

けれども、本年度は、予算の中で40万円に減らされているという部分で、不来方高校にもや

っていますけれども、不来方高校の選手が矢巾町に希望を与えた、カヌーで希望を与えてく

れたという部分で、私たちも本当に喜ばしいことだと思っていますし、水本さんも第１号の

表彰を受けたという部分もありますけれども、やっぱり今はカヌーの場所はありませんけれ

ども、岩手県のカヌーの競技を生んだのも、育てたのも矢巾町ではないかなと思うのですけ

れども、去年からことしの予算を減らされている部分を考えると、これからも矢巾町はもう

育てる気がないのか、まず１点お伺いいたします。 

  それから、２点目ですけれども、いつも矢巾町のいろんな会合があって言われるのですけ

れども、矢巾町にはパンフレットがないのかという部分で、田園ホールがありますし、いろ

んな会合をやることはあるのですけれども、私たちも視察に行ってくると、いろんなこの町

ではこんなことをやっているよというパンフレットがあります。矢巾町では、いつも言われ

るのですけれども、つくる、つくると言っているのですけれども、ＩＴ関係のホームページ

とかは、つくりやすいという部分もあるでしょうけれども、やっぱり配って矢巾町を宣伝す

る、それから矢巾町に定住していただくためにも、矢巾町はこんなことをやっているのだと

いう部分は大事だと思うのです。そういう部分、ほかの市町村から比べれば、矢巾町はやっ

ぱり黙っていても何とか維持はできている、維持はできるけれども、ふやすことはできてい
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ないというのが現状ですので、もっとやっぱり積極的に矢巾町の魅力、先ほど言った、安子

委員さんが言った保育園の関係だって、矢巾町はこのくらい住みやすいですよという部分を

考えてやるパンフレットがあってもいいのではないかなと思います。 

  実質的に本当にパンフレットをつくると言われて、私も１年前から実は商工会の関係で大

会があったのですけれども、どうしても矢巾町のパンフレットが欲しいと言われて、ない。

ほかの団体から矢巾町にないのだったら、商工会にあるべ、ない。結局矢巾町を紹介するも

のはホームページを見てくださいみたいな形しかなかったので、本当につくる気があるのか、

そういう部分でお聞きします。 

  やはり３万人にするということは、並大抵の努力ではできないと思うのですけれども、減

っているところから大きくというのは難しいけれども、減らないところを何とかという努力

はするべきだと思うのですけれども、３万人にするには、やはりそれなりのＩＴ関係も必要

ですけれども、紙関係でもやっぱりＰＲしていくべきではないかと思いますので、この２点

をお伺いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） １点目の県のカヌー協会への補助金についてお答えをいたし

ます。 

  委員ご指摘のとおり、昨年度よりも減額してございます。まず結論から申し上げまして、

今後段階的に削減をいたしまして、平成30年度をもって終了したいというように考えてござ

います。この理由でございますが、前は、盛岡とか雫石、紫波町からも補助金を出しており

まして、今現在は矢巾町だけであるというようなことで、矢巾町だけが直接県の協会に補助

金を出すというようなケースで、これまでまいったわけです。ただ、いわて国体があるので、

それまでは頑張ってということで継続をしてまいりましたが、国体終了を経まして、県のカ

ヌー協会のほうの会長等とも協議をして、このようなことにいたしました。いずれほかの県

の協会、例えば紫波町とか、あるいは岩手町、こういったところを見ても、直接自治体から

県の何々協会への補助というケースはなくて、いずれ私どももこのようなケースは、やはり

町民の方々への説明にも困るなというふうなこともございまして、このような今後段階的に

削減をするというようなことにいたした次第でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 
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  廣田清実委員の言うとおりなのです、おっしゃるとおりです。それで、これは私も産業振

興課の担当にも、ぜひ全面的に改定をしてやらなければだめなのだと。ところが、間に合わ

せで刷って間に合わせるとなって、今聞いたならば、新しいのを立ち上げたようですが、い

ずれご指摘のとおりでございます。これは、私県議会でお世話になっているときから、矢巾

町の広聴広報、特にも今言った総合パンフレットとか、これはやります、やりますというこ

とではない、やらなければならないので、これは担当課、広聴広報の担当課だけでなく、も

う全庁挙げて、それぞれから特徴的なものを全部出させていただいて、そこでこの間、楽天

とアマナとの、特にもＩＴを利活用した対応。そこで、今その中で検討させていただきます

し、おっしゃるとおりなので、私どもとしては、もうご指摘のことについては、何ら言いわ

けはできないわけです。もうやりますので、それだけはご理解していただきたいということ

で、これは全庁を挙げて、何回も言うようにやらなければならない。自分のところはいいの

だということではなく、みんな一緒になって、矢巾町をどのようにＰＲしていくかと、それ

が一番大事なことなので、だから今廣田清実委員が言われたことは、まさにそのとおりで、

さきの道の駅構想でも、南昌山とか、徳丹城とか、いろいろ売りがあるわけです、矢巾町に

は。そういうふうなものをしっかり発信していくようにやっていかなければならないという

ことで、これは副町長初め、しっかりやらさせますので、よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） 私も先ほどからのまず子育て支援に関してと、あと町営住宅政策につい

て、２点お伺いをいたします。 

  １点目の保育園がいよいよ足りなくなってきたという状況の中で、特にも矢巾町立保育園

の果たす役割が大きいかと思います。そして、特に矢巾町立保育園の場合は、発達障がい等

の、いわゆる障がい児も受け入れている、まず唯一の保育園でございますので、やっぱり一

定程度の空きがないとならないという状況にやっぱり持っていかなければならないだろうと

考えます。 

  そこで、保育士の確保が大変今難しくなっていると。県でも助成金を出すというような状

況に至っておりますが、今後の矢巾町の保育士の確保の問題についてお伺いをいたします。 

  次に、認可外を使わなければならないほど、今の子育ての人たちは大変だという状況です。

つまり朝早くから、場合によっては、まず深夜に及ぶ労働を強いられているということでご

ざいます。これを解決しないで、保育所だけで解決はできないと考えます。そのためには、
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やはりシングルマザーを初めとした子育て世帯、特にも今６人に１人が子どもの貧困の状況

にありますので、これを改善するための施策を何としてもしなければならないと考えます。

そのためには、まず川村よし子委員からも出されておりますが、この就学援助、これを現在

は、生活保護の1.3倍になっておりますけれども、これをさらに拡充する必要があるだろうと

考えます。また、保育料ですけれども、特にシングルマザーの方には、いわゆるひとり親の

方には、保育料の免除をしていく。そして赤丸議員からも出ましたけれども、第２子を無料

にしていくためには、1,400万円あればできると、こういうふうな手の届くところまで来てお

りますので、やはり夜中まで働かないでいいように、保育料を捻出するために働かなければ

ならないかもしれないし、子どもの生活のために、そういう状況に置かれているのが、これ

矢巾町だけでなくて、全国的な状況でございますので、やっぱりそこに一歩踏み込んでいく

ということが必要ではないかと考えます。まずこのことについてお伺いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） 保育士確保につきましては、非常勤の保育士、そしてま

た正職員ということがありますので、29年度に向けては非常勤をふやしていくということで

今、そしてまた人事のところで保育士のいる部署を見直すということでいろいろ協議を進め

てきた経緯があります。今後の30年度以降につきましては、また見きわめながら、いろいろ

と協議をして対応していきたいというところといたします。 

  そしてまた、３番目の第２子の保育料の無償化に向けてでございますが、第２子無償化に

つきましては、2,800万円というところで答弁させていただいてきた経緯がありますが、国も

ひとり親とか、子どもが多子、お子さんが複数いらっしゃる、多くいらっしゃる方に対しま

しては、軽減が進められてきましたが、さらに29年度もそのような動きがあります。それで、

矢巾町も軽減率を第２子に限らず保育料の軽減率が今そこを第１子からもう含めてというと

ころで最終をいろいろと協議をしておりますので、第１子、第２子にかかわらず、そういう

ふうな子育てを応援するということでいろいろ最終協議をしているところでございますので、

答弁とさせていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松学務課長。 

〇学務課長（村松康志君） 第２点目の就学援助についてのご質問にお答えいたします。 

  10日の一般質問の際に、川村よし子議員の質問にお答えしたことにまず尽きるわけでござ

いますけれども、現在の基準につきましては、生活保護引き下げ前の基準によって認定を行

っておりまして、しかも消費税増税による負担増も考慮して、学用品費等の支給額の見直し
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も行っているということから、就学援助費の見直しは考えていないところであります。 

  また、就学援助の対象に、今言っているのは、準要保護の話です。小川委員さん1.3と言い

ましたけれども、1.2でございます、矢巾町は。ここ数年、その対象になる方は、横ばい状態

でございますので、そこもまずお知りおきいただきたいなと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 小川委員。 

〇（小川文子委員） 今後も保育士の確保は、ますます困難をきわめるかと思いますけれども、

やはり身近な情報をたくさん得て、町内にもできる人もいらっしゃるかもしれない。そうい

う情報をしっかり集めてやっていただきたいと思います。 

  そして、その就学援助が難しいというのであれば、フードバンク等で集まった食料を、い

わゆる就学援助の方々にお届けをしたということがございまして、それは大変いいことだと

思います。現金でそういうふうな支援ができないのであれば、物で支援していくということ

がさらにここを強調できたらいいかなと思って、私は町内のＪＡさんとかにお願いして、お

米とかをお願いできないか。それをちょっと提案したいのですけれども、その考えについて

お答えをお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） フードバンク事業を通して集めることから、いろいろな

やっぱり支援ができるのだということを12月と３月感じております。そして、12月に就学援

助を利用している方に、希望する方に届けるというふうなプロジェクトをフードバンク岩手

で行って、そのときに、矢巾町の相談先のパンフレットを入れていただいたのです。それで、

そこから相談先を知ったということで支援というか、相談につながった事例もありますので、

やっぱり行動を起こして、そして支援をするということが大事だということがわかりました。

ただ、フードバンク岩手にはフードバンク岩手の取り決めがありますので、今度矢巾町が社

会福祉協議会を初め町内の８法人と行っていくところでは、別の食料支援を考えているとい

うことですので、そこと、また矢巾ができることを新たに協議して取り組んでいければと思

います。フードバンク岩手ができること、矢巾町ができることを取り組んで、福祉サイドか

らは取り組んでいきたいということで答弁させていただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

              （何事か声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 小川委員。 
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〇（小川文子委員） ２問目は、町営住宅政策です。今までは、網戸をつけるとか、いわゆる

換気扇をつけるとか、そういういわゆる改修の議論がまず主で、町の方針として新たな町営

住宅は建てないというような大きな柱がございましたので、そういう議論で終始してきたの

ですけれども、ここに入ってきて、私ども総務常任委員会でも町営住宅を、立派な町営住宅

を見てきたり、状況が少し変わって、矢巾町の土地利用のことも含めて状況が変わってきた

ような気がいたします。 

  そこで、本町の場合は、やはり３万人を目指していくということであれば、町営住宅をも

う少し確保することと同時に質のレベルを上げていかなければならないとまず考えます。そ

して、県営住宅あるいは民間を借り上げるということもありますけれども、現実的な問題と

して、やはり町独自で持っていく方針を持っていく必要があるのではないかと思います。 

  １つは、私どもも新しいところを見に行ったときに、家庭的、いわゆる家族の方が入ると

ころと単身用というのがありました。盛岡市でも青山町に新たにできたものには、家族用と

単身用があるそうでございます。そこで、今後やはり新たな町営住宅を確保していくに当た

っては、同居要件を廃止して、単身用に道を開いていく。そして、現実には、子どもが就職

できても、低賃金なために１人でアパートを借りて、そこに住めないという状況がございま

す。親御さんがアパート代とかを支援をしないと、１人ではとても自立していけない状況が

あって、単身者の、盛岡なんかもすごい倍率が高いのだそうです。ですので、そんな状況も

あって、単身者が安心して、まず暮らしていくためのいわゆる住宅政策も今後は必要になっ

てくるのではないかと考えます。その点についてお伺いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  詳しいことは担当課長に答弁をさせていただきますが、今のこれからの町営住宅というか、

私お答えしている中では、県営のあれも入れて、町営、県営入れて、今ご指摘のとおりだと

思います。それは、特に今までは、雇用促進住宅とか、雇用者向けのあれもあったのですが、

もうそういったことも私どもがこれから単身用とか、いろんな、例えば極端な言い方をすれ

ば、核家族だけではなく、いろんな世帯も考えた対応を考えていかなければならないと思う

ので、今後の住宅政策を見直しする段階で、今ご指摘あったことについては、前向きに検討

させていただきたいと。 

  ただ、一つ問題になるのは、国は、こういう取り組みであれば、補助を出せないというこ

とが出てくるので、その辺のところを、やはり私ども今後どのように調整していくかあれな
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のですが、今ご指摘いただいたことも含めて、まず包含しながら、この町営住宅、いわゆる

公営住宅のあり方について取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたし

たいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ご質問にお答えします。 

  町長答弁したとおりなのでございますが、基本的に今回の一般質問でもお話したとおり、

住宅のあり方については、いずれ考える時期に来ているというのは、そのとおりでございま

す。それで、その中で新しい住宅、もし建設する場合については、当然家族向け、あるいは

単身向けというのは必要になってくるのだろうなと。それで、同居要件につきましては、一

般質問で答弁したとおりなのですが、いずれほかの県内の状況を見ても、同居条件をつけた

ままで、例えば単身向けに誘導しているという事例等もございますので、そういった形で進

むのがいいのか。それとも、そもそも盛岡市さんのように同居要件を外して、住宅政策を進

めるのがいいのかというのは、いずれ今後のあり方のときに検討しながら、どれがいいかと

いうのは考えていきたいと思っております。 

  それから、今の町営住宅の申し込み状況を見ますと、結構申し込み状況は少ない状況です。

ことし大体２倍ちょっとぐらいです。申し込みをとって、これは場所にもよるのだとは思い

ますけれども、10年前の時期に比べれば、倍率は少なくなってきているのは事実でございま

す。ただ、やっぱりどうしても人気が集中するのは、三堤とか、森が丘あたりは、やっぱり

集中しているというのは、事実でございますから、やっぱり古くなっているところについて

は、希望者がいないというのもそのとおり事実でございますので、いずれ敷地の部分の有効

活用という部分のご提案もございましたので、そういったものも全部ひっくるめて今後検討

させていただきたいなということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか。 

  藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） ２点についてお伺いいたします。 

  まず第１点目ですけれども、藤原梅昭議員が一般質問の中で出されたことについて伺いた

いと思いますが、鉄道、上杉、白沢、南矢幅の３つの踏切が危険だということで解消に向け

て取り組むということでございます。大変結構なことでございますので、お願いしたいとい

うふうに思います。 
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  なお、なおといいますか、そのかわりに合野々踏切、これを廃止するようにＪＲから求め

られているという答弁でございました。そこで、私は、廃止をされれば困るという立場で町

長のお考えを、答弁を伺いたいと思います。 

  まず、矢巾庁舎は、駅の東側に昔はあったわけでございまして、こちらに移ったわけです

けれども、当時徳田の人間は、やっぱり鉄道を越えてこちらに来ると、なかなか限られたと

ころしか通れなかったわけでございます。そこで、ここに移る際には、ぜひ真っすぐに来ら

れる、通れるような道路を通してほしいということを何回も懇談会等で話し合ったことがあ

ったというような記憶をしているわけでございます。しかしながら、そのとおりなかなかな

らないわけでございますけれども、それで平成８年ごろからだったと思いますけれども、徳

田第１地区の基盤整備が１町歩区画で行われたわけでございます。その中で話し合われたの

は、この際、せっかくだから矢巾の庁舎に向かった道路を一本つくろうではないかというこ

とで、東徳田から間野々にかけて、あの常光坊線ですけれども、あれが国道にぶつかってい

るわけです。それを真っすぐ西のほうに向けますと、岩崎川を越えて、そして新川の脇を通

って、合野々踏切、ここを通れば、魚広さんのところにばちっとぶつかると、そうすれば、

役場がすぐそばですので、これはいいなということで、あそこに道路を計画した経緯がある

わけでございます。 

  それから、請願をいたしまして、そして何度も役場さんにはお願いして、伊藤副町長さん

も建設課長時代は、お願いしたような記憶もあるわけでございますけれども、なかなかあそ

こに100メートルばかり基盤整備以外の国道に面した面が白抜きになっているわけでござい

まして、そこがつながらないために、いまだにあとのところはできているけれども、通じな

いというような状況になっているわけでございます。そこへきて、この肝心かなめの踏切が

閉鎖されますと、私どもの長年の夢が全くパアになってしまうということでございますので、

これはぜひ廃止していただきたくないというふうに思っております。 

  そしてまた、医大ができますと、どのくらいの人数が通るかわかりませんけれども、やは

り限られた踏切しかないわけですので、やっぱり混雑したときには、そういうところも非常

に有効に活用ができるのではないかなというふうに思いますし、また何かうわさですと、産

業短大のあたりにも住宅ができるようなうわさもあるようでございます。そうしますと、そ

の方々だって、いずれ年をとってくるわけですので、そうすれば、近くの踏切を越えたいと

いうふうになるのではないかなというふうなこともあると思いますので、私はぜひこれは廃

止しないで、整備するものはしてもらって、廃止だけはそこはしないというような形でお願
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いをしたいなと思っていますけれども、町長の所見を伺いたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まさにそのとおりなのです。だから私、今回ＪＲとの協議の中で、これは向こうから出さ

れたことで、できれば私ども、そして町議会が一つになって、ＪＲさんに要望するというこ

とも一つの方法だと思いますので、それはそれで対応させていただきたいと思います。 

  それで、今ＪＲは、結局相互の、いわゆるあそこの場合は、相互のあれができないわけで

す、交通が。そこで一番恐れているのは事故のことだと思うのです。それで、今拡幅するの

も、上杉と南矢幅と白沢だけだと。今これからのお話なのであれなのですが、前にもお答え、

今までもさせていただいているのですが、盛岡西バイパスが南進して、今私どもは、土橋白

沢線、あそこをガードではない、上を越えていくような、たまたまもうあそこいわゆる南部

屋敷のところなんかは、用地あけになっておるわけでございますので、もうそういうことも

含めて、これからの道路交通のインフラ整備も含めて検討していきたいなということで、も

う田浦線のことから、いろいろもう過去にもあったわけですが、まず１つの方法としては、

まず皆さんのご理解をいただけるのであれば、ＪＲに要望書を出していただくということは、

これはもう別に何もないことですので、それはもう取り組むことはいいわけでございます。 

  ただ、そういったことで、なかなかＪＲはガードがかたいということは、相互交通ができ

ないと。それから、事故を心配しているということと、あとは、私どもとすれば、踏切がす

ぐそばにあれば、これ以上のことがないわけですが、ＪＲは、やはりＪＲとしての安全対策

があるわけでございます。きょうの委員長さんもＪＲご出身でいらっしゃいますので、その

辺のところも含めてご指導いただきながら対応してまいりたいなと。 

  あとは、担当課長のほうから答弁させますので。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ご答弁をさせていただきます。 

  町長言ったとおりでございますが、今回の踏切の改修につきましては、踏切等の改正法に

よりまして出てきているわけでございまして、以前も踏切の部分については、改修はできた

のですけれども、どちらかというとＪＲさんがやるという部分についてのみ対象だったので

すが、今回の改正につきましては、いわゆる国とか、そういった地域のほうでここが必要だ

というところで認定をすれば改修できるというところで、今まで手を挙げさせていただいて、

この３カ所を指定していただいたという経緯でございます。その中で、国では、そのかわり
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やっぱり踏切は危険な往来する場所なので、例えば東京等でいきますと、あかずの踏切とか、

そういったところをいずれ早く改修しないと、やっぱり危ないし、何らかの対策をとる、そ

のかわりやっぱり小さいところについては、余り場所数が多いと、やっぱり危険なところも

多いので、それを幾らかでも少なくしようということで検討していただきたいというような

趣旨の方針も示されております。そこでＪＲさんとしては、合野々踏切の部分を廃止に向け

た検討をしてくれないかというようなお話をいただいたところでございます。 

  ただ、最終的には、やはり地域の状況等もございますので、やはり地域の皆さんとお話を

して、本当に廃止がいいのか、やっぱりそのまま存続がいいのかという部分は、やっぱり議

論した上で結論を出さなければならないという部分は、そのとおりでございますので、いず

れまだ全く町とすれば、廃止、絶対するとか、しないとかという形はまだ決めてはおりませ

んので、いずれ今後皆さんと検討しながら、協議しながら、方向性を決めていきたいなとい

うことで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） ありがとうございました。ぜひ私どもは必要だというふうに、私ども地

域のほうは思っておりますので、将来に悔いが残らないように廃止しないでいただきたいと

いうふうに思います。 

  次の質問に移らさせていただきます。２問目ですけれども、地方創生についてお伺いをし

たいと思います。この地方創生は、人口減少がこれから進んでいくということで、地域の活

性化を図るということでこういった事業が起きてきたのかなというふうに思いますけれども、

今回の予算を見ますと、8,500万円が地方創生の委託料です。それから、去年も何千万円か、

たしか出ていると思います。これについては、課長さん、後でどのくらいぐらい委託として

去年出ているかお知らせいただければと思いますが、まず私ちょっと気になるのは、国が何

かをやろうとすれば、役場に金が入るではなくて、コンサルといいますか、業者にお金が入

るような仕組みになっているのではないかなというふうに思います。今回も8,500万円、それ

から前回も何千万円か出しているわけでございまして、この中身等とも見させていただきま

したけれども、それはそれなりに有効な使い方であるとは思いますけれども、私は、常々や

っぱり町長さんがお話しされておりますように、職員の力、知恵を借りて、いろいろ物事は

進めていくと。そして係長以上クラスの会議も開かれているようでございますので、丸投げ

ではなくて、やっぱりやれるところは、ここは町でやるのだと、ここはできなければそちら
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のほうにお願いするとか、そういったこともあってもいいのではないかなというふうに思い

ますけれども、そこら辺の地方創生に対する考え方をちょっと伺いたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ただいまのご質問の中での、まず最初に、平成28年度の部分

として、今後補正予算とか、ご提案するものの中に入っている部分とかもありますので、そ

れをちょっとお知らせしておきますが、補正予算としては、計上しつつ繰り越しをするとい

うことになっていますけれども、それが町民センター食堂の改修関係の予算、それから区画

整理事務所の改修に関係する予算の部分として繰り越しをする予定になっています。そちら

が２つ合わせますと、9,860万円というふうになっております。これは、国の採択が最近起き

たものですので、繰り越し前提の採択なものですから、繰り越しをさせていただくというふ

うにご提案いたしますが、それがそのぐらいでございますし、27年度も繰り越しして28年度

執行というふうな形をとっておりますが、それはナトカリに関する部分と、それからまちづ

くり会社等の設立に関することで、それを合わせた6,000万円ほどだったと記憶していますが、

そのぐらいになっております。 

  それから、コンサルだけではなくというふうな部分で、それは委員おっしゃるとおり、我

々としても、そこについては、コンサルに丸投げしているつもりはございません。コンサル

にしかできない仕事というものも確かにあります。例えば今回のローカルブランディング等

につきましても、やはり素人では手の出ないような領域のデザインとか、そういった部分に

関しましては、明らかに職員では何ともしようがない。また、プロフェッショナルのすごさ

というものを非常に実感しておりますし、これはある意味、やはりちょっと地方のそういっ

たところでは弱いのかなと。全国区の強みというものが確かにあるなというふうに実感して

おるところでございますので、そういった意味合いの業務委託は必要なことだと思っており

ます。 

  ただ、まるきりお任せということではなくて、その中に対して、我々として、ここはこう

あってほしいとか、こういうものが欲しいとかというふうな要望は出しながら進めておりま

すので、我々としても頭をいろいろ使っておるところでございます。 

  ただ、別な観点で言いますと、役場が頭を使う、汗をかく部分というのは、コンサルさん

とは違う分野なのかなという視点も持ってございます。例えばそういったものを、コンサル

から流れてきたものに対していろいろコメントを挟んだり、修正したりすることもそうなの

ですが、地元とのコンタクトといいますか、地元の人たちを巻き込んで、より我々にとって
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よいものにしていくというふうな部分に関するところとかは、それはコンサルではできない。

それは、役場がまさしくやる仕事だというふうに捉えておりますので、そういった部分につ

いては、今後も汗をかいていきたいと思ってございます。 

  以上でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原義一委員。 

〇（藤原義一委員） わかりました。私が言いたかったのは、まさに今課長が言ったとおり、

最後のところ、地域とのつながり、これが本当にコンサルではできるのかと。例えば私も１

回だけ行って聞いたわけですけれども、それに興味のある人は何人かは行くけれども、地域

の人たち、直接やらない人たちは関係ないやと、向こうの人たち、だれか業者が来て何かや

るのだというような感じを私はちょっと受けたものですから、やはり地域を巻き込んでいか

なければ盛り上がらないし、ただ別な人が来て、ただ事業を起こしてやっていたということ

にしかならないと思いますので、私はそこいら辺は課長さんがお話したので、何も言うこと

はございませんけれども、ぜひそういったことは、念頭に置いてやっていただきたいなとい

うふうに思っているところでございます。町長さん、何かご意見ありましたら伺います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  実は、私も地方創生、最初は、随分わかりにくい制度だなということで竹下登内閣のとき

の現金で１億円のほうがわかりやすくてよかったのではないかなと。どうも、ゴールまで行

くのに、なかなかいろんなハードルを越えなければならないということで、ただ、今これを

越えなければ、まちづくり、人づくり、仕事づくりができないという仕組みになっているわ

けでございます。 

  だから、今地方創生でも、今最初福祉の世界から出たのですが、我が事と、いわゆる自分

のことだと思って、そして丸ごと、先ほど言った横断的なプロジェクトとか、そういう取り

組みをしていかなければならないのだということを地方創生大臣、山本大臣は、そういうお

話をして、この間もいろいろ講話を聞いてきたのですが、わかるような、わからないような

中身なのです、結論は。だから、今うちの課長が町民センター食堂、課長は格好いいことを

言っているのですが、ならば、どういうふうになっていくかという説明責任は果たしていか

なければならないのです。だから、もうそこのところをこれから、私どもこれからアクショ

ンを起こす、もう段階に来ているわけです。だから、そのときは、皆さんにわかりやすいよ

うな説明をして、そしてお互いにわかった、わからない、どうするということの議論を重ね
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て、いいものをつくっていきたいなということで、ある意味では、言葉はいいのです、地方

創生と。いわゆるつくり出していくということは、ただ、その中でいろんなハードルがある

ということなので、私どもといたしましても、今後そういった、私はどっちかというと、理

屈、理論より実践、これが大事だと思っているので、そこにもしっかり光を当てて、今後対

応してまいりたいと、こう思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 何点かあるのですけれども、子育てについてお伺いします。 

  何点かあるのですけれども、４点ぐらいあるのですけれども、まず１点目は、子育て支援

についてお伺いします。先ほどから高橋安子委員、そして小川文子委員、廣田清実委員あり

ましたが、この子育て支援のところで、やはり人づくりが大切だと私は思っているのですけ

れども、保育士が足りない、それから介護では介護士が足りない、そういうところでやっぱ

り就学援助というか、将来そういう人材を育成すること。中学校のインターンシップ事業が

予算化されていますが、それ以上、次の奨学金を出すというところも、やはり今後必要では

ないかと思うのですけれども、今回は予算は、インターンシップ予算だけですので、平成29年

度は、内部の討議の中で、これからの子どもたちを、そういう介護、福祉関係の仕事につけ

るような奨学金の制度を考えていただきたいと思うのですが、その所見はどのように考えて

いるのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず今保育士とか介護士、介護福祉士とか、いろんなあるのですが、特にも今問題なのは、

子育て支援を担う、または介護支援、そういう人材を支援して充実していくことが今求めら

れているのですが、矢巾町では今無利子型の奨学金制度、今もう国でも給付型の、いわゆる

奨学金制度に入ったわけですが、そこでこの給付型奨学金制度については、やはり私どもも

いろんな角度から検討していきたい。だからといって時間をかけるということではないので

す。そしてもう北上なんかは、もう保育士を養成するために、もう給付型の奨学金制度をス

タートしているわけです。だから、よそでやるから矢巾もやるというのではなく、矢巾とし

てどういう取り組みをしたら、最善の策なのかということをこれから考えていきたいという

ことで、今川村よし子委員が言う、無利子型はもうやっているからあれなのですが、給付型

の奨学金制度については、まず私どももしっかり中身を検討して、特にも福祉政策との連携
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を図りながら検討していきたいなと。これはもう保育士だけではなく、そこはひとつこれか

らの検討課題として。 

  それから、インターンシップのお話が出たのですが、今実践型インターンシップという制

度があるのです。これ私、もう担当課へ何回も言っているのですが、もうこれこそが人材育

成のもう次の職場、そういったところの保育現場なり、福祉現場に入っていく、非常に大事

な実践型のインターンシップ、これもやはりこの制度がせっかくあるわけですので、そうい

った利活用も含めて考えていきたいということで、この奨学金制度、それからインターンシ

ップも長期にわたる実践型のインターンシップ制度を導入していきたいと、こう考えており

ます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 今は前向きな答弁でしたけれども、平成29年度、課長の答弁では、煙

山保育園に非常勤というか、非正規の保育士を15人ほど採用するようなお話でしたけれども、

やはり正規職員ですと、積み重ねができます。１年目、３年目、５年目という積み重ねがで

きます。非常勤では、それができません。ですので、１人でも、２人でも、正規の職員を採

用することを望みますが、どのように考えているのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） いずれ私どもは認可保育園、特に町立保育園は、私は町の責任である

わけでございますので、その辺のところは、現場ともよくお話し合いをして、いずれ非正規

によっていろんな支障が出るようなのであれば、今ご指摘いただいたことも含めて検討させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） また、前向きな答弁でした。済みません、まだ子育てについてお伺い

します。 

  １月からここかむ食堂、子ども食堂が社会福祉協議会が土台となって行われておりますが、

ここのここかむ食堂、子ども食堂については、すごく前向きな事業だなと思いながら、これ

が町で助成できないものかなということを私は思っておりますが、そのことについてお伺い

します。 

  やはり済みません、考え方としてこの子ども食堂、ひとり親の家庭の子どもさんが小さい、

幼児から参加し、あっ、あそこに行くと楽しい、おいしいものが食べられる、偏った食事で

はなく、バランスのよい食べ物を食べられる、そういう思いで自由に参加し、そしてその中
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で経験、ひとり親で子どもを育て上げたお母さんたちが経験を話して、そしていろいろな、

ひとり親では制度がたくさんあります就労支援とか、そういうことも学ぶ場になると思うの

ですけれども、やはり町としてでも、１万円とは言いませんけれども、10万円とか、そうい

うふうな助成ができないものかどうかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  ここかむ食堂は、私開店にもご案内いただいて、ちょっと日程調整がつかなくて行かなか

ったのですが、今その状況をお聞きしておりますと、いずれ非常にうまく運営をされて、今

後うまくいくのではないかなということで、ひとり親とか、そういう今お話があったのです

が、そういった方々の子どもさんたち、親御さんたち、そこでは、いろんな触れ合い、人に

言えない悲しみ、苦しみとか、いろんなことがあるわけです。そういうことの話し合いの場

にもなる。そして、勉強の、学習の場にもなる、そういった総合的な支援をできる体制整備、

これは町社協が今中心になってやっておるのですが、そういった形をつくってやるために、

私ら町としてもお手伝いできる、物心両面で対応していきたいなということで、私この間も

答弁させていただいたのですが、例えば朝、ワンコインでもいいですし、子ども食堂、そう

いうふうなものを考えてみたいという食堂経営者から話があったのです。だから私どもより

も、そういう人たちがそういうことについて、いろんなことを考えていらっしゃるのだなと

いうことでびっくりしたのです。だから私どもは、そういったことをこれから総合的に、子

どもの貧困だけではない、今はもう高齢者、大人の貧困もあるわけです。それをしっかり受

けとめる仕組みをつくっていきたいと。そのために町としては、財政の許す範囲内で物心両

面のお手伝いは、支援していきたいと思いますので、あとは町社協には、皆さんから頂戴し

ております福祉基金もあるわけです。こういうふうなものの利活用も含めて検討していくこ

とも大事だと思います。だから、社会福祉、まさに社会でいろんなことに困難事例を抱えて

いる人たちを救って、幸せにしていくのが町社協の使命だと思いますので、ひとつよろしく

お願いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ちょうど12時ちょっと回りましたので、ここで休憩

に入りたいと思いますが、午後１時再開ということで休憩に入ります。 

  それでは、昼食休憩に入りたいと思いますので、１時10分の再開といたしたいと思います。 

  休憩に入ります。 

              午後 ０時０５分 休憩 
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              ――――――――――― 

              午後 １時１０分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  午前中に引き続きまして、一般会計の総括質疑を行いたいと思いますが、総括質疑のある

方、それでは、川村よし子さんが何か質疑を中途半端にしたようだということですので、川

村よし子委員、どうぞ。 

〇（川村よし子委員） 引き続き、子育て支援についての総括質疑をさせていただきます。 

  子どもの虐待とか、子どもの貧困、貧困の連鎖が今問題になっていますが、教育費の父母

負担を軽減するために就学援助制度について一般質問しました。そのときに、最終的にです

が、平成29年度は検討するような答弁でした。そして、教育長は、ひとり親というか、就学

援助を受けている子どもたちの実態調査、準要保護の実態調査はできないというか、そうい

う答弁だったように思いますけれども、再度、教育委員会としてではなく、町として低所得

者、低収入と思われる世帯、子どもがいるとか、いないとか関係なく、そういう調査をする

ことが必要だと思うのですけれども、その考えはないのかお伺いします。 

  それから、２点目は、子どもの医療費事業の拡大を中学生まで平成29年度は実現すること

ができる予算になっていますが、今後は、梅昭議員もお話しされていましたが、高校生まで

拡大できるように、特にも昨日の質問の中で国保税の短期保険証を発行している中に74世帯

のうち127人がされていて、その中に高校生以下が17人いるという答弁がありました。ですの

で、やはり高校卒業するまで子どもの医療費拡大する必要があるのではないかなと思います。 

  また、予算があればですけれども、子どもの医療費を小学校だけでも一部負担を外来750円、

入院では2,500円を助成するような、そういう取り組みも必要ではないかと思うのですけれど

も、その点をお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） 子どもの貧困については、本当に大事な分野だと思って

おります。それで、28年度矢巾町は、生活困窮者の自立支援法に絡む全国のモデル事業に応

募しまして、事業を10月から始めております。それで、生活困窮に陥る原因となっているニ

ーズ調査等を初め、できる支援ということで引きこもりとか、発達障がいとか、うまく社会

に適応できないというところをまず少し着手したところです。さらに、29年度もその相談員、

社会福祉士及び看護師を配置しましたが、29年度もそこにモデル事業を手挙げしていきます

ので、今度はもう少し子どもの分もさらに全国の事例も含めながら取り組んでいけるものが
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あればということで検討してまいります。 

  そしてまた、持っているデータ、児童手当とか、保育料とか、その分のさまざまな持って

いるものは分析できます。ただ、そこを町全体としては、今後の検討課題とさせていただき

たく答弁といたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） ただいまの川村委員のご質問にお答えいたします。 

  中学校までの医療費拡大、平成29年度は、そこまでは今後21日に予算がご議決いただけれ

ば、実行できるということで、そこのところまでは、こちらのほうとしては決まっておりま

す。その後の高校生までの拡大ということでございますが、町長答弁にもありましたとおり、

こちらについては、今後の中学校の給付動向、そういったものを見ながら検討していくとい

うことでご答弁いたしているわけですけれども、以前にも申し上げましたとおり、今医療費

助成、これは小学校、中学校行いますし、そのほかにも障がい者の方とか、ひとり親の方と

か、そういったものを助成しております。そちらの経費は、扶助費として、まず１億6,000万

円、中学校が入ってくると１億7,000万円、高校が入れば１億8,000万円といったような数字

になっていくのかなというふうには予想しておりますけれども、その中で、今県の補助金と

か、そういった特定財源の部分を除いても、やはり１億2,000万円から3,000万円くらいの一

般財源を必要としております。 

  今矢巾町の財政規模は90億円前後、ことしは107億円というような予算規模ではありますが、

その中でやはり１億2,000万円、3,000万円というものを恒久的に措置していくということは、

なかなか今財政的には厳しいのかなというふうにも考えております。やはり給付動向を勘案

しながら、あとはまた特定財源、今の子育て、少子化対策、国を挙げてやっているわけです

けれども、この医療費助成については、国としては、補助とかがありません。県の補助、そ

れからあとは町のほうで各自治体の裁量の中で行っているわけでございます。そういった中

で、やはり矢巾町としても、県を通じまして、国のほうにも、やはり少子化対策ということ

ですので、そういった国としても、補助なりなんなりの財源措置をしていただけないものか

ということで要望しておりますので、そういったところも今後また要望しながら、そういっ

たものが入ってくれば、またそういったところではやる余地も出てくるのかなというふうに

考えております。そういったところで今後また検討させていただきたいというふうに思って

おります。 

  それから、一部負担の部分、その部分につきましても、同じように財源といたしましては、
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750円、2,500円というような、１人当たりを見れば、そういう金額ですけれども、やはりそ

れも特定財源の一つにはなりますので、そういったところも加味しながら、今後の動向を見

ながら検討させていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 子どもの医療費について、今答弁いただいたのですけれども、子ども

の医療費、幼少のころ、小学生、中学生と上がっていくのではなくて、中学校の高学年とい

うか、３年生の部分に助成するとか、一部負担を助成するとか、そういうふうな形とか、考

えられることはたくさん、やろうとするのかどうか、そういうところをお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  今住民課長が答弁したとおりなのですが、いずれ29年度は、中学生までの医療費助成と。

そして、この状況をしっかり見きわめながら、特にも今までの医療費の動向、小学校、中学

校の医療費の動向を見きわめながら、高校３年までやったときに、それを一気に３年生まで

やるか。または、１学年ずつ切ってやるか、いずれ29年度の医療費の動向を見きわめながら

の対応にさせていただきたいと思います。どうか私の気持ちは、もうわかりましたと言いた

い気持ちなのですが、ことしは、もう29年度の中学生の医療費と、そして次のステップを踏

むような形にいたしたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 子どもの医療費の考え方は、わかりました。 

  就学援助制度についての質問を何度かしているのですけれども、昨年の６月議会でも就学

援助のことを質問しました。そのときに、1.2倍から1.5にするには、どのくらいの経費がか

かるかという質問をしたところ、小学校の場合は45万円、中学校までだと47万という形で、

町の100億円近くの財政から見れば、本当に子ども支援の金額としては、本当に少ない金額で

すけれども、道路をちょっと削って、道路の整備費をちょっと削って、道路整備というか、

生活道路ではないです。医大の中央１号線の道路を１センチ削って、そういう子どもたちに

支援はできないのかどうかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  道路には、歩道もありますし、またいろんなその意味では、子どもの交通安全というか、
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安全、安心を守るために必要な事業でもあるわけです。だからこっちを削って、こっちにつ

けろと、行政というのは、そういう仕組みではないのです。そこで川村よし子委員にお願い

したいのは、あなたの気持ちはわかるのです。もうその就学援助の1.2を1.5とか、そういう

ふうにしてほしいというの、これは行政というのは、常に総合性と継続性、そして何よりも

客観性が求められる、誰からも見て、わかりやすい行政でなければならないわけです。 

  そのときに、まさか私、きょう川村よし子委員からこういう質問出るとは驚いたわけです。

だから、そういうことないように、道路も大事だけれどもという話ならば、道路のほうを削

って、こっちにと、この、こっちもちゃんとやってほしい、でもこっちもお願いしたいとい

うのならばわかるのですが、とったりつけたりするのではなく、また、いずれこれから行政

というのは、いろんな意味で総花的なことではない、やはりある意味では、的をきちっと絞

って、いわゆる行政推進もしていかなければならないわけですので、どうか川村よし子委員、

高校生の医療費助成、やらないということではない、いずれは検討しなければならない時期

は来ると思うのです。だから、そのときまでにしっかり私どもは、医療費の動向、そしてど

こに力を入れたならば、子どもたちの医療費、いわゆる医療費というのは、子どもたちのい

かにして心身の健康を守っておあげするかということなのです。だから、そういうところか

らしっかり私どもは、捉えて子育て支援をしていかなければならない。 

  だから、何回も言うように、子どもの支援は横断的なプロジェクトでこれから取り組んで

いくというのは、そういう意味だということでご理解いただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 新たな質問ですか。 

〇（川村よし子委員） 私もなかなか理解できないのですけれども、これから上水道とか、下

水道の会計があるわけですけれども、お言葉に、今の町長の行政のやり方ということがある

のですけれども、そういう言葉もあるわけですけれども、上水道、下水道を値上げして、子

どもがたくさんいる世帯には、大きな負担になっています。特にも、今就学している子ども

たちの世帯は、負担になるわけです。そういうところへやっぱり就学援助を1.2から1.5、そ

ういうやろうとする気持ちをお伺いしているのです。よろしく答弁をお願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 越教育長。 

〇教育長（越 秀敏君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  川村委員さんからは、何回も同じような質問をいただいているところでございます。それ

で検討もしているところでございますが、先ほど課長の答弁にもありましたとおり、当面は

1.2というところで推移を見守ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 町長も言っているとおり、発言の内容については理

解できると言っているわけですから、そして検討もしていくということを言っているわけで

すから、そこをずっと議論しても、何ら道は開けてこないわけです。そこを考えて発言して

ほしいと思っていましたので。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  村松信一委員。 

〇（村松信一委員） ８款の土木費につきましてお伺いをしたいと思います。 

  ことしの浚渫は300万円ということで、例年よりもかなりの浚渫費用を計上していただきま

して、矢巾町にはたしか大きな河川が13河川くらいあると認識しておりますけれども、その

中で、矢巾町が管理しております河川は、まずどのくらいあるのか、それをまず１点お伺い

をしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思います。 

  町内のちょっと詳しい数は、持ち合わせておりませんけれども、町内には１級河川は、ご

承知のとおり北上川は、そのとおりでございますが、そのほかに岩崎川、それから芋沢川が

ございます。それから、あくまでもこれは、それ以外の河川については、基本は町で管理す

る河川ということでご理解いただければと思います。 

  以上、お答えいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） ということは、まだ町内に多くの河川が存在して、300万円ではあります

けれども、かなり堆積しておりますので、時間と費用が物すごくかかるということでありま

す。そして、多面的機能支払交付金は、この浚渫の対象になるわけであります。ということ

で、よく調べていただきまして、今町内では個人も含めて31組織がこの事業に取り組んでい

るわけでありますけれども、この河川に対象となる組織を当てはめて、そこに浚渫をしてい

ただくということで対応したら、道路都市課で非常に悩んでおります、まだまだ時間もかか

る、費用もかかるということで１カ所、２カ所はできないということの対策というか、解消

になるのだろうと思います。実際は、３年前の８月９日の大雨洪水のときは、町内で越流し

なかったのは、新川だけだったわけです。これは、その事業、前にもそのことをお話しまし
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たけれども、この事業を４年間にわたって使いまして、全て浚渫をして、わずか８センチぐ

らいのところまでいきまして、あそこは花やはば６区、７区、それから５区がありまして、

５区の場合は、特に１メートルぐらい河川より低いということであふれたらすごい大被害に

なったのだろうということを免れた例もあるわけでありますので、どうぞ多面的機能支払交

付金の対象となる場所にある河川名を明記していただいて、その組織に浚渫をお願いしたら

どうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  まさに村松信一委員のご指摘は、そのとおりでございます。それで、今１級河川もそのと

おりなのですが、県にお願いして浚渫をあれして、なかなか遅々として進まなかったのです

が、やはり平成25年８月９日、また昨年の８月30日の台風10号、やっぱり河川の浚渫は、非

常に大事だということを認識されてきておりまして、１級河川の浚渫とか、また県単独の河

川改修、こういうふうなものもやっていただいております。まさに、私ども町管理の河川に

ついてもそのとおりなわけでございます。だから、このことについては、例えば産業振興課

の多面的機能、または道路都市課の河川愛護費も含めて、総合的に浚渫の工事に取り組んで

いくような体制整備をしてまいりたいと思いますので、ひとつご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） では、そのようによろしくお願いしたいと思います。 

  次の質問に移ってよろしいでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） はい。 

〇（村松信一委員） それでは、矢巾斎苑につきまして質問であります。昨日以来、いろいろ

待合室であるとか、駐車場であるとか、受付であるとか、そういった質問がたくさん出てお

りますけれども、実はそこは聞くところによりますと、２万人の人口に対応した施設として

開設したというようなことをお聞きしております。ですから、いろんなところで不備な面が

出てくるのは、当たり前だと思っております。ということで、今度医大が開設しますと、何

人くらい年間に、医大からは、斎苑には依頼されるということはあると思うのですが、年間

にどのくらいの遺体というのを処理されるような計画なのでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 今委託、岩手医科大学の矢巾に移転しての受け入れについては、まだ
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そこまでは詰めておらないと思うのです。それで、矢巾町の火葬の歴史というのは、昭和37年

のときからのスタートで、いろんな歴史の変遷があって、今日の今火葬場ができておるわけ

でございますが、いずれ私どもといたしましては、やはり使用頻度が高まると、炉の傷みと

いうのは、これは激しくなるわけでございます。今の利用率と、そして今度医大からのあれ

で依頼されるのとの整合性、このことについては、もう私どももそう遠くない時期にそうい

う課題が出てくるわけでございますので、いまご指摘された、今の受け入れの需要能力に対

して、あとどの程度受け入れできるのか、その辺のところは医大と。 

  それから、もう一つは、今盛岡市でも火葬場があるわけでございますので、盛岡市との話

し合いも、今ごみの広域化ということを言われているのですが、いわゆる火葬の広域化とい

うとあれなのですが、その辺のところもちょっと盛岡市さんとも連携してこれから詰めてい

きたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松委員。 

〇（村松信一委員） そこで、もう２万人くらいの人口のときに考えた施設ということで、い

ろんなところ、さっきも申し上げましたとおり、いろんな不備な点が出てくる。それで、も

うそろそろ新規の場所に移転する計画の委員会みたいなものでもつくって、将来には、あそ

こでなくて、どこか移転するような考え、そういった考えについてお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えいたします。 

  火葬場の移転計画、これはいまのところ考えておらないところで、今ちょっと担当課長か

らお聞きしたならば、火葬場の利用率というのは30％だということでございますので、その

ことも含めて、いずれ私ども今のところが非常に火葬場においでになられる方々にとっても、

今の場所は、非常に最適な場所だと言われておりますので、特にも白沢地域に住んでおられ

る方々にとっては、火葬場、迷惑施設というイメージもあるかもしれませんが、私どもとし

ては、今のところが最適な場所だということでこれからもお願いしていかなければならない

と思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松委員。 

〇（村松信一委員） 理解しました。 

  それでは、次の質問に移らさせていただきますが、よろしいですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） はい。 

〇（村松信一委員） 一般質問をさせていただきました旧矢巾中学校の跡地の件でありますけ
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れども、矢巾中学校跡地利用基本方針検討委員会ということで３月22日に答申をされるとい

うことでのご答弁をいただいております。そこで、その次はどうされるのか。例えば何々の

施設が望ましいとか、そういったことが出た場合に、それに向かって、それを今度はやるた

めに、また委員会か何か設けて、どうあるべきか。例えば体育館であれば、体育館はどうい

う体育館であるべきかとか、そういったこと、あるいはサッカー場であれば、サッカー場は

どういうサッカー場であればいいのかとか、公園であれば、どういう公園がいいのであると

か、そういった検討する委員会とか何か設けて、またそれで検討するのですか。その辺のと

ころをお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ただいまのご質問でございますが、22日の答申の内容、原案

はできておりますが、正式にはまだ発表できる状況ではございませんので、余り詳しいこと

をお話しできないのですが、答申の中には、今すぐこういう形にしたほうがいいというふう

な書き方でない部分もございます。というのは、やはり岩手医科大学附属病院が移転してく

ることによって、町の動向といいますか、そういったものが変化することは間違いない。た

だ、それがどう変化するのか現状ではわからないという状況において、今すぐ土地利用をこ

ういった形というふうに決めないほうがいいのではないかというような部分も含まれそうで

ございます。ということもありますので、しかるべき時期にそういった委員会等を立ち上げ

た上で検討していただいて、実施に向かっていくというふうな流れになるのではないかと予

想されますが、現状においては、まだそこまでしかお話しできないという状況でございます。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 村松信一委員。 

〇（村松信一委員） わかりました。委員長、済みません、もう一点質問したいのですが、よ

ろしいですか、ちょっと長くなって申しわけないのですが、よろしいですか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） できるだけ簡潔にお願いします。 

〇（村松信一委員） わかりました。 

  それでは、農業の省力化につきましての取り組みについて質問させていただきますが、ご

存じのとおり、今回の当初予算は、農業関係に対する予算措置が多くされておりますので、

町長が日ごろ申しております矢巾町の基幹産業は農業であり、農業が元気でなければならな

いと申しております。そのとおりの予算がついておりますので、その配慮にお礼を申し上げ

たいと思います。まことにありがとうございます。 
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  しかし、農業は、今ご存じのとおりの労働不足、それから高齢化、そしてまた経費の削減

などにももう取り組んでいかなければならない状況にありますが、そこで省力化につきまし

て、前に一般質問で直播の質問などをしました。それで、田植えなどは直播、ことしは成功

しまして、田植えから収穫まで全部写真撮りました。そして、そのデータもとりました。ヒ

エとか、雑草も全然生えませんで、同じような隣の普通の田植えをした圃場と同じく9.5俵と

れまして、それを１町歩ずつで合計データを出しましたけれども、何ら支障がなく、今収穫

できるようになりました。そういったノウハウをあちこちで矢巾町の中であちこちで経験さ

れて、物すごい苦労されまして、そういったいい方向に向かっている団体もいっぱいあると

思うのです。ところが、それはばらばらに活動しておりますので、町内でそういった組織の

人たちで集まっていただいて、その成功ノウハウをほかの農業団体の方たちにも取り入れて

もらうような組織づくりをしたらいいのではないかと思います。 

  それから、例えば今ビニールハウスを利用しまして、水耕栽培をやっています、稲づくり。

あれはもうやめまして、それでビニールハウスでなくて露地で水耕栽培をやってもらう、そ

れを使っているところもいっぱい出てきているのです。そうしますと、省力化にもなります。

経費の削減にもなります。そういった成功事例などを持ち寄った研究組織などを立ち上げて

いただくことをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  この直播については、一番の私は問題点は何かと、もう栽培の技術は向上しておるわけで

ございますので、あとは慣行米としてしか農協は受け入れをしないと、ここが問題だと思う

のです。私は、もう特別栽培または有機栽培とか、いろいろ、また農薬、減農薬とか、無農

薬とか、いろいろな直播でもできるわけでございます。ただ、今あれなのは、ＪＡさんでは、

慣行米としてしか受け入れできないと。やはりそこのところは、これからいろんな意味でデ

ータをお互いしっかり出し合って、もう普通の、一般のあれと何ら変わらないというところ

もお示ししていかなければならないと思うのです。 

  だから、そういった意味では、栽培技術の普及のほかに、この慣行米の、いわゆる普及啓

発、このこともやはり大事ではないのかなと。だから、今そういったことで県なんかの中に

もそういった直播栽培の組織もあるわけでございますが、そういったことでまず一つは、そ

このところを、また水耕栽培についてもご指摘のとおり、今言うような露地でもできるとい

うようなことも、それはもうお聞きしております。 
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  だから、私ども今回農林水産省との人事交流をやるのはなぜかということは、そういった、

やはり先端的な、もう先進的な取り組み事例を、ひとつ私どもしっかり、それからそれを裏

づけしていただけるいろんな農業試験場とか何か、そういった総合的な取り組みができるよ

うな、やはり体制を役場庁舎内にもつくっていきたいと。それは、もちろんＪＡさんとも一

緒になって、できればＪＡさん、農済さんとも一緒になって、私ども先導的な役割を果たし

ていきたいということで、今度の農林水産省との人事交流も、その一環だということでご理

解をいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか。 

  水本委員。 

〇（水本淳一委員） 一昨年ですけれども、相模原殺傷事件、それから昨年は岩泉町の水害で

老人の方が亡くなっていますけれども、矢巾町にもいろいろな施設がありますし、私たちの

ところにも第二新生園とか、睦喜会とかありますけれども、私たちのところでも12分団と一

緒に火災訓練とかやっておりますけれども、私たちというか、当事者の自助努力だけでは

100％、水害とか、これからはいろいろな人が都会から入ってくるということで犯罪等も考え

られますけれども、そういう100％妨げる保証はないわけですけれども、強風とか、そういう

ことも考えられますし、それでそれに対し、町全体の災害や犯罪に対し、ネットワークみた

いなものができればと思いますけれども、町のほうでは、そういうお考えはいかがかと。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まさにこの間もお話したのですが、今医療法人１つと、それから社会福祉法人７つの８つ

の法人で、これからのいわゆる生活支援のネットワーク、連携事業を今度の４月から立ち上

がるわけです。そこには、例えば介護の支援とか、雪かき支援とか、またはある程度自分た

ちでお金を持ち寄って、それで支援をしていくという、今制度がスタートするわけです、仕

組みが。その次のステップとしては、今まさに水本淳一委員からお話のあった、そのことだ

と思うのです。これからやっぱりそういった連携を深めていくことが非常に私は大事ではな

いのかなということで、今この福祉の世界では何が起こるか、ましてや相模原なんかの事件

は、到底考えられない事件であったわけです。だから、そういったことが私どもは人ごとで

はないのだと。やはり自分たちの、もうどこにもそういうことが起こり得るのだという、そ

のあれでそういった虐待から、そういったいろんな防止対策を町内にある医療、社会福祉法

人が一体となって、安全、安心の、いわゆる福祉体制というか、整備をしてまいりたいと。
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そのためには、やはり情報の共有、それから連絡し合うこと、そしていかに対応していくか。

このことが非常に大切だと思うので、その防止対策を町だけではなく、みんな一緒になって、

法人が一緒になって取り組むということが求められると思いますので、そのことに今後しっ

かり取り組んでまいりたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 今回の委員会の中でも、農業については、幾つか質問もありまして、今

もありましたけれども、矢巾の基幹産業は農業であるということであります。確かに食は大

事でありますので、そのようだとは思いますけれども、町長はこの間も、今後兼業農家への

支援を進めると言っておられましたけれども、私も兼々々農家ぐらいですけれども、具体的

にどういうことをお考えなのかというところをお聞きしたいと思いますけれども、私は、農

業というもの、食が大事だと、非常に大切だということはもちろんですけれども、以前から、

今回もそうですけれども、給食に対しての地元の割合をもっと上げるべきという話が、この

委員会の中でもありましたけれども、福祉施設というか、今もありましたけれども、入所施

設等に地産地消の割合が余りよくないということを、この間の会議で出ていましたけれども、

そういう調べを、何かコーディネーターの方がやられたという話ですけれども、そこら辺は

どう調査されているのかということと。 

  できれば、町民全体に対しても、できれば矢巾産のものを食べてもらうというようなこと

をしていただきたいと思うのですけれども、やっぱり中央のスーパーが安いので、そういう

ところで買って、私たちもそうですけれども、しているので、ちょっと高くても、やはり医

食同源という言葉もありますけれども、地元のものを食べると、半径何キロのものを食べる

と、やっぱり体にもいいというふうに話を聞きます。 

  しかし、やっぱり安いものに飛び付くというのは人間の心理だとは思うのですけれども、

そこら辺をしっかりと町民に対しても示していって、地域で育ったものを食べるのが一番い

いのだよということで健康にもいいのだよということを伝えることで、地元野菜の消費にも

つなげて一挙両得、健康にもいい、地元にもいいということを消費者の消費につなげるよう

に、まずは地元のものを地元の人が食べるようにというところから始められるようにＰＲし

ていったらいいと思うのですけれども、その辺の考えをお伺いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 
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  今お答えする前に昆秀一委員は、ご質問なされて、お答えをしていただいたような感じが

するのですけれども、まさにそのとおりだと思うのです。だから、私は医食同源ということ

が、やはり地域でとれたものを地域の人たちが食べると、これが一番健康づくりというか、

健康にいいということなのです。 

  それから、なぜ兼業なんかあれだかということは、自分たちが食べるものを自分たちがつ

くるとき、農薬とか、やっぱり非常に神経を使うと思うのです。だから、そういう、だから

って大規模農家では、そんなことをやっていないということではないです。やはり身近に、

自分たちが食べるものを、ここはもう減農薬ではない、もう無農薬であれだとか、そういう

気遣いができるわけです。だから、私は、全部、もう全てを任せ切るというのではなく、医

食同源、まさに食と農は一体なのです。そこは私は、もう今昆秀一委員の質問の中に答えが

あると思うのです。 

  ただ、その中で今後どういう形でこれを広げていくかと、これなのです。だから、給食と

か、それは今何ぼ、今55％ぐらいかな、何ぼだ。 

              （「53.6％です」の声あり） 

〇町長（高橋昌造君） 53.6、年間のあれで見ると、そういうことということなのですが、こ

れはもうちょっとまだ上げられるわけですので、ただ冬期間がこれは問題なのです。だから、

そこがこれからの取り組みの一つだと思うのですが、あとは、私ども、これも農協さんと一

緒になって、できれば徳田米とか何か、昔からの、食味指数なんていうのも高いのだそうで

す。それがもう一緒にされてしまって、世に出るときは、もう徳田米の形が見えないと。そ

ういうことでは私はだめだと思うのです。だから、極端な言い方をすると、今ひとめぼれと

か、金色の風とか、銀河のしずくとか、これ本当はもう矢巾町のブランドがあっていいと思

うのです。例えば南昌のしずくでもいいです。そういう、もう矢巾町はこれで米をつくるの

だというぐらいの、私それができるか、できないか聞いたことはないのですが、私はできる

と思うのです。 

  ただ、それをやるときに、私らだけ行政だけではできないので、そういうふうなものも農

協さん、ＪＡ、そして何回も言うのですが、そういった先端的な取り組みを今度農林水産省

にも人事交流あれば行きやすくもなるわけですので、そういう情報をどんどん発信して、そ

して矢巾が農業の先端的な農業に取り組んでいると言われるように考えていきたいなという

ことで、まさに私は地産地消、医食同源は、そのとおりですばらしいことでありますので、

その方向に向けてやっていきたいなと。 
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  だから、あとはどういう施策を講じていくか、兼業農家。だから、これについては、今何

が一番求められるかということを、やはり実態を把握したいなと。だから、兼業でやる人、

認定農業者、もう専業、こういう人たちの取り組みをやっていくために何が必要で、何が課

題なのか、それを抽出してやっていきたいなと、こう考えております。 

  いずれ矢巾型農業を何としても、モデル構築をしていきたいなということでご理解をいた

だきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆秀一委員。 

〇（昆 秀一委員） 矢巾型農業ということで熱く語っていただきました。ですけれども、先

ほど申し上げたように、福祉施設や入所施設に対しての地産地消率が非常によくないという

ところだったのですけれども、そこら辺については、今現在どのようにお考えなのでしょう

か。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えいたします。 

  今手元にデータがないので、地産地消の率が幾らかということは、これは後から調査しま

して、それぞれもう違ってきていると思うのです。それから、何といっても、今度一番大き

いのは、岩手医大の附属病院、こういうところにも、今何かＪＡは動いて、岩手中央農協は

動いているようですが、いずれそういうことも視野に入れながらやっていきたいということ

で、これは間違っても今より下がることのないように、これはもう話し合いをして、やはり

私どもがおいしい農畜産物を提供させていただく体制整備のために、しっかり取り組んでい

くと、それは当然地元でも消費されるわけでございます。 

  そして、さっき藤原由巳委員が、この目に見える栽培から、できたものを農家レストラン

で食べていただくと、これなのです。これをやれば、そこでおいしいと、これはあれだと、

すごいと。だから、実は楽天でこの間、１週間矢巾町産のものを使って食堂で提供したよう

でございますが、いずれそういった取り組みをして、どういうレシピをつくっていけば、皆

さんに喜ばれるか。だから、きょうは、共同調理場の所長もおりますが、ただ供給すればい

いというのではない。給食をおいしく食べていただくために、このレシピ、その給食のレシ

ピがお母さんたちにも、これはいいぞと、使ってもらえるような、やはり給食のレシピでな

ければだめだと。 

  だから、私は、いろんな大会とか、そういうのに手を挙げて、または発表会を開いたり、

そして幼稚園もあれば、保育園もあるわけです。そういうところとの管理栄養士さんたちと
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の情報提供、交流、そういうふうなこともやはり大事だと思うので、食の生活のこれからの

一環の中で、一番大事な、いわゆる幼少期から児童・生徒のここのところに私どもはしっか

り視点を置いて考えていきたいなと、こう思っております。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆秀一委員。 

〇委員（昆 秀一委員） 福祉施設、入院施設の地産地消率というのを後で出していただける

という話ではあったのですけれども、この話は、この間の地方創生の会議の中でワークショ

ップというか、そういう話であったのですけれども、その研修会などの情報が横のつながり

で共有されていないのではないかなというふうに強く感じるところがあります。いわゆる縦

割り行政というものですけれども、この連携がとれていないということで、この資料をいた

だいて、由巳委員の請求された資料の中でも、地域社会の発展については、富士大学でもあ

りますし、盛岡大学でも連携の内容であるのですけれども、そこら辺別の内容になっている

のかとは思うのですけれども、やっぱり地域社会の発展ということであれば、連携しながら

そういうふうないろんな知恵をまとめてノウハウを学べたりもできるのではないかなと感じ

るのですけれども、そこを個々に動いてしまうと、無駄な動きも見受けられるような気がし

ます。そういう地方創生の推進に対しても、横の連携をつなげてうまくいくのではないかな

というところも、今後は、ますますそういう連携を密にしていく必要があるのですけれども、

その辺の体制づくりや情報共有というのをもっともっとやってほしいと考えるのですけれど

も、その点についてのお考えをお伺いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  盛岡大学との包括協定は、まさにご指摘のとおりでございます。あそこには、栄養科学部

がありますので、だから子どもたちのそういった、またあそこは教育、きょう午前中にもあ

った英語の関係なんかも、そういった教育もなされておるわけで、いずれ今後やはり私ども

としては、そういった栄養科学部とか、そういうところとの連携をしっかり連携しながら取

り組んで、いわゆる子育てのあり方も含めて、教育支援なのですが、進めていきたいなと、

こう考えておりますので、もう何回も言っているのですが、まさに今までは縦割り行政だと

いうことは、否定はいたしません。もうただ、これからはそういった意味を変える、縦割り

行政を解消していくためにも、横断的なプロジェクトを立ち上げて、そして今職場において

も、やはば未来22研究所というふうなところで、まだまだ職員の数は足りないのですが、い

ずれそういったところを通して、昆秀一委員のご指摘のとおり、縦割りではなく、連携のと
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れた体制整備にしていきますので、どうかここ当分の間はお許しをいただきたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  藤原梅昭委員。 

〇（藤原梅昭委員） 今回いろんな質問の中で、いろいろお話しさせていただいてきているわ

けですけれども、セーフティーファーストとか、あるいは職員力の向上とか、あるいは矢巾

の日本一の、健康日本一に対する対応とか、いろんな回答をいただいておりましたので、そ

れについては、重複はしませんけれども、それこそ各常任委員会の中で、それぞれ話した中

で、皆さん全体で聞いていただきたいということもあるので、あえてそういう意味では、重

複した内容が出てくるかもしれませんけれども、そこのところは勘弁いただきたいなと思い

ます。 

  まずきのうトイレの話が出まして、これについては、どんどん水洗化を進めていきたいと。

それから、補助金等々も大いに活用しながら拡大もしていきたいということで、非常によう

やくトイレの神様が皆さんのところにも乗り移っていただいて動き出したのかなと、そうい

うふうに感じております。これは、発端は、小学校のトイレに行きたいけれども、行けない

ということを聞いてから、そういうトイレの話をかなりしてきたわけですけれども、そうい

う中で、ぜひ進めていただきたいと思っているのですが、その中できのうお話出ましたけれ

ども、例えば優先順位を考える上で、予算もありますので、例えばきのう不動小学校の２階

のトイレが非常ににおって、なかなか子どもたちが使いたがらないと。みんな１階に行って

用足しをしているとか、あと低学年はそのとおり和式トイレを使えないという子どもたちも

いると。それから、きのう田園ホールのトイレの話もさせていただきました。奥のほうに洋

式トイレがあるけれども、どこにあるのか全然わからないという、要は敬老会等々の話もあ

りましたので、ぜひその辺のところは順次進めていただきたいということがあります。 

  そういう中で、敬老会の話をちょっとしておきますと、これも体育館の改修というか、そ

ういうのでやむなく田園ホールに移りましたということで、１年目は、皆さんしようがない

ということで納得しながら、しぶしぶ田園ホールの対応をしたと、こういういきさつがある

ようです。 

  ところが、体育館の改修が終わっても、２年目も田園ホールでやったということで、何が

そこで問題になったかというと、項目を挙げればいっぱいあるのですけれども、田園ホール

に出入りするのに、階段がいっぱいあって大変だという問題とか、あとまたトイレの話にな

りますけれども、トイレに行くにも、階段をやっぱり下がったり、上がったりしながら行か
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なくてはいけないとか、あるいはせっかく年１回集まる集まりの場所でグループ同士話をし

たいけれども、話もできないと。あげくの果ては、喉渇いても飲物も飲めないとか、いろん

なそういう苦情というか、実際の正直な意見だと思うのです。あげくの果てが、帰りにタク

シーを呼んでもらいたいと話したら、では電話代頂戴という話を、本当かどうかわかりませ

んけれども、職員の方から言われたとか、そういうきのうは、一言で言えば、町民というか、

そういう方たちの立場になって、目線になって物事を考えていないのではないかという話を

させてもらいました。ただ、きのうは教民の中での話ですので、総務あるいは産建の方たち

はおりませんでしたので、ぜひその辺を含めながら、今後の町政に当たってほしいのは、今

小池百合子さんが都民ファーストと、ファーストつけば、何でもＰＲできるような、トラン

プさんから初めあるのですけれども、要はそういう目線で物事を考えてほしいと、自分がそ

の立場になって考えてほしいというところから、いろんな行政サービスに発展していくと。 

  今いろいろ議論していますけれども、我々がただ言うのではなく、皆さんが考えるのでは

なく、町民がどういう目線で、どういうふうにしてこの町に対してお願いというか、望んで

いるのかというところをまず第一に考えていかないと、実際やったことが、幾ら自分たちが

いいと思ってやったことも、そういうふうなとられ方をしてくれないと。当たり前です。若

い人が考えれば、年寄りたちの気持ちはわからないかもしれないし、あるいはその逆もある

でしょうし、そういうことを含めながら、ひとつ町民ファースト、ファーストと言いますけ

れども、セーフティーファーストも大事、町民ファーストも大事ということで、いろんな施

策については、そういうことをベースにひとつ考えていただきたいというふうに思っていま

す。 

  そして、そこまではお願いの話になるのですけれども、図書センター、これは話ちょっと

変わりますけれども、きのう図書センターの予算が500万円から来期は1,000万円に倍額にな

るという話を受けました。これは、非常に図書をまだまだ足りないという町民の意見もあり

ますが、それこそいつも予算、予算という話も出ますので、そういう中でどうやって町民が

望むような図書のあり方ということを考えていくかということになりますと、ただ金をかけ

ればいいということではなく、ただ書籍をふやせばいいということではなく、今４万4,000冊

蔵書があるらしいのですけれども、それを９万冊まで、約倍です。そのためには、まだまだ

お金がかかると。年間5,000冊前後の蔵書になるだろうと思いますけれども、この前、それこ

そ紫波郡の議長会の中で、国会図書館の課長さんがいらして、図書館のあり方ということで、

いろいろ我々研修させていただきました。その中で、要は世界中の書物を集めたら、幾らお
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金があっても足りないわけです。そういう中で、自分たちの図書センターと、あるいは近隣

にある盛岡市の、あるいは県営図書館とか、そういうところと連携をすることによって、自

分たちの、矢巾町の図書センターの要は特徴は、例えば子どもだとか、あるいは農業になる

かどうかわかりませんけれども、そういうところで、ある程度絞りながら、足りない分は、

近隣の図書館から借りると、そういうようなネットワークがあるのです。要は図書館の連携

という意味で。そういうことを活用すれば、ここの近隣の市町村の各図書センターあるいは

図書館を集めれば、物すごい数になるわけです。そうすると、少ない予算で効果的な蔵書が

調達できるというような利点をよく考えながら、ただ子ども関係が中心だとか、そういうよ

うなコンセプトがきちっとしていればいいのですけれども、そういう連携を大事にしながら

進めてほしいと。 

  そのためには、図書司書という、そういういわゆるそれに長けているプロがいるのですけ

れども、そういう人がいれば、それこそ工学系のこういう本が欲しいと、そうなればすぐ隣

の盛岡市から借りられるとか、そういう連携が即座にできると、そんなような話もしていま

したので、ぜひ金をかけるだけが能ではないですので、ひとつ金をできるだけ、金というか、

予算をできるだけ最少にしながら、かつ町民が望むような、そういう図書のあり方をぜひ検

討していただきたいなというふうに思っています。 

  我々ちょっと研修で国会図書館を見学させていただいた経緯があるのですけれども、そこ

ですら、自分の国会図書館だけでは、もう置ききれないから、京都に別館みたいなのがある

のです。そことすみ分けしているとか、やっぱり自分のところだけでは、そういう場所の問

題もあるし、お金の問題もあるし、いろんな形で連携をとって、なおかつ町民が望むような

タイムリーな貸し出しと、そういうことができれば、最高の岩手県一、あるいは東北一の図

書センターになるのではないかなということをひとつ目指しながら対応をお願いできればな

というふうに思っています。 

  それから、もう一点は、今中学校、矢巾中学校が特に生徒数が少なくなってきているとい

うのは、ひとつあります。ことしも30だか40だか少なくなって、来年も少なくなるというこ

とで、そのせいもあるし、昔からの中学校の流れでクラブの数が物すごい多いのです。マン

モス校のときのクラブの数がそのまま今引き継がれてやっているわけなのですけれども、そ

うすることによって、生徒というか、クラブの人が、人数が極端な話１人しかいないとか、

あるいは二、三人しかいないとか、そういうような状況になっていると。そのことによって、

先生たちの、生徒数が少なくなると、先生たちも縮小されてきますし、要は、最終的には手
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が回らないという問題があって、クラブのあり方を見直しをかけなければいけないという話

がちょっと出ているそうです。 

  今例えば30クラブあれば、20に減らすとか、そういうような形になろうかと思うのですけ

れども、矢巾には北中という立派な中学校が、矢巾北中と２つあるわけですけれども、片方

は少なくても片方に多いかもしれないと。あるいは両方集めるというか、連携とれば、１つ

のチームができるかもしれないということで、そういう子どもたちのぜひ夢というか、希望

を潰さないような対応をとっていただきたいなと。高校野球でも人数が足りなければ、３校

でも５校でも一緒になりながら１つのチームをつくっていると。そういう例が随所にありま

すので、せっかく、トータルすれば、いっぱい人数いるわけですから、そういう中で対応で

きるような、そういうような運営をぜひ今これから取りかかるとすれば、含めて考えていた

だければ、非常に子どもたちの夢というか、希望を壊さないで、何かの形で対応できるので

はないかと思うのですけれども、話としてはそこまでなのですけれども、この辺について、

これからの何かお考えがあれば、ぜひお伺いしたいなと思っていました。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それでは、お答えをさせていただきます。 

  まず第１点目の敬老会、これは私が仕掛人でございまして、大変皆様方には、いろいろご

迷惑をおかけしたことは、そのとおりでございます。ただ、私も悪くしようとしてやったの

ではない、よくしようと思ったのが、結果が逆に出たということで、今後このことについて

は、体育館でやっておったのですが、それを田園ホールと。また、田園ホールから体育館に

戻すというのも一つの方法なのですが、この敬老会のあり方について、皆さんからもご意見

をお聞きしてみたらどうなのかということで、担当課がそういったことでいろいろ皆さんか

らもご意見をお聞きして、集約をさせていただいて、今私どももこれをもとにして、今後敬

老会をどう進めていけばいいかということのあり方をしっかりお示しをしていきたいなと思

っておりますので、ご理解をひとついただきたいと思います。 

  何もない高齢者、お年寄りさんたちに喜ばれるような、やはり敬老会でなければならない

わけですので、もうそこの１点に絞って対応させていただきたいなということが一つです。 

  それから、２点目、３点目は、これは教育委員会なので、詳しいことは、後から教育委員

会から答弁していただきますが、まず２点目の図書の選定から、いろいろ今ご質問があった

のですが、私も国立国会図書館には行ってきたのです。あそこでは、もう欲しいものがあれ
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ば、コピーしてファクスも送ってくれると、そういうサービスもやっているのです。だから、

これはもう当然県立図書館とか何かもそういうふうなサービスがあるわけでございますので、

だからそういうこと、もちろんお借りするのも、いろんな手続を踏めばできるわけでござい

ますので、そこで今ご指摘のとおり、９万冊の蔵書を目指して、やはりきちんとしたコンセ

プト、ご指摘のとおり、また矢巾の図書館センターはこういう特徴があるのだということを、

やはりしっかりお示しをしていかなければならない。その中に今度楽天、アマナとの電子図

書館の話も出てきたので、こういうことを総合的に組み合わせて、何もない、利用される方

々にとって利便性に富んで、できればもうすぐ読みたいという、それに対応できるような体

制整備をしていきたいなと、こう考えておりますので、あとは詳しい図書選定のための委員

会とか、そういうふうなものは設けて、恐らくやっていると思いますので、そこのところは。 

  それから、３番目の部活、この間、新聞でも報道されたのですが、県では、部活のあり方、

いわゆる指導指針、そういうふうなものを何か今度お示しをするということで、この間マス

コミでも報道されておったのですが、いずれ部活のあり方についても、私どもやはりこれか

らの大きな検討課題だと思いますので、そのご指摘のことについては、しっかり取り組んで

まいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  あとはもう教育委員会のほうから答弁していただきます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） 図書センターへのご質問にお答えをいたします。 

  まず予算の関係でございますが、29年度でお願いしておりますのが、購入費1,000万円とい

うことですが、28年度におきましても、これ補正のほうで、途中で500万円の増をお願いいた

しまして、現計予算1,000万円で動いております。これは、予算名は、補助金の名前は失念い

たしましたが、県から補助金をいただきまして、500万円の補助をいただいて今年度も1,000万

円で図書のほうを購入させていただいております。 

  それから、図書の、いわゆる相互貸借でございますが、こちらのほうは、前の公民館図書

室のときから行っております。県立図書館を初め、いわゆる県内の図書館との本の相互貸借、

これは従来から行っておりますし、今新しい施設にいきまして、図書センターでは、いわゆ

る専用の端末で、例えば県立図書館のページを開いて、この本を借りたいと、そういったふ

うなことも選べますので、そういったことで、ただもちろん他から借りるわけですので、若

干の日数は要するというふうなことはご容赦をいただきたいと思います。 

  それから、司書の関係でございますが、これは図書室の際には、もちろんいませんでした
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が、今は指定管理者のほうで司書は、当然これは条件としてそろえるように、配置するよう

に出しておりますので、今現在３名、正式な数忘れましたが、いずれ３名前後の司書は配置

をされてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 越教育長。 

〇教育長（越 秀敏君） ３点目の部活動についてお答えいたします。 

  中学校では、生徒数が減ったために２年間かけて部活動の数、部活のあり方について検討

したと聞いております。その中で、委員ご指摘のとおり、担当する教師も少ないのだから、

それはやむを得ないだろうという意見の一方、１人でも２人でもいるならば、やらせたいと

いう、そういう気持ちも学校としても両方あるわけでございます。したがいまして、１人で

も２人でもいるところは、なくするということは、なかなか難しいところではございます。

私が聞いている情報では、水泳と陸上という、季節的なもの、これの削減には踏み切ったよ

うでございますけれども、その他については、なかなか難しいところがあるようでございま

す。 

  もう一方の中学校では、特設合唱部というのがあって、他のクラブに入っていながら、そ

の合唱もできるという、これもある意味部活動としては、斬新な考え方ではないかなという

ふうに思います。 

  それから、２つの中学校が合わさるというのは、特にスポーツのところでは、１校何人未

満であれば、他の学校の何人未満と一緒になってプレーすることができるという、そういう

規定がございますので、一緒に部活動することは、これは一向に差し支えないでしょうけれ

ども、それにしても、時間を合わせるとか、移動とか、かなり問題はあろうかと思いますが、

こと大会に関して、合同で出るということについては、かなりいろいろな制約がございます

ので、その辺も考えながら対応していかなければならないというふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 他にありますか。できるだけ簡潔にお願いします。 

〇（藤原梅昭委員） いまお答えいただきまして、大変いろいろ検討していただいているとい

うことが、図書についてもクラブについてもよくわかりました。 

  図書について言えば、そういうところまでやっているという、やっぱりやっているＰＲ、

それがちょっと足りないかなというふうに感じていますので、やっぱり町民からあれがない、

これがないという話は聞きますけれども、その辺のところのＰＲを、ここにはどこからも、
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県内どこからでも借りられるよとか、あるいは司書も３人いるよとか、そういうところは、

よさとしてどんどんＰＲしていいのではないかというふうに感じますので、それはお願いし

たいと。 

  それから、クラブについては、いろいろ規定もあるようですけれども、いわゆるそれは今

までどんどん人口がふえていくときの、多分つくった規定なのではないかなというふうに思

いますし、これからのやっぱり人口減少時代の、少子化時代の対応というのは、１人でも、

それこそそういう人がいれば、隣と、あるいは３校ぐらいと一緒にできるのだよというぐら

いの、そのぐらいの改革案が必要なのではないかなというふうに感じますので、それはこれ

からの課題として取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  ＰＲが足りないというご指摘でございました。実際そういうお声があったということでご

ざいますので、私ども真摯に受けとめまして、当然センターの利用される方々にはもちろん

でございますが、そうでない方々にもいろいろな手段を駆使してＰＲに努めてまいりますの

で、よろしくお願いします。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか一般会計についてございますか。 

  齊藤委員。 

〇（齊藤正範委員） 私のほうは、いじめ条例についてのお話です。分科会のほうで教育委員

会の考え方等は、お聞きしたわけなのですけれども、財政にかかわる部分です。教育委員会

のほうは、最低限の部分、予算化はしているのだけれども、これからの行う点で補正を組ま

なければやれないというような部分もあるようです。せっかく条例提案しておりますので、

児童や保護者または住民などに徹底するための費用とか、またはいじめ防止につながる活動

とかもあると思います。これらの活動もやっぱり予算化が裏にあってできるものと思ってお

りますけれども、その辺の考え方について、教育委員会ではなく、当局のほうの考え方もお

聞きしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 具体的などういったところにどのぐらいの予算が必要なのか

ということを教育委員会のほうから受けました上で、財政状況によって100％かなうかどうか
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別ですけれども、必要な予算は計上していくような形で補正対応ということで考えておりま

す。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  ４月１日からの施行なのですが、条例は。これはもう私ども最優先課題ですので、予算措

置が必要な場合は、もう速やかに対応してまいりますので、そこはもうご理解していただき

たいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい、結構です」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、休憩をとりたいと思います。 

  それでは、２時27分までの休憩といたします。 

              午後 ２時１７分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時２７分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 再開をいたします。 

  今度は特別会計に入りますが、一般会計はどうしても事業がかなりの広範囲ですので、そ

れに予算をどう使うか、予算を執行するに当たって、事業を円滑に進めてほしい、あるいは

事業に幅を持たせてほしい、いろいろな思いで発言がありましたが、若干質問が長いという

傾向がありますので、その辺を十分理解していただきまして、ある意味思いを長く述べるの

ではなく、いわゆる考え方を聞いて、自分の考えもしっかり言ってもらうということでよろ

しくお願いをしたいと思います。 

  次に、平成29年度の矢巾町国民健康保険事業特別会計予算について総括質疑を受けます。

質疑ございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 町民から高くて支払うのが大変と言いながら、そういう声がたくさん

聞かれます。それで、そういう高くても支払っている方もいらっしゃいますし、どうしても

支払えない方たちもいます。そういう中で短期保険証を発行したりして、いろいろ工面され

ていると思うのですけれども、矢巾町では減免制度もありまして、それは法定額減免で７割、

５割、２割、そういうふうなことでも支払えないでいます。公費の扶助は国では例示されて
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おりますが、申請減免の具体的な運用基準は、市町村が条例や首長の権限で決められており

ます。減額でなく、減免、免除というのも国では法律の中にはあります。厚生労働省は、新

たな経済状況の悪化に伴って、被保険者に対して低所得者に対しての制度もつくりました。

ですけれども、矢巾町では、その低所得者に対しての制度はつくったのですけれども、減免

制度、それ自体が要綱でしかありません。条例になっていません。ですので、法定外の減免、

それをどうしても条例をつくってほしいのですけれども、そのことについてのお考えをお伺

いします。 

  それから、高いということがどの世帯からも聞かれます。ですので、やっぱり一般会計か

らの歳出で法定外の歳出をして、高いという、そういう、私も国保税を払っていますけれど

も、高いと思います。ですので、そういう対処をする必要があると思うのですけれども、ど

うなのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐藤会計管理者兼税務課長。 

〇会計管理者兼税務課長（佐藤健一君） ただいまの減免制度について、要綱ではなく、条例

で制定したらどうかというようなご質問がありましたが、それにつきましては、今全庁的に、

そういった住民に対して制限を与えるようなものは、要綱から条例に変えるべきだというよ

うな議論はされてございまして、それも踏まえまして税務課のほうでも検討しているところ

でございますので、前向きに条例化を進めたいというふうに答弁させていただきます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、国保税が高いということについてお答えしたいと思い

ますが、確かに矢巾町は、県下で見ても上位のほうの、きのうも分科会のほうでもそういっ

たご質問もありまして、高いほうに位置はしております。ただ、これはやはり医療機関が矢

巾町の場合は、かなりの、ほとんどの診療、歯医者であるとか、内科であるとか、そういっ

たほとんど全てのものがございまして、すぐに病気になればかかれるといったような環境に

もございます。そういった環境の中でいるということは、多少高くても、そういった安心を

かうというような、ちょっと表現は悪いのですけれども、そういったこともある一面あるの

かなというふうに思っております。 

  ただ、医療費につきましては、全体で見ますと、下がってはおりますが、やはり今これか

らの問題は、薬、薬剤、こういったものが非常に高額なものも出てきております。そういっ

たものは、矢巾ではまだそれほど高いものを使っている方はおりませんが、やはり近隣を見



  

－ 258 － 

ますと、１カ月で何百万円とか、何千万円とかといったような、ただそれは、もう命にかか

わるものですから、それを使うなとか、そういったことも言えないわけでございまして、そ

ういったものも含めまして、安心を受けているということは、ご理解いただきたいと思いま

す。 

  また、一般会計からのそういった下げるための繰り出しということでございますが、昨年

も実はご存じのとおり国保会計の中で前年度の繰越金がありましたので、そういったものを

使いまして、幾らか減税はしたわけでございます。一般会計からといいますと、これはやは

り法定外の繰り出しとなりますし、一般会計というのは、いわゆる町民の方々の税金で成り

立っているものでございまして、その中に国保の方もおりますし、社会保険の方も、いろい

ろな方がございます。その方々は、それなりの負担をしているわけですし、それぞれの方々

もそれぞれの保険の負担をしているわけでございますので、国保会計、社保であっても、そ

れぞれが相互扶助という中の保険制度でございますので、その方々のところに一般会計から

繰り出すということは、ちょっと今のところは考えていないところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 一般会計からの繰り出しのことなのですけれども、やはり高校生以下

の子どもたちが短期保険証発行の中に17人もいらっしゃるということですので、子どもたち

のいる家庭の制度というか、その応援のためにも一般会計から繰り入れてするというような

方向とかはできないのでしょうかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  まず基本的に、国保の関係で17名の高校生が短期保険証が発行されていると。これは、国

保だけでなく、健保もあれば、共済も、いろんな保険に加入しておるわけです。だから国保

だけを優先的に配慮するというわけにはいかないわけです。だから、ここでいつも川村よし

子委員と意見の相違が出るのは、そこなので、私ども町政の立場とすれば、国保も大事なの

ですが、それ以外の方々も大事なわけです。だから、昨年度、平成28年度は、限られた中で

はあったのですが、国保税を減税させていただいたのです。 

  今度は、いわゆるもう平成30年度からは、もう保険者は、市町村から都道府県、私どもで

あれば岩手県になるわけです。そこで、今私どもは、今後標準税率がどういうふうな状況に

なるか。または、今後町として、今ある、例えば積み立てしている基金とか、こういうふう
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なものがことしの10月ごろでなければ、方向づけをされないというような状況下にあるので、

今ここで対応を誤れば、今度は岩手県が保険者になるときに、各他市町村に迷惑をかけるこ

とにもなりますので、ここは私ども慎重かつ冷静に対応していかなければならない今時期に

あるということだけはご理解をいただきたいということで、まず一般会計からの法定外繰り

出し、これはもうできないと。これは、幾ら言われても、これはもうできないと。あとは、

調整交付金に影響しますから、一般の法定外繰り出しすると、やはり一般会計に余裕がある

だろうということで、もうそういった交付税、交付金にもいろんな形で影響してくるわけで

すので、だからこちらを立てればあちら立たずということだけは、わかっていただきたいな

ということで重々、川村よし子委員のおっしゃっているのは、もうそのとおりです。ただ、

なかなかルール、制度上、そのような形にいかないということだけは、ご理解をいただきた

いと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで平成29年度矢巾町

国民健康保険事業特別会計予算の総括質疑を終わります。 

  次に、平成29年度矢巾町介護保険事業特別会計予算について総括質疑を受けます。質疑ご

ざいますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ６点についてお伺いします。 

  ４月から総合事業がスタートされます。あと２週間で４月になりますが、要支援１、２の

介護サービスは、今までどおり利用可能かという一般質問のときには、支障がないものと考

えているというような答弁がされました。簡単にそういう答弁でしたけれども、そこのとこ

ろについて、私は支障があると思うので、質問させていただきます。 

  今まで要支援１、２の方が１週間に１回とか、月に３回、４回でもまるめで１回使った方

も、５回使った方も同じ料金が発生しましたが、今度は４月からはどのようになるのか。何

か近隣では、単価方式で１回使った方は幾ら、そして５回使えば５倍、そういうふうになる

ように聞くのですが、どのようになっているのかということが１点目です。 

  ２点目は、その単価が決まると、今までまるめでお金をいただいていた事業所は、収入が
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減るのではないかと思うのですけれども、その調査はどのように行われているのか。そして、

事業所からは意見があるのかというところをお伺いします。 

  それから、３点目になりますが、その単価が利用者にとって、今まで１回でもまるめで多

く支払っている人たちには有利に働くわけですけれども、８回とか、うちの父は紫波町で８

回使っていました。それでも、まるめなので安かったのですけれども、そういう方たちが金

額が多くなるのではないかということですので、どのようになっているのかお伺いします。 

  それから、そのことについても説明がないわけです。紫波町では、一般質問の中にも入れ

たのですけれども、町内３カ所で説明会をしました。矢巾町では、答弁の中にありましたけ

れども、事業所とかで説明していくということで、事業所で説明するのは当たり前なのです。

利用者に対しての説明ですから。行政としての責任を果たすためには、やっぱり住民を対象

に説明していくのが当たり前だと思うのですが、その考え方をお伺いします。 

  済みません、４点でよろしいです。お願いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（佐々木順子君） ただいまの川村委員からの４点についてのご質問にお答え

をいたします。 

  一般質問でもございましたけれども、要支援１、２の方の新しい、新総合事業になったと

きに、支障がないと捉えているというような答弁だというけれども、本当にないのかという

ことへのお答えでございますけれども、今使っているサービスをそのまま順次新総合事業の

ほうに移行してまいりますので、サービスを使う方については、支障がないというふうに捉

えてございます。 

  それから、１週間に１回とか、２回とかという、その単価の設定をどうしているのかとい

うことについてのご質問でございますが、今までは、例えば１回でもそのまるめた形での請

求ということになってございましたが、今回の事業としては、１回当たりの単価を設定して

ございます。それで訪問につきましては、１回当たりが要支援１に相当する方の分ですけれ

ども、１回当たりが266単位、そして４回までとした基準としてございます。それで1,168単

位ということで１回当たりの単位となります。それから、要支援の２に相当する方は、今ま

で８回使っていたということになりますけれども、それに関しても１回当たりの単価の設定

をいたしまして、270単位、そしてそれが４回までのまるめとなると、2,335単位ということ

で、今までと同様の単位でサービスを給付してまいりますので、むしろ今までみたいなまる

めではなく、１回当たりの単価になりますので、むしろ利用される方にとっては、安くとい
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いますか、サービスは行き届くのかなというように捉えてございます。 

  それから、説明については、紫波町では、事業、地域での説明会を開催しているというこ

とですけれども、矢巾町としては、これまでサービス事業所を通しまして、それぞれの担当

しているケアマネが、より身近な形できちんと説明をして、サービスの提供をしていってい

ただきたいということで、サービス事業所に対しての考え方なり、こちらでの進め方を十分

周知しているところでございます。 

  そして２月からは、４月から順次移行してまいりますので、その方たちにはきちっとした

説明書を入れてわかりやすくした形で郵送して、対応しているところでございます。全体に

対しての説明会ということですけれども、今のところは、町の広報、それからホームページ、

そして身近なケアマネを通して、今矢巾町の場合は進めているところでございますので、ご

理解を賜りたいと思います。 

  それから、事業所がサービスの単位によっては、事業所の収入が減るのではないかと、そ

ういうことで事業所としての考え方を把握しているのかということでございますが、こちら

では、事前にこういう形で進めるということを全ての事業所に説明会をしておりまして、ア

ンケート調査もいたしました。矢巾町内の事業所は、どこの事業所も協力していただけると

いうことで、回答をいただいておりますし、今までと大きくサービスの部分が変わるという

ことではございませんので、そこについてもご理解をいただいているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） そうすると、単価が今までと同じような状況で、回数が少なくなれば、

利用料が安くなるという理解をしましたけれども、もし今まで利用していない方が、これか

ら利用するということになれば、その説明は町でやるわけですか。事業所で、ケアマネジャ

ーを通じてということなのですけれども、今の状況、介護保険の状況では、事業所に契約書

というのは、３部か４部くらい書かなければならないです。あの細かい字で、そういう高齢

者、特に高齢者世帯には、すごい負担になるような状況です。民生委員さんとか、地域住民

にも浸透するような総合計画の説明というのは、やはり必要ではないかと。そして積み重ね

ることが必要ではないかなと思うのですけれども、住民には説明しないということですので、

やはり住民に説明して、そして何回もやるということが必要ではないかと思うのですけれど

も、質問します。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 佐々木健康長寿課長。 
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〇健康長寿課長（佐々木順子君） ただいまのサービスの、今現在１、２のサービスを利用し

ている方については、そのような形でケアマネを通して、事業所を通して進めているという

ところでございますが、これからサービスを受けたい方につきましては、窓口で申請なり、

包括支援センター等々にご相談いただきまして、その中で生活、介護保険の生活機能チェッ

クリストというのがございますので、そういったチェックリストの面談を行いながら進める

こととしておりますので、これからもう一つは、総合事業の中で通所のサービスのみならず、

一般介護予防の事業、これまでも一般質問のところでもご説明してまいりましたけれども、

さまざまこれから一般介護予防事業として取り組んでいくものがございます。それは、地域

の力を借りながら、地域でのサロン、それからリハビリ、そういった形で進めてまいります

ので、そのような中で４月からそれに対する説明会も行政区ごとに進める予定としておりま

すので、新たな申請の方につきましては、その辺をお知らせをしながら、サービスの提供に

努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか介護保険事業特別会計の質疑ありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで平成29年度矢巾町

介護保険事業特別会計予算の総括質疑を終わります。 

  次に、平成29年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算について総括質疑を受けます。質疑

ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで平成29年度矢巾町

後期高齢者医療特別会計予算の総括質疑を終わります。 

  次に、平成29年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計予算について総括質疑を受

けます。質疑ございますか。 

  小川委員。 

〇（小川文子委員） それでは、私のほうから先にさせていただきます。やはぱーく、開業し

て１年たって、子育てセンター、かなり活気を、利用者数が多くて、利用されているようで、

その中で安全対策をもう一度見直す必要があるのではないかということで、まず骨折という

事故があったそうなので、どういう原因で起きたのか、そこら辺の検証をひとつお願いいた
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します。 

  それから、駐車場がやはり狭い、いつも土日になると満杯ということで、今後のまちづく

りを考えたときに、やはりあそこはもう少し、商業施設の部分をあけてあるわけですが、今

後その商業施設がどういうふうなことになるのか。あるいは商業施設の分を駐車場にして、

将来的にはあそこの屋台村の東側がもう１区屋台村をつくる計画でありましたけれども、そ

ことか、あるいは現在複合施設の駐車場と、専用駐車場としているところとかをいわゆる商

業スペース的なものに変えることは考えているのか、その点についてと。 

  あともう一つは、安全対策ということなのですが、夜間になりますと、ほとんど人気がな

くなります、駅は。そして、私もこのたびは10時二十何分の電車に乗ってきて、さて荷物も

多いので、タクシーに乗ろうかと思ったら、タクシーがたまたま２台しかとまっていなくて、

私は３番目だったものですから、乗りそびれてしまいまして、タクシーの電話番号、ちょっ

と失念しまして、どこかに書いていないかなと思って探したのですけれども、書いていない

もので、しようがなく11時まで待っていて、11時になったら、また来るだろうと思って、そ

れに乗ってきたのですが、その間、駅舎にたった１人でおりまして、若い人だったら怖い思

いをするのかなという感じもいたしました。年をとっているので、そういう気はありません

でしたけれども、そんなこともありまして、一つは、安全対策の面と、それからトイレの表

示がないというのは、この間出ましたけれども、タクシーの番号、表示的なものがあれば、

そこで乗りそびれた人に安心かなと思って、そういう表示サービスの充実もあるかなという

ところで質問をしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菊池福祉・子ども課長。 

〇福祉・子ども課長（菊池由紀君） １点目のお子様がけがをした件につきましては、すぐ報

告を受けた翌日に施設を訪ねまして、職員の全員と場所と、内容と、そしてできる事故対応

策を検討しまして、そして実践しているという状況です。ただ、お子様の体調回復まで、そ

してまた遊びに来ていただけるまでフォローするということで、まず週１回矢巾ゆりかごさ

んは家庭訪問しながら、継続支援していただきました。それで、今月また最終のいろいろ協

議をして、万全を期していきたいということにしておりますので、再度最終的な対応をして

いくところでございます。 

  今回の件は、親子で訪ねてきて遊んでいただいた中でしたが、子どもさんですので、やっ

ぱりいろいろな遊び方をみずから対応していくので、マットの上からジャンプしてけがをし

たということでしたが、説明と見守りも強化し、そしてまたそのマットからジャンプして、
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本当に自然なことなのですが、子どもにとっては自然なことですが、そのことが見守りと保

護者様への協力、そしてそこを強化して対応しておりますことをお答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、それ以外のご質問にお答えしたいと思います。 

  商業施設の関係でございますが、直接の担当課ではございませんが、分科会でも産業振興

課のほうで、いずれとりあえず商工会といいますか、そちらのほうで進めたいという話をお

聞きして、今後説明をするという話を聞いていますので、それの状況次第だとは思いますけ

れども、いずれ今現段階では、そのまま進むということで、あの部分につきましては、その

ために一応スペースとしてはあけているというのが実態でございます。 

  駐車場、それもありまして、実はあともう一層舗装する予定だったのを、今回下層のとこ

ろまででやめているという状況です。その状況次第では、いずれ終わり次第では本舗装しま

すけれども、そういったところでまず活用していきたいというのが一つです。それから次に、

専用駐車場のほうにその分を動かせないかということにつきましても、これも先ほど言いま

したように、Ｂ区画の関係がございますので、うちのほうとすれば、基本的には、今までも

お話しているとおり、あそこはやはぱーくの専用駐車場として整備したところでございます

ので、うちのほうとすれば、そのままの状況で使っていきたいということで現在も考えは変

わっていないという状況でございます。 

  それから、安全対策、タクシーについては、確かにそういった例もあるのかなという気は

しております。そこでタクシーの待機する業者さんというのは、一応指定制になっておりま

すので、そういった表示につきましては、いずれ対応させていただきたいなと思っておりま

すので、それについてはやりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それから、なおあそこの防犯対策につきましては、ことしの予算、補正で防犯カメラを増

設しまして、基本的にあそこの待合所も当然対象になっておりますし、あそこの通路、それ

からトイレのところに見えない部分がございましたので、そういったところにも防犯カメラ

は設置しておりますので、いずれ前に比べれば、数を多くして、なおかつデジタル方式にし

ておりましたので、何かあれば、それこそ警備のほうといいますか、そちらのほうと連携し

ておりましたので、連携はとれて、何かあったら、駆けつけていただくといいますか、そう

いった体制をとっておりましたので、まず引き続きそのようなことがないことを祈ってはお

りますけれども、もし安全対策で何かもう一つ必要なものがあれば、いずれ考えていかなけ

ればならない部分もあるのかもしれませんけれども、今はそういった体制で進めているとい
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うことをご理解いただければと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 14日の産業建設常任委員会の分科会で質問いたしましたけれども、やは

ぱーくの南側の移転工事がまだ未着工ということで28年度もできなかったわけでございまし

て、ことし何とかやれないのかなというお話をしましたならば、できれば話し合いで解決し

ながらやっていきたいと。できなければ、法的な手続もとって業者と検討しながら関係機関

とすり合わせしながらやっていきたいという説明がありました。 

  ことしの町長の施政方針演述の中に、事業が完了に向けて確定測量や換地処分に向けて事

務を進めていきますという内容でございますけれども、この移転が終わらない限り、そこの

部分だけは、そういう作業をできないわけですけれども、やっぱり全体的に支障が出てくる

のかなと思いますので、できれば法的な部分も含めて、ある程度、いつまでやるのかという

やつを期間を決めて、やっぱり取りかかっていかない限りは、まだことし29年度もずるずる

といけばできなくて、また来年というようなことも出てくると思いますので、どういう考え

で進めていくのかお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） それでは、ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 

  分科会でもそのようなお話をさせていただきました。実は、今年度の予算で直接施工に係

るノウハウの関係で、専門の業者さんおります。全国でそういった事例を指導しているとい

うコンサルさんいるのですけれども、そういったところから、一応やり方等々につきまして

委託をして、いろんな資料等々を収集して、これからの取り組み方についても一応その委託

として成果を出していただいております。 

  それをもとに、新年度それをにらみながら、あわせてそれを直接やるというのではなくて、

今までの個別交渉をやりながら並行して進めていくということで考えています。それで、ど

うしてもだめな場合は、直接施工に向かうように。逆に、話し合いが進んで、直接施工がで

きない場合は、それはそれでそれを執行しないで、個別のほうに委ねるような形で両にらみ

でやるような考え方でおります。 

  できれば、平成29年度内には何とか、やっぱり換地のことも考えれば、やっぱり早々に解

決しなければならないという問題でもございますので、そういった分は、いずれ29年度内に
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は、いずれの形になるかわかりませんけれども、できれば町とすれば解決は個々で交渉でで

きれば一番いいことでございますけれども、だめであっても、いずれ29年度中には、何とか

完結できるような形の中でいきたいなと思って、現在考えているところでございます。 

  なお、換地の処分に当たりまして、いろんな測量等々につきましては、あそこの部分以外

のところにつきましては、予算の範囲の中でできる部分は28年度に発注をかけて繰り越しで

29年度にかけてやりたいということで現在進めているところでございますので、その分が解

決が済みますと、あわせて追加でそちらのところもやるということで現在考えているという

ところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで平成29年度矢巾町

矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計予算の総括質疑を終わります。 

 次に、平成29年度矢巾町水道事業会計予算について総括質疑を受けます。質疑ございません

か。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで平成29年度矢巾町

水道事業会計予算の総括質疑を終わります。 

  次に、平成29年度矢巾町下水道事業会計予算について総括質疑を受けます。質疑ございま

せんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで平成29年度矢巾町

下水道事業会計予算の総括質疑を終わります。 

  以上で付託を受けました予算７議案に対する総括質疑を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 本日は議事日程について全部終了しました。 

  審査報告書に沿える附帯意見等を分科会ごとに取りまとめていただき、明日の午後１時

30分までに当職まで提出をお願いをいたします。 
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  なお、分科会ごとの取りまとめを参考に、当職と３分科会の会長の４名で審査報告書の草

案を作成し、３月21日の委員会に提出をし、成案にしてまいりたいと思います。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  なお、明日は休会、18日、19日、20日は休日休会、21日は予算決算常任委員会を開催いた

しますので、午後１時に本会議場に参集されますようにお願いをいたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ３時０２分 散会 
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予算決算常任委員会議事日程（第７号） 

 

平成２９年３月２１日（火）午後１時００分開議 

 

議事日程 
第 １ 予算審査報告書について 

 

本日の会議に付した事件 
 議事日程のとおり 

 

出席委員（１７名） 
      委員長 山 﨑 道 夫 委員 

          赤 丸 秀 雄 委員          水 本 淳 一 委員 

          廣 田 清 実 委員          高 橋 安 子 委員           齊 藤 正 範 委員          村 松 信 一 委員 

          昆   秀 一 委員          藤 原 梅 昭 委員 

          川 村 農 夫 委員          髙 橋 七 郎 委員 

          長谷川 和 男 委員          川 村 よし子 委員 

          小 川 文 子 委員          藤 原 由 巳 委員 

          藤 原 義 一 委員          米 倉 清 志 委員 

 

欠席委員（なし）  
職務のために出席した職員 
 議会事務局長 吉 田   孝 君 係 長 藤 原 和 久 君 

 主 任 主 事 渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 １時００分 開議 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち委員の皆さんにお諮りをいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により、傍聴の許可をしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 異議がないようでありますので、許可することに決

定いたします。 

  ただいまの出席委員は17名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  ただいまから本日の予算決算常任委員会を開会をいたします。 

  直ちに予算決算常任委員会の会議に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 予算審査報告書について 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第１、予算審査報告書についてを行います。 

  本日の日程は、付託を受けました予算７議案に対する審査報告書の取りまとめであります。

各分科会から提出していただいた附帯意見等を参考に、当職を含む４名の委員で審査報告書

の草案を作成いたしました。ただいまからこの草案に対してご意見をお受けし、成案にして

まいりたいと思います。 

  草案は、お手元に配付したとおりであります。 

  ただいまからその草案を職員に朗読させます。なお、朗読は、議案の次の審査意見の部分

からといたします。 

              （職員朗読） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） このように取りまとめをいたしましたので、委員の

皆さんのご意見をお願いをいたします。ご意見ございますか。 

  廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） ９項目めの観光事業についてというところで、新しいパンフレットを速

急に作成したいというところはわかるのですけれども、旧パストラルバーデンの活用法を検
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討されたいという部分に関しては、町の持ち物でもないと思われ、というか、今の段階では、

支払いも滞っていないということを考えれば、これは活用されたいではなく、促進をお願い

したいとか、そういう部分になるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。特にないですか。 

  それでは、この部分については、いろいろ４人の委員で検討した中身でもあります。確か

に、今ご指摘あったように、もう町の財産ではなくなっているわけですので、まだ支払いは

残ってはおりますけれども、それでパストラルバーデンの活用策については、やっぱり町の

観光事業の大きな目玉でもあったというようなこともあって、あるいは町民がここでいわゆ

るゆっくり入浴もしながら食事もできたというふうな経緯もありましたので、あのままでは

だめだなというのは、恐らくどの委員さんも同じだろうというふうに思います。今活用策で

はなく、利用について促進を図られたいというような中身で検討したらどうかということで

ございますが、ちょっと文言の整理をしたいと思いますので、ちょっと時間をいただきたい

と思います。 

  一旦休憩をいたしますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  小川委員、何かありますか。 

〇（小川文子委員） 13番のところ、町民に周知徹底するとともにということなのだけれども、

この周知徹底というよりは、町民に、いわゆる周知徹底、周知するとともに、連携を図ると

いうような言葉のほうがいいように感じるのです。知らせるというだけでなくて、同時に共

同して取り組むという意味がちょっと必要なのではないかと思って、町民に周知し、連携を

図るとともにというぐらいのほうがいいのではないかと感じました。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） その部分も含めて、ちょっと検討したいと思います

ので、休憩いたします。よろしいですね。それでは、草案を検討した４人の委員でちょっと

前段検討したいと思いますので、よろしくお願いします。 

  暫時休憩します。 

              午後 １時０９分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時２４分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  先ほど歳出にかかわる部分の附帯決議の９番と13番について、廣田委員あるいは小川委員

から文言の整理も必要ではないかというふうなこともありましたし、それから内容について



  

－ 273 － 

も少し精査したほうがいいのではないかというようなことで先ほど提起がございましたので、

４人の委員で今検討して文言整理をしましたので、今この部分だけ、９番と13番について職

員に朗読させますので、よろしくお願いします。 

              （職員朗読） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上のように内容の精査をして、文言の整理もあわ

せて行いましたが、これについてご意見ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、お諮りをいたします。  

  この報告書を成案といたしまして議長に提出することに決定したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議ないようでありますので、この報告書を成案

として議長に提出することに決定いたしました。 

  以上をもちまして予算決算常任委員会に付託を受けました予算７議案の審査及び審査報告

書の作成の一切を終了いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これをもって予算決算常任委員会を閉会といたしま

す。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 １時２６分 閉会 
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予算決算常任委員会議事日程（第８号） 

 

平成２９年３月２１日（火）午後４時１１分開議 

 

議事日程 
第 １ 補正予算議案の詳細説明 

第 ２ 補正予算議案の全体質疑 

第 ３ 補正予算議案の審査報告書について 

 

本日の会議に付した事件 
 議事日程のとおり 

 

出席委員（１７名） 
      委員長 山 﨑 道 夫 委員 

          赤 丸 秀 雄 委員          水 本 淳 一 委員 

          廣 田 清 実 委員          高 橋 安 子 委員           齊 藤 正 範 委員          村 松 信 一 委員 

          昆   秀 一 委員          藤 原 梅 昭 委員 

          川 村 農 夫 委員          髙 橋 七 郎 委員 

          長谷川 和 男 委員          川 村 よし子 委員 

          小 川 文 子 委員          藤 原 由 巳 委員 

          藤 原 義 一 委員          米 倉 清 志 委員 

 

欠席委員（なし）  
地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 
 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 伊 藤 清 喜 君 

 
 総 務 課 長 
 兼 選 挙 管 理 山 本 良 司 君 企画財政課長 藤 原 道 明 君 
 委 員 会 書 記 
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 会計管理者兼 
  佐 藤 健 一 君 住 民 課 長 浅 沼   仁 君 
 税 務 課 長 
 
 福 祉 ・ 
  菊 池 由 紀 君 健康長寿課長 佐々木 順 子 君 
 子 ど も 課 長 
 

 産業振興課長 稲 垣 譲 治 君 道路都市課長 菅 原 弘 範 君 

 
 農 業 委 員 会 
  野 中 伸 悦 君 上下水道課長 山 本 勝 美 君 
 事 務 局 長 
 

 教 育 長 越   秀 敏 君 学 務 課 長 村 松 康 志 君 

 
   学校給食共同 
 社会教育課長 山 本   功 君  村 松   徹 君 
   調 理 場 所 長 
 

 代表監査委員 吉 田   功 君 農業委員会長 高 橋 義 幸 君 

 

職務のために出席した職員 
 議会事務局長 吉 田   孝 君 係 長 藤 原 和 久 君 

 主 任 主 事 渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 ４時１１分 開議 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 会議に先立ち、皆さんにお諮りをいたします。 

  本委員会の傍聴希望者には、委員会条例第17条第１項の規定により傍聴の許可をしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、許可することに

決定いたします。 

  ただいまの出席委員は17名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  ただいまから予算決算常任委員会を開会をいたします。 

  直ちに予算決算常任委員会の会議に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したと

おりであります。 

  これより日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 補正予算議案の詳細説明 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第１、補正予算議案の詳細説明を行います。 

  本日は、付託を受けました議案第35号 平成28年度矢巾町一般会計補正予算（第６号）に

ついて、議案第36号 平成28年度矢巾水道事業会計補正予算（第３号）について、議案第37号 

平成28年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）についての３議案について、議案の順

序に従って一括して詳細説明を受けたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、３議案を一括し

て説明を受けることにいたします。 

  また、補正予算案の詳細説明に当たっては、経常的な部分及び節等については極力省略し、

特徴のある部分について重点的に説明を願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議ないようでありますので、そのように進めさ

せいただきます。 

  それでは、議案第35号 平成28年度矢巾町一般会計補正予算（第６号）の詳細説明を求め

ます。 

  藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） それでは、議案第35号 平成28年度矢巾町一般会計補正予算

（第６号）の詳細について説明いたします。 

  ６ページをお開き願います。第２表、繰越明許費となります。説明に当たりましては、款、

項、事業名、金額の順で説明いたします。２款総務費、１項総務管理費、公共交通事業720万

8,000円、地方創生事業１億11万2,000円。 

  ４款衛生費、２項環境衛生費、浄化槽設置整備事業42万5,000円。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、特用林産施設等体制整備事業1,975万円。 

  ７款商工費、１項商工費、プレミアム商品券発行事業34万円。 

  ８款土木費、２項道路橋梁費、町道改良舗装事業6,637万9,000円、交通安全施設整備事業

5,730万円、矢巾スマートインターチェンジ整備事業２億5,376万7,000円、橋梁維持事業１億

4,300万5,000円。３項河川費、河川改良事業420万円。４項都市計画費、都市計画総務事業221万

4,000円。 

  続きまして、第３表、債務負担行為補正です。限度額の補正のみでございますので、事項、

補正前限度額、補正後限度額の順に説明いたします。共通番号制度導入対策関連事業3,979万

円、2,007万6,000円、町内情報ネットワークシステム整備事業 1,674万 9,000円、1,387万

1,000円、住民情報システム更新事業5,993万7,000円、3,043万7,000円。 

  ページをめくっていただきまして、第４表、地方債補正です。こちらも限度額のみの変更

でございますので、起債の目的、補正前限度額、補正後限度額の順に説明いたします。変更

ということになります。一般廃棄物処理事業１億5,100万円、9,620万円、道路整備事業１億

4,870万円、１億4,240万円。 

  次に、事項別明細によりまして説明いたします。15ページをお開き願います。歳入の補正

につきましては、主に年度末の精算による増減となっておりますが、特記事項につきまして

は、別途説明いたします。 

  なお、説明に当たりましては、款、項、項の補正額の順で行います。それでは、歳入、１

款町税、１項町民税7,061万9,000円、２項固定資産税2,385万5,000円、３項軽自動車税60万



  

－ 279 － 

4,000円、４項町たばこ税740万円、ページを返していただきまして、５項入湯税110万円。 

  11款分担金及び負担金、１項負担金△354万8,000円。 

  12款使用料及び手数料、１項使用料、下のページに参りまして△47万2,000円、２項手数料

12万8,000円。 

  13款国庫支出金、１項国庫負担金、ページを返していただきまして1,352万5,000円。２項

国庫補助金、こちらの中で総務費国庫補助金の４節地方創生拠点整備交付金4,920万円でござ

いますが、こちらは交付決定がされたばかりでございますので、全額繰り越しの事業の財源

となるものでございます。下のページに参りまして1,364万6,000円となります。続きまして、

３項委託金２万7,000円、14款県支出金、１項県負担金362万8,000円。２項県補助金、ページ

を返していただきまして、下のページのほうになります。△812万3,000円。３項委託金368万

8,000円。 

  ページを返していただきまして、15款財産収入、１項財産運用収入175万2,000円。２項財

産売払収入、こちらの中で土地売却収入につきましては、あさあけの園の借地であったとこ

ろを新生会に売却した土地売却収入となっております。２項の合計が1,949万8,000円。 

  16款寄附金、１項寄附金297万1,000円。 

  17款繰入金、１項特別会計繰入金6,000円。 

  19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料△96万1,000円。２項町預金利子△２万3,000円、

雑入ですが、ページを返していただきまして、2,234万1,000円、こちらの一番大きなところ

は、24ページの最初のところでありますが、過年度分岩手県後期高齢者医療広域連合市町村

負担金精算金の2,200万円ほどが大きなところになってございます。 

  続きまして、20款町債、１項町債△6,110万円。 

  続きまして、歳出に参ります。27ページをお開き願います。歳出の補正ですが、人件費に

係るものにつきましては、主に特別退職手当負担金の増によるものとなっております。ほか

につきましては、歳入と同様でございますが、主には年度末の精算での増減となっておりま

すが、特記事項につきましては、別途説明いたします。説明につきましては、款、項の補正

額の順に説明いたします。 

  それでは、歳出、１款議会費、１項議会費△46万9,000円。 

  ２款総務費、１項総務管理費、ページをめくっていただきまして、特記事項でございます

が、下のページのほうになります。６目の企画費の中で、説明欄にございますが、地方創生

事業の増というところが大きいところでございまして、これは先ほど歳入のところで説明い
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たしました繰り越しとなる地方創生事業委託料が大きなところとなってございます。それか

ら、財政調整基金費、８目でございますが、こちらも年度末の収支を調整いたしまして、最

終的に財政調整基金、それから減債基金について積み立てることができたということで補正

予算を計上しておるものでございまして、財政調整基金につきましては、こちらの補正によ

りまして16億7,200万円余となります。減債基金につきましては、１億9,100万円余となりま

す。さらにめくっていただきまして、30ページのところになります。補正額は２億8,756万

6,000円となります。続きまして、２項徴税費△20万6,000円。３項戸籍住民基本台帳費、下

のページに参りまして△97万9,000円。５項統計調査費△23万3,000円。 

  ３款民生費、１項社会福祉費ですが、34ページまで飛びます。34ページの一番下のところ

になります。補正額は△6,011万6,000円となります。続きまして、２項児童福祉費ですが、

こちらにつきましても、特記事項としまして、このページの中ほどにございます。保育委託

事業の増というところが大きなところとなっております。めくっていただきまして、36ペー

ジ、補正額は569万2,000円となります。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、下のページに参りまして、△406万3,000円。続きまして、

２項環境衛生費ですが、ページを返していただきまして、特記事項としまして、中ほどの説

明欄、中ほどよりちょっと下になりますが、し尿処理施設整備事業の減のところがあります。

汚泥再生処理施設建設負担金の7,300万円ほどの減が一番大きなところとなっております。こ

れでもちまして補正額が△7,706万3,000円となります。 

  続きまして、６款農林水産業費、１項農業費、41ページに飛んでいただきますが、大きな

ところとしましては、41ページの説明欄の中ほどよりちょっと上のところになります。基幹

水利施設ストックマネジメント事業負担金、それから農村災害対策整備事業負担金等が大き

なところとなっております。これによりまして、補正額が2,716万8,000円です。ページを返

していただきまして、２項林業費△381万9,000円。 

  ７款商工費、１項商工費、下のページで△80万3,000円。 

  ８款土木費、２項道路橋梁費△832万3,000円。ページを返していただきまして、３項河川

費、こちらは財源更正による補正でございまして、補正額はゼロです。 

  続きまして、４項都市計画費、下のページで△2,530万1,000円。５項住宅費△194万8,000円。 

  ９款消防費、１項消防費ですが、ページを返していただきまして、△1,365万6,000円。 

  10款教育費、１項教育総務費、下のページで△456万3,000円。２項小学校費、ページを返

していただきまして、△201万5,000円。３項中学校費、下のページで△68万6,000円。４項社
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会教育費、ページを返していただきまして、△５万2,000円。５項保健体育費、下のページに

参りまして43万円。 

  以上で議案第35号 平成28年度矢巾町一般会計補正予算（第６号）の詳細説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第35号 平成28年度矢巾町一般会計補正

予算（第６号）の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第36号 平成28年度矢巾水道事業会計補正予算（第３号）の詳細説明を求めま

す。 

  山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） 議案第36号 平成28年度矢巾水道事業会計補正予算（第３号）

の詳細についてご説明をいたします。 

  なお、説明は、補正予算明細書で行いますので、６ページをお開き願います。平成28年度

矢巾水道事業会計補正予算明細書（第３号）の款、項及び特筆する事項の説明をいたします。 

  収益的収入及び支出の収入、１款水道事業収益、補正予定額は2,697万7,000円です。１項

営業収益、補正予定額2,449万6,000円、これは主に水道料金、受託工事における岩崎川下海

老沼橋のかけかえ工事の増額でございます。 

  ２項営業外収益、補正予定額248万1,000円、こちらにつきましては、長期前受金の戻入、

破損工事等の増でございます。 

  10ページに参ります。支出、支出につきましては、ほとんどが年度末精算となって、減額

となっているものでございます。 

  １款水道事業費用、補正予定額△566万円、１項営業費用、補正予定額△1,466万円、この

減額につきましては、入札減、修繕不要などの部分がありまして、減額となっているもので

ございます。 

  ２項営業外費用、補正予定額900万円です。こちらにつきましては、消費税の増額によるも

のでございます。 

  次は10ページでございます。資本的収入及び支出の収入でございます。１款資本的収入、

補正予定額266万8,000円、２項国庫補助金△452万3,000円、こちらにつきましては、新配水

場の交付金でありますが、当初予定額5,427万円の３分の１の要望をしてございましたが、

25％の確定でとどまりましたので、減額となるものでございます。３項負担金、補正予定額

719万1,000円、こちらにつきましては、受益者負担金の減と工事補償費、これは下海老沼橋
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の補償費による増でございます。 

  次に、支出でございます。１款資本的支出、補正予定額△2,767万6,000円、１項建設改良

費、いずれも同額です。こちらにつきましては、工事費の減のほか、メーター購入、予備品

の購入等の減でございます。 

  以上で議案第36号 平成28年度矢巾水道事業会計補正予算（第３号）の詳細説明を終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第36号 平成28年度矢巾水道事業会計補

正予算（第３号）の詳細説明を終わります。 

  次に、議案第37号 平成28年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）の詳細説明を求

めます。 

  山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） 議案第37号 平成28年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第

３号）の詳細について説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。２ページ、中ほどの企業債の補正です。起債の目的と補正額

をご説明いたします。下水道事業債、補正後は４億930万円でございます。こちらにつきまし

ては、事業費の減となってございまして、7,470万円の減でございます。次に、流域下水道債

でございます。補正予定額、補正後9,830万円、こちらは負担金の減でございます。 

  次に、農業集落排水施設整備事業債3,900万円、こちらは補助残の分の負担でございまして、

その分の企業債を450万円減額するものでございます。 

  続きまして、補正予算明細でご説明いたします。８ページをお開き願います。それでは、

平成28年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細（第３号）を款、項及び特筆する事項につい

て説明いたします。 

  収益的収入及び支出の収入でございます。１款公共下水道事業収益、補正予定額は△

2,577万7,000円です。１項営業収益、こちらの補正額は808万5,000円です。主に公共下水道

使用料の増と一般会計の負担の減となるものでございます。特筆する事項といたしまして、

２目の他会計負担金、一般会計負担金がございます。こちらの2,733万6,000円、こちらにつ

きましては、公営企業会計の繰り出し基準によりまして、事業精算等により、総務省の通達

に基づきまして、収益的収入と資本的収入に分けて振りかえるものでございます。以降、い

ずれも変更する点がございますので、ご説明いたします。 

  ２項営業外収益、補正予定額は△3,386万2,000円です。これにつきましても、先ほど説明
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した同様の公営企業会計の繰り出し基準に基づく振りかえするものでございます。 

  ２款農業集落排水事業収益、補正予定額△１億9,582万1,000円です。１項営業収益、補正

予定額221万3,000円、こちらは農業集落排水使用料の増でございます。 

  ２項営業外収益、補正予定額△１億9,803万4,000円、これにつきましても公共下水道同様、

公営企業の繰り出し基準に基づきまして、資本的収入と収益的収入に分けるものでございま

す。 

  10ページをお開き願います。支出、１款公共下水道事業費用、補正予定額△2,550万9,000円、

１項営業費用、補正額は同額でございます。こちらにつきましては、雨水管渠費、排水路補

修費、こちらと流域下水道の維持管理負担金の減となるものでございます。 

  次に、２款農業集落排水事業費用、補正予定額△1,075万3,000円、１項営業費用同額でご

ざいます。こちらにつきましては、処理場の動力費、管渠費の修繕費等の減でございます。 

  12ページに参ります。資本的収入及び支出、収入、１款公共下水道資本的収入、補正予定

額△973万8,000円、１項企業債、補正予定額△8,480万円は、公共下水道債7,470万円、流域

下水道債1,010万円の減となるものでございます。 

  ３項負担金、補正予定額7,506万2,000円は、駅西駅前地区受益者負担金、一般会計の収益

的収入を振りかえるものでございます。 

  ２項農業集落排水費、資本的収入、補正予定額１億9,229万5,000円、１項企業債、補正予

定額△450万円。２項県補助金、補正予定額△540万円。３項負担金、補正予定額２億233万

4,000円。こちらにつきましては、先ほども説明申し上げましたが、企業会計の基準からのっ

とり資本的収入及び支出に分けているものでございます。５項国庫補助金、補正予定額は△

13万9,000円。 

  14ページに参ります。支出の１款公共下水道資本的支出、補正予定額2,015万1,000円、１

項建設改良費同額です。こちらにつきましては、記載してありますとおり管渠費、流域下水

道費用の増減でございます。 

  ２項農業集落排水資本的支出、補正予定額△1,821万7,000円、１項建設改良費、補正予定

額△1,731万8,000円、こちらにつきましては、事業確定に伴う委託工事費の減です。 

  ３項基金積立金、補正予定額△89万9,000円、こちらにつきましては、事業確定に伴う下水

道事業債、基金積立金の減となるものでございます。 

  以上で議案第37号 平成28年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）の詳細説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） これで議案第37号 平成28年度矢巾町下水道事業会

計補正予算（第３号）の詳細説明を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 補正予算議案の全体質疑 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 続きまして、日程第２、補正予算議案の全体質疑を

行います。 

  質疑の方法についてお諮りいたします。質疑は、提案された議案の順に従って行います。

一般会計及び公営企業会計、それぞれ歳入歳出を一括して行いたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議がないようでありますので、そのように進め

てまいります。 

  なお、質疑に当たりましては事項別明細書のページ数をお知らせ願います。また、質疑の

ルールでありますが、回数制限は設けない一問一答方式としますが、簡単な質疑の場合は何

点かまとめてもよいことといたします。 

  それでは、一般会計補正予算を議題といたします。質疑ございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ３点まとめて質問します。 

  まず１点目は、歳入のページ数で22ページ、土地貸付収入の増、説明では、あさあけの園

ということですけれども、面積はどのくらいで坪単価どのくらいなのかお伺いします。 

  それから、２点目、ページ数で28ページ、地方創生事業の増ですけれども、地方創生事業

委託料、これは予算のときには、楽天、アマナということですけれども、これもそうなのか

どうかお伺いします。 

  それから、３点目、ページ数で38ページの汚泥再生処理施設建設負担金、減になった理由

をお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本総務課長。 

〇総務課長（山本良司君） それでは、私のほうから１点目のご質問にお答えいたします。 

  22ページの土地売払収入の増というところの記載になるわけでございますけれども、説明

のところでこれはあさあけ、新生会さんのほうでお買い上げいただいた部分でございました。

ご質問のありました面積、516.78平方メートル、それから平米単価３万7,705円、１点目につ
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きましては、以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ２点目の地方創生事業の委託金につきましてご説明いたしま

す。 

  内訳というふうな考え方で回答させていただきますが、この中で8,760万円ほどは、センタ

ー食堂の改修関係の予算でございまして、繰り越しになる予定でございます。それから、

1,080万円が区画整理事務所だった場所を改修するという部分でございまして、こちらも繰り

越しということになります。その差額分につきましては、減額変更等の関係もありまして、

最終的にこういったものとなってございます。 

  以上でございます。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 浅沼住民課長。 

〇住民課長（浅沼 仁君） それでは、３点目の質問にお答えいたします。 

  汚泥再生処理施設整備事業の負担金の減ということでございますけれども、こちらのほう

は紫波町で行っております事業に矢巾町が負担金を出しているものでございまして、総事業

費の33％が矢巾町の負担となっております。こちらにつきましては、28年度からの事業でご

ざいまして、当初紫波町の見込みでは18億円程度の事業費ということでございましたけれど

も、入札によりまして、これが16億円弱というふうな予算になりましたので、その分が今回

矢巾町負担分を減するものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 済みません、再質問でページ数で29ページの地方創生事業の増のとこ

ろなのですけれども、センター食堂のところと駅前の区画整理事務所、もとのところの改装

ということなのですけれども、事業開始は、いつごろの予定なのでしょうかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 事業開始の時期でございますが、設計等の関係もございます

ので、契約関係は、４月から５月にかけて、実際の現場のほうに取りかかれるのは、恐らく

７月以降で、秋ごろをめどに終わらせるという予定でございます。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 町民食堂に対しては、町内の業者を入れるように要望します。 
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  それから、駅は大企業がつくったのですけれども、やはり公契約条例が矢巾町はないです

けれども、地元企業というか、地元の企業にそういう委託をするような、そういうのを考え

てほしいと思うのですけれども、そのような考え方はどうでしょうかお聞きします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） こちらの業務委託につきましては、デザイン性等を重視した

ものにしたいなというふうな考えがございまして、楽天、アマナとの協定に関連するものと

いうふうに捉えております。 

  なお、工事につきましては、当然地元ということになりますので、工事関係は、地元業者

というふうなことでの予定でおります。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほか。 

  廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） 18ページの歳入のことで、いろいろ努力されていただいて、交付金をと

っていただいているという努力は感じておりますし、その成果が出ておりますけれども、地

方推進交付金の減というのが一千三百六十何がしでありましたけれども、これはやっぱり次

の交付金、拠点整備交付金と関係あるのか。それから、そうすると、来年度予算に4,350万円

の推進交付金を見込んでいるわけなのですけれども、その関係、今回減になった理由と、今

後減になったのが来年度の予算にかかわるのか、ちょっとお聞きいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） ただいまのご質問でございますが、まず減の理由ということ

でお話をさせていただきます。これ28年度当初予算で1,362万6,000円、この金額を計上して

おりました。といいますのは、国のこの地方創生の推進交付金の制度が、制度というのは、

ルールとか、そういったものなのですけれども、その制度がまだ詳細について明確でなかっ

た時期に、ただどうしても28年度執行していくためには、予算計上が必要だというとをもち

まして、当時考えていた1,300万円何がしという金額で当初予算は計上させていただいたとこ

ろでございますが、その後、その時点で想定しておりました使い道では、認められないとい

うふうな詳しい制度が出て、発表されたあかつきには、そういうことになってしまいまして、

それは困ったなということもありまして、別なもので認められるものはないかということで

今までいろいろ探したり、あと国の内閣府とも協議したりして、いろいろ後から出てきて認
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められるようになってというのが先日お話しましたローカルブランディングとｅコマースの

関係の2,000万円というところもこの予算に入っておったところでございます。ですので、一

時的には、その2,000万円と1,300万円合わせまして、3,300万円の予算枠であったところでご

ざいますが、最終的に先ほどお話したように、当初予算でとっていた分が使えないというこ

とになってしまった関係を、済みません、最終補正で減額をさせていただいたということに

なります。 

  それから、来年度の予算との関連性ということですが、この地方創生の交付金につきまし

ては、一つ一つの申請に対しての完結しております。ほかの申請と連携してどうのこうのと

いうこと、基本的にないで、今回の減額等が来年度に影響を与えるというものではございま

せん。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 廣田清実委員。 

〇（廣田清実委員） そういう答弁であれば、例えば4,300万円の部分に関しては、何がしにつ

いては安心できるということで、地方創生の部分で今年度、来年度の予算がまず8,500万円、

今年度の補正、いま上がってきたのがまず8,500万円ということで、多額の部分でやっている

わけなのですけれども、今回の補正の部分で町民センター食堂さんの改修ということであり

ますけれども、工事費と、その設計料、それからデザイン料という絡みの部分では、どのく

らいの比率があるのか、ちょっとお聞きいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） 申しわけございません。内訳につきましては、現在ちょっと

手元にないものですからあれですが、基本的にはデザイン料、設計等、それから施工管理等

がありますので、３分の１程度はそういったところに使われるものと考えております。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 

  髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 42ページの林業振興事業の減、森林病害虫等防除業務委託料379万7,000円

の減なのですけれども、28年度予算が488万1,000円、使ったのが108万4,000円、何でこんな

に減になったのか、まずこれ１点と。 
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  それから、今年度予算が374万6,000円あるのです。丸々ことしの予算ぐらい減額になって

いるわけです。この前もお聞きしましたけれども、どのような調査をやっているのかという

こと２点お聞きいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  これは松くい虫の防除の予算となります。それで、国のほうからの予定していた事業に対

しまして内示額が減ったということで事業費が減している状況でございます。 

  ２点目、調査の方法ですが、森林組合さんのほうに委託いたしまして、町内の森林は巡回

のパトロールをいたしておりまして、新たに発生した分については、随時報告をいただいて

いるような状況になってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 髙橋七郎委員。 

〇（髙橋七郎委員） 調査の方法は、そういうことでわかりましたけれども、この前もお聞き

したのですけれども、高速道路のやっぱり松も松くい虫になっていて、ここら辺も高速道路

で調査して伐採するのかなと思うのだけれども、ここら辺はどのようになっているかお聞き

したいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） 今委員ご指摘のとおり、高速道路につきましては、事業者の

ほうでということになりますが、こちらでも巡回して、その情報のほうは伝えたり、情報提

供したりして、ともに駆除していくように心がけてまいりたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ここで皆様方にあらかじめ申し上げておきます。 

  会議時間は、会議規則第９条第１項の規定により、午後５時までとなっておりますが、そ

の時間までに本日の日程を終了することが難しい状況にありますので、午後５時を過ぎる場

合は、同条第２項の規定により、会議時間を延長することをあらかじめ宣言をしておきます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 引き続いて、質疑ございますか。 
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  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） 水道会計の６ページ…… 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 今一般会計のほう。 

〇（赤丸秀雄委員） ごめんなさい。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 小川委員。 

〇（小川文子委員） 私、予算のときに医大のフラッグの関係の予算がどこに出ているのかと

いう質問をしたところ、ウエルネスタウン構想、地方創生の中で扱って、28年度中に執行予

定ですということなのですけれども、この計画の実際と、それから予算がどこに出ているの

かを、補正に出ているのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 藤原企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原道明君） フラッグの関係でございます。まず予算についてお話します

が、フラッグ整備自体は、27年度の加速化交付金の事業で行っておりますので、27年度の繰

り越し事業ということになりますので、そちらにつきましては、この28年度の予算には載っ

てこないということになっております。その8,000万円の事業でスタートしたのですが、最終

的には、幾分減額になってしまいますけれども、そこの中での執行ということでございます

ので、予算には載らないということになります。 

  それから、進捗状況ですが、申請等の手続を今やっておりますし、直接的には、パシフィ

ックコンサルタントに委託という形でやっていただくことで今手続、手続といいますか、進

めておりますので、現場関係の道路占用とかの手続を今やっている最中です。それから、物

の発注のほうもしておりますので、資材等が整い次第、現場のほうをやっていくというふう

な状況でございます。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほか一般会計、ございますか。 

  昆委員。 

〇（昆 秀一委員） 23ページの下のほうの広告掲載料の減の理由と、あと43ページ、グリー

ンハイツ指定管理料の増の理由と、あと49ページ、田園ホール指定管理料増の理由をお聞か

せください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 菅原道路都市課長。 
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〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えします。 

  大変失礼しました。この広告掲載料は、駅の自由通路のところにありますポスターを張る

ところがございます。こちらのほうの部分で当初見込んだ数字よりは、その申し込まれた件

数が少なかったということでこの金額が減額ということになっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 稲垣産業振興課長。 

〇産業振興課長（稲垣譲治君） ２点目、グリーンハイツの指定管理料の増についてご説明申

し上げます。 

  これにつきましては、グリーンハイツを利用いたしました減免分の補填となります。体育

協会とか、小中学校の利用、それから保育園、幼稚園等の利用の分の減免となります。ちな

みに、一般の人数が411人分、小中学生が213人分、それから幼児の分が1,182人分の減免額と

なります。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本社会教育課長。 

〇社会教育課長（山本 功君） ３点目のご質問にお答えをいたします。 

  田園ホール指定管理料増の理由でございますが、２つございまして、１つが減免での利用

がふえたということで、おおよそでございますが、この減免分で50万円ほどふえてございま

すし、あともう一つがホールの修繕料がふえたということで、この分が約43万3,000円という

ことでこの額になってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ないようでありますので、これで一般会

計補正予算の質疑を終わります。 

  次に、矢巾町水道事業会計補正予算の質疑に入ります。質疑ございますか。 

  赤丸委員。 

〇（赤丸秀雄委員） ページ数は６ページであります。先ほどの説明では、ここの一番上の補

正予定額の二千六百九十何がしという数字のところで、下海老沼橋への橋梁の話ししており
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ました。あそこの工事、おくれているようですが、まずこの金額の内容の説明を再度お願い

したいのと、工事がおくれているようですが、いつごろ完成するのか。おくれた理由がわか

れば教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまの下海老沼橋についての説明をいたします。 

  こちら、県の河川改修事業に伴いまして、下海老沼橋のかけかえ工事が行われているとこ

ろでございます。こちらにつきましては、今年度、３月31日までに完成するというふうには

聞いてございます。その分で水道の仮設工事、こちらにつきましては、受託工事収益という

ことで、水道の仮設工事の補償費がこちらのほうに計上されてございます。また、資本的収

入のほうには、その補償といたしまして、10ページになりますが、10ページの３項負担金、

工事補償費ということで860万円の増で1,070万円の合計額になりますが、こちらのほうは、

本設の移設工事の費用となってございます。 

  なので、収益的収入、こちらについては仮設工事、資本的収入につきましては、本設の工

事の補償費分の収入となっているものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 上海老沼橋についても、水道の仮設工事はあります。 

  菅原道路都市課長。 

〇道路都市課長（菅原弘範君） ただいまのご質問にお答えしますが、一応今上下水道課長が

言いましたように、基本的に県工事で、うちのほうに情報というものは、詳しいものは来て

おりませんが、一応うちのほうで聞いているのは、大体６月くらいには、上海老沼橋につい

ては、開通をしたいと。それから、下海老沼橋も大体そのぐらいということで、最終的には

大体８月ぐらいまでには、本体工事は終わりたいなということではお聞きはしておりますが、

なぜどのような形でおくれたかというのは、ちょっとうちのほうでは、掌握していないとい

うふうな状況でございます。 

  以上、お答えとします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） かなり予定よりはおくれていますけれども、今回は

水道の仮設と本工事の話ですので、そのほかございますか。 

  昆委員。 

〇（昆 秀一委員） ６、７ページの広告料増の理由をお聞かせください。 
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  山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  雑収益、広告料ほかの増というふうになってございます。こちらにつきましては、バナー

広告、あとは給水工事の検査の手数料、こちらのほうが増となってございまして、バナー広

告につきましては、７社、工事の検査につきましては、60件ほど増になっているものでござ

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 昆委員。 

〇（昆 秀一委員） 広告料全般について言えることなのですけれども、やはりそういうふう

な工夫をすることで、先ほどのほうはポスターのほう減になっていましたけれども、そうい

う広告料、できるものであれば、たくさんいただけるような工夫をしていただきたいと思い

ます。 

  そして、新配水場、今度つくって、今つくっているわけですけれども、そのタンクに対し

て広告を載せるなど、そのような工夫に対して広告のことに関してお願いしたいと思います

けれども、その考えをお聞かせください。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） 新配水場につきましては、平成30年９月をめどに完成を目途

にしているところでございます。こちらの配水場には、広告塔を設けたいというふうに考え

てございますが、それにつきましては、完成をめどを見て、広告の掲示を考えていきたいと

いうふうに思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） よろしいですね。 

  そのほかございますか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ２点お伺いします。 

  ページ数で、６、７ページの雑収益、配水管破損工事補償ほかのところのこの増に、雑収

益が増になった、その他どのようなことなのかお伺いします。 

  それから、２点目は、ページ数で、先ほど10ページ、11ページのところの国庫補助金のと

ころです。新配水場をつくるということで補助金が当初は３分の１補助ということだったの

ですけれども、今回予算化が25％ということで、今後もこのようなことが考えられると思う
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のですけれども、どのような見通しを持っているのかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  その他雑収益、こちらにつきましては、給排水管保損工事等補償費のほかの増ということ

になってございます。まず破損した工事につきましては、５社ほどからいただいているもの

でございます。11万円ほどいただいてございます。あと配水管のそのほかにつきましては、

普代のほうに、普代と岩泉、こちらのほうにうちのほうは給水車の派遣をしてございます。

こちらにつきましては、日本水道協会の支出項目からなってございまして、うちのほうでは、

請求した額が17万2,000円は、岩泉、普代のほうに給水車で職員を派遣した分の給与となって

ございます。 

  あと次に、新配水場、10ページにあります国庫補助金の新配水場の交付金でありますが、

今年度5,427万円、こちらの３分の１の要望、こちらにつきましては、補助要望額、満額の３

分の１を要望しているところでございますが、県内にもこういう耐震化の交付金の要望がご

ざいまして、全額、満額の３分の１の額をほかの市町村ももらえているところの状況ではな

いようです。となりまして、県のほうからの交付金は25％、４分の１の交付額という確定と

なったものでございまして、こちらにつきましては、日本水道協会、こちらのほうも通じま

して、国庫補助の要望は、県のほうと国のほうにはしてまいる所存でございまして、３分の

１確保に向けて29年度も努力してまいる次第でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） お伺いします。 

  国の補助が減額されているのですけれども、県会議員を通じて穴埋めをするという考えは

ないのかどうかお伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  これはルールでございますので、余りそういった政治的な取り組みは、私はやりたくない

と。ルールでありますので、今担当課長が答弁したとおり、ルールにのっとって。ただ、し

かしアクションを起こすことによって解決できるのであれば、私も進んで対応させていただ

きますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 
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〇（川村よし子委員） 配水場は、住民のため、駅前のためとかという話をするけれども、実

際は、医大のためです。やはり医大は県の事業、移転は県の事業だと思います。 

              （「町民のためだ」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 自分の思いで今発言しているのだとは思いますが、

医大だけのためではないということは、この間の説明でかなり聞いているはずですけれども、

そういう質問…… 

              （何事か声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 質問としては、ちょっと、町民のため…… 

〇（川村よし子委員） 私がそう思っているので、発言させていただいておりますので、修正

はしません。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） あくまで私見ですよね。はい、それで。 

〇（川村よし子委員） それで、やはり県会議員を利用して、県会議員に頼んで…… 

              （「発言不適」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員、ここは矢巾町の今、補正予算の審

議をしているわけですから、そこに政治的な配慮の話はそぐわないと思いますので、その発

言は認めません。国庫補助の申請をしているということで、今、いわゆる答弁ありましたの

で、しかも町長からも先ほど答弁がありましたので、そういうことで受けとめてほしいと思

います。 

  そのほかございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ないようでありますので、これで矢巾町

水道事業会計補正予算の質疑を終わります。 

  引き続き、矢巾町下水道事業会計補正予算の質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） ３点お伺いします。ページ数で３ページ、目で５、減価償却費の主な

ものとか、そこを説明お願いします。 

  それから、ページ数で11ページ、営業費用、通信運搬費の説明では、雨水管流域下水道の

整備ということで、ちょっともう少し説明をお願いします。ちょっとわからなかったので、

説明お願いします。 

  それから、同じページの目の減価償却費の説明をお願いします。 
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  以上です。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  最初の減価償却費、３ページ目の減価償却費の補正ということになっていますが、こちら

のほうにつきましては、減価償却費は、処理場につきましては、まずもってポンプとか、設

備されたもの全てが減価償却費の対象になっているものでございますし、管渠、マンホール、

あと汚水ますについても減価償却費の対象になっている、こちらのほうの費用ということに

なってございます。 

  次に、10ページの通信運搬費、管渠の通信運搬費、こちら管渠の通信運搬費もありますし、

総係費の通信運搬費もございます。いずれ通信運搬費につきましては、管渠につきましては、

ポンプ場とか、処理場から電送されて、無線で通信になってございます。その費用が大分今

は安くなってきてございますし、その分の減となっているものでございます。 

  あとここの減価償却費につきましても、同じく有形固定資産につきましては、公共下水道

につきましては、管渠費の固定資産、管渠、マンホール、汚水ます等の固定資産と、減価償

却費になっているものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 川村よし子委員。 

〇（川村よし子委員） 済みません、間違って質問したようです。ページ数が10ページ、11ペ

ージの13節の委託料、この雨水管の流域下水道のところなのですけれども、どこに委託する

予定なのかお伺いします。入札でやるのか。減になっているのですけれども、そのところを

お伺いします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 山本上下水道課長。 

〇上下水道課長（山本勝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  公共下水道事業費用の中にあります管渠費用、１項管渠費の委託料、こちらにつきまして

は、水質検査委託料ほかとなってございます。下水道の放流に対しまして水質検査を毎月行

っているものでございます。その費用につきましては、入札減で減額するものでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） いいですね。 

              （「はい」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） そのほかございますか。 
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              （「なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ないようでありますので、これで矢巾町下水道事業

会計補正予算の質疑を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 補正予算議案の審査報告書 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 日程第３、補正予算議案の審査報告書についてを議

題といたします。 

  付託を受けました補正予算３議案に対する審査報告書の取りまとめであります。 

  お諮りをいたします。当初は、全員協議会室において、補正予算議案の可否も含めて、附

帯意見等の取りまとめを行いたいということで考えておりましたが、この場で、よければ、

この場で附帯意見の取りまとめ、それからこの審議の議案の可否も含めて皆さんのご意見を

お聞かせをいただいて進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 急ぐようで申しわけありませんが…… 

              （何事か声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、ここで一旦休憩をいたします。 

              午後 ５時２０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ５時２３分 再開 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） それでは、再開をいたします。 

  皆様にお諮りをいたします。 

  附帯意見等はありませんでしたので、ただいまお配りした付託された３議案を可決すべき

ものとした審査報告書を成案といたしまして議長に提出することに決定したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） ご異議ないようですので、この報告書を成案として

議長に提出することに決定いたしました。 

  予算決算常任委員会に付託されました補正予算３議案の審査並びに審査報告書の作成の一

切を終了いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇予算決算常任委員長（山﨑道夫委員） 以上をもちまして予算決算常任委員会を閉会いたし

ます。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ５時２４分 閉会 

 


